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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 
（総合）総括研究報告書 

 
行政機関や食品企業における食品防御の具体的な対策に関する研究 

 
研究代表者 今村知明（奈良県立医科大学 公衆衛生学講座・教授） 

 
研究要旨 
食品テロによる被害から国民を守る視点は、テロの未然防止と円滑な事件処理である。しかし、

食品テロの被害はフードチェーンに沿って広域に拡大し、他の様々な食品が喫食される中で散発的

に発生するため、原因の特定が困難である（特に長期保存食品）。このため、フードチェーン（特

に上流）を構成する食品工場や物流施設における食品防御が必要不可欠となる。 
今村はこれまで「食品によるバイオテロの危険性に関する研究」「食品防御の具体的な対策の確

立と実行可能性の検証に関する研究」の研究代表者として、日本生協連等と連携し各種食品工場等

の実査において脆弱性評価と食品防御対策の検討を行い、これを一般化したチェックリストやガイ

ドラインの作成を行うとともに、インターネットで商品の受発注を行う組合員をモニターに、独自

に構築したインターネットアンケートシステムを活用して、食品テロの早期察知に資する食品

PMM の実行可能性を検証してきた。 
本研究では、以上の成果に加え、保健所や地方衛研等で的確に対処していくための対策の検討、

食品への意図的な混入に用いられやすい化学物質・生物剤に関する人体（血液・尿等）試料を用い

た検査手法の標準化に向けた検討、過去に発生した意図的な食品汚染の事件の分析等を行った。 
主な研究項目は、（１）海外（主に米国）における食品防御対策に関連した法制度等状況調査、（２）

食品への毒物等混入事件時における保健所や行政機関における円滑な事件処理に向けての検討、

（３）食品への毒物等混入事件時における衛生研究所での「人体（血液・尿等）試料の検査手法」

の標準化、（４）食品防御ガイドラインの改善検討と故意による毒物や異物混入に対する予防的対

策の検討、（５）食品の市販後調査（PMM）手法の検証の５項目である。 
【結果】 
（１）海外（主に米国）における食品防御対策に関連した法制度等状況調査については、米国の食

品テロ対策において、「食品に対する意図的な混入に対する緩和戦略の最終規則」が公表され、食

品関連事業者が作成する食品防御計画の具体的な内容や規則の遵守日が決定したこと、また「食品

への意図的な混入に対する緩和戦略」ガイダンス（小規模事業者向け）が公表されたことが、研究

期間３年間における重要事項として挙げられる。 
（２）食品への毒物等混入事件時における保健所や行政機関における円滑な事件処理に向けての検

討については、平成 27・28 年度に発生した調理・加工施設等における異物混入について、保健所

や行政機関における対応状況をとりまとめるとともに、当該事例を踏まえた課題と自治体での対応

を整理することができた。 
（３）食品への毒物等混入事件時における衛生研究所での「人体（血液・尿等）試料の検査手法」

の標準化については、健康危機管理事例への早期対応及び安全な試験実施のため、地衛研の理化学

検査担当における人体試料の取扱いについて参考となるべく、川崎市健康安全研究所における要綱

等の案を作成できた。 
（４）食品防御ガイドラインの改善検討と故意による毒物や異物混入に対する予防的対策の検討に

ついては、今後ガイドライン改善に反映できる可能性のある 21 項目が確認された。また、ガイド

ライン（製造工場向け）を分かり易く改訂するとともに、食品の流通・提供の流れに沿って、運搬・

保管施設、調理・提供施設に係る食品防御ガイドラインの試作版（案）を作成した。（別紙１，２

を参照。）また、わが国の食品製造業における食品防御対策の現状調査については、今後は中小企
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業を中心に食品防御対策の取組みが進んでいない食品企業に対して、より一層の普及・啓発が必要

であることがわかった。 
（５）食品の市販後調査（PMM）手法の検討については、過去の有症状者数の時系列データのみ

から将来の有症状者数を予測すると予測値は期待値に収束してしまい、精度の良い予測をすること

は難しいこと、また今後は、将来の有症状者数を予測するために他のパラメータを組み込んだ予測

モデル設計を検討していく必要があること等が明らかになった。 

 

本研究における研究代表者、分担者および研

究協力者は以下の通りである。 
・ 今村知明（奈良県立医科大学 公衆衛生学

講座・教授）［代表］ 
・ 高谷幸（公益社団法人日本食品衛生協会・

技術参与）［分担］ 
・ 岡部信彦（川崎市健康安全研究所・所長）

［分担］ 
・ 穐山浩（国立医薬品食品衛生研究所・食品

部長）［分担］ 
・ 赤羽学（奈良県立医科大学 公衆衛生学講

座・准教授）［分担］ 
・ 鬼武一夫（日本生活協同組合連合会 品質

保証本部 安全政策推進部 部長）［分担］

・ 髙畑能久（日大阪成蹊大学 マネジメント

学部 マネジメント学科 食ビジネスコー

スフードシステム研究室・教授）［分担］

・ 鶴見和彦（公益社団法人日本食品衛生協会

公益事業部長）［協力］ 
・ 神奈川芳行（奈良県立医科大学 公衆衛生

学講座・非常勤講師）［協力］ 
・ 中村重信（東京都健康安全部食品監視課

課長）［協力］ 
・ 田﨑達明（関東学院大学 栄養学部 管理栄

養学科・教授）［協力］ 
・ 赤星千絵（川崎市健康安全研究所・食品担

当）［協力］ 
・ 荒木啓佑（川崎市健康安全研究所・残留農

薬・放射能検査担当）［協力］ 
・ 岸美紀（川崎市健康安全研究所）［協力］

・ 前屋敷明江（奈良県立医科大学附属病院 
看護部・看護主査）［協力］ 

 
 
 
 

A．研究目的 
食品テロによる被害から国民を守る視点は、

テロの未然防止と円滑な事件処理である。しか

し、食品テロの被害はフードチェーンに沿って

広域に拡大し、他の様々な食品が喫食される中

で散発的に発生するため、原因の特定が困難で

ある（特に長期保存食品）。このため、フードチ

ェーン（特に上流）を構成する食品工場や物流

施設における食品防御が必要不可欠となる。 
今村はこれまで「食品によるバイオテロの危

険性に関する研究」「食品防御の具体的な対策の

確立と実行可能性の検証に関する研究」の研究

代表者として、日本生協連等と連携し各種食品

工場等の実査において脆弱性評価と食品防御対

策の検討を行い、これを一般化したチェックリ

ストやガイドラインの作成を行うとともに、イ

ンターネットで商品の受発注を行う組合員をモ

ニターに、独自に構築したインターネットアン

ケートシステムを活用して、食品テロの早期察

知に資する食品PMMの実行可能性を検証して

きた。 
本研究では、食品工場等の実査をさらに重ね

ることで既存研究を発展させ、平成 24 年度に

作成した大規模食品工場向け食品防御ガイドラ

インの充実・精緻化を図るとともに、中小食品

工場向けおよび物流施設向けのガイドラインを

作成することを目的とする。 
また、食品 PMM について、リアルタイム性

の向上や食中毒の察知可能性、細菌性食中毒の

増加する夏季での運用可能性など、意図的な食

品汚染の早期察知に向けた活用可能性を検討す

る。 
さらに、近年の事件にみられるように、食品

への意図的な異物混入により健康被害が発生し

た場合は、人（患者）に対する検査も迅速に行

う必要があり、保健所や地方衛生研究所での対

応が不可欠である。しかしながら、現状、検査

のための実験手法が確立されていないと思われ

るため、それらの機関における状況の現状把握



 1-3

を行う。 

 
 

B．研究方法 
１． 全体概要 
研究は、以下に示す主に 5 項目について、国

内外の政府機関ウェブサイト、学術論文・書籍

等既存の公表情報の収集整理と、検討会におけ

る生物・食品衛生等の専門家・実務家らとの討

議を通じて実施した。 
1. 海外（主に米国）における食品防御対策に

関連した法制度等状況調査 
2. 食品への毒物等混入事件時における保健所

や行政機関における円滑な事件処理に向け

ての検討 
3. 食品への毒物等混入事件時における衛生研

究所での「人体（血液・尿等）試料の検査

手法」の標準化 
4. 食品防御ガイドラインの改善検討と故意に

よる毒物や異物混入に対する予防的対策の

検討 
5. 食品の市販後調査（PMM）手法の検証 

 
検討会の参加メンバーと開催状況は以下の

通りである。（以下敬称略、順不同） 

 
（平成 27 年度検討会の参加メンバー） 
・ 今村 知明（奈良県立医科大学 健康政策医

学講座 教授） 
・ 赤羽 学（奈良県立医科大学 健康政策医学

講座 准教授） 
・ 岡部 信彦（川崎市健康安全研究所 所長，

国立感染症研究所 感染症情報センター 客
員研究員） 

・ 岩崎 容子（厚生労働省医薬食品局食品安全

部企画情報課） 
・ 梅田 浩司（厚生労働省医薬食品局 食品安

全部企画情報課） 
・ 蟹江 誠（厚生労働省医薬食品局 食品安全

部監視安全課） 
・ 梶原 則夫（厚生労働省医薬食品局 食品安

全部監視安全課） 
・ 小原 健児農林水産省 消費安全局 消費安

全政策課） 
・ 大熊 武（農林水産省 消費安全局 消費安全

政策課 食品安全危機管理官） 
・ 永田 一穂（農林水産省 消費・安全局 消

費・安全政策課（危機管理担当）） 
・ 山本 茂貴（東海大学海洋学部水産学科食品

科学専攻 教授） 
・ 高谷 幸（公益社団法人日本食品衛生協会 

公益事業部 技術参与） 
・ 田崎 達明（関東学院大学栄養学部管理栄

養学科） 
・ 中村 重信（東京都福祉保健局健康安全部 

食品監視課長） 
・ 中村 紀子（公益社団法人日本食品衛生協会 

公益事業部） 
・ 赤星 千絵（川崎市健康安全研究所 食品担

当） 
・ 鬼武 一夫（日本生活協同組合連合会 品質

保証本部 安全政策推進部 部長） 
・ 井之上 仁（日本生活協同組合連合会 品質

保証本部 安全政策推進部） 
・ 神奈川 芳行（奈良県立医科大学 健康政策

医学講座 非常勤講師） 
・ 長谷川 専（株式会社三菱総合研究所 プラ

チナ社会研究センター 兼 社会公共マネジ

メント研究本部地域新事業推進グループ 

主席研究員） 
・ 山口 健太郎（株式会社三菱総合研究所 科

学・安全政策研究本部 レジリエンス戦略研

究グループ 主任研究員） 
・ 池田 佳代子（株式会社三菱総合研究所 社

会公共マネジメント研究本部 地域経営グ

ループ 主任研究員） 
・ 中村 智志（株式会社三菱総合研究所 社会

公共マネジメント研究本部社会リスク対策

グループ 研究員）） 

 
（平成 27 年度検討会の開催状況） 
・ 平成 27 年 5 月 25 日（於：富国生命ビル） 
・ 平成 28 年 2 月 1 日（於：航空会館） 

 
（平成 28 年度検討会の参加メンバー） 
・ 今村 知明（奈良県立医科大学 健康政策医

学講座 教授） 
・ 赤羽 学（奈良県立医科大学 健康政策医学

講座 准教授） 
・ 岡部 信彦（川崎市健康安全研究所 所長，
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国立感染症研究所 感染症情報センター 客
員研究員） 

・ 海老名 栄治（厚生労働省医薬食品局食品

安全部企画情報課） 
・ 岡崎 隆之（厚生労働省医薬食品局 食品安

全部監視安全課） 
・ 小原 健児（農林水産省 消費安全局 消費

安全政策課） 
・ 永田 一穂（農林水産省 消費・安全局 消

費・安全政策課（危機管理担当）） 
・ 山本 茂貴（東海大学海洋学部水産学科食品

科学専攻 教授）※第 1 回検討会のみ 
・ 高谷 幸（公益社団法人日本食品衛生協会 

公益事業部 学術顧問） 
・ 田崎 達明（関東学院大学栄養学部管理栄

養学科） 
・ 中村 重信（東京都福祉保健局健康安全部 

食品監視課長） 
・ 鶴見 和彦（公益社団法人日本食品衛生協

会 公益事業部） 
・ 赤星 千絵（川崎市健康安全研究所 食品担

当） 
・ 鬼武 一夫（日本生活協同組合連合会 品質

保証本部 安全政策推進部 部長） 
・ 井之上 仁（日本生活協同組合連合会 品質

保証本部 安全政策推進部） 
・ 神奈川 芳行（奈良県立医科大学 健康政策

医学講座 非常勤講師） 
・ 中村 啓一（公益財団法人食の安全・安心

財団） 
・ 穐山 浩（国立医薬品食品衛生研究所 食

品部長）※第 2 回検討会のみ 
・ 高畑 能久（大阪成蹊大学マネジメント学

部マネジメント学科 食ビジネスコースフ

ードシステム研究室）※第 2 回検討会のみ 
・ 長谷川 専（株式会社三菱総合研究所 地域

創生事業本部 プラチナコミュニティグル

ープ） 
・ 山口 健太郎（株式会社三菱総合研究所 科

学・安全政策研究本部 レジリエンス戦略研

究グループ 主任研究員） 
・ 池田 佳代子（株式会社三菱総合研究所 ヘ

ルスケア・ウェルネス事業本部 ヘルスケ

ア・ウェルネス産業グループ）地域経営グ

ループ 主任研究員） 

・ 中村 智志（株式会社三菱総合研究所 科

学・安全政策研究本部 社会リスク対策グ

ループ） 

 
（平成 28 年度検討会の開催状況） 
・ 平成 28 年 5 月 30 日（於：航空会館） 
・ 平成 29 年 2 月 27 日（於：航空会館） 

 
（平成 29 年度検討会の参加メンバー） 
・ 今村 知明（奈良県立医科大学 公衆衛生学

講座 教授） 
・ 赤羽 学（奈良県立医科大学 公衆衛生学講

座 准教授） 
・ 岡部 信彦（川崎市健康安全研究所 所長） 
・ 穐山 浩（国立医薬品食品衛生研究所 食品

部長） 
・ 髙畑 能久（大阪成蹊大学 マネジメント学

部 マネジメント学科 食ビジネスコース 
フードシステム研究室 教授） 

・ 一戸 和成（厚生労働省 医薬・生活衛生局 
生活衛生・食品安全部 企画情報課 課長補

佐） 
・ 山田 恵子（厚生労働省 医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全部 基準審査課 専門官） 
・ 岡崎 隆之（厚生労働省 医薬・生活衛生局

生活衛生・食品安全部 監視安全課 食中毒

被害情報管理室 室長補佐） 
・ 山野 淳一（農林水産省 消費・安全局 食品

安全政策課 食品安全危機管理官） 
・ 永田 一穂（農林水産省 消費・安全局 食品

安全政策課 課長補佐（危機管理）） 
・ 板垣 正親（農林水産省 消費・安全局 食品

安全政策課 危害要因情報班化学物質対策

係長） 
・ 佐久間 大貴（農林水産省 消費・安全局 食

品安全政策課 係員） 
・ 高谷 幸（公益社団法人日本食品衛生協会 

学術顧問） 
・ 田崎 達明（関東学院大学 栄養学部 管理栄

養学科） 
・ 中村 重信（東京都 福祉保健局 健康安全部 

食品監視課長） 
・ 鶴見 和彦（公益社団法人日本食品衛生協会 

公益事業部長） 
・ 赤星 千絵（川崎市健康安全研究所 食品担
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当） 
・ 鬼武 一夫（日本生活協同組合連合会 品質

保証本部 総合品質保証担当（Senior 
Scientist）） 

・ 井之上 仁（日本生活協同組合連合会 品質

保証本部 安全政策推進部） 
・ 神奈川 芳行（奈良県立医科大学 公衆衛生

学講座 非常勤講師） 
・ 中村 啓一（公益財団法人食の安全・安心財

団 理事・事務局長） 
・ 平野 展代（一般社団法人日本食品安全支援

機構） 
・ 加藤 礼識（奈良県立医科大学 公衆衛生学

講座） 
・ 寺村 渉（東京都 福祉保健局健康安全部 

食品監視課 統括課長代理） 
・ 荒木 啓佑（川崎市健康安全研究所 残留農

薬・放射能検査担当） 
・ 八反田 誠（日本生活協同組合連合会 品質

保証本部 品質保証部） 
・ 名倉 卓（SGS ジャパン株式会社） 
・ 一蝶 茂人（SGS ジャパン株式会社） 
・ 南谷 怜（SGS ジャパン株式会社） 
・ 山口 健太郎（株式会社三菱総合研究所 科

学・安全事業本部 産業イノベーション戦略

グループ 主任研究員） 
・ 池田 佳代子（株式会社三菱総合研究所 ヘ

ルスケア・ウェルネス事業本部 ヘルスケ

ア・ウェルネス産業グループ 主任研究員） 
・ 東穂 いずみ（株式会社三菱総合研究所 科

学・安全事業本部 産業セキュリティ戦略

グループ） 

 
（平成 29 年度検討会の開催状況） 
・ 平成 29 年６月 14 日（於：TKP 新橋カンフ

ァレンスセンター） 
・ 平成 30 年２月７日（於：航空会館） 

 
◆倫理面への配慮 
本研究は奈良県立医科大学医の倫理委員会

において承認を得て行った。本調査は調査対象

者に対して口頭あるいは書面による研究の趣旨

等に関するインフォームドコンセントを行った

上、書面による同意を得た者のみを調査の対象

とした。なお、日本生活協同組合連合会の協力

を得て、生協組合員をモニターとして活用する

限りにおいては、直接的な個人情報の取り扱い

はない。 
なお、本研究で得られた成果は全て厚生労働

省に報告しているが、一部人為的な食品汚染行

為の実行の企てに悪用される恐れのある情報・

知識については、本報告書には記載せず、非公

開としている。 

 
２．分担研究について 
２．１ 海外（主に米国）における食品防御対策

に関連した法制度等状況調査 
FDA（Food and Drug Administration）、

USDA （ United States Department of 
Agri-culture）のウェブサイト等の公表情報や

研究班会議において収集された関連情報に基づ

き、平成 29 年度に講じられた主な食品テロ対

策の最新情報を抽出し、その概要をとりまとめ

るとともに、米国等における食品テロ対策を体

系的に整理した。 
また、今後の東京オリンピックの開催も念頭

に、リオデジャネイロオリンピック・パラリン

ピック競技大会における食品提供の実態調査も

実施した。（28 年度に実施。） 

 
２．２ 食品への毒物等混入事件時における保

健所や行政機関における円滑な事件処理

に向けての検討 
平成 27 年度については、平成 26 年末に発生

した食品工場における農薬混入事件における保

健所や行政機関における対応状況をとりまとめ

るとともに、当該事例を踏まえた課題と自治体

での対応の整理を行った。 
平成 28 年度については、平成 28 年に発生し

た調理・加工施設等における異物混入について、

概要を整理するとともに、保健所における対応

や、行政機関の連携状況を把握した。また、こ

れらの状況を踏まえ、課題と自治体での対応に

ついて整理分析を行った。 

 
２．３ 食品への毒物等混入事件時における衛

生研究所での「人体（血液・尿等）試料

の検査手法」の標準化 
平成 27 年度については、人体（血液、尿等）

試料からの化学物質等の検査において、先駆的
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な対応を実施している地衛研、大学や民間検査

機関の実態調査を実施するとともに、人体試料

の理化学的試験を多数実施している大学研究室

や公的研究機関、民間研究機関を対象にアンケ

ート調査を実施し、実態調査を行う事で、検査

手法の標準化に向けた検討を行った。 
平成 28 年度については、人体（血液、尿等）

試料からの化学物質等の検査において先駆的な

対応を実施している地衛研、大学や民間検査機

関の実態調査・アンケート調査に基づき、理化

学検査における人体試料の取扱いの問題点を抽

出したうえで、地衛研モデルとして理化学検査

における人体試料の取扱いを検討し、安全管理

要領案や標準作業書案を作成した。 
平成 29 年度については、前年度作成した「理

化学試験における人体試料等安全管理要綱

（案）」、「人体試料等管理区域運営要領（案）」、

「理化学検査における人体試料等取扱標準作業

書（案）」に基づき、人体試料中の有機リン系農

薬の分析の模擬訓練を実施した。模擬訓練に使

用する人体試料として、自己調製の人工尿を使

用した。模擬訓練後、試験担当者からの意見や

所内の意見をもとに、要綱等の案を修正した。 

 
２．４ 食品防御ガイドラインの改善検討と故

意による毒物や異物混入に対する予防的

対策の検討 
平成 27 年度については、冷凍食品工場（１

箇所）、物流施設（1 箇所）を対象に、実際に施

設を訪問し、米国で開発された CARVER＋

Shock 手法を念頭に置いた脆弱性評価と、「食

品防御対策ガイドライン（製造工場向け）（平成

25 年度改訂版）」の改善点を検討した。 
平成 28 年度については、食事提供施設（2

箇所）、物流施設（1 箇所）を対象に、実際に施

設を訪問し、米国で開発された CARVER＋

Shock 手法を念頭に置いた脆弱性評価と、製造

工場版の「食品防御対策ガイドライン」の改訂、

および同ガイドラインの運搬・保管版、調理・

提供版の試案の検討を行った。 
平成 29 年度については、食品製造施設（１

箇所）、物流施設（１箇所）を対象に、実際に施

設を訪問し、米国で開発された CARVER＋

Shock 手法を念頭に置いた脆弱性評価と、製造

工場版の「食品防御対策ガイドライン」の改善、

及び同ガイドラインの運搬・保管版の試作の検

討を行った。 
また、研究代表者である今村知明が総括担当

を務めている日本中央競馬会畜産振興事業「オ

リンピック・パラリンピック東京大会における

食品テロ防止対策事業」（平成 28～30 年度）の

途中成果の一部を参照し、そこで得られた知見

を、一般的なレストランや給食施設等に該当す

るよう、情報の一般化を行い、調理・提供施設

に係る食品防御ガイドラインの試作の検討を行

った。 

 
２．５ わが国の食品製造業における食品防御

対策の現状調査 
2.4と関連した分担研究として平成29年度に

実施した。本研究はアンケート調査、聴き取り

調査、現地視察によって実施した。 
アンケート調査は一般財団法人食品産業セ

ンターの協力を得て213社を対象として実施し

た。「食品防御対策ガイドライン」に記載された

６項目（組織マネジメント、人的要素（従業員

等）、人的要素（部外者）、施設管理、入出荷等

の管理、配送車輌他）に対応した調査票を作成

し、郵送法により調査した。調査期間は平成 29
年 11 月下旬から平成 30 年２月下旬であった。 
聴き取り調査は、アンケート調査において

「電話によるインタビューに協力できる」と回

答した７社を対象として実施した。 
現地視察は、アンケート調査時に「貴社工場

の見学、現地での意見交換に協力できる」と回

答した食品企業のうち、２つの食品製造工場を

対象として実施した。 

 
２．６ 食品の市販後調査（PMM）手法の検証 
本研究においてPMMに活用可能な健康調査

データとして収集したデータを二次活用し、統

計分析手法を用いて分析を実施した。統計分析

手法は、時系列データの分析手法である

ARIMA（Auto Regressive In-tegrated Moving 
Average）モデルを用いた。春季を対象に分析

を行い、春季における下痢と嘔吐の症例数予測

に焦点を当てて検討した。（平成 27 年度に実

施。） 
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C．研究成果 
本研究によって以下の成果を得た。詳細につ

いては、それぞれの（総合）分担研究報告書を

参照されたい。 

 
１．海外（主に米国）における食品防御対策に

関連した法制度等状況調査 
１．１ FDA の食品テロ対策 
平成 27 年度において、2011 年 1 月に成立し

た 食 品 安 全 強 化 法 (FSMA: Food Safety 
Modernization Act)に関する特筆すべき新規の

規制措置等の通知はなかったが、次年度以降の

最終規則の公表予定時期や実施事項が明確化さ

れた。 
平成 28 年度においては、「食品に対する意図

的な混入に対する緩和戦略の最終規則」が 2016
年 5 月 26 日に公表され、食品防御計画の内容

や遵守期日が決定した。 
平成 29 年度においては、平成 29 年（201７

年）8 月 26 日に「食品への意図的な混入に対す

る緩和戦略」のガイダンス（小規模事業者向け）

が公表された。ガイダンスの内容は、食品防御

モニタリング（21 CFR 121.140）、食品防御対

策の是正、食品防御対策の検証である。このガ

イダンスの対象となる事業者は、「食品に対する

意図的な混入に対する緩和戦略」の最終規則を

2020 年 7 月 27 日（小規模企業（従業員数が 500
人未満の企業））もしくは 2021 年 7 月 26 日（零

細企業（食品の年間売り上げが 1 千万ドル未満

である企業））から最終規則を遵守する必要があ

る。 

 
１．２ USDA の食品テロ対策 
平成 27 年度については、第 10 回食品防御計

画調査の実施を抽出し整理した。 
平成 28 年度については、第 11 回食品防御計

画調査の実施を抽出し整理した。 
平成 29 年度において、FSIS（Food Safety and 

Inspection Service）が実施していた企業の自発的

な食品防御計画の策定状況に関するアンケート

調査（2006 年より毎年実施 1）が 2016 年で終

了しており、2017 年の調査は実施されていなか

った。 
なお、USDA は、2015 年までに企業の 90%

が自発的な食品防御計画を策定することを目標

としていたが、2016 年の調査では、食肉処理・

加工業者、卵製品製造業者、輸入検査業者のう

ち 85%（2015 年から変化なし）で、目標達成

まであと 5%であった。 

 
１．３ リオデジャネイロオリンピック・パラリ

ンピック競技大会における食品提供の実

態調査 
 リオデジャネイロオリンピック・パラリンピ

ック競技大会における食品提供について、他の

都市で実施された大会と比べて大きな違いはな

いことがわかった。 
 すなわち、ケータリング企業に対して 1996
年アトランタオリンピック以降全ての大会で運

用されている Vendor Certificate Program（以

下「VCP」という。）が導入されていた。 
大会前に VCP の事前承認を受けたサプライ

ヤーは、事前に承認された施設（自社の使い慣

れた倉庫等）から食品を配達する事が可能とな

る。VCP の取得により、会場に納入する前に、

煩雑なスクリーニングサイト（MSS：会場に搬

入される前のすべての資材を１点集中的にスク

リーニングする大規模施設）を通過する必要が

軽減される。 

 
２．食品への毒物等混入事件時における保健

所や行政機関における円滑な事件処理に

向けての検討 
平成 27 年度については、平成 26 年末に発生

した食品工場における農薬混入事件の概要を整

理するとともに、保健所における対応や、行政

機関の連携状況を把握した。また、これらの状

況を踏まえ、課題と自治体での対応について整

理分析を行った。 
平成 28 年度については、同年に発生した調

理・加工施設等における異物混入について、概

要を整理するとともに、保健所における対応や、

行政機関の連携状況を把握した。また、これら

の状況を踏まえ、課題と自治体での対応につい

て整理分析を行った。 

 
３．食品への毒物等混入事件時における衛生

研究所での「人体（血液・尿等）試料の検

査手法」の標準化 
平成 27 年度については、地方衛生研究所（1
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箇所）に対する現地調査及び大学研究室や公的

研究機関、民間研究機関（計 7 機関）にアンケ

ート調査を行い、人体試料の取り扱いに関する

規定や教育訓練等の体制を調査した。現地調査

の結果、人体試料については環境省「感染性廃

棄物処理マニュアル」を参考に、「血液、血清、

血漿及び体液」を病原体等安全管理規定に基づ

いて取扱っていることが明らかになった。また、

アンケート調査の結果、感染性のある人体試料

の取り扱いに関する所内規定を有している機関

は 4 機関、大学病院における取り扱い規定また

は機関内の感染症発症予防規程を適用している

機関が 1 機関ずつ、人体試料の理化学的試験を

想定して作成されたと思われる規定を有してい

る機関が 2 機関あり、その 2 機関では仁ｔ内試

料から目的物質の抽出作業を実施する処理専用

室（BSL2 管理区域）が設置されていた。 
また、教育訓練については、バイオセーフテ

ィでは熟練者からの手技伝達を行っている機関

が多かった。また、バイオリスク講習会の受講

や自機関で構築したバイオセーフティに関する

教育プログラムの受講を必須としている機関も

あった。 
平成 28 年度については、過年度研究（「食品

防御の具体的な対策の確立と実行検証に関する

研究」（研究代表者：今村知明））において実施

した全国の地衛研へのアンケート調査結果によ

り、明らかになった取扱経験のある人体試料に

ついて、取扱場所及び取扱者について検討した。

当所における人体試料の検査依頼の想定例を挙

げ、検査に使用する可能性のある器具や機器の

設置場所や可動性について確認した。また、取

扱場所や取扱者の選定が妥当かどうか、許可者

又は確認者について検討した。検討結果をもと

に、①理化学検査における人体試料等環境安全

管理要領（仮） （案）②人体試料等安全管理区

域運営規則（案）③理化学検査における人体試

料等取扱標準作業書（案）を作成し、所内の関

係者に意見を募集した。 
平成 29 年度については、前年度検討した取

扱方法に基づいた模擬訓練の実施を受け、（１）

白衣や靴の取り扱い、（２）実験操作手順の掲示、

（３）試薬の計量の事前準備の重要性、（４）移

動の際の容器について、（５）短時間離れるとき

／長時間離れるとき／研究中断時の扱い、（６）

記録について、（７）届出の記載事項、（８）複

数の検査目的の使用が重複したとき、の８項目

の対応を検討した。 
またこれらの検討を踏まえて、「理化学試験

における人体試料等安全管理要綱（案）」、「人体

試料等管理区域運営要領（案）」を修正した。 

 
４．食品防御ガイドラインの改善検討と故意

による毒物や異物混入に対する予防的対

策の検討 
平成 27 年度については、冷凍食品工場（１

箇所）、物流施設（1 箇所）について施設を訪問

し、日本版の CARVER＋Shock 手法に基づき

脆弱性評価を実施した。 
前者は実際に内部の従業員による意図的な

食品汚染が行われた経験を持つ。そのため、工

場の外周、製造工程、従業員管理、組織運営の

それぞれについて、我が国では最先端レベルの

対策が実施されていた。 
後者についても、組織単位として従業員による

意図的な「悪戯」行為を受けた経験を持つ。そ

の経験を活かし、全社としての物流セキュリテ

ィ規程を策定するなど、全社的に対策を標準化

した上での横展開が図られていた。 
平成 28 年度については、食事提供施設（2

箇所）、物流施設（1 箇所）を対象に、実際に施

設を訪問し、米国で開発された CARVER＋

Shock 手法を念頭に置いた脆弱性評価と、製造

工場版の「食品防御対策ガイドライン」の改訂、

および同ガイドラインの運搬・保管版、調理・

提供版の試案の検討を行った。 
食事提供施設に関しては、現状において、食

品防御対策は皆無といってよく、今後継続的に

普及を図っていく必要性が感じられた。一方、

2 施設とも有名な大手チェーンであり、食品衛

生対策や経営層・従業員間のコミュニケーショ

ン、企業グループ内でのガバナンス体制がかな

りしっかりとしていた。このような基盤は、食

品防御対策の推進においても有効に作用するも

のと考えられる。 
物流施設に関しては、以前より食品防御対策

を積極的に進めていることで知られる事業者で

あり、概ね完全な食品防御対策が採られている

と考えられた。 
平成 29 年度については、食事提供施設（１
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箇所）、物流施設（１箇所）を対象に、実際に施

設を訪問し、米国で開発された CARVER＋

Shock 手法を念頭に置いた脆弱性評価と、製造

工場版の「食品防御対策ガイドライン」の改善、

及び同ガイドラインの運搬・保管版の試作の検

討を行った。 
食事提供施設に関しては、従業員のストレス

への対応、リスクを低減させるユニフォームの

採用、等の点において、これまで視察を行って

きた食品関連施設と比較して特に優れていると

考えられた。一方、薬品庫、取水施設、ごみ置

き場、冷蔵庫、熱処理室に脆弱性が確認された

が、倫理的観点から内容の記載は差し控える。 
物流施設に関しては、異物混入対策（対面点

検と備品管理）、防犯対策（多数のカメラと入館

管理の徹底）、不適合品に関する情報共有、グル

ープ会社共通のフードディフェンスガイドライ

ンの策定・運用、等の点において、これまで視

察を行ってきた食品関連施設と比較して特に優

れていると考えられた。一方、青果加工、集品

ラインに脆弱性が確認されたが、倫理的配慮か

ら内容の記載は差し控える。 
さらに今年度は、「食品防御対策ガイドライ

ン（食品製造工場向け）―意図的な食品汚染防

御のための推奨項目―」を分かり易く改訂する

とともに、食品の流通・提供の流れに沿って、

運搬・保管施設、調理・提供施設に係る食品防

御ガイドラインの試作版（案）を作成した。（別

紙１，２参照） 

 
５．わが国の食品製造業における食品防御対

策の現状調査 
５．１ アンケート調査結果 
アンケート調査結果は、対象企業 213 社のう

ち 102 社より回答を得た（回収率 48％）。 

 
５．１．１ 組織マネジメント 
従業員等が働きやすい職場環境づくり、自社

の製品・サービスの品質と安全確保に高い責任

感を感じながら働くことができる適切な教育や

従業員の勤務状況については、殆どの企業が対

応できていた。 
しかし、異常発生時の報告ができていない中

小企業が２社認められた。 

 

５．１．２ 人的要素（従業員等） 
採用時の身元の確認等や私物の持込みにつ

いては、殆どの企業が対応できていた。 
しかし、フードディフェンスに関する理解・

経験の深い職員を重要な箇所に配置や移動可能

範囲の明確化を全く行っていない中小企業が

各々７社および３社認められた。 

 
５．１．３ 人的要素（部外者） 
訪問者の身元確認や従業員が訪問先まで同

行することは、殆どの企業が対応できていた。 
しかし、駐車エリアの設定・駐車許可証の発

行および業者の持ち物確認については行ってい

ない中小企業が各々９社および４社認められた 

 
５．１．４ 施設管理 
調理器具と洗剤等の定数管理については、殆

どの企業が対応できていた。 
しかし、脆弱性の高い場所の把握・対策およ

び業者の殺虫剤の管理については行っていない

中小企業が各々４社および３社認められた。さ

らに、監視カメラの設置を行っていない中小企

業が 19 社認められた 

 
５．１．５ 入出荷等の管理 
給水施設の管理、積み下ろし作業の監視、食

品汚染行為の徴候・形跡、納品数量の過不足へ

の対応については、殆どの企業が対応できてい

たものの、対応できていない中小企業が各々１

社から３社認められた。 

 
５．１．６ 配送車輌他 
配送車輌の荷台への私物の持込み禁止、配送

作業に関係しない人を同乗させてはいけない、

荷台のドアの施錠については、対応できていな

い企業が多く、各々大手企業は２社から４社、

中小企業は５社から 12 社認められた。なお、

不測の事態が起こった場合などに備え、配送車

輌に GPS を搭載している企業は大手企業で 10
社、中小企業で６社であった。 

 
５．２ 聴き取り調査結果 
電話による聴き取り調査の結果、担当者より

回答が得られた食品企業は７社であった。質問

項目は主にアンケート調査で未記入であった自
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由記述欄について意見を聞き取るものであり、

それらの結果は全てアンケート調査結果に反映

させた。 

 
５．３ 現地視察結果 
群馬県と千葉県にある２施設を対象とした

現地視察を実施した。 

 
５．３．１ 食品工場 
当該工場は従業員数約 200 名であり、主に加

工食品を製造していた。 
ソフト面の対策として、①従業員とのコミュ

ニケーション改善、②各種研修による意識の向

上、③品質管理課にフードディフェンス班の設

置等が実施されていた。 
ハード面の対策としては①カメラの設置、②

IC カードによる入退場管理システム、③IC タ

グによる入退場管理システム、④IC カード式キ

ーボックスによる鍵管理、⑤非常口以外の外部

へ通じる扉の閉鎖等が実施されていた。 

 
５．３．２ 調味料工場 
当該工場は従業員約 500 名であり、主に調味

料を製造していた。 
フードディフェンス委員会を毎月開催し、

FSSC22000 認証取得を目指していた。具体的

には、①工場敷地への入り口に守衛を配置し従

業員の IC カードを確認、②外部者には記録用

紙に所属・氏名・訪問先・健康状態などを記載

させる、③監視カメラを工場敷地への入り口と

場内に数台設置、④場内には限られた権限者し

た入室できない仕組みの整備、⑤製品の封印に

よるタンパーエビデンスなどの対策を講じてい

た。 

 
６．食品の市販後調査（PMM）手法の検証 
食品PMM手法で得られた有症状者数の時系

列データを基に、将来的な有症状者数の予測を

検討した。 
検討は、Step1:データの作成、Step2:時系列

データの検証、Step3: 有症状者数の予測の 3
段階に分けて実施した。 
時系列データから将来の値を予測するためには、

過去の時系列データから、モデルとなる数式を

作成する必要がある。今回は、モデル式を作成

するために ARIMA モデルを用いた。 
Step1 で作成した春季の下痢と嘔吐の有症状

者数の時系列データに対して、Step2 でデータ

の特徴を分析した。Step2 の検証から、下痢と

嘔吐の有症状者数の時系列データは、ホワイト

ノイズの性質を持つことが明らかとなった。ホ

ワイトノイズデータに対して、ARIMA モデル

を用いた予測を行うと予測値は期待値になるこ

とが知られている。実際に Step3 で、ARIMA
モデルを用いて、有症状者数の時系列データを

モデル化し、将来の有症状者数を予測したとこ

ろ、予測値は期待値に収束した。Step2 および

Step3 の検討から、下痢と嘔吐の有症状者数の

時系列データは、明確な傾向（トレンド）を有

さず、事象の発生が確率のみに依存する時系列

データであると分かった。 
検討の結果、過去の有症状者数の時系列デー

タのみから将来の有症状者数を予測すると、予

測値は期待値に収束してしまい、精度の良い予

測をすることは難しいことが明らかとなった。 
将来の有症状者数を予測するためには、他の

パラメータを組み込んだモデル設計を今後検討

していく必要がある。 

 
 

D．考察 
海外（主に米国）における食品防御対策に関

連した法制度等状況調査については、米国の食

品テロ対策において、「食品に対する意図的な混

入に対する緩和戦略の最終規則」が公表され、

食品関連事業者が作成する食品防御計画の具体

的な内容や規則の遵守日が決定したこと、また

「食品への意図的な混入に対する緩和戦略」ガ

イダンス（小規模事業者向け）が公表されたこ

とが重要事項として挙げられる。 

 
食品への毒物等混入事件時における保健所

や行政機関における円滑な事件処理に向けて

の検討については、食品防御対策において、発

生後の対応については、食中毒の発生時対応と

大きな差はなく、厚生労働省から示されている

食中毒マニュアル・食中毒処理要領に基づき、

既に各自治体での体制整備が進められている。 
一方で、未然防止に係る対応については、事

業者の自主的な取組に係る事項であると考えら
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れるため、今後、事業者の自主的な取組を進め

るにあたっては、具体的な業種（製造、加工、

調理等）や取り扱う食品の種類、さらに国際大

会など食品の提供するイベントの規模等に応じ

た対策モデルを提示し、具体的な対応方法をわ

かりやすく提示していくことが必要であると考

えられる。 

 
食品への毒物等混入事件時における衛生研

究所での「人体（血液・尿等）試料の検査手法」

の標準化について、地衛研の理化学検査担当に

おいて、人体試料の検査実施に対する問題点は、

平成 26 年度研究（「食品防御の具体的な対策の

確立と実行検証に関する研究」（研究代表者：今

村知明））において実施した全国の地衛研へのア

ンケート調査結果により大きく２点が挙げられ

る。感染性試料としての取扱いを要する可能性

と、食品試料や環境試料とは異なる成分組成や

標準品（代謝物を含む）の入手についてである。 
後者は、検査目的物質のヒト体内挙動や検査

方法の調査及び検討を要する点で早期対応が困

難となっているが、前者について平成 27 年度

から取扱手法についての確立を検討してきた。

全国の地衛研において、設備や組織体制等が異

なり、一律な対応を検討するのは困難なため、

地衛研モデルの一つとして、当所における対応

を検討し、要綱等の案を作成した。本対応は、

健康危機管理事象時の人体試料の取扱いに加え

て、未知物質の取扱いにも応用できると考えら

れる。 

 
食品防御ガイドラインの改善検討と故意に

よる毒物や異物混入に対する予防的対策の検

討については、３年間に渡り現地調査を重ねた

結果、今後「食品防御対策ガイドライン」に反

映できる可能性のある（現行のガイドラインに

含まれていない）内容として 21 項目が考えら

れた。なお、倫理的配慮から内容の記載は差し

控える。今後も引き続き現地調査を継続してい

く中で、以上の課題が共通的に見られるようで

あれば、適宜ガイドラインに反映していく。 

 

わが国の食品製造業における食品防御対策

の現状調査については、アンケート調査および

聴き取り調査の結果から、食品防御対策は大手

企業が先行しており、中小企業での取組みが遅

れていたことがわかった。 
現地視察結果から、国内の食品製造現場では、

食品防御対策に取組む姿勢はあるものの、工場

の建設時期や、当該食品企業が抱える課題等の

違いにより、その現状にはばらつきがあること

が明らかとなった。 

 
食品の市販後調査（PMM）手法の検討につ

いては、春季を対象期間とし、下痢と嘔吐の症

例数予測に焦点を当てて検討した。 
検討の結果、有症状者数の時系列データは、

ホワイトノイズに類似したデータであることが

明らかとなった。これはすなわち、有症状者の

発生は、なんらかの特徴的な傾向（トレンド）

がなく確率に従うことを意味する。このような

データの性質は、有症状者の発生という事象が

持つ本来的な性質であるため、どれほどデータ

量を増やして分析しても、同じ結論が得られる

と考えられる。今回の検討で、有症状者数の時

系列データの特徴が明らかになったことは成果

であった。 
予測手法に用いた ARIMA モデルは、非常に

優れた統計分析モデルではあるが、今回分析の

結果明らかになったようなホワイトノイズデー

タを対象として、精度の良い将来値予測を行う

ことは難しいことが知られている。実際に予測

を行ったところ、予測値は期待値に収束し、精

度の良い予測はできなかった。 
将来的な有症状者数の予測モデルを開発す

るためには、自己相関以外のモデルを用いて予

測モデルを作成する必要がある。今後は、気温

や湿度といった別のパラメータを組み込んだ将

来予測モデルを検討していく必要がある。 

 
 

E．結論 
海外（主に米国）における食品防御対策に関

連した法制度等状況調査については、米国の食

品テロ対策において、「食品に対する意図的な混

入に対する緩和戦略の最終規則」が公表され、

食品関連事業者が作成する食品防御計画の具体

的な内容や規則の遵守日が決定したこと、また

「食品への意図的な混入に対する緩和戦略」ガ

イダンス（小規模事業者向け）が公表されたこ
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とが、研究期間３年間における重要事項として

挙げられる。 

 
食品への毒物等混入事件時における保健所

や行政機関における円滑な事件処理に向けて

の検討については、平成 27・28 年度に発生し

た調理・加工施設等における異物混入について、

保健所や行政機関における対応状況をとりまと

めるとともに、当該事例を踏まえた課題と自治

体での対応を整理することができた。 

 
食品への毒物等混入事件時における衛生研

究所での「人体（血液・尿等）試料の検査手法」

の標準化については、健康危機管理事例への早

期対応及び安全な試験実施のため、地衛研の理

化学検査担当における人体試料の取扱いについ

て参考となるべく、川崎市健康安全研究所にお

ける要綱等の案を作成できた。 

 
食品防御ガイドラインの改善検討と故意に

よる毒物や異物混入に対する予防的対策の検

討については、今後ガイドライン改善に反映で

きる可能性のある 21項目が確認された。また、

ガイドライン（製造工場向け）を分かり易く改

訂するとともに、食品の流通・提供の流れに沿

って、運搬・保管施設、調理・提供施設に係る

食品防御ガイドラインの試作版（案）を作成し

た。（別紙１，２を参照。） 

 
わが国の食品製造業における食品防御対策

の現状調査については、今後は中小企業を中心

に食品防御対策の取組みが進んでいない食品企

業に対して、より一層の普及・啓発が必要であ

ることがわかった。 

 
食品の市販後調査（PMM）手法の検討につ

いては、以下の結論が得られた。 
・ 過去の有症状者数の時系列データのみから

将来の有症状者数を予測すると、予測値は

期待値に収束してしまい、精度の良い予測

をすることは難しいことが明らかとなった。 
・ 今後は、将来の有症状者数を予測するため

に他のパラメータを組み込んだ予測モデル

設計を検討していく必要がある。 

 

 
F．健康危険情報 
なし 

 
 
G．研究発表 
１．論文発表 
Harumi Bando, Hiroaki Sugiura, Yasushi 
Ohkusa, Manabu Akahane, Tomomi Sano, 
Noriko Jojima, Nobuhiko Okabe & Tomoaki 
Imamura．Association between first airborne 
cedar pollen level peak and pollinosis 
symptom onset: a web-based survey ．
International Journal of Environmental 
Health Research．2015;25(1):104-113． 
 
今村知明、神奈川芳行．食品防御（フードディ
フェンス）その現状と今求められている対策（第
17 回特別シンポジウム－フードディフェンス
の取り組みと食品テロ跡の対応について－）． 
食品衛生学雑誌．2015; 56(2): J39-J43． 
 
神奈川芳行．農薬混入事件から学ぶ食品防御と
その対策．食品衛生学雑誌 2015：56(5)；157-161． 
 
神奈川芳行、今村知明．特集 食品の安全と安
心をめぐる話題 フードディフェンス． 公衆衛
生 2015：79(11) ；762-766．  
 
今村知明．異物混入を考える ─ 本当に増えて
いる？企業はどう対応すべき？．ＴＨＥ ＰＡ
ＧＥ 2015; WEB． 
 
今村知明、髙谷幸、赤羽学、神奈川芳行、鬼武
一夫、森川惠介、長谷川専、山口健太郎、池田
佳代子．食品防御の考え方と進め方～よくわか
るフードディフェンス～．今村知明 編著．太
平社．東京．2015; 1-243． 
 
神奈川芳行．トピックス 食品防御の考え方‐
農薬混入事件の教訓と今後の課題‐．食品の包
装．2015; 46(2): 67-74． 
 
神奈川芳行． 新春特集 座談会 食の安全への
展望．食と健康．2015; 8-32． 
 
今村 知明． 【第２版】食品の安全とはなにか-
食品安全の基礎知識と食品防御-．今村知明 編
著．日本生活協働組合会連合会出版部 2015; 
1-237． 
 



 1-13

Akie Maeyashiki, Manabu Akahane, Hiroaki 
Sugiura, Yasushi Ohkusa, Nobuhiko Okabe, 
Tomoaki Imamura ． Development and 
Application of an Alert System to Detect 
Cases of Food Poisoning in Japan．PLOS 
ONE．2016;11(5):e0156395． 
 
神奈川芳行．「食品防御 基本的か考え方と今後
の課題」．食品の包装 2016：41（2）；76-82．
包装食品技術協会． 
 
今村知明編．実践！フードディフェンス．2016
年 7 月 22 日．講談社．東京． 
 
赤羽学、今村知明．食品工場における食品防御
（フードディフェンス）の考え方と業界動向２ 
食品防御（フードディフェンス）の考え方と必
要 性 ． 日 本 防 菌 防 黴 学 会 誌 ．
2016;44(10):543-547． 
 
加藤礼識、神奈川 芳行、赤羽学、今村知明．国

際的イベントに向けた食品防御．食品衛生研究

2017：67(8)；15-24． 

 
神奈川芳行、伊藤節子、今村知明．第 1 章 食
物アレルギーとアレルギー表示、第４章 ガイ
ドラインに基づいて行う学校・保育所(園)の体
制作りと生活管理指導表の活用 1.学校におけ
る対応、参考資料 食物アレルギーに関する実
態調査とその対策．食物アレルギーと上手につ
き合う方法 社会的対応と日常の留意点．第一
出版．東京．2017 Aug;1-33、65-72、81-105． 
 
今村知明、神奈川芳行 他．【第 3 版】食品保
健．公衆衛生がみえる 2018-2019．医療情報科
学研究所 編集．メディックメディア．東京．
2018 Mar; 308-325． 
 
２．学会発表 
神奈川芳行、赤羽学、今村知明、長谷川専、

山口健太郎、鬼武一夫、高谷幸、山本茂貴．

食品製造施設や物流施設における食品防御

対策上の課題について．第 74 回日本公衆衛

生学会総会．長崎．2015 年 11 月． 

 
赤星千絵、橋口成喜、岩瀬耕一、岡部信彦．衛

生研究所における人体（血液・尿等）試料の取

扱いについて～アンケート結果報告～．第52回

全国衛生化学技術協議会年会．静岡．2015年12
月． 

 
今村知明．環太平洋パートナーシップ協定等に

関する特別委員会．衆議院．東京（衆議院第1
委員室）．2016年10月25日． 

 
神奈川芳行、赤羽学、長谷川専、山口健太郎、

鬼武一夫、高谷幸、山本茂貴、今村知明、永田

一穂．外食産業等における食品防御対策の検討

と今後の課題について．第75回日本公衆衛生学

会総会．大阪．2016年10月． 

 
前屋敷明江、杉浦弘明、赤羽学、今村知明．特

定の食品と環境要因による発疹への影響につい

ての検討．第75回日本公衆衛生学会総会．大阪．

2016年10月． 

 
今村知明．環太平洋パートナーシップ協定等

に関する特別委員会．参議院．東京．2016
年 12 月 6 日． 

 
神奈川芳行、赤羽学、加藤礼識、山口健太郎、

池田佳代子、穐山浩、高畑能久、永田一穂、今

村知明．外食産業等における食品防御対策ガイ

ドライン（案）の作成と今後の課題について．

第76回日本公衆衛生学会総会．鹿児島．2017
年10月． 

 
赤星 千絵、荒木 啓佑、岸 美紀、福田 依美子、

穐山 浩、岡部 信彦．地方衛生研究所理化学部

門における人体（血液・尿等）試料の取扱いに

ついて～川崎市の対応と考察～．第54回全国衛

生化学技術協議会年会．奈良．2017年11月． 

 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 
なし 

 
２．実用新案登録 
なし 

 
３．その他 
なし 
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『食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）』1の改訂および「運搬・保管」向け、「調理・提供」向けガイドライン案2 【比較表】 

 

１．優先的に実施すべき対策 

 

■組織マネジメント 

No. 

食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け)【平成

25年度版】 

解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

1 ○ 食品工場の責任者は、従

業員等が働きやすい職

場環境づくりに努め、従

業員等が自社製品の品

質と安全確保について

高い責任感を感じなが

ら働くことができるよ

うに留意する。 

・従業員等の監視を強化する

のではなく、従業員等自ら

が、自社製品の安全を担っ

ているという高い責任感を

感じながら働くことができ

る職場環境づくりを行う。 

○（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職

場環境づくりに努めまし

ょう。 

○（教育） 

従業員等が自社の製品・サ

ービスの品質と安全確保

について高い責任感を感

じながら働くことができ

るように、適切な教育を実

施しましょう。 

・働きやすい快適な職場環境

は、職場に対する不満等を

抱かせないためにも、重要

なものです。 

・食品工場の責任者は従業員が

職場への不平・不満から犯行

を行う可能性があることを認

識し、対応可能な食品防御対

策の検討や、従業員教育を行

いましょう。 

・従業員の多様な背景を十分

に理解して対応できるよ

うにしましょう。 

○（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職

場環境づくりに努めまし

ょう。 

○（教育） 

従業員等が取扱い製品の

品質と安全確保について

高い責任感を感じながら

働くことができるように、

適切な教育を実施しまし

ょう。 

・働きやすい快適な職場環境

は、職場に対する不満等を

抱かせないためにも、重要

なものです。 

・物流・保管施設の責任者は

従業員が職場への不平・不

満から犯行を行う可能性

があることを認識し、対応

可能な食品防御対策の検

討や、従業員教育を行いま

しょう。 

○（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職

場環境づくりに努めまし

ょう。 

○（教育） 

従業員等が自社の製品・サ

ービスの品質と安全確保

について高い責任感を感

じながら働くことができ

るように、適切な教育を実

施しましょう。 

・働きやすい快適な職場環境

は、職場に対する不満等を

抱かせないためにも、重要

なものです。 

・接客施設の責任者は従業員が

職場への不平・不満から犯行

を行う可能性があることを認

識し、対応可能な食品防御対

策の検討や、従業員教育を行

いましょう。 

・様々な地域からの参加者が想

定されます。多様性を十分に

理解して対応できるようにし

ましょう。 

2 ○ 食品工場の責任者は、自

社製品に意図的な食品

汚染が発生した場合、お

客様はまず工場の従業

員等に疑いの目を向け

るということを、従業員

等に意識付けておく。 

・従業員等に対して、意図的な

食品汚染に関する脅威や、予

防措置の重要性に関して定期

的に教育を行い、従業員自ら

が自社製品の安全を担ってい

るという責任感を認識させ

る。 

○（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう 

・食品防御の教育の目的は、従

業員等の監視を強化するこ

とではなく、食品防御に対す

る意識を持ってもらうこと

です。 

・定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう。 

・自社で製造した飲食料品に意

図的な食品汚染が発生した場

合、お客様はまず製造工場の

従業員等に疑いの目を向ける

可能性があるということを、

従業員等に認識してもらいま

しょう。・従業員等には、自施

設のサービスの品質と安全を

担っているという強い責任感

を認識してもらいましょう。

・臨時スタッフについても同様

の教育を行いましょう。 

○（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう 

・食品防御の教育の目的は、

従業員等の監視を強化す

ることではなく、食品防御

に対する意識を持っても

らうことです。 

・定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう。 

・取扱商品で意図的な食品汚染

が発生した場合、顧客はまず

当該施設内の従業員等に疑

いの目を向ける可能性があ

るということを、従業員等に

認識してもらいましょう。 

・従業員等には、自施設のサー

ビスの品質と安全を担って

いるという強い責任感を認

識してもらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様

の教育を行いましょう。 

○（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう 

・食品防御の教育の目的は、従

業員等の監視を強化するこ

とではなく、食品防御に対す

る意識を持ってもらうこと

です。 

・定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう。 

・施設内で提供した飲食料品に

意図的な食品汚染が発生し

た場合、お客様はまず接客施

設内の従業員等に疑いの目

を向ける可能性があるとい

うことを、従業員等に認識し

てもらいましょう。 

・従業員等には、自施設のサー

ビスの品質と安全を担って

いるという強い責任感を認

識してもらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様

                                                  
1 奈良県立医科大学, 食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 25年度改訂版）, http://www.naramed-u.ac.jp/~hpm/pdf/fd_guideline/h25_fd_guideline.pdf, 平成 29年 3月 28日確認 
2 参考資料：日本中央競馬会畜産振興事業「オリンピック・パラリンピック東京大会における食品テロ防止対策事業」（主任研究者 今村知明）報告書（平成 28年度） 

別紙１ 
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No. 

食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け)【平成

25年度版】 

解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

・従業員教育の際には、内部に

よる犯行を誘発させないよ

う、部署ごとに応じた内容に

限定する等の工夫や留意が必

要です。 

・従業員教育の際には、内部に

よる犯行を誘発させないよ

う、部署ごとに応じた内容に

限定する等の工夫や留意が

必要です。 

の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部に

よる犯行を誘発させないよ

う、部署ごとに応じた内容に

限定する等の工夫や留意が必

要です。 

3 ○ 自社製品に意図的な食

品汚染が疑われた場合

に備え、普段から従業員

の勤務状況、業務内容に

ついて正確に把握して

おく。 

・意図的な食品汚染が発生した

場合においても、各方面への

情報提供を円滑に行うことが

できるよう、平時から、従業員

の勤務状況、業務内容につい

て正確に記録する仕組みを構

築しておく。 

○（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内

容、役割分担等を正確に把握

しましょう。 

・平時から、従業員の勤務状況

や業務内容、役割分担につい

て正確に記録する仕組みを構

築しておくことは、自社製品

に意図的な食品汚染が疑われ

た場合の調査に有用です。 

○（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内

容、役割分担等を正確に把握

しましょう。 

・平時から、従業員の勤務状況

や業務内容、役割分担につい

て正確に記録する仕組みを

構築しておくことは、自社製

品に意図的な食品汚染が疑

われた場合の調査に有用で

す。 

○（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内

容、役割分担等を正確に把握

しましょう。 

・平時から、従業員の勤務状況

や業務内容、役割分担につい

て正確に記録する仕組みを構

築しておくことは、自社製品

に意図的な食品汚染が疑われ

た場合の調査に有用です。 

4 ○ 製品の異常を早い段階

で探知するため苦情や

健康危害情報等を集約・

解析する仕組みを構築

するとともに、万一、意

図的な食品汚染が発生

した際に迅速に対処で

きるよう、自社製品に意

図的な食品汚染が疑わ

れた場合の保健所等へ

の通報・相談や社内外へ

の報告、製品の回収、保

管、廃棄等の手続きを定

めておく。 

・苦情、健康危害情報等につい

ては、販売店経由で寄せられ

る情報についても把握に努

め、これらの情報等について

企業内での共有化を図る。 

・意図的な食品汚染が判明した

場合や疑われる場合の社内の

連絡フロー、保健所・警察等

関係機関への連絡先等をマニ

ュアル等に明記しておく。 

・異物混入が発生した際には、

原因物質に関わらず、責任者

に報告し、報告を受けた責任

者は故意による混入の可能性

を排除せずに対策を検討す

る。 

○（危機管理体制の構築） 

製品の異常を早い段階で探

知するため苦情や健康危害

情報等を集約・解析する仕組

みを構築しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発

生した際に迅速に対処でき

るよう、自社製品に意図的な

食品汚染が疑われた場合の

保健所等への通報・相談や社

内外への報告、製品の回収、

保管、廃棄等の手続きを定め

ておきましょう。 

・社内の連絡網、保健所・警察

等関係機関への連絡先等をマ

ニュアル等に明記しておくこ

とは、万が一、製品に意図的

な食品汚染が判明した場合や

疑われた場合の関係部署への

情報提供を円滑に行うために

有用です。 

・苦情、健康危害情報等につい

ては、販売店経由で寄せられ

る情報についても把握に努

め、これらの情報等について

も企業内で共有しましょう。

・異物混入が発生した際には、

原因物質に関わらず、責任者

に報告し、報告を受けた責任

者は故意による混入の可能性

を排除せずに対策を検討しま

しょう。 

○（危機管理体制の構築） 

製品の異常を早い段階で探

知するため苦情や健康危害

情報等を集約・解析する仕組

みを構築しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発

生した際に迅速に対処でき

るよう、自社製品に意図的な

食品汚染が疑われた場合の

保健所等への通報・相談や社

内外への報告、製品の回収、

保管、廃棄等の手続きを定め

ておきましょう。 

・社内の連絡網、保健所・警察

等関係機関への連絡先等をマ

ニュアル等に明記しておくこ

とは、万が一、取扱商品に意

図的な食品汚染が判明した場

合や疑われた場合の関係部署

への情報提供を円滑に行うた

めに有用です。 

・苦情、健康危害情報等につい

ては、販売店経由で寄せられ

る情報についても把握に努

め、これらの情報等について

も企業内で共有しましょう。 

・異物混入が発生した際には、

原因物質に関わらず、責任者

に報告し、報告を受けた責任

者は故意による混入の可能性

を排除せずに対策を検討しま

しょう。 

○（危機管理体制の構築） 

製品の異常を早い段階で探

知するため苦情や健康危害

情報等を集約・解析する仕組

みを構築しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発

生した際に迅速に対処でき

るよう、自社製品に意図的な

食品汚染が疑われた場合の

保健所等への通報・相談や社

内外への報告、製品の回収、

保管、廃棄等の手続きを定め

ておきましょう。 

・社内の連絡網、保健所・警察

等関係機関への連絡先等をマ

ニュアル等に明記しておくこ

とは、万が一、提供した飲食

料品に意図的な食品汚染が判

明した場合や疑われた場合の

関係部署への情報提供を円滑

に行うために有用です。 

・苦情、健康危害情報等につい

ては、販売店経由で寄せられ

る情報についても把握に努

め、これらの情報等について

も企業内で共有しましょう。

・異物混入が発生した際には、

原因物質に関わらず、責任者

に報告し、報告を受けた責任

者は故意による混入の可能性

を排除せずに対策を検討しま

しょう。 

・施設内での情報伝達の際には

警備班や、外部の関係機関等

（警察・消防・関係省庁・自

治体・保健所等）と連携して

行いましょう。 

・事前に決めたルールに通りに

対応できない場合の対応者と

責任者を決めておきましょ

う。 
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■人的要素（従業員等） 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

5 ○ 従業員等の採用面接

時には、可能な範囲で

身元を確認する。身分

証、免許証、各種証明

書等は、可能な限り原

本を確認し、面接時に

は、記載内容の虚偽の

有無を確認する。 

― ○ 従業員採用時の留意点 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時に

は、可能な範囲で身元を確

認しましょう。 

・記載内容の虚偽の有無を確

認するため、従業員等の採

用面接時には、可能な範囲

で身元を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免

許証、各種証明書等は、可

能な限り原本を確認しま

しょう。 

・臨時スタッフや派遣スタッ

フ等についても、同様とな

るように、派遣元等に依頼

しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対す

るイメージ等も確認しま

しょう。 

○ 従業員採用時の留意点 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時に

は、可能な範囲で身元を確

認しましょう。 

・記載内容の虚偽の有無を確

認するため、従業員等の採

用面接時には、可能な範囲

で身元を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免

許証、各種証明書等は、可

能な限り原本を確認しま

しょう。 

・臨時スタッフや派遣スタッ

フ等についても、同様とな

るように、派遣元等に依頼

しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対す

るイメージ等も確認しま

しょう。 

○ 従業員採用時の留意点 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時に

は、可能な範囲で身元を確

認しましょう。 

・記載内容の虚偽の有無を確

認するため、従業員等の採

用面接時には、可能な範囲

で身元を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免

許証、各種証明書等は、可

能な限り原本を確認しま

しょう。 

・応募の動機や、自社に対す

るイメージ等も確認しま

しょう。 

   ○ 従業員の配置 

フードディフェンスに関

する理解・経験の深い職員

を重要箇所に配置しまし

ょう。 

・経験と信頼感のある従業員

を重要な箇所に配置し、混

入事故の事前防止や、同僚

の不審な行動等の有無を

見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された

工程や場所に配置する従

業員は、事前に面談を行

い、不平・不満を抱えてい

ないかを確認しましょう。 

○ 従業員の配置 

フードディフェンスに関

する理解・経験の深い職員

を重要箇所に配置しまし

ょう。 

・経験と信頼感のある従業員

を重要な箇所に配置し、混

入事故の事前防止や、同僚

の不審な行動等の有無を

見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された

工程や場所に配置する従

業員は、事前に面談を行

い、不平・不満を抱えてい

ないかを確認しましょう。 

○ 従業員の配置 

フードディフェンスに関

する理解・経験の深い職員

を重要箇所に配置しまし

ょう。 

・経験と信頼感のある従業員

を重要な箇所に配置し、混

入事故の事前防止や、同僚

の不審な行動等の有無を

見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された

工程や場所に配置する従

業員は、事前に面談を行

い、不平・不満を抱えてい

ないかを確認しましょう。 

6 ○ 従業員等の異動・退職

時等には制服や名札、

IDバッジ、鍵（キーカ

ード）を返却させる。 

― ○ （制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID

バッジ、鍵（キーカード）

を適切に管理しましょう。 

・製造施設への立ち入りや、

従業員を見分けるために

重要な制服や名札、IDバッ

ジ、鍵（キーカード）等は

厳重に管理しましょう。 

・退職や異動の際には制服や

名札、IDバッジ、鍵（キー

カード）を確実に返却して

もらいましょう。 

○ （制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID

バッジ、鍵（キーカード）

を適切に管理しましょう。 

・製造施設への立ち入りや、

従業員を見分けるために

重要な制服や名札、IDバッ

ジ、鍵（キーカード）等は

厳重に管理しましょう。 

・退職や異動の際には制服や

名札、IDバッジ、鍵（キー

カード）を確実に返却して

もらいましょう。 

○ （制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID

バッジ、鍵（キーカード）

を適切に管理しましょう。 

・接客施設への立ち入りや、

従業員を見分けるために

重要な制服や名札、IDバッ

ジ、鍵（キーカード）等は

厳重に管理しましょう。 

・退職や異動の際には制服や

名札、IDバッジ、鍵（キー

カード）を確実に返却して

もらいましょう。 



1-17 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

7 ○ 製造現場内へは原則

として私物は持ち込

まないこととし、これ

が遵守されているこ

とを確認する。持ち込

む必要がある場合は、

個別に許可を得るよ

うにする。 

・製造現場内への持ち込み禁

止品の指定は際限がないた

め、持ち込まないことを原

則として、持ち込み可能品

はリスト化すると共に、持

ち込む場合は、個別に許可

を得る方が管理しやすいと

考えられる。 

・また、更衣室やロッカール

ームなども相互にチェック

する体制を構築しておく。 

○ （私物の持込みと確認） 

私物を製造現場内へは原

則として持ち込まないこ

ととし、これが遵守されて

いることを確認かを定期

的に確認しましょう。 

・私物は、異物混入の原因と

なる可能性があるため、原

則として製造現場内へは、

持ち込まないようにしま

しょう。 

・持ち込み可能品はリスト化

しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に

許可を得るなど、適切に管

理しましょう。 

・更衣室やロッカールームな

どでも相互にチェックで

きる体制を構築しておき

ましょう。 

○ （私物の持込みと確認） 

私物を仕分け現場へは原

則として持ち込まないこ

ととし、これが遵守されて

いるかを定期的に確認し

ましょう。 

 

・私物は、異物混入の原因と

なる可能性があるため、原

則として仕分け現場内へ

は持ち込まないようにし

ましょう。 

・持ち込み可能品はリスト化

しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に

許可を得るなど、適切に管

理しましょう。 

・更衣室やロッカールームな

どでも相互にチェックで

きる体制を構築しておき

ましょう。 

○ （私物の持込みと確認） 

私物を食品保管庫・厨房・

配膳の現場へは原則とし

て持ち込まないこととし、

これが遵守されているか

を定期的に確認しましょ

う。 

・私物は、異物混入の原因と

なる可能性があるため、原

則として食材保管庫や厨

房、配膳の現場内へは持ち

込まないようにしましょ

う。 

・持ち込み可能品はリスト化

しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に

許可を得るなど、適切に管

理しましょう。 

・更衣室やロッカールームな

どでも相互にチェックで

きる体制を構築しておき

ましょう。 

8 ○ 従業員等の従来とは

異なる言動、出退勤時

間の著しい変化等を

把握する。 

・従業員等が犯行に及んだ場合

の動機は、採用前から抱いて

いたものとは限らず、採用後

の職場への不平・不満等も犯

行動機となることも考えられ

る。 

・製造現場の責任者等は、作業

前の朝礼、定期的なミーティ

ング、個別面談等を通じて、従

業員の心身の状態について確

認するとともに、日常の言動

や出退勤時刻の変化が見られ

る場合には、その理由につい

ても確認する。 

○ （出勤時間・言動の変化等

の把握） 

従業員等の出退勤時間を把

握し、著しい変化や、従来と

は異なる言動の変化等を把

握しましょう。 

・従業員等が意図的な異物混入

等を行う動機は、勤務開始後

の職場への不平・不満等だけ

でなく、採用前の事柄が原因

となることも考えられます。

・製造現場の責任者等は、作業

前の朝礼、定期的なミーティ

ング、個別面談等を通じて、従

業員の心身の状態や、職場へ

の不満等について確認しまし

ょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変

化が見られる場合には、その

理由についても確認しましょ

う。 

○ （出勤時間・言動の変化等

の把握） 

従業員等の出退勤時間を把

握し、著しい変化や、従来と

は異なる言動の変化等を把

握しましょう。 

・従業員等が意図的な異物混入

等を行う動機は、勤務開始後

の職場への不平・不満等だけ

でなく、採用前の事柄が原因

となることも考えられます。 

・物流・保管施設の責任者等は、

作業前の朝礼、定期的なミー

ティング、個別面談等を通じ

て、従業員の心身の状態や、職

場への不満等について確認し

ましょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変

化が見られる場合には、その

理由についても確認しましょ

う。 

○ （出勤時間・言動の変化等

の把握） 

従業員等の出退勤時間を把

握し、著しい変化や、従来と

は異なる言動の変化等を把

握しましょう。 

・従業員等が意図的な異物混入

等を行う動機は、勤務開始後

の職場への不平・不満等だけ

でなく、採用前の事柄が原因

となることも考えられます。

・接客（食事提供）施設の責任者

等は、作業前の朝礼、定期的な

ミーティング、個別面談等を

通じて、従業員の心身の状態

や、職場への不満等について

確認しましょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変

化が見られる場合には、その

理由についても確認しましょ

う。 

9 ○ 就業中の全従業員等

の移動範囲を明確化

する（全従業員等が、

移動を認められた範

囲の中で働いている

ようにする）。 

・他部署への理由のない移動

を制限し、異物が混入され

た場合の混入箇所を同定し

やすくする。 

・制服や名札、帽子の色、ID

バッジ等によって、全従業

員の「移動可能範囲」や「持

ち場」等を明確に識別でき

るようにする。 

○ （移動可能範囲の明確

化） 

就業中の全従業員等の移

動範囲を明確化にし、全従

業員等が、移動を認められ

た範囲の中で働いている

ようにしましょう。 

・製品に異物が混入された場

合の混入箇所を同定しや

すくするために、他部署へ

の理由のない移動を制限

しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID

バッジ等によって、全従業

員の「移動可能範囲」や「持

ち場」等を明確に識別でき

るようにしましょう。 

○ （移動可能範囲の明確

化） 

就業中の全従業員等の移

動範囲を明確化にし、全従

業員等が、移動を認められ

た範囲の中で働いている

ようにしましょう。 

 

・取扱い商品に異物が混入さ

れた場合の混入箇所を同

定しやすくするために、他

部署への理由のない移動

を制限しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID

バッジ等によって、全従業

員の「移動可能範囲」や「持

ち場」等を明確に識別でき

るようにしましょう。 

○ （移動可能範囲の明確

化） 

就業中の全従業員等の移

動範囲を明確化にし、全従

業員等が、移動を認められ

た範囲の中で働いている

ようにしましょう。 

・提供した飲食料品に異物が

混入された場合の混入箇

所を同定しやすくするた

めに、他部署への理由のな

い移動を制限しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID

バッジ等によって、全従業

員の「移動可能範囲」や「持

ち場」等を明確に識別でき

るようにしましょう。 
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

10 ○ 新規採用者は、朝礼等

の機会に紹介し、従業

員に認知させ、従業員

同士の識別度を高め

る。 

・新規採用者を識別しやすく

するとともに、従業員が見

慣れない人の存在に疑問を

持つ習慣を意識づける。 

○ （新規採用者の紹介） 

新規採用者は、朝礼等の機

会に紹介し、見慣れない人

への対応力を高めましょ

う。 

・新規採用者は朝礼等の機会

に紹介し、皆さんに識別し

てもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業

員が疑問を持ち、一声かけ

る習慣を身につけてもら

いましょう。 

○ （新規採用者の紹介） 

新規採用者は、朝礼等の機

会に紹介し、見慣れない人

への対応力を高めましょ

う。 

・新規採用者は朝礼等の機会

に紹介し、皆さんに識別し

てもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業

員が疑問を持ち、一声かけ

る習慣を身につけてもら

いましょう。 

○ （従業員の自己紹介） 

新たな店舗等がスタート

する際には、ミーティング

等で自己紹介し、スタッフ

同士の認識力を高め、見慣

れない人への対応力を高

める。 

・新たな店舗等での業務がス

タートする際には、自己紹

介等を行い、スタッフ同士

の認識力を高めましょう。 

・応援スタッフや新規採用者

は、その日の打合せ等の機

会に紹介し、皆さんに識別

してもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業

員が疑問を持ち、一声かけ

る習慣を身につけてもら

いましょう。 

 

■人的要素（部外者） 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

11 ○ 事前に訪問の連絡があ

った訪問者については、

身元・訪問理由・訪問先

（部署・担当者等）を確

認し、可能な限り従業員

が訪問場所まで同行す

る。 

・訪問者の身元を、社員証等で

確認する。訪問理由を確認し

た上で、従業員が訪問場所ま

で同行する。 

○ （訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部

署・担当者等）を確認し、可

能な限り従業員が訪問場所

まで同行する。 

・訪問者の身元を、社員証等で

確認しましょう。 

・訪問理由を確認した上で、従

業員が訪問場所まで同行しま

しょう。 

○ （訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部

署・担当者等）を確認し、可

能な限り従業員が訪問場所

まで同行する。 

・訪問者の身元を、社員証等で

確認しましょう。 

・訪問理由を確認した上で、従

業員が訪問場所まで同行す

る。 

○ （訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部

署・担当者等）を確認し、従

業員が訪問場所まで同行す

る。 

・訪問者の身元を、社員証等で

確認しましょう。 

・訪問理由を確認した上で、従

業員が訪問場所まで同行す

る。 

12 ○ 事前に訪問の連絡がな

かった訪問者、かつ初め

ての訪問者は、原則とし

て工場の製造現場への

入構を認めない。 

・「飛び込み」の訪問者について

は原則として製造現場への入

構を認めない。 

・なお、訪問希望先の従業員に

対して面識の有無や面会の可

否等について確認が取れた場

合は、事前に訪問の連絡があ

った訪問者と同様の対応を行

う。 

②事前予約がない場合や初めて

の訪問者 

原則として事務所等で対応

し、工場の製造現場への入構

を認めない。 

・「飛び込み」の訪問者は、原則

として製造現場には入構させ

ず、事務所等で対応しましょ

う。 

・訪問希望先の従業員から、面

識の有無や面会の可否等につ

いて確認が取れた場合は、事

前予約がある場合と同様に対

応しましょう。 

②事前予約がない場合や初めて

の訪問者 

原則として事務所等で対応

し、仕分け現場を認めない。

・「飛び込み」の訪問者は、原則

として仕分け現場には入構さ

せず、事務所等で対応しまし

ょう。 

・訪問希望先の従業員から、面

識の有無や面会の可否等につ

いて確認が取れた場合は、事

前予約がある場合と同様に対

応しましょう。 

②事前予約がない場合や初めて

の訪問者 

立ち入りを認めない。 

・「飛び込み」の訪問者は、原則

として立ち入りは認めないよ

うにしましょう。 

・訪問希望先の従業員から、面

識の有無や面会の可否等につ

いて確認が取れた場合は、事

前予約がある場合と同様に、

従業員が訪問場所まで同恋し

ましょう。 

13 ○ 訪問者（業者）用の駐車

場を設定する。この際、

製造棟とできるだけ離

れていることが望まし

い。 

・全ての訪問者について車両の

アクセスエリア、荷物の持ち

込み等を一律に制限すること

は現実的ではない。 

・特定の訪問者（例：施設メン

テナンス、防虫防鼠業者等）に

ついては、それらの車両であ

ることが明確になるように、

駐車エリアを設定しておく。 

○ （駐車エリアの設定や駐

車許可証の発行） 

訪問者（業者）用の駐車場を

設定したり、駐車許可証を発

行する等、無許可での駐車を

予防しましょう 

・全ての訪問者について車両の

アクセスエリア、荷物の持ち

込み等を一律に制限すること

は現実的ではありません。 

・駐車エリアは、原材料や商品

の保管庫やゴミ搬出場所等、

直接食品に手を触れることが

できるような場所とはできる

だけ離れていることが望まし

いでしょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特

定の訪問者（例：施設メンテ

○ （駐車エリアの設定や駐

車許可証の発行） 

訪問者（業者）用の駐車場を

設定したり、駐車許可証を発

行する等、無許可での駐車を

予防しましょう 

・全ての訪問者について車両の

アクセスエリア、荷物の持ち

込み等を一律に制限すること

は現実的ではありません。 

・駐車エリアは、品保管庫やゴ

ミの搬出場所等、直接食品に

手を触れることができるよう

な場所とはできるだけ離れて

いることが望ましいでしょ

う。 

・繰り返し定期的に訪問する特

定の訪問者（例：施設メンテ

○ （駐車エリアの設定や駐

車許可証の発行） 

納入業者用や廃棄物収集車

の駐車場を設定したり、駐車

許可証を発行する等、無許可

での進入や駐車を予防しま

しょう 

・全ての訪問者について車両の

アクセスエリア、荷物の持ち

込み等を一律に制限すること

は現実的ではありません。 

・駐車エリアは、食材保管庫や

ゴミ搬出場所等、直接食品に

手を触れることができるよう

な場所とはできるだけ離れて

いることが望ましいでしょ

う。 

・繰り返し定期的に訪問する特

定の訪問者（例：施設メンテ
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

ナンス、防虫防鼠業者等）に

ついては、それらの車両であ

ることが明確になるように、

駐車エリアを設定しておきま

しょう。 

ナンス、防虫防鼠業者等）に

ついては、それらの車両であ

ることが明確になるように、

駐車エリアを設定しておきま

しょう。 

ナンス、防虫防鼠業者等）に

ついては、それらの車両であ

ることが明確になるように、

駐車エリアを設定しておきま

しょう。 

・報道関係者の駐車エリアも設

定しておきましょう。 

14 ○ 食品工場の施設・設備の

メンテナンスや防虫・防

鼠作業等のため、工場内

を単独で行動する可能

性のある訪問者（業者）

には、持ち物を十分確認

し、不要なものを持ち込

ませないようにする。 

・食品工場の施設・設備のメン

テナンスや防虫・防鼠等に関

する作業員は、長時間にわた

り多人数で作業することもあ

るため、従業員が全ての作業

員の作業に同行することは困

難である。 

・作業開始前に、持ち物の確認

を実施し、不要な持ち込み品

の管理を徹底する。 

○ （業者の持ち物確認） 

食品工場内を単独で行動す

る可能性のある訪問者（業

者）の持ち物は十分確認し、

不要なものを持ち込ませな

いようにしましょう。 

・施設・設備のメンテナンスや

防虫・防鼠等のために、長時

間にわたり施設内で作業する

こともある業者については、

全ての作業に同行することは

困難です。 

・作業開始前には、持ち物の確

認を実施し、不要な持ち込み

品を持ち込ませないようにし

ましょう。 

○ （業者の持ち物確認） 

物流・保管施設内を単独で行

動する可能性のある訪問者

（業者）の持ち物は十分確認

し、不要なものを持ち込ませ

ないようにしましょう。 

・施設・設備のメンテナンスや

防虫・防鼠等のために、長時

間にわたり施設内で作業する

こともある業者については、

全ての作業に同行することは

困難です。 

・作業開始前には、持ち物の確

認を実施し、不要な持ち込み

品を持ち込ませないようにし

ましょう。 

○ （業者の持ち物確認） 

厨房等施設・設備内を単独で

行動する可能性のある訪問

者（業者：報道関係・警備関

係を含む）の持ち物は十分確

認し、不要なものを持ち込ま

せないようにしましょう。 

・施設・設備のメンテナンスや

防虫・防鼠等、取材・警備等

のために、長時間にわたり施

設内で作業することもある業

者については、全ての作業に

同行することは困難です。 

・作業開始前には、持ち物の確

認を実施し、不要な持ち込み

品を持ち込ませないようにし

ましょう。 

・可能であれば、持込み可能品

リストを作成し、それ以外の

ものを持ち込む場合には、申

告してもらいましょう、 

15 ○ 郵便、宅配便の受け入れ

先（守衛所、事務所等）

を定めておく。また配達

員の敷地内の移動は、事

前に設定した立ち入り

可能なエリア内のみと

する。 

・信書と信書以外の郵便物、ま

た宅配物等の届け物や受取人

の違いにより、配達員は比較

的自由に食品工場の敷地内を

移動できる状況にあるため、

郵便、宅配物等の受け入れ先

は数箇所の定められた場所に

限定する。 

・また、郵便局員や宅配業者が、

食品工場の建屋内に無闇に立

ち入ることや、建屋外に置か

れている資材・原材料や製品

に近づくことができないよう

留意する。 

○ （郵便・宅配物の受取場

所） 

郵便、宅配物等の受け入れ先

（守衛所、事務所等）を定め

ておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、食品

工場の建屋内に無闇に立ち入

ることや、施設内に置かれて

いる食材等に近づくことは、

異物混入の危険性を高めま

す。 

・郵便、宅配物等の受け入れ先

は、守衛所、事務所等の数箇

所の定められた場所に限定し

ておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、食品

工場内に無闇に立ち入ること

や、建屋外に置かれている資

材・原材料や製品に近づけな

いように、立ち入り可能なエ

リアを事前に設定しておきま

しょう。 

○ （郵便・宅配物の受取場

所） 

郵便、宅配物等の受け入れ先

（守衛所、事務所等）を定め

ておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、物流・

保管施設の建屋内に無闇に立

ち入ることや、施設内に置か

れている食材等に近づくこと

は、異物混入の危険性を高め

ます。 

・郵便、宅配物等の受け入れ先

は、守衛所、事務所等の数箇

所の定められた場所に限定し

ておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、物流・

保管施設内に無闇に立ち入る

ことや、資材・・原材料や製

品等に近づけないように、立

ち入り可能なエリアを事前に

設定しておきましょう。 

― ― 
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■施設管理 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

16 ○ 不要な物、利用者・所有

者が不明な物の放置の

有無を定常的に確認す

る。 

・食品工場で使用する原材料や

工具等について、定数・定位

置管理を行い、過不足や紛失

に気づきやすい環境を整え

る。 

・また、食品に直接手を触れる

ことができる製造工程や従事

者が少ない場所等、意図的に

有害物質を混入し易い箇所に

ついては特に重点的に確認す

る。 

○ （調理器具等の定数管理） 

使用する原材料や調理器具、

洗剤等について、定数・定位

置管理を行いましょう。 

・食品工場で使用する原材料や

工具等について、定数・定位

置管理を行い、過不足や紛失

に気づきやすい環境を整えま

しょう。 

・不要な物、利用者・所有者が

不明な物の放置の有無を定常

的に確認しましょう。 

・また、食品に直接手を触れる

ことができる製造工程や従事

者が少ない場所等、意図的に

有害物質を混入し易い箇所に

ついては特に重点的に確認し

ましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場

所には、施錠等の対応を行い

ましょう。 

 

○ （仕分け用具等の定数管

理） 

使用する仕分け作業用の器

具や工具等について、定数・

定位置管理を行いましょう。

・物流施設で使用する機器や工

具等について、定数・定位置

管理を行い、過不足や紛失に

気づきやすい環境を整えまし

ょう。 

・不要な物、利用者・所有者が

不明な物の放置の有無を定常

的に確認しましょう。 

・取扱い商品に直接手を触れる

ことができる分別工程や従事

者が少ない場所等、意図的に

有害物質を混入し易い箇所に

ついては特に重点的に確認し

ましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場

所には、施錠等の対応を行い

ましょう。 

 

○ （調理器具等の定数管理）

使用する原材料や調理器具、

洗剤等について、定数・定位

置管理を行いましょう。 

・厨房で使用する原材料や調理

器具、洗剤等について、定数・

定位置管理を行うことで、過

不足や紛失に気づきやすい環

境を整えましょう。 

・不要な物、利用者・所有者が

不明な物の放置の有無を定常

的に確認しましょう。 

・食品に直接手を触れることが

できる調理・盛り付け・配膳

や従事者が少ない場所等、意

図的に有害物質を混入し易い

箇所については特に重点的に

確認しましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場

所には、施錠等の対応を行い

ましょう。 

・医薬品が保管されている医務

室等については、医師・患者

党関係者以外の立入の禁止、

無人となる時間帯の施錠、薬

剤の数量管理を徹底する。 

17 ○ 食品に直接手を触れる

ことができる仕込みや

や袋詰めの工程や、従事

者が少ない場所等、意図

的に有害物質を混入し

やすい箇所を把握し、可

能な限り手を触れない

様にカバーなどの防御

対策を検討する。 

・仕込みや包装前の製品等に直

接手を触れることが可能な状

況が見受けられる。 

・特に脆弱性が高いと判断され

た箇所は、見回りの実施、従

業員同士による相互監視、監

視カメラの設置等を行うと共

に、可能な限り手を触れられ

ない構造に改修する。 

○ （脆弱性の高い場所の把

握と対策） 

食品に直接手を触れること

ができる仕込みや袋詰めの

工程や、従事者が少ない場

所等、意図的に有害物質を

混入しやすい箇所を把握

し、可能な限り手を触れな

い様にカバーなどの防御対

策を検討しましょう。 

・仕込みや包装前の製品等に直

接手を触れることが可能な状

況が見受けられる。 

・特に脆弱性が高いと判断され

た箇所は、見回りの実施、従

業員同士による相互監視、監

視カメラの設置等を行うと共

に、可能な限り手を触れられ

ない構造に改修する。 

○ （脆弱性の高い場所の把

握） 

食品に直接手を触れること

ができる仕分けや袋詰めの

工程や、従事者が少ない場

所等、意図的に有害物質を

混入しやすい箇所を把握

し、可能な限り手を触れな

い様にカバーなどの防御対

策を検討しましょう。 

・仕分けや梱包前の製品等に直

接手を触れることが可能な状

況が見受けられる。 

・特に脆弱性が高い箇所は、見

回りの実施、従業員同士によ

る相互監視、監視カメラの設

置等を行うと共に、可能な限

り手を触れられない構造に改

修する。 

○ （脆弱性の高い場所の把

握と対策） 

食品に直接手を触れること

ができる調理や配膳の工程

や、従事者が少ない場所

等、意図的に有害物質を混

入しやすい箇所を把握しま

しょう。 

・調理や配膳では、飲食料等に

直接手を触れないことは不可

能です。 

・特に脆弱性が高いと考えられ

る人目の少ない箇所（配膳準

備室・厨房から宴会場までの

ルート）等は、見回りの実

施、従業員同士による相互監

視、監視カメラの設置等を行

うと共に、可能な限り手を触

れられない構造への改修や、

配膳方法に工夫をしましょ

う。 

・レストランや食堂等の客席に

備え付けの飲料水や調味料、

バイキング形式のサラダバー

などでは、従業員以外の人物

による意図的な有害物質の混

入にも注意を払いましょう。
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

18 ○ 工場が無人となる時間

帯についての防犯対策

を講じる。 

― ○ （無人の時間帯の対策） 

工場が無人となる時間帯に

ついての防犯対策を講じる。 

・工場が無人となる時間帯は、

万が一、混入が行われた場合

の対応が遅れます。 

・終業後はからず施錠し、確認

する習慣を身につけましょ

う。 

・製造棟が無人となる時間帯は

必ず施錠し、人が侵入できな

いようにしましょう。・施錠以

外にも、無人の時間帯の防犯

対策を講じましょう。 

○ （無人の時間帯の対策） 

物流・保管施設が無人となる

時間帯についての防犯対策

を講じる。 

・物流・保管施設が無人となる

時間帯は、万が一、混入が行

われた場合の対応が遅れま

す。 

・終業後はからず施錠し、確認

する習慣を身につけましょ

う。 

・物流・保管施設が無人となる

時間帯は必ず施錠し、人が侵

入できないようにしましょ

う。 

・施錠以外にも、無人の時間帯

の防犯対策を講じましょう。 

○ （無人の時間帯の対策） 

厨房食事提供施設が無人と

なる時間帯についての防犯

対策を講じる。 

・食品保管庫や厨房等が無人と

なる時間帯は、万が一、混入

が行われた場合の対応が遅れ

ます。 

・終業後はからず施錠し、確認

する習慣を身につけましょ

う。 

・食品保管庫や厨房が無人とな

る時間帯は必ず施錠し、人が

侵入できないようにしましょ

う。 

・施錠以外にも、監視カメラ等、

無人の時間帯の防犯対策を講

じましょう。 

19 ○ 鍵の管理方法を策定し、

定期的に確認する。 

・最低限、誰でも自由に鍵を持

ち出せるような状態にならな

いよう管理方法を定め、徹底

する。 

○ （鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期

的に確認しましょう。 

・鍵の使用権を設定し、でも自

由に鍵を持ち出せないように

しましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守さ

れているかどうかを確認しま

しょう。 

○ （鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期

的に確認しましょう。 

・鍵の使用権を設定し、誰でも

自由に鍵を持ち出せないよう

にしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守さ

れているかどうかを確認しま

しょう。 

○ （鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期

的に確認しましょう。 

・鍵の使用権を設定し、誰でも

自由に鍵を持ち出せないよう

にしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守さ

れているかどうかを確認しま

しょう。 

20 ○ 製造棟、保管庫は、外部

からの侵入防止のため、

機械警備、定期的な鍵の

取り換え、補助鍵の設

置、格子窓の設置等の対

策を行う。 

・食品工場内の全ての鍵を定期

的に交換することは現実的で

はない。 

・異物が混入された場合の被害

が大きいと考えられる製造棟

や保管庫については、補助鍵

の設置や定期的な点検を行う

などの侵入防止対策を取るこ

とが重要である。 

○ （外部からの侵入防止策） 

製造棟、保管庫への外部から

の侵入防止対策を行いまし

ょう。 

・異物が混入された場合の被害

が大きいと考えられる製造

棟、保管庫は、機械警備、補

助鍵の設置や、格子窓の設置、

定期的な点検を行い、侵入防

止対策を取りましょう。 

○ （外部からの侵入防止策）

物流・保管施設への外部から

の侵入防止対策を行いまし

ょう。 

・異物が混入された場合の被害

が大きいと考えられる物流・

保管施設は、機械警備、補助

鍵の設置や、格子窓の設置、

定期的な点検を行い、侵入防

止対策を取りましょう。 

○ （外部からの侵入防止策）

食品保管庫や厨房への外部

からの侵入防止対策を行い

ましょう。 

・異物が混入された場合の被害

が大きいと考えられる食品保

管庫や厨房は、機械警備、補

助鍵の設置や、格子窓の設置、

定期的な点検を行い、侵入防

止対策を取りましょう。 

・通常施錠されているところが

開錠されている等、定常状態

と異なる状態を発見した時に

は、速やかに責任者に報告し

ましょう。 

21 ○ 製造棟の出入り口や窓

など外部から侵入可能

な場所を特定し、確実に

施錠する等の対策を取

る。 

・製造棟が無人となる時間帯は

必ず施錠し、人が侵入できな

いようにする。全ての出入り

口・窓に対して直ちに対策を

講じることが困難な場合は、

優先度を設定し、施設の改築

等のタイミングで順次改善策

を講じるように計画する。 

○ （確実な施錠） 

製造棟の出入り口や窓など

外部から侵入可能な場所を

特定し、確実に施錠する等の

対策を取りましょう。 

・全ての出入り口・窓に対して

直ちに対策を講じることが困

難な場合は、優先度を設定し、

施設の改築等のタイミングで

順次改善策を講じるように計

画しましょう。 

○ （確実な施錠） 

物流・保管施設の出入り口や

窓など外部から侵入可能な

場所を特定し、確実に施錠す

る等の対策を取りましょう。

・全ての出入り口・窓に対して

直ちに対策を講じることが困

難な場合は、優先度を設定し、

施設の改築等のタイミングで

順次改善策を講じるように計

画しましょう。 

○ （確実な施錠） 

食品保管庫や厨房の出入り

口や窓など外部から侵入可

能な場所を特定し、確実に施

錠する等の対策を取りまし

ょう。 

・全ての出入り口・窓に対して

直ちに対策を講じることが困

難な場合は、優先度を設定し、

施設の改築等のタイミングで

順次改善策を講じるように計

画しましょう。 
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

22 ○ 食品工場内の試験材料

（検査用試薬・陽性試料

等）や有害物質について

は保管場所を定めた上

で、当該場所への人の出

入り管理を行うと共に、

使用日時及び使用量の

記録、施錠管理を行う。 

・試験材料（検査用試薬・陽性

試料等）の保管場所は検査・

試験室内等に制限する。無断

で持ち出されることの無いよ

う定期的に保管数量の確認を

行う。可能であれば警備員の

巡回やカメラ等の設置を行

う。 

○ （試験材料等の管理） 

食品工場内の試験材料（検査

用試薬・陽性試料等）や有害

物質の保管場所を定め、当該

場所への人の出入り管理を

行いましょう。また、使用日

時や使用量の記録、施錠管理

を行いましょう。 

・試験材料（検査用試薬・陽性

試料等）の保管場所は検査・

試験室内等に制限しましょ

う。 

・無断で持ち出されることの無

いよう定期的に保管数量の確

認をしましょう。 

・可能であれば警備員の巡回や

カメラ等の設置を行いましょ

う。 

― ― ○ （洗剤等の保管場所） 

厨房の洗剤等、有害物質を紛

失した場合は、施設責任者や

調理責任者に報告し、施設責

任者や調理責任者はその対

応を決定しましょう。 

・日常的に使用している洗剤等

についても、管理方法等を定

め、在庫量を定期的に確認し

ましょう。 

・保管は、食材保管庫や調理・

料理の保管エリアから離れた

場所とし、栓のシーリング等

により、妥当な理由無く使用

することが無いよう、十分に

配慮しましょう。 

23 ○ 食品工場内の試験材料

（検査用試薬・陽性試料

等）や有害物質を紛失し

た場合は、工場長や責任

者に報告し、工場長や責

任者はその対応を決定

する。 

・法令等に基づき管理方法等が

定められているものについて

は、それに従い管理を行う。 

・それ以外のものについては、

管理方法等を定め、在庫量の

定期的な確認、食品の取扱い

エリアや食品の保管エリアか

ら離れた場所での保管、栓の

シーリング等により、妥当な

理由無く有害物質を使用する

ことの無いよう、十分に配慮

した管理を行う。また試験材

料や有害物質の紛失が発覚し

た場合の通報体制や確認方法

を構築する。 

○ （紛失時の対応） 

食品工場内の試験材料（検査

用試薬・陽性試料等）や有害

物質を紛失した場合は、工場

長や責任者に報告し、工場長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・法令等に基づき管理方法等が

定められているものについて

は、それに従い管理しましょ

う。 

・それ以外のものについても管

理方法等を定め、在庫量の定

期的な確認、食品の取扱いエ

リアや食品の保管エリアから

離れた場所での保管、栓のシ

ーリング等により、妥当な理

由無く有害物質を使用するこ

との無いよう、十分に配慮し

た管理を行う。 

・試験材料や有害物質の紛失が

発覚した場合の通報体制や確

認方法を構築しておきましょ

う。 

― ― ○ （洗剤等の紛失時の対応）

厨房の洗剤等、有害物質を紛

失した場合は、施設責任者や

調理責任者に報告し、施設責

任者や調理責任者はその対

応を決定しましょう。 

― 

24 ○ 殺虫剤の保管場所を定

め、施錠による管理を徹

底する。 

・食品工場の従業員等が自ら殺

虫・防鼠等を行う場合は、使

用する殺虫剤の成分について

事前に確認しておくことが重

要である。 

・殺虫剤を保管する場合は鍵付

きの保管庫等に保管し、使用

場所、使用方法、使用量等に

関する記録を作成する。 

・防虫・防鼠作業の委託する場

合は、信頼できる業者を選定

し、殺虫対象、殺虫を行う場

所を勘案して、委託業者とよ

く相談の上、殺虫剤（成分）

を選定する。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、

殺虫剤は委託業者が持参する

ことになるが、工場長等が知

○ （殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場

所を定め、施錠による管理を

徹底しましょう。 

・食品工場の従業員等が自ら殺

虫・防鼠等を行う場合は、使

用する殺虫剤の成分について

事前に確認しておくことが重

要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場

合は、鍵付きの保管庫等に保

管し、使用場所、使用方法、

使用量等に関する記録を作成

しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場

合は、信頼できる業者を選定

し、殺虫対象、殺虫を行う場

所を勘案して、委託業者とよ

く相談の上、殺虫剤（成分）

を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、

殺虫剤は委託業者が持参する

○ （殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場

所を定め、施錠による管理を

徹底しましょう。 

・物流施設の従業員等が自ら殺

虫・防鼠等を行う場合は、使

用する殺虫剤の成分について

事前に確認しておくことが重

要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場

合は、鍵付きの保管庫等に保

管し、使用場所、使用方法、

使用量等に関する記録を作成

しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場

合は、信頼できる業者を選定

し、殺虫対象、殺虫を行う場

所を勘案して、委託業者とよ

く相談の上、殺虫剤（成分）

を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、

殺虫剤は委託業者が持参する

○ （殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場

所を定め、施錠による管理を

徹底しましょう。 

・接客（食事提供）施設の従業

員等が自ら殺虫・防鼠等を行

う場合は、使用する殺虫剤の

成分について事前に確認して

おくことが重要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場

合は、鍵付きの保管庫等に保

管し、使用場所、使用方法、

使用量等に関する記録を作成

しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場

合は、信頼できる業者を選定

し、殺虫対象、殺虫を行う場

所を勘案して、委託業者とよ

く相談の上、殺虫剤（成分）

を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、

殺虫剤は委託業者が持参する
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らないうちに、委託業者から

従業員等が殺虫剤を譲り受け

たり、工場内に保管したりす

るようなことがないよう、管

理を徹底する。 

ことになりますが、施設責任

者等が知らないうちに、委託

業者から従業員等が殺虫剤を

譲り受けたり、施設内に保管

したりするようなことがない

よう、管理を徹底しましょう。

ことになりますが、施設責任

者等が知らないうちに、委託

業者から従業員等が殺虫剤を

譲り受けたり、施設内に保管

したりするようなことがない

よう、管理を徹底しましょう。 

ことになりますが、施設責任

者等が知らないうちに、委託

業者から従業員等が殺虫剤を

譲り受けたり、施設内に保管

したりするようなことがない

よう、管理を徹底しましょう。

25 ○ 井戸、貯水、配水施設へ

の侵入防止措置を講じ

る。 

・井戸、貯水、配水施設への出

入り可能な従業員を決め、鍵

等による物理的な安全対策、

防御対策を講じる。 

○ （給水施設の管理） 

井戸、貯水、配水施設への侵

入防止措置を講じましょう。 

・井戸、貯水、配水施設への出

入り可能な従業員を決めまし

ょう。 

・井戸、貯水、配水施設への立

入防止のため、鍵等による物

理的な安全対策、防御対策を

講じましょう。 

― ― ○ （給水施設の管理） 

井戸、貯水、配水施設への侵

入防止措置を講じましょう。

・井戸、貯水、配水施設への出

入り可能な従業員を決めまし

ょう。 

・井戸、貯水、配水施設への立

入防止のため、鍵等による物

理的な安全対策、防御対策を

講じましょう。 

26 ○ 井戸水を利用している

場合、確実な施錠を行

い、塩素消毒等浄化関連

設備へのアクセスを防

止すると共に、可能であ

れば監視カメラ等で監

視する。 

・井戸水に毒物を混入された場

合の被害は、工場全体に及ぶ

ため、厳重な管理が必要であ

る。 

○ （井戸水の管理） 

井戸水に毒物を混入された

場合の被害は、工場全体に及

ぶため、厳重な管理が必要で

す。 

・井戸水を利用している場合

は、確実に施錠し、塩素消毒

等浄化関連設備へのアクセス

を防止しましょう。 

・可能であれば監視カメラ等で

監視しましょう。 

― ― ○ （井戸水の管理） 

井戸水に毒物を混入された

場合の被害は、接客（食事提

供）施設全体に及ぶため、厳

重な管理が必要です。 

・井戸水を利用している場合は

確実に施錠し、塩素消毒等浄

化関連設備へのアクセスを防

止しましょう。 

・可能であれば監視カメラ等で

監視しましょう。 

27 ○ コンピューター処理制

御システムや重要なデ

ータシステムについて、

従業員の異動・退職時等

に併せてアクセス権を

更新する。アクセス許可

者は極力制限し、データ

処理に関する履歴を保

存する。 

・コンピューター処理制御シ

ステムや重要なデータシ

ステムにアクセス可能な

従業員をリスト化し、かつ

システムの設置箇所に鍵

を設ける、ログインパスワ

ードを設ける等の物理的

なセキュリティ措置を講

じる。 

○ （コンピューターの管

理） 

コンピューター処理制御

システムや重要なデータ

システムへのアクセス許

可者は極力制限し、不正な

アクセスを防止しましょ

う。 

・コンピューター処理制御シ

ステムや重要なデータシ

ステムにアクセス可能な

従業員をリスト化し、従業

員の異動・退職時等に併せ

てアクセス権を更新しま

しょう。 

・アクセス許可者は極力制限

し、データ処理に関する履

歴を保存しましょう。 

・システムの設置箇所に鍵を

設ける、ログインパスワー

ドを設ける等の物理的な

セキュリティ措置を講じ

ましょう。 

○ （コンピューターの管

理） 

コンピューター処理制御

システムや重要なデータ

システムへのアクセス許

可者は極力制限し、不正な

アクセスを防止しましょ

う。 

・コンピューター処理制御シ

ステムや重要なデータシ

ステムにアクセス可能な

従業員をリスト化し、従業

員の異動・退職時等に併せ

てアクセス権を更新しま

しょう。 

・アクセス許可者は極力制限

し、データ処理に関する履

歴を保存しましょう。 

・システムの設置箇所に鍵を

設ける、ログインパスワー

ドを設ける等の物理的な

セキュリティ措置を講じ

ましょう。 

◯ 顧客情報の管理 

喫食予定の VIP の行動や

食事内容に関する情報へ

のアクセス可能者は、接客

の責任者などに限定しま

しょう。 

― 
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■入出荷等の管理 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

28 ○ 資材や原材料等の受け

入れ時及び使用前に、ラ

ベルや包装を確認する。

異常を発見した場合は、

工場長や責任者に報告

し、工場長や責任者はそ

の対応を決定する。 

― ○ （ラベル・包装・数量の確

認） 

資材や原材料等の受け入れ

時及び使用前に、ラベルや包

装の異常の有無、納入製品・

数量と、発注製品・数量との

整合性を確認しましょう。 

異常を発見した場合は、工場

長や責任者に報告し、工場長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・資材や原材料等の受け入れ時

や使用前には、必ずラベルや

包装を確認しましょう。 

・異常が発見された場合は、異

物混入の可能性も念頭に、責

任者に報告し、施設責任者は

その対応を決定しましょう。

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合

は特に慎重に確認し、通常と

は異なるルートから商品等が

紛れ込んでいないかに注意を

払いましょう。 

・運搬時のコンテナ等の封印な

ど、混入しづらく、混入が分

かりやすい対策も検討しまし

ょう。 

○ （ラベル・包装・数量の確

認） 

取扱い商品等の受け入れ時

及び仕分け時に、ラベルや包

装の異常の有無、納入製品・

数量と、発注製品・数量との

整合性を確認しましょう。 

異常を発見した場合は、工場

長や責任者に報告し、工場長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・入荷時には、事前に発送元か

ら通知のあったシリアルナン

バーと製品・数量に間違いが

ないかを確認する。 

・出荷時には、シリアルナンバ

ーの付いた封印を行い、製品・

数量とともに荷受け側に予め

通知をする。事前通知には、

車両のナンバーやドライバー

の名前なども通知することが

望ましい。シリアルナンバー

の管理方法を策定する。 

・取扱い商品の受け入れ時や使

用前には、必ずラベルや包装、

数量を確認しましょう。 

・異常が発見された場合は、異

物混入の可能性も念頭に、施

設責任者に報告し、施設責任

者はその対応を決定しましょ

う。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合

は特に慎重に確認し、通常と

は異なるルートから商品等が

紛れ込んでいないかに注意を

払いましょう。 

・運搬時のコンテナ等の封印な

ど、混入しづらく、混入が分

かりやすい対策も検討しまし

ょう。 

・不正配布を防ぐため、シリア

ルナンバーの管理方法につい

て策定しましょう 

○ （ラベル・包装・数量の確

認） 

食材や食器等の受け入れ時

及び使用前に、ラベルや包装

の異常の有無、納入製品・数

量と、発注製品・数量との整

合性を確認しましょう。 

異常を発見した場合は、料理

長や責任者に報告し、料理長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・食材だけでなく食器等の受け

入れ時や使用前には、必ず数

量やラベル・包装を確認しま

しょう。 

・異常が発見された場合は、異

物混入の可能性も念頭に、施

設責任者や調理責任者に報告

し、施設責任者や調理責任者

はその対応を決定しましょ

う。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合

は特に慎重に確認し、通常と

は異なるルートから商品等が

紛れ込んでいないかに注意を

払いましょう。 

29 ○ 資材や原材料等の納入

時の積み下ろし作業や

製品の出荷時の積み込

み作業を監視する。 

・積み下ろし、積み込み作業は

食品防御上脆弱な箇所であ

る。実務上困難な点はあるが、

相互監視や、可能な範囲での

カメラ等による監視を行う。 

○ （積み下ろしや配膳作業

の監視） 

資材や原材料等の納入時の

積み下ろし作業や製品の出

荷時の積み込み作業を監視

しましょう。 

・資材や原材料等積み下ろし、

積み込み作業は、人目が少な

かったり、外部の運送業者等

が行うことがあるため、食品

防御上脆弱な箇所と考えられ

ます。 

・実務上困難な点もあります

が、相互監視や可能な範囲で

のカメラ等による監視を行う

等、何からの対策が望まれて

います。 

○ （積み下ろしや配膳作業

の監視） 

取扱い商品の納入時の積み

下ろし作業や出荷時の積み

込み作業にも気を配りまし

ょう。 

・積み下ろし、積み込み作業は、

人目が少なかったり、外部の

運送業者等が行うことがある

ため、食品防御上脆弱な箇所

です。 

・実務上困難な点もあります

が、相互監視や可能な範囲で

のカメラ等による監視を行う

等、何からの対策が望まれて

います。 

○ （積み下ろしや配膳作業

の監視） 

食材や食器等の納入時の積

み下ろし作業は監視しまし

ょう。 

・食材や食器等の納入作業は、

食品防御上脆弱な箇所と考え

られます。 

・実務上困難な点はあります

が、従業員や警備スタッフの

立会や、可能な範囲でのカメ

ラ等による監視を行いましょ

う。 

     ・ハイセキュリティ製品と一般

製品が混ざる事の無いように

動線を確保し、物理的に分離

して保管する。また監視カメ

ラを設置するなどの対策が望

ましい 

・ハイセキュリティ製品と一緒

に一般の製品を取り扱う場合

がある場合、枠で囲う、ライ

ンを分けるなどの対策が必

要。 

○ （調理や配膳作業の監

視） 

調理や料理等の配膳時の作

業を監視しましょう。 

・調理や料理の配膳作業は、食

品防御上脆弱な箇所と考えら

れます。 

・従業員同士の相互監視や、作

業動線の工夫、可能な範囲で

のカメラ等による監視を行い

ましょう。 
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30 ○ 納入製品・数量と、発注

製品・数量との整合性を

確認する。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認する。納入数量

が増加している場合は特に慎

重に確認を行い、通常とは異

なるルートとから製品が紛れ

込んでいないかに注意を払

う。 

（28に統合） （28に統合） （28に統合） （28に統合） （28に統合） （28に統合） 

31 ○ 保管中の在庫の紛失や

増加、意図的な食品汚染

行為の兆候・形跡等が認

められた場合は、工場長

や責任者に報告し、工場

長や責任者はその対応

を決定する。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認する。在庫量が

増加している場合は特に慎重

に確認し、外部から製品が紛

れ込んでいないかに注意を払

う。 

○ （在庫数の増減や汚染行

為の徴候への対応） 

保管中の在庫の紛失や増加、

意図的な食品汚染行為の兆

候・形跡等が認められた場合

は、施設責任者や調理責任者

に報告し、施設責任者や調理

責任者はその対応を決定し

ましょう。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・在庫量が増加している場合は

特に慎重に確認し、外部から

食材等が紛れ込んでいないか

に注意を払いましょう。 

○ （在庫数の増減や汚染行

為の徴候への対応） 

保管中の商品の紛失や増加、

意図的な食品汚染行為の兆

候・形跡等が認められた場合

は、施設責任者や調理責任者

に報告し、施設責任者や調理

責任者はその対応を決定し

ましょう。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・食材等の在庫量が増加してい

る場合は特に慎重に確認し、

外部から食材等が紛れ込んで

いないかに注意を払いましょ

う。 

○ （保管中の食材や料理数

の増減や汚染行為の徴候

への対応） 

保管中の食材や料理の紛失

や増加、意図的な食品汚染行

為の兆候・形跡等が認められ

た場合は、施設責任者や調理

責任者に報告し、施設責任者

や調理責任者はその対応を

決定しましょう。 

・保管中の食材や料理の数量が

一致しない場合は、その原因

を確認しましょう。 

・食材や食器、料理の保管数量

が増加している場合は特に慎

重に確認し、外部から食材等

が紛れ込んでいないか、慎重

に確認しましょう。 

32 ○ 製品の納入先から、納入

量の過不足（紛失や増

加）についての連絡があ

った場合、工場長や責任

者に報告し、工場長や責

任者はその対応を決定

する。 

・過不足の原因について、妥当

な説明がつくように確認す

る。特に納入量が増加してい

る場合は慎重に確認し、外部

から製品が紛れ込んでいない

かに注意を払う。 

○ （過不足への対応） 

製品の納入先から、納入量の

過不足（紛失や増加）につい

ての連絡があった場合、工場

長や責任者に報告し、工場長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・過不足の原因について、妥当

な説明がつくように確認しま

しょう。 

・特に納入量が増加している場

合は慎重に確認し、外部から

製品が紛れ込んでいないかに

注意を払う。 

○ （過不足への対応） 

取扱い商品の納入先から、納

入量の過不足（紛失や増加）

についての連絡があった場

合、施設責任者に報告し、施

設責任者はその対応を決定

しましょう。 

・過不足の原因について、妥当

な説明がつくように確認しま

しょう。 

・特に納入量が増加している場

合は慎重に確認し、外部から

商品が紛れ込んでいないかに

注意を払いましょう。 

○ （過不足への対応） 

お客様から、提供量の過不足

（特に増加）についての連絡

があった場合、施設責任者や

調理責任者に報告し、施設責

任者や調理責任者はその対

応を決定しましょう。 

・過不足の原因について、妥当

な説明がつくように確認しま

しょう。 

・特に提供量が増加している場

合は慎重に確認し、外部から

飲食料品が紛れ込んでいない

かに注意を払いましょう。 

33 ○ 製品納入先の荷受担当

者の連絡先を、誰でもす

ぐに確認できるように

しておく。 

・食品工場内で意図的な食品汚

染行為等の兆候や形跡が認め

られた場合は、被害の拡大を

防ぐため、至急納入先と情報

を共有する必要がある。納入

担当者が不在の場合でも、代

理の従業員が至急連絡できる

ように、予め手順・方法を定

めておくこと。 

○ （対応体制・連絡先等の確

認） 

製品納入先の荷受担当者の

連絡先を、誰でもすぐに確認

できるようにしておきまし

ょう。 

・食品工場内で意図的な食品汚

染行為等の兆候や形跡が認め

られた場合は、被害の拡大を

防ぐため、至急納入先と情報

を共有しましょう。 

・納入担当者が不在の場合で

も、代理の従業員が至急連絡

できるように、予め手順・方

法を定めておきましょう。 

○ （対応体制・連絡先等の確

認） 

製品納入先の荷受担当者の

連絡先を、誰でもすぐに確認

できるようにしておきまし

ょう。 

・物流・保管施設内で意図的な

食品汚染行為等の兆候や形跡

が認められた場合は、被害の

拡大を防ぐため、至急発注元

や納入先と情報を共有しまし

ょう。 

・発注・納入担当者が不在の場

合でも、代理の従業員が至急

連絡できるように、予め手順・

方法を定めておきましょう。 

○ （対応体制・連絡先等の確

認） 

喫食者に異変が見られた場

合の対応体制・連絡先等を、

誰でもすぐに確認できるよ

うにしておきましょう。 

・接客（食品提供）施設内で意

図的な食品汚染行為等の兆候

や形跡が認められた場合は、

被害の拡大を防ぐため、至急

施設内で情報を共有しましょ

う。 

・責任者が不在の場合でも、代

理の従業員が至急連絡できる

ように、予め手順・方法を定

めておきましょう。 
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２．可能な範囲での実施が望まれる対策 

 

将来的に実施することが望まれるものの、１．に挙げた項目に比して優先度は低いと判断された不急の対策。 

 

■組織マネジメント 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

34 ○ 従業員等や警備員は、敷

地内での器物の破損、不

用物、異臭等に気が付い

た時には、すぐに工場長

や責任者に報告する。 

・警備や巡回時に確認する項目

をチェックリスト化し、警備

の質を確保しておくことが望

ましい。 

・故意による器物の破損や悪意

の落書きなどの予兆を見逃さ

ないことが重要である。 

○ （異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設

内や敷地内での器物の破

損、不用物、異臭等に気が

付いた時には、すぐに施設

責任者や調理責任者に報告

しましょう。 

・警備や巡回時に確認する項目

をチェックリスト化し、警備

の質を確保しましょう。 

・故意による器物の破損や悪意

の落書きなどの予兆を見つけ

た場合は、早急に責任者に報

告しましょう。 

○ （異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設

内や敷地内での器物の破

損、不用物、異臭等に気が

付いた時には、すぐに施設

責任者や調理責任者に報告

しましょう。 

・警備や巡回時に確認する項目

をチェックリスト化し、警備

の質を確保しましょう。 

・故意による器物の破損や悪意

の落書きなどの予兆を見つけ

た場合は、早急に責任者に報

告しましょう。 

○ （異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設

内や敷地内での器物の破

損、不用物、異臭等に気が

付いた時には、すぐに施設

責任者や調理責任者に報告

しましょう。 

・警備や巡回時に確認する項目

をチェックリスト化し、警備

の質を確保しましょう。 

・故意による器物の破損や悪意

の落書きなどの予兆を見つけ

た場合は、早急に責任者に報

告しましょう。 

 

■人的要素（従業員等） 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

35 ○ 敷地内の従業員等の所

在を把握する。 

・従業員の敷地内への出入りや

所在をリアルタイムでの把握

や、記録保存のために、カード

キーやカードキーに対応した

入退構システム等を導入す

る。 

○ （従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員等

の所在を把握しましょう。 

・従業員の施設内・敷地内への

出入りや所在をリアルタイム

での把握や、記録保存のため

に、カードキーやカードキー

に対応した入退構システム等

の導入を検討しましょう。 

○ （従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員等

の所在を把握しましょう。

・従業員の施設内・敷地内への

出入りや所在をリアルタイム

での把握や、記録保存のため

に、カードキーやカードキー

に対応した入退構システム等

の導入を検討しましょう。 

○ （従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員等の

所在を把握しましょう。 

・従業員の施設内・敷地内への

出入りや所在をリアルタイム

での把握や、記録保存のため

に、カードキーやカードキー

に対応した入退構システム等

の導入を検討しましょう。 

 

■施設管理 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

36 ○ 敷地内への侵入防止のた

め、フェンス等を設ける。 

・食品工場の敷地内への出入り

しやすい環境が多いため、敷

地内への立ち入りを防止する

ことが望ましい。 

○ （フェンス等の設置） 

敷地内への侵入防止のため、

フェンス等を設けましまし

ょう。 

・食品工場の敷敷地内への出入

りしやすい環境が多いため、

敷地内への立ち入りを防止す

るための対策（フェンス等の

設置）を検討しましょう。 

○ （フェンス等の設置） 

敷地内への侵入防止のため、

フェンス等を設けましょう。

・物流・保管施設の敷地内への

出入りしやすい環境が多いた

め、敷地内への立ち入りを防

止するための対策（フェンス

等の設置）を検討しましょう。 

○ （扉の施錠等の設置） 

接客（食事提供）施設内での

作業空間への侵入防止のた

め、扉への施錠等を検討しま

しょう。 

・接客（食事提供施設）の敷地

内へは、常にお客様が出入り

しています。作業用スペース

へのお客様の立ち入りを防止

するための対策（扉の施錠等）

を検討しましょう。 

37 ○ カメラ等により工場建屋

外の監視を行う。 

・カメラ等による工場建屋への

出入りを監視することによる

抑止効果が期待でき、また、有

事の際の確認に有用である。 

○ （監視カメラの設置） 

カメラ等により工場建屋外

の監視を検討しましょう。 

・カメラ等による工場建屋への

出入りを監視することは、抑

止効果が期待できると共に、

有事の際の確認に有用です。

○ （監視カメラの設置） 

カメラ等により物流・保管

施設建屋外の監視を検討

しましょう。 

・カメラ等による物流・保管施

設建屋への出入りを監視する

ことは、抑止効果が期待でき

ると共に、有事の際の確認に

有用です。 

○ （監視カメラの設置） 

カメラ等により接客（食事提

施設）建屋内外の監視を検討

しましょう。 

・カメラ等による接客（食事提）

施設の建屋内外を監視するこ

とは、抑止効果が期待できる

と共に、有事の際の確認に有

用です。 

38 ○ 警備員の巡回やカメラ等

により敷地内に保管中／

使用中の資材や原材料の

継続的な監視、施錠管理等

を行う。 

・資材・原料保管庫は人が常駐

していないことが多く、かつ

アクセスが容易な場合が多

い。可能な範囲で警備員の巡

回やカメラ等の設置、施錠確

認等を行う。 

○ （継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等に

より敷地内に保管中／使用

中の資材や原材料の継続的

な監視、施錠管理等を行いま

しょう。 

・人が常駐していないことが多

く、アクセスが容易な場合が

多い資材・原料保管庫は、可

能な範囲で警備員の巡回やカ

メラ等の設置、施錠確認等を

行いましょう。 

○ （継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等に

より敷地内に保管中の商品

の継続的な監視、施錠管理等

を行いましょう。 

・人が常駐していないことが多

く、アクセスが容易な場合が

多い取扱い商品の保管庫は、

可能な範囲で警備員の巡回や

カメラ等の設置、施錠確認等

を行いましょう。 

○ （継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等に

より敷地内に保管中／使用

中の資材や原材料の継続的

な監視、施錠管理等を行いま

しょう。 

・人が常駐していないことが多

く、アクセスが容易な場合が

多い食材保管庫は、可能な範

囲で警備員の巡回やカメラ等

の設置、施錠確認等を行いま

しょう。 
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３．オリンピック・パラリンピック特有の対策 

 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

39 ― ― ― ― ○（お客様対策） 

不特定多数のお客様が出入りする接客（食事提

供）施設では、お客様に交じって意図的に有害

物質を混入することも考えられますので対策

を行いましょう。 

・接客（食事提供）施設では、不特定多数の人の

出入りがあるため、お客様に交じってカ意図的

に有害物質を混入することも考えられます。 

40 ― ― ― ― ○（客席等の対策） 

客席等には、お冷や調味料、食器などは置かな

いようにしましょう。 

また、セルフサービスのサラダバーやドリンク

バー等での混入防止対策も必要です。 

・客席テーブル上のお冷や調味料、食器等に異物

が混入されると可能性も否定できません。 

・お冷等の飲み物はスタッフが提供する、お客用

の調味料等は、小分けされた物をその都度渡す

など、異物を混入されにくい対応を検討しまし

ょう。 

・お客様に交じっての異物混入を予防するため

には、可能な限りセルフサービスは避けること

が望ましいでしょう。 

・冷等への異物混入を防止するために、封をする

などの対策を行いましょう。 

41 ― ― ― ― ○（監視カメラの設置） 

お客が直接、食品に触れる様なカフェテリア形

式の配膳場所、サラダバー等には、カメラ等に

よる監視を検討しましょう。 

・不特定多数のお客様が出入りする飲食店等の

配膳場所やサラダバー等をカメラ等により監

視することは、抑止効果が期待できると共に、

有事の際の確認に有用です。 

42 ― ― ― ― ○（厨房の防犯・監視体制の強化） 

厨房内には、作り置きの料理等が保管される場

合があります。保管の際には、冷蔵庫等にカギ

をかける等の異物混入対策が必要です。 

― 

43 ― ― ・車輛の荷台には、私物等は持ち込ませない。また

定期的に持ち込んでいないかを確認しましょう。

（配送（トラック）） 

・荷台への私物の持ち込みは、異物混入のリスク

を高めるだけでなく、従業員への疑いも掛かり

ます。 

― ― 

44 ― ― ・車輛には、運転手及び助手以外の配送作業に関係

しない人間は同乗させない。（配送（トラック））

・たとえ同じ会社の同僚・上司であっても配送車

輛への同乗は異物混入のリスクを高めます。 

― ― 

45 ― ― ・荷台ドアに施錠が出来る車輛での配送を行い、荷

積み、荷卸し以外は荷台ドアに施錠をしましょ

う。車輛を離れる際は、荷台ドアの施錠を確認し

ましょう。（配送（トラック）） 

― ― ― 

46 ― ― ・配送作業が無い場合でたとえ施設内に駐車した

車輛でも必ず、運転席や荷台ドアの施錠を行いま

しょう。（配送（トラック）） 

・夜間や駐車中の車輛に行われる意図的な行為

に対いてのリスクを低減しましょう。 

― ― 

47 ― ― ・不測の事態が起こった場合などに備え、GPSが搭

載された車輛が望ましい。（配送（トラック）） 

― ― ― 

48   ・配送ルートのリスク評価を行いましょう。 ・渋滞や工事での車両規制などを考慮すること

で停車中のリスクを低減しましょう。 
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『食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）』の改訂と、『食品防御対策ガイドライン（運搬・保管施

設向け）』、『食品防御対策ガイドライン（調理・提供施設向け）』の試作版（案）について 

 

安全な食品を提供するために、食品工場では、HACCP システムや ISO を導入し、高度な衛生状態を保っていま

す。その一方で、衛生状態を保つだけでは、悪意を持って意図的に食品中に有害物質等を混入することを防ぐこ

とは困難とされています。 

2001 年 9 月 11 日の世界同時多発テロ事件以降、世界各国でテロ対策は、国家防衛上の優先的課題となってい

ます。特に米国では、食品医薬品局（Food and Drug Administration；FDA）が、農場、水産養殖施設、漁船、食

品製造業、運輸業、加工施設、包装工程、倉庫を含む全ての部門（小売業や飲食店を除く）を対象とした、『食品

セキュリティ予防措置ガイドライン“食品製造業、加工業および輸送業編”』［Guidance for Industry: Food 

Producers, Processors, and Transporters: Food Security Preventive Measures Guidance, 2007.10］3を作

成し、食品への有害物質混入等、悪意ある行為や犯罪、テロ行為の対象となるリスクを最小化するため、食品関

係事業者が実施可能な予防措置を例示しています。 

世界保健機関（World Health Organization；WHO）、2003 年に「Terrorists Threats to Food- Guidelines for 

Establishing and Strengthening Prevention and Response Systems（食品テロの脅威へ予防と対応のためのガ

イダンス）」を作成し、国際標準化機構（International Organization for Standardization: ISO）も「ISO 

22000；食品安全マネジメントシステム－フードチェーンに関わる組織に対する要求事項（Food safety 

management systems - Requirements for any organization in the food chain）」（2005 年 9 月）や「ISO/TS 

22002-1:2009 食品安全のための前提条件プログラム－第 1部:食品製造業（Prerequisite programmes on food 

safety -- Part 1: Food manufacturing）」（2009 年 12 月）を策定するなど、国際的にも食品テロに対する取り

組みが行われています。 

日本では、食品に意図的に有害物質を混入した事件としては、1984 年のグリコ・森永事件、1998 年の和歌山カ

レー事件、2008 年の冷凍ギョーザ事件、2013 年の冷凍食品への農薬混入事件等が発生しており、食品の製造過

程において、意図的な有害物質の混入を避けるための「食品防御対策」の必要性が高くなっています。 

2007 年以降、当研究班の前身である、「食品によるバイオテロの危険性に関する研究」や、「食品防御の具体

的な対策の確立と実行可能性の検証に関する研究」において諸外国の取組の情報収集や日本における意図的な

食品汚染の防止策の検討が行われ、 

平成 23 年度末には、日本の食品事業者が食品防御に対する理解を深め、実際の対策を検討できるように、過

去の研究成果を基に、優先度の高い「１．優先的に実施すべき対策」と、将来的に実施が望まれる「２．可能な

範囲での実施が望まれる対策」の２つの推奨レベルに分けた食品製造者向けのガイドライン「食品防御対策ガイ

ドライン（食品製造工場向け）」（案）やその解説、食品防御の観点を取り入れた場合の総合衛生管理製造過程承

認制度実施要領（日本版ＨＡＣＣＰ）［別表第１ 承認基準］における留意事項（案）を作成しました。 

さらに、平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金「食品防御の具体的な対策の確立と実行可能性の検証に関す

る研究班」では、平成 23 年度に作成した「食品防御対策ガイドライン（案）（食品製造工場向け）」を中小規模の

食品工場等での使用を前提により分かりやすく修正し、解説と一体化しました。 

この度、平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金「食品防御の具体的な対策の確立と実行可能性の検証に関す

る研究班」では、『食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 25 年度改訂版）を一部改定すると共

に、運搬や保管、接客施設等、食品の流通・提供の流れに沿って、運搬・保管施設向けや、調理・提供施設向け

のガイドラインの試作版（案）を作成しました。 

本ガイドライン等を参考に、食品に関係する多くの事業者が、関係する食品関連施設の規模や人的資源等の諸

条件を考慮しながら、「実施可能な対策の確認」や「対策の必要性に関する気付き」を得て、定期的・継続的に食

品防御対策が実施され、確認されることが望まれます。 

 

（別添１）食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 29 年度改訂版）（案） 

（別添２）食品防御対策ガイドライン（運搬・保管施設向け）（平成 29 年度試作版）（第 1案） 

（別添３）食品防御対策ガイドライン（調理・提供施設向け）（平成 29 年度試作版）（第 1案）

                                                  
3 http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/fooddefense/ucm083075.htm 

別紙２ 
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（参考） 

食品防御対策ガイドラインの検討経過 

平成 17 年度（特別研究事業） 食品によるバイオテロの危険性に関する研究 

平成 18～20 年度 食品によるバイオテロの危険性に関する研究 

 食品工場における脆弱性評価の実行可能性の検証 
 脆弱性評価手法（CARVER+Shock） 
 食品テロ対策の検討 
 チェックリストの作成（食品工場向け／物流施設向け） 
①食品工場における人為的な食品汚染防止に関するチェックリスト（案）の作成（平成 18 年度） 
②食品に係る物流施設における人為的な食品汚染防止に関するチェックリスト（案）作成（平成 20 年度） 

 

平成 21～23 年度 食品防御の具体的な対策の確立

と実行可能性の検証に関する研究 

平成 24～26 年度 食品防御の具体的な対策の確立

と実行検証に関する研究 

 平成 18～20 年度 食品によるバイオテロの危険

性に関する研究 

平成 21～23 年度 食品防御の具体的な対策の確

立と実行可能性の検証に関する研究 

 食品工場におけるチェックリストの実行可能性

の検証（平成 21～24 年度） 

 チェックリストの充実・精緻化（平成 21～24 年

度） 

 中小規模の食品工場等における脆弱性評価の実

施とチェックリストの適用可能性の検討（平成

25 年度） 

  食品防御対策の検討（平成 18～25 年度） 

 費用対効果の測定等（平成 21～23 年度） 

 

平成 21～23 年度 食品防御の具体的な対策の確立と実行可能性の検証に関する研究 

ガイドライン等の作成・公表 

①食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（案）（平成 23 年度） 

②食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（案）［解説］ （平成 23 年度） 

③食品防御の観点を取り入れた場合の総合衛生管理製造承認制度実施要領（日本版 HACCP）[別表第 1 

承認基準]における留意事項の検討（平成 23 年度） 

平成 24～26 年度 食品防御の具体的な対策の確立と実行検証に関する研究 

上記ガイドラインの改訂；中小規模の食品工場等での使用を前提に分かりやすく修正し、解説と一体化した。

①食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 25 年度改訂版） 

 

平成 27～29 年度 食品防御の具体的な対策の確立と実行検証に関する研究 

食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 25 年度改訂版）を再度改訂すると共に、運搬・保

管施設向け、調理・提供施設向けのガイドラインの試作版（案）を作成した。 

（別添１）食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 29 年度改訂版）（案） 

（別添２）食品防御対策ガイドライン（運搬・保管施設向け）（平成 29 年度試作版）（第 1 案） 

（別添３）食品防御対策ガイドライン（調理・提供施設向け）（平成 29 年度試作版）（第 1 案） 
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（別添１） 

 
１．優先的に実施すべき対策 

 

■組織マネジメント 

（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職場環境づくりに努めましょう。 

 

（教育） 

従業員等が自社の製品・サービスの品質と安全確保について高い責任感を感じながら働くことができるよう

に、適切な教育を実施しましょう。 

解  説 

・働きやすい快適な職場環境は、職場に対する不満等を抱かせないためにも、重要なもの

です。 

・食品工場の責任者は従業員が職場への不平・不満から犯行を行う可能性があることを認

識し、対応可能な食品防御対策の検討や、従業員教育を行いましょう。 

・従業員の多様な背景を十分に理解して対応できるようにしましょう。 

 

（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を含め、その重要

性を認識してもらいましょう 

解  説 

・食品防御の教育の目的は、従業員等の監視を強化することではなく、食品防御に対する意

識を持ってもらうことです。 

・定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を

含め、その重要性を認識してもらいましょう。 

・自社で製造した飲食料品に意図的な食品汚染が発生した場合、お客様はまず製造工場の従

業員等に疑いの目を向ける可能性があるということを、従業員等に認識してもらいましょ

う。 

・従業員等には、自施設のサービスの品質と安全を担っているという強い責任感を認識して

もらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部による犯行を誘発させないよう、部署ごとに応じた内容に限定

する等の工夫や留意が必要です。 

 

（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内容、役割分担等を正確に把握しましょう。 

解  説 
・平時から、従業員の勤務状況や業務内容、役割分担について正確に記録する仕組みを構築

しておくことは、自社製品に意図的な食品汚染が疑われた場合の調査に有用です。 

 

（危機管理体制の構築） 

製品の異常を早い段階で探知するため苦情や健康危害情報等を集約・解析する仕組みを構築しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発生した際に迅速に対処できるよう、自社製品に意図的な食品汚染が疑われた

場合の保健所等への通報・相談や社内外への報告、製品の回収、保管、廃棄等の手続きを定めておきまし

食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け） 

  —意図的な食品汚染防御のための推奨項目— 

（平成 29 年度改訂版）（案） 
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ょう。 

解  説 

・社内の連絡網、保健所・警察等関係機関への連絡先等をマニュアル等に明記しておくこと

は、万が一、製品に意図的な食品汚染が判明した場合や疑われた場合の関係部署への情報

提供を円滑に行うために有用です。 

・苦情、健康危害情報等については、販売店経由で寄せられる情報についても把握に努め、

これらの情報等についても企業内で共有しましょう。 

・異物混入が発生した際には、原因物質に関わらず、責任者に報告し、報告を受けた責任

者は故意による混入の可能性を排除せずに対策を検討しましょう。 

 

■人的要素（従業員等4） 

（従業員採用時の留意点） 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元を確認しましょう。 

解  説 

・記載内容の虚偽の有無を確認するため、従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元

を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免許証、各種証明書等は、可能な限り原本を確認しましょう。 

・大会期間中のみの臨時スタッフや派遣スタッフ等についても、同様となるように、派遣

元等に依頼しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対するイメージ等も確認しましょう。 

 

（従業員の配置） 

フードディフェンスに関する理解・経験の深い職員を重要箇所に配置しましょう。 

解  説 

・経験と信頼感のある従業員を重要な箇所に配置し、混入事故の事前防止や、同僚の不審

な行動等の有無を見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された工程や場所に配置する従業員は、事前に面談を行い、不平・

不満を抱えていないかを確認しましょう。 

 

（制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を適切に管理しましょう。 

解  説 

・製造施設への立ち入りや、従業員を見分けるために重要な制服や名札、ID バッジ、鍵

（キーカード）等は厳重に管理しましょう。 

・退職や異動の際には制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を確実に返却してもらい

ましょう。 

 

（私物の持込みと確認） 

私物を製造現場内へは原則として持ち込まないこととし、これが遵守されていることを確認かを定期的に

確認しましょう。 

解  説 

・私物は、異物混入の原因となる可能性があるため、原則として製造現場内へは、持ち込

まないようにしましょう。 

・持ち込み可能品はリスト化しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に許可を得るなど、適切に管理しましょう。 

・更衣室やロッカールームなどでも相互にチェックできる体制を構築しておきましょう。 

 

 

                                                  
4 派遣社員、連続した期間工場内で業務を行う委託業者などについても、同様の扱いが望まれる。可能であれば、“食品防御に対

する留意”に関する内容を、契約条件に盛り込む。 
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（出勤時間・言動の変化等の把握） 

従業員等の出退勤時間を把握し、著しい変化や、従来とは異なる言動の変化等を把握しましょう。 

解  説 

・従業員等が意図的な異物混入等を行う動機は、勤務開始後の職場への不平・不満等だけで

なく、採用前の事柄が原因となることも考えられます。 

・製造現場の責任者等は、作業前の朝礼、定期的なミーティング、個別面談等を通じて、従

業員の心身の状態や、職場への不満等について確認しましょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変化が見られる場合には、その理由についても確認しましょ

う。 

 

（移動可能範囲の明確化） 

就業中の全従業員等の移動範囲を明確化にし、全従業員等が、移動を認められた範囲の中で働いているよ

うにしましょう。 

解  説 

・製品に異物が混入された場合の混入箇所を同定しやすくするために、他部署への理由の

ない移動を制限しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID バッジ等によって、全従業員の「移動可能範囲」や「持ち場」

等を明確に識別できるようにしましょう。 

 

（新規採用者の紹介） 

新規採用者は、朝礼等の機会に紹介し、見慣れない人への対応力を高めましょう。 

解  説 

・新規採用者は朝礼等の機会に紹介し、皆さんに識別してもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業員が疑問を持ち、一声かける習慣を身につけてもらいましょ

う。 

 

■人的要素（部外者） 

（訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部署・担当者等）を確認し、可能な限り従業員が訪問場所まで同行する。 

解  説 
・訪問者の身元を、社員証等で確認しましょう。 

・訪問理由を確認した上で、従業員が訪問場所まで同行しましょう 

 

②事前予約がない場合や初めての訪問者 

原則として事務所等で対応し、工場の製造現場への入構を認めない。 

解  説 

・「飛び込み」の訪問者は、原則として製造現場には入構させず、事務所等で

対応しましょう。 

・訪問希望先の従業員から、面識の有無や面会の可否等について確認が取れ

た場合は、事前予約がある場合と同様に対応しましょう。 

 

（駐車エリアの設定や駐車許可証の発行） 

訪問者（業者）用の駐車場を設定したり、駐車許可証を発行する等、無許可での駐車を予防しましょう 

解  説 

・全ての訪問者について車両のアクセスエリア、荷物の持ち込み等を一律に制限することは

現実的ではありません。 

・駐車エリアは、原材料や商品の保管庫やゴミ搬出場所等、直接食品に手を触れることがで

きるような場所とはできるだけ離れていることが望ましいでしょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特定の訪問者（例：施設メンテナンス、防虫防鼠業者等）につ

いては、それらの車両であることが明確になるように、駐車エリアを設定しておきましょ

う。 
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（業者の持ち物確認） 

食品工場内を単独で行動する可能性のある訪問者（業者）の持ち物は十分確認し、不要なものを持ち込ま

せないようにしましょう。 

解  説 

・施設・設備のメンテナンスや防虫・防鼠等のために、長時間にわたり施設内で作業するこ

ともある業者については、全ての作業に同行することは困難です。 

・作業開始前には、持ち物の確認を実施し、不要な持ち込み品を持ち込ませないようにしま

しょう。 

 

（郵便・宅配物の受取場所） 

郵便、宅配物等の受け入れ先（守衛所、事務所等）を定めておきましょう。 

解  説 

・郵便局員や宅配業者が、食品工場の建屋内に無闇に立ち入ることや、施設内に置かれてい

る食材等に近づくことは、異物混入の危険性を高めます。 

・郵便、宅配物等の受け入れ先は、守衛所、事務所等の数箇所の定められた場所に限定して

おきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、食品工場内に無闇に立ち入ることや、建屋外に置かれている資材・

原材料や製品に近づけないように、立ち入り可能なエリアを事前に設定しておきましょ

う。 

 

■施設管理 

（調理器具等の定数管理） 

使用する原材料や調理器具、洗剤等について、定数・定位置管理を行いましょう。 

解  説 

・食品工場で使用する原材料や工具等について、定数・定位置管理を行い、過不足や紛失に

気づきやすい環境を整えましょう。 

・不要な物、利用者・所有者が不明な物の放置の有無を定常的に確認しましょう。 

・また、食品に直接手を触れることができる製造工程や従事者が少ない場所等、意図的に有

害物質を混入し易い箇所については特に重点的に確認しましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場所には、施錠等の対応を行いましょう。 

 

（脆弱性の高い場所の把握と対策） 

食品に直接手を触れることができる仕込みや袋詰めの工程や、従事者が少ない場所等、意図的に有害物質

を混入しやすい箇所を把握し、可能な限り手を触れない様にカバーなどの防御対策を検討しましょう。 

解  説 

・仕込みや包装前の製品等に直接手を触れることが可能な状況が見受けられる。 

・特に脆弱性が高いと判断された箇所は、見回りの実施、従業員同士による相互監視、監

視カメラの設置等を行うと共に、可能な限り手を触れられない構造に改修する。 

 

（無人の時間帯の対策） 

工場が無人となる時間帯についての防犯対策を講じる。 

解  説 

・工場が無人となる時間帯は、万が一、混入が行われた場合の対応が遅れます。 

・終業後はからず施錠し、確認する習慣を身につけましょう。 

・製造棟が無人となる時間帯は必ず施錠し、人が侵入できないようにしましょう。・施錠以

外にも、無人の時間帯の防犯対策を講じましょう。 

 

（鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期的に確認しましょう。 
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解  説 
・鍵の使用権を設定し、でも自由に鍵を持ち出せないようにしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守されているかどうかを確認しましょう。 

 

（外部からの侵入防止策） 

造棟、保管庫への外部からの侵入防止対策を行いましょう。 

解  説 
・異物が混入された場合の被害が大きいと考えられる製造棟、保管庫は、機械警備、補助鍵

の設置や、格子窓の設置、定期的な点検を行い、侵入防止対策を取りましょう。 

 

（確実な施錠） 

製造棟の出入り口や窓など外部から侵入可能な場所を特定し、確実に施錠する等の対策を取りましょう。 

解  説 
・全ての出入り口・窓に対して直ちに対策を講じることが困難な場合は、優先度を設定し、

施設の改築等のタイミングで順次改善策を講じるように計画しましょう。 

 

（試験材料等の管理） 

食品工場内の試験材料（検査用試薬・陽性試料等）や有害物質の保管場所を定め、当該場所への人の出入

り管理を行いましょう。また、使用日時や使用量の記録、施錠管理を行いましょう。 

解  説 

・試験材料（検査用試薬・陽性試料等）の保管場所は検査・試験室内等に制限しましょう。

・無断で持ち出されることの無いよう定期的に保管数量の確認をしましょう。 

・可能であれば警備員の巡回やカメラ等の設置を行いましょう。 

 

（紛失時の対応） 

食品工場内の試験材料（検査用試薬・陽性試料等）や有害物質を紛失した場合は、工場長や責任者に報告

し、工場長や責任者はその対応を決定しましょう。 

解  説 

・法令等に基づき管理方法等が定められているものについては、それに従い管理しましょ

う。 

・それ以外のものについても管理方法等を定め、在庫量の定期的な確認、食品の取扱いエリ

アや食品の保管エリアから離れた場所での保管、栓のシーリング等により、妥当な理由無

く有害物質を使用することの無いよう、十分に配慮した管理を行う。 

・試験材料や有害物質の紛失が発覚した場合の通報体制や確認方法を構築しておきましょ

う。 

 

（殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場所を定め、施錠による管理を徹底しましょう。 

解  説 

・食品工場の従業員等が自ら殺虫・防鼠等を行う場合は、使用する殺虫剤の成分について

事前に確認しておくことが重要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場合は、鍵付きの保管庫等に保管し、使用場所、使用方法、

使用量等に関する記録を作成しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場合は、信頼できる業者を選定し、殺虫対象、殺虫を行う場

所を勘案して、委託業者とよく相談の上、殺虫剤（成分）を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、殺虫剤は委託業者が持参することになりますが、施設責

任者等が知らないうちに、委託業者から従業員等が殺虫剤を譲り受けたり、施設内に保

管したりするようなことがないよう、管理を徹底しましょう。 

 

（給水施設の管理） 

井戸、貯水、配水施設への侵入防止措置を講じましょう。 
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解  説 

・井戸、貯水、配水施設への出入り可能な従業員を決めましょう。 

・井戸、貯水、配水施設への立入防止のため、鍵等による物理的な安全対策、防御対策を講

じましょう。 

 

（井戸水の管理） 

井戸水に毒物を混入された場合の被害は、工場全体に及ぶため、厳重な管理が必要です。 

解  説 

・井戸水を利用している場合は、確実に施錠し、塩素消毒等浄化関連設備へのアクセスを防

止しましょう。 

・可能であれば監視カメラ等で監視しましょう。 

 

（コンピューターの管理） 

コンピューター処理制御システムや重要なデータシステムへのアクセス許可者は極力制限し、不正なアク

セスを防止しましょう。 

解  説 

・コンピューター処理制御システムや重要なデータシステムにアクセス可能な従業員を

リスト化し、従業員の異動・退職時等に併せてアクセス権を更新しましょう。 

・アクセス許可者は極力制限し、データ処理に関する履歴を保存しましょう。 

・システムの設置箇所に鍵を設ける、ログインパスワードを設ける等の物理的なセキュリ

ティ措置を講じましょう。 

 

■入出荷等の管理 

（ラベル・包装・数量の確認） 

資材や原材料等の受け入れ時及び使用前に、ラベルや包装の異常の有無、納入製品・数量と、発注製品・数量

との整合性を確認しましょう。 

異常を発見した場合は、工場長や責任者に報告し、工場長や責任者はその対応を決定しましょう。 

解  説 

・資材や原材料等の受け入れ時や使用前には、必ずラベルや包装を確認しましょう。 

・異常が発見された場合は、異物混入の可能性も念頭に、責任者に報告し、施設責任者はそ

の対応を決定しましょう。 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合は特に慎重に確認し、通常とは異なるルートから商品等が紛

れ込んでいないかに注意を払いましょう。 

・運搬時のコンテナ等の封印など、混入しづらく、混入が分かりやすい対策も検討しましょ

う。 

 

（積み下ろしや配膳作業の監視） 

資材や原材料等の納入時の積み下ろし作業や製品の出荷時の積み込み作業を監視しましょう。 

解  説 

・資材や原材料等積み下ろし、積み込み作業は、人目が少なかったり、外部の運送業者等が

行うことがあるため、食品防御上脆弱な箇所と考えられます。 

・実務上困難な点もありますが、相互監視や可能な範囲でのカメラ等による監視を行う等、

何からの対策が望まれています。 

 

納入製品・数量と、発注製品・数量との整合性を確認する。 

解  説 
数量が一致しない場合は、その原因を確認する。納入数量が増加している場合は特に慎重

に確認を行い、通常とは異なるルートとから製品が紛れ込んでいないかに注意を払う。 

 

（在庫数の増減や汚染行為の徴候への対応） 

保管中の在庫の紛失や増加、意図的な食品汚染行為の兆候・形跡等が認められた場合は、施設責任者や調
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理責任者に報告し、施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう。 

解  説 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・在庫量が増加している場合は特に慎重に確認し、外部から食材等が紛れ込んでいないかに

注意を払いましょう。 

 

（過不足への対応） 

製品の納入先から、納入量の過不足（紛失や増加）についての連絡があった場合、工場長や責任者に報告

し、工場長や責任者はその対応を決定しましょう。 

解  説 

・過不足の原因について、妥当な説明がつくように確認しましょう。 

・特に納入量が増加している場合は慎重に確認し、外部から製品が紛れ込んでいないかに注

意を払う。 

 

（対応体制・連絡先等の確認） 

製品納入先の荷受担当者の連絡先を、誰でもすぐに確認できるようにしておきましょう。 

解  説 

・食品工場内で意図的な食品汚染行為等の兆候や形跡が認められた場合は、被害の拡大を防

ぐため、至急納入先と情報を共有しましょう。 

・納入担当者が不在の場合でも、代理の従業員が至急連絡できるように、予め手順・方法を

定めておきましょう。 
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２．可能な範囲での実施が望まれる対策 

 

将来的に実施することが望まれるものの、１．に挙げた項目に比して優先度は低いと判断された不急の対策。 

 

■組織マネジメント 

（異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設内や敷地内での器物の破損、不用物、異臭等に気が付いた時には、すぐに施設

責任者や調理責任者に報告しましょう。 

解  説 

・警備や巡回時に確認する項目をチェックリスト化し、警備の質を確保しましょう。 

・故意による器物の破損や悪意の落書きなどの予兆を見つけた場合は、早急に責任者に報

告しましょう。 

 

■人的要素（従業員等） 

（従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員等の所在を把握しましょう。 

解  説 
・従業員の施設内・敷地内への出入りや所在をリアルタイムでの把握や、記録保存のために、

カードキーやカードキーに対応した入退構システム等の導入を検討しましょう。 

 

■施設管理 

（フェンス等の設置） 

敷地内への侵入防止のため、フェンス等を設けましましょう。 

解  説 
・食品工場の敷敷地内への出入りしやすい環境が多いため、敷地内への立ち入りを防止する

ための対策（フェンス等の設置）を検討しましょう。 

 

（監視カメラの設置） 

カメラ等により工場建屋外の監視を検討しましょう。 

解  説 
・カメラ等による工場建屋への出入りを監視することは、抑止効果が期待できると共に、有

事の際の確認に有用です。 

 

（継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等により敷地内に保管中／使用中の資材や原材料の継続的な監視、施錠管理等を行

いましょう。 

解  説 
・人が常駐していないことが多く、アクセスが容易な場合が多い資材・原料保管庫は、可能

な範囲で警備員の巡回やカメラ等の設置、施錠確認等を行いましょう。 

 

 

以上 
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（別添２） 

 
１．優先的に実施すべき対策 

 

■組織マネジメント 

（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職場環境づくりに努めましょう。 

 

（教育） 

従業員等が取扱製品の品質と安全確保について高い責任感を感じながら働くことができるように、適切な

教育を実施しましょう。 

解 説 

・働きやすい快適な職場環境は、職場に対する不満等を抱かせないためにも、重要なもの

です。 

・物流・保管施設の責任者は従業員が職場への不平・不満から犯行を行う可能性があること

を認識し、対応可能な食品防御対策の検討や、従業員教育を行いましょう。 

 

（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を含め、その重要

性を認識してもらいましょう。 

解 説 

・食品防御の教育の目的は、従業員等の監視を強化することではなく、食品防御に対する意

識を持ってもらうことです。 

・定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を

含め、その重要性を認識してもらいましょう。 

・取扱商品で意図的な食品汚染が発生した場合、顧客はまず当該施設内の従業員等に疑いの

目を向ける可能性があるということを、従業員等に認識してもらいましょう。 

・従業員等には、自施設のサービスの品質と安全を担っているという強い責任感を認識して

もらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部による犯行を誘発させないよう、部署ごとに応じた内容に限定

する等の工夫や留意が必要です。 

 

（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内容、役割分担等を正確に把握しましょう。 

解 説 
・平時から、従業員の勤務状況や業務内容、役割分担について正確に記録する仕組みを構築

しておくことは、自社の取扱商品に意図的な食品汚染が疑われた場合の調査に有用です。

 

（危機管理体制の構築） 

製品の異常を早い段階で探知するため苦情や健康危害情報等を集約・解析する仕組みを構築しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発生した際に迅速に対処できるよう、自社の取扱商品に意図的な食品汚染が疑

われた場合の保健所等への通報・相談や社内外への報告、製品の回収、保管、廃棄等の手続きを定めてお

きましょう。 

解 説 ・社内の連絡網、保健所・警察等関係機関への連絡先等をマニュアル等に明記しておくこと

食品防御対策ガイドライン（運搬・保管向け） 

  —意図的な食品汚染防御のための推奨項目— 

（平成 29 年度試作版）（第 1 案） 
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は、万が一、取扱商品に意図的な食品汚染が判明した場合や疑われた場合の関係部署への

情報提供を円滑に行うために有用です。 

・苦情、健康危害情報等については、販売店経由で寄せられる情報についても把握に努め、

これらの情報等についても企業内で共有しましょう。 

・異物混入が発生した際には、原因物質に関わらず、責任者に報告し、報告を受けた責任者

は故意による混入の可能性を排除せずに対策を検討しましょう。 

 

■人的要素（従業員等5） 

＜従業員採用時の留意点＞ 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元を確認しましょう。 

解 説 

・記載内容の虚偽の有無を確認するため、従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元

を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免許証、各種証明書等は、可能な限り原本を確認しましょう。 

・大会期間中のみの臨時スタッフや派遣スタッフ等についても、同様となるように、派遣

元等に依頼しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対するイメージ等も確認しましょう。 

 

（従業員の配置） 

フードディフェンスに関する理解・経験の深い職員を重要箇所に配置しましょう。 

解 説 

・経験と信頼感のある従業員を重要な箇所に配置し、混入事故の事前防止や、同僚の不審

な行動等の有無を見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された工程や場所に配置する従業員は、事前に面談を行い、不平・不

満を抱えていないかを確認しましょう。 

 

（制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を適切に管理しましょう。 

解 説 

・保管施設や仕分け現場への立ち入りや、従業員を見分けるために重要な制服や名札、ID

バッジ、鍵（キーカード）等は厳重に管理しましょう。 

・退職や異動の際には制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を確実に返却してもらい

ましょう。 

   

（私物の持込みと確認） 

私物を仕分け現場へは原則として持ち込まないこととし、これが遵守されていることを確認かを定期的に

確認しましょう。 

解 説 

・私物は、異物混入の原因となる可能性があるため、原則として仕分け現場内へは、持ち込

まないようにしましょう。 

・持ち込み可能品はリスト化しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に許可を得るなど、適切に管理しましょう。 

・更衣室やロッカールームなどでも相互にチェックできる体制を構築しておきましょう。 

 

（出勤時間・言動の変化等の把握） 

従業員等の出退勤時間を把握し、著しい変化や、従来とは異なる言動の変化等を把握しましょう。 

                                                  
5 派遣社員、連続した期間工場内で業務を行う委託業者などについても、同様の扱いが望まれる。可能であれば、“食品防御に対

する留意”に関する内容を、契約条件に盛り込む。 
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解 説 

・従業員等が意図的な異物混入等を行う動機は、勤務開始後の職場への不平・不満等だけで

なく、採用前の事柄が原因となることも考えられます。 

・物流・保管施設の責任者等は、作業前の朝礼、定期的なミーティング、個別面談等を通じ

て、従業員の心身の状態や、職場への不満等について確認しましょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変化が見られる場合には、その理由についても確認しましょ

う。 

 

（移動可能範囲の明確化） 

就業中の全従業員等の移動範囲を明確化にし、全従業員等が、移動を認められた範囲の中で働いているよ

うにしましょう。 

解 説 

・取扱商品に異物が混入された場合の混入箇所を同定しやすくするために、他部署への理

由のない移動を制限しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID バッジ等によって、全従業員の「移動可能範囲」や「持ち場」

等を明確に識別できるようにしましょう。 

 

（新規採用者の紹介） 

新規採用者は、朝礼等の機会に紹介し、見慣れない人への対応力を高めましょう。 

解 説 
・新規採用者は朝礼等の機会に紹介し、皆さんに識別してもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業員が疑問を持ち、一声かける習慣を身につけてもらいましょう。

 

■人的要素（部外者） 

（訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部署・担当者等）を確認し、可能な限り従業員が訪問場所まで同行する。 

解 説 
・訪問者の身元を、社員証等で確認しましょう。 

・訪問理由を確認した上で、従業員が訪問場所まで同行しましょう 

 

②事前予約がない場合や初めての訪問者 

原則として事務所等で対応し、工場の製造現場への入構を認めない。 

解 説 

・「飛び込み」の訪問者は、原則として仕分け現場には入構させず、事務所等で対応しましょ

う。 

・訪問希望先の従業員から、面識の有無や面会の可否等について確認が取れた場合は、事前

予約がある場合と同様に対応しましょう。 

 

（駐車エリアの設定や駐車許可証の発行） 

訪問者（業者）用の駐車場を設定したり、駐車許可証を発行する等、無許可での駐車を予防しましょう 

解 説 

・全ての訪問者について車両のアクセスエリア、荷物の持ち込み等を一律に制限することは

現実的ではありません。 

・駐車エリアは、取扱商品保管庫やゴミ搬出場所等、直接商品に手を触れることができるよ

うな場所とはできるだけ離れていることが望ましいでしょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特定の訪問者（例：施設メンテナンス、防虫防鼠業者等）につい

ては、それらの車両であることが明確になるように、駐車エリアを設定しておきましょう。

 

（業者の持ち物確認） 

物流・保管施設内を単独で行動する可能性のある訪問者（業者）の持ち物は十分確認し、不要なものを持

ち込ませないようにしましょう。 
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解 説 

・施設・設備のメンテナンスや防虫・防鼠等のために、長時間にわたり施設内で作業すること

もある業者については、全ての作業に同行することは困難です。 

・作業開始前には、持ち物の確認を実施し、不要な持ち込み品を持ち込ませないようにしま

しょう。 

 

（郵便・宅配物の受取場所） 

郵便、宅配物等の受け入れ先（守衛所、事務所等）を定めておきましょう。 

解 説 

・郵便局員や宅配業者が、物流・保管施設の建屋内に無闇に立ち入ることや、施設内に置かれ

ている商品等に近づくことは、異物混入の危険性を高めます。 

・郵便、宅配物等の受け入れ先は、守衛所、事務所等の数箇所の定められた場所に限定してお

きましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、物流・保管施設内に無闇に立ち入ることや、建屋外に置かれている

取扱商品等に近づけないように、立ち入り可能なエリアを事前に設定しておきましょう。

 

■施設管理 

 

（仕分け用具等の定数管理） 

使用する仕分け作業用の器具や工具等について、定数・定位置管理を行いましょう。 

解 説 

・物流施設で使用する機器や工具等について、定数・定位置管理を行い、過不足や紛失に気づ

きやすい環境を整えましょう。 

・不要な物、利用者・所有者が不明な物の放置の有無を定常的に確認しましょう。 

・取扱商品に直接手を触れることができる製造工程や従事者が少ない場所等、意図的に有害

物質を混入し易い箇所については特に重点的に確認しましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場所には、施錠等の対応を行いましょう。 

 

（脆弱性の高い場所の把握と対策） 

取扱商品に直接手を触れることができる仕込みや袋詰めの工程や、従事者が少ない場所等、意図的に有害

物質を混入しやすい箇所を把握し、可能な限り手を触れない様にカバーなどの防御対策を検討しましょう。 

解 説 

・仕込みや包装前の取扱商品等に直接手を触れることが可能な状況が見受けられます。 

・特に脆弱性が高いと判断された箇所は、見回りの実施、従業員同士による相互監視、監視

カメラの設置等を行うと共に、可能な限り手を触れられない構造に改修しましょう。 

 

（無人の時間帯の対策） 

物流・保管施設が無人となる時間帯についての防犯対策を講じる。 

解 説 

・物流・保管施設が無人となる時間帯は、万が一、混入が行われた場合の対応が遅れます。

・終業後は必ず施錠し、確認する習慣を身につけましょう。 

・物流・保管施設が無人となる時間帯は必ず施錠し、人が侵入できないようにしましょう。

・施錠以外にも、無人の時間帯の防犯対策を講じましょう。 

 

（鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期的に確認しましょう。 

解 説 
・鍵の使用権を設定し、誰でも自由に鍵を持ち出せないようにしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守されているかどうかを確認しましょう。 

 

（外部からの侵入防止策） 

物流・保管施設への外部からの侵入防止対策を行いましょう。 
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解 説 
・異物が混入された場合の被害が大きいと考えられる物流・保管施設は、機械警備、補助鍵の

設置や、格子窓の設置、定期的な点検を行い、侵入防止対策を取りましょう。 

 

（確実な施錠） 

物流・保管施設の出入り口や窓など外部から侵入可能な場所を特定し、確実に施錠する等の対策を取りま

しょう。 

解 説 
・全ての出入り口・窓に対して直ちに対策を講じることが困難な場合は、優先度を設定し、施

設の改築等のタイミングで順次改善策を講じるように計画しましょう。 

 

（殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場所を定め、施錠による管理を徹底しましょう。 

解 説 

・物流・保管施設の従業員等が自ら殺虫・防鼠等を行う場合は、使用する殺虫剤の成分につい

て事前に確認しておくことが重要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場合は、鍵付きの保管庫等に保管し、使用場所、使用方法、使用

量等に関する記録を作成しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場合は、信頼できる業者を選定し、殺虫対象、殺虫を行う場所を

勘案して、委託業者とよく相談の上、殺虫剤（成分）を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、殺虫剤は委託業者が持参することになりますが、施設責任者

等が知らないうちに、委託業者から従業員等が殺虫剤を譲り受けたり、施設内に保管した

りするようなことがないよう、管理を徹底しましょう。 

 

（コンピューターの管理） 

コンピューター処理制御システムや重要なデータシステムへのアクセス許可者は極力制限し、不正なアク

セスを防止しましょう。 

解 説 

・コンピューター処理制御システムや重要なデータシステムにアクセス可能な従業員をリ

スト化し、従業員の異動・退職時等に併せてアクセス権を更新しましょう。 

・アクセス許可者は極力制限し、データ処理に関する履歴を保存しましょう。 

・システムの設置箇所に鍵を設ける、ログインパスワードを設ける等の物理的なセキュリテ

ィ措置を講じましょう。 

 

■入出荷等の管理 

（ラベル・包装・数量の確認） 

取扱商品等の受け入れ時及び仕分け前に、ラベルや包装の異常の有無、納入製品・数量と、発注製品・数量

との整合性を確認しましょう。異常を発見した場合は、施設責任者に報告し、責任者はその対応を決定しま

しょう。 

入荷時には、事前に発送元から通知のあったシリアルナンバーと製品・数量に間違いがないかを確認しまし

ょう。 

出荷時には、シリアルナンバーの付いた封印を行い、製品・数量とともに荷受け側に予め通知をする。事前

通知には、車両のナンバーやドライバーの名前なども通知することが望ましい。 

解 説 

・取扱商品等の受け入れ時や仕分け前には、必ずラベルや包装を確認しましょう。 

・異常が発見された場合は、異物混入の可能性も念頭に、施設責任者に報告し、施設責任者は

その対応を決定しましょう。 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合は特に慎重に確認し、通常とは異なるルートから商品等が紛

れ込んでいないかに注意を払いましょう。 

・運搬時のコンテナ等の封印など、混入しづらく、混入が分かりやすい対策も検討しましょ
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う。 

 

（積み下ろしや積み込み作業の監視） 

取扱商品等の納入時の積み下ろし作業や出荷時の積み込み作業を監視しましょう。 

解 説 

・積み下ろし、積み込み作業は、人目が少なかったり、外部の運送業者等が行うことがあるた

め、食品防御上脆弱な箇所と考えられます。 

・実務上困難な点もありますが、相互監視や可能な範囲でのカメラ等による監視を行う等、

何からの対策が望まれています。 

 

  ハイセキュリティ製品と一般製品が混ざる事の無いように動線を確保し、物理的に分離して保管する。ま

た監視カメラを設置するなどの対策が望ましい。 

   

解 説 

・物流・保管施設では、大規模イベント用の商品と一緒に一般の商品を取り扱う場合がある

ため、枠で囲う、ラインを分けるなどの対策が必要。物流・保管施設では、大規模イベント

用の商品と一緒に一般の商品を取り扱う場合があるため、枠で囲う、ラインを分けるなど

の対策が必要。 

 

（在庫数の増減や汚染行為の徴候への対応） 

保管中の商品の紛失や増加、意図的な食品汚染行為の兆候・形跡等が認められた場合は、施設責任者や調

理責任者に報告し、施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・食材等の在庫量が増加している場合は特に慎重に確認し、外部から食材等が紛れ込んでい

ないかに注意を払いましょう。 

 

（過不足への対応） 

取扱商品の納入先から、納入量の過不足（紛失や増加）についての連絡があった場合、施設責任者に報告

し、施設責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 

・過不足の原因について、妥当な説明がつくように確認しましょう。 

・特に納入量が増加している場合は慎重に確認し、外部から商品が紛れ込んでいないかに注

意を払う。 

 

（対応体制・連絡先等の確認） 

取扱商品納入先の荷受担当者の連絡先を、誰でもすぐに確認できるようにしておきましょう。 

解 説 

・物流・保管施設内で意図的な食品汚染行為等の兆候や形跡が認められた場合は、被害の拡

大を防ぐため、至急発注元や納入先と情報を共有しましょう。 

・発注・納入担当者が不在の場合でも、代理の従業員が至急連絡できるように、予め手順・方

法を定めておきましょう。 
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２．可能な範囲での実施が望まれる対策 

 

将来的に実施することが望まれるものの、１．に挙げた項目に比して優先度は低いと判断された不急の対策。 

 

■組織マネジメント 

（異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設内や敷地内での器物の破損、不用物、異臭等に気が付いた時には、すぐに施設

責任者に報告しましょう。 

解 説 

・警備や巡回時に確認する項目をチェックリスト化し、警備の質を確保しましょう。 

・故意による器物の破損や悪意の落書きなどの予兆を見つけた場合は、早急に責任者に報

告しましょう。 

 

■人的要素（従業員等） 

（従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員等の所在を把握しましょう。 

解 説 
・従業員の施設内・敷地内への出入りや所在をリアルタイムでの把握や、記録保存のために、

カードキーやカードキーに対応した入退構システム等の導入を検討しましょう。 

 

■施設管理 

（フェンス等の設置） 

敷地内への侵入防止のため、フェンス等を設けましましょう。 

解 説 
・物流・保管施設の敷敷地内への出入りしやすい環境が多いため、敷地内への立ち入りを防

止するための対策（フェンス等の設置）を検討しましょう。 

 

（監視カメラの設置） 

カメラ等により物流・保管施設建屋外の監視を検討しましょう。 

解 説 
・カメラ等による物流・保管施設建屋への出入りを監視することは、抑止効果が期待できる

と共に、有事の際の確認に有用です。 

 

（継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等により敷地内に保管中の商品の継続的な監視、施錠管理等を行いましょう。 

解 説 
・人が常駐していないことが多く、アクセスが容易な場合が多い取扱商品の保管庫は、可能

な範囲で警備員の巡回やカメラ等の設置、施錠確認等を行いましょう。 
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３．大規模イベント時に必要な対応 

 

（配送（トラック）） 

 （荷台等への私物の持込み） 

車輛の荷台には、私物等は持ち込ませない。また定期的に持ち込んでいないかを確認しましょう。 

解 説 
・荷台への私物の持ち込みは、異物混入のリスクを高めるだけでなく、従業員への疑いも掛

かります。 

 

 （無関係者の同乗禁止） 

車輛には、運転手及び助手以外の配送作業に関係しない人間は同乗させない。（配送（トラック） 

解 説 ・たとえ同じ会社の同僚・上司であっても配送車輛への同乗は異物混入のリスクを高めます。

 

  （荷台ドアの施錠） 

荷台ドアに施錠が出来る車輛での配送を行い、荷積み、荷卸し以外は荷台ドアに施錠をしましょう。車輛

を離れる際は、荷台ドアの施錠を確認しましょう。 

配送作業が無い場合でたとえ施設内に駐車した車輛でも必ず、運転席や荷台ドアの施錠を行いましょう。 

解 説 ・夜間や駐車中の車輛に行われる意図的な行為に対いてのリスクを低減しましょう。 

 

  （GPS 等による位置確認） 

不測の事態が起こった場合などに備え、GPS が搭載された車輛が望ましい。 

 

以上 
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（別添３）  

 
１．優先的に実施すべき対策 

 

■組織マネジメント 

（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職場環境づくりに努めましょう。 

 

（教育） 

従業員等が取扱製品の品質と安全確保について高い責任感を感じながら働くことができるように、適切な

教育を実施しましょう。 

解 説 

・働きやすい快適な職場環境は、職場に対する不満等を抱かせないためにも、重要なもの

です。 

・接客施設の責任者は従業員が職場への不平・不満から犯行を行う可能性があることを認識

し、対応可能な食品防御対策の検討や、従業員教育を行いましょう。 

・様々な地域からの来訪者が想定されます。多様性を十分に理解して対応できるようにしま

しょう。 

 

（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を含め、その重要

性を認識してもらいましょう。 

解 説 

・食品防御の教育の目的は、従業員等の監視を強化することではなく、食品防御に対する意

識を持ってもらうことです。 

・定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を

含め、その重要性を認識してもらいましょう。 

・施設内で提供した飲食料品に意図的な食品汚染が発生した場合、お客様はまず当該施設内

の従業員等に疑いの目を向ける可能性があるということを、従業員等に認識してもらいま

しょう。 

・従業員等には、自施設のサービスの品質と安全を担っているという強い責任感を認識して

もらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部による犯行を誘発させないよう、部署ごとに応じた内容に限定

する等の工夫や留意が必要です。 

 

（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内容、役割分担等を正確に把握しましょう。 

解 説 

・平時から、従業員の勤務状況や業務内容、役割分担について正確に記録する仕組みを構築

しておくことは、自施設で提供した飲食料品に意図的な食品汚染が疑われた場合の調査に

有用です。 

 

（危機管理体制の構築） 

提供した飲食料品の異常を早い段階で探知するため、苦情や健康危害情報等を集約・解析する仕組みを構築

食品防御対策ガイドライン（調理・提供施設向け） 

—意図的な食品汚染防御のための推奨項目— 

（平成 29 年度試作版）（第 1 案） 
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しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発生した際に迅速に対処できるよう、自施設で提供した飲食料品に意図的な食

品汚染が疑われた場合の保健所等への通報・相談や社内外への報告、飲食料品の回収、保管、廃棄等の手

続きを定めておきましょう。 

解 説 

・社内の連絡網、保健所・警察等関係機関への連絡先等をマニュアル等に明記しておくこと

は、万が一、取扱商品に意図的な食品汚染が判明した場合や疑われた場合の関係部署への

情報提供を円滑に行うために有用です。 

・苦情、健康危害情報等については、販売店経由で寄せられる情報についても把握に努め、こ

れらの情報等についても企業内で共有しましょう。 

・異物混入が発生した際には、原因物質に関わらず、責任者に報告し、報告を受けた責任者は

故意による混入の可能性を排除せずに対策を検討しましょう。 

・施設内での情報伝達の際には警備班や、外部の関係機関等（警察・消防・関係省庁・自治

体・保健所等）と連携して行いましょう。 

・事前に決めたルールに通りに対応できない場合の対応者と責任者を決めておきましょう。

 

■人的要素（従業員等6） 

＜従業員採用時の留意点＞ 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元を確認しましょう。 

解 説 

・記載内容の虚偽の有無を確認するため、従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元

を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免許証、各種証明書等は、可能な限り原本を確認しましょう。 

・イベント期間中のみの臨時スタッフや派遣スタッフ等についても、同様となるように、

派遣元等に依頼しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対するイメージ等も確認しましょう。 

 

（従業員の配置） 

フードディフェンスに関する理解・経験の深い職員を重要箇所に配置しましょう。 

解 説 

・経験と信頼感のある従業員を重要な箇所に配置し、混入事故の事前防止や、同僚の不審

な行動等の有無を見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された工程や場所に配置する従業員は、事前に面談を行い、不平・

不満を抱えていないかを確認しましょう。 

 

（制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を適切に管理しましょう。 

解 説 

・接客への立ち入りや、従業員を見分けるために重要な制服や名札、ID バッジ、鍵（キー

カード）等は厳重に管理しましょう。 

・退職や異動の際には制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を確実に返却してもらい

ましょう。 

   

（私物の持込みと確認） 

私物を食材保管庫・厨房・配膳の現場へは原則として持ち込まないこととし、これが遵守されていること

を確認かを定期的に確認しましょう。 

解 説 ・私物は、異物混入の原因となる可能性があるため、原則として食材保管庫・厨房・配膳の

                                                  
6 派遣社員、連続した期間工場内で業務を行う委託業者などについても、同様の扱いが望まれる。可能であれば、“食品防御に対

する留意”に関する内容を、契約条件に盛り込む。 
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現場内へは、持ち込まないようにしましょう。 

・持ち込み可能品はリスト化しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に許可を得るなど、適切に管理しましょう。 

・更衣室やロッカールームなどでも相互にチェックできる体制を構築しておきましょう。 

 

（出勤時間・言動の変化等の把握） 

従業員等の出退勤時間を把握し、著しい変化や、従来とは異なる言動の変化等を把握しましょう。 

解 説 

・従業員等が意図的な異物混入等を行う動機は、勤務開始後の職場への不平・不満等だけで

なく、採用前の事柄が原因となることも考えられます。 

・調理・提供施設の責任者等は、作業前の朝礼、定期的なミーティング、個別面談等を通じ

て、従業員の心身の状態や、職場への不満等について確認しましょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変化が見られる場合には、その理由についても確認しましょ

う。 

 

（移動可能範囲の明確化） 

就業中の全従業員等の移動範囲を明確化にし、全従業員等が、移動を認められた範囲の中で働いているよ

うにしましょう。 

解 説 

・提供した飲食料品に異物が混入された場合の混入箇所を同定しやすくするために、他部

署への理由のない移動を制限しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID バッジ等によって、全従業員の「移動可能範囲」や「持ち場」

等を明確に識別できるようにしましょう。 

 

（従業員の自己紹介） 

新たな店舗等がスタートする際には、ミーティング等で自己紹介し、スタッフ同士の認識力を高め、見慣

れない人への対応力を高めましょう。 

解 説 

・新たな店舗等での業務がスタートする際には、自己紹介等を行い、スタッフ同士の認識

力を高めましょう。 

・応援スタッフや新規採用者は、その日の打合せ等の機会に紹介し、皆さんに識別しても

らいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業員が疑問を持ち、一声かける習慣を身につけてもらいましょう。

 

■人的要素（部外者） 

（訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部署・担当者等）を確認し、可能な限り従業員が訪問場所まで同行する。 

解 説 
・訪問者の身元を、社員証等で確認しましょう。 

・訪問理由を確認した上で、従業員が訪問場所まで同行しましょう 

 

②事前予約がない場合や初めての訪問者 

立ち入りを認めない。 

解 説 

・「飛び込み」の訪問者は、原則として立ち入りは認めないようにしましょう。 

・訪問希望先の従業員から、面識の有無や面会の可否等について確認が取れた場合は、事前

予約がある場合と同様に、従業員が訪問場所まで同行しましょう。 

 

（駐車エリアの設定や駐車許可証の発行） 

納入業者用や廃棄物収集車の駐車場を設定したり、駐車許可証を発行する等、無許可での駐車を予防しま
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しょう。 

解 説 

・全ての訪問者について車両のアクセスエリア、荷物の持ち込み等を一律に制限することは

現実的ではありません。 

・駐車エリアは、食材保管庫やゴミ搬出場所等、直接食品に手を触れることができるような

場所とはできるだけ離れていることが望ましいでしょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特定の訪問者（例：施設メンテナンス、防虫防鼠業者等）につい

ては、それらの車両であることが明確になるように、駐車エリアを設定しておきましょう。

・報道関係者の駐車エリアも設定しておきましょう。 

 

（業者の持ち物確認） 

厨房等施設・設備内を単独で行動する可能性のある訪問者（業者：報道関係・警備関係を含む）の持ち物

は十分確認し、不要なものを持ち込ませないようにしましょう。 

解 説 

・施設・設備のメンテナンスや防虫・防鼠等のために、長時間にわたり施設内で作業すること

もある業者については、全ての作業に同行することは困難です。 

・作業開始前には、持ち物の確認を実施し、不要な持ち込み品を持ち込ませないようにしま

しょう。 

・可能であれば、持込み可能品リストを作成し、それ以外のものを持ち込む場合には、申告し

てもらいましょう、 

 

■施設管理 

（調理器具等の定数管理） 

使用調理器具・洗剤等について、定数・定位置管理を行いましょう。 

解 説 

・厨房で使用する原材料や調理器具、洗剤等について、定数・定位置管理を行うことで、過不

足や紛失に気づきやすい環境を整えましょう。 

・不要な物、利用者・所有者が不明な物の放置の有無を定常的に確認しましょう。 

・食品に直接手を触れることができる調理・盛り付け・配膳や従事者が少ない場所等、意図的

に有害物質を混入し易い箇所については特に重点的に確認しましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場所には、施錠等の対応を行いましょう。 

・医薬品が保管されている医務室等については、医師・患者党関係者以外の立入の禁止、無人

となる時間帯の施錠、薬剤の数量管理を徹底する。 

 

（脆弱性の高い場所の把握と対策） 

飲食料品に直接手を触れることができる調理や配膳の工程や、従事者が少ない場所等、意図的に有害物質

を混入しやすい箇所を把握しましょう。 

解 説 

・調理や配膳では、飲食料等に直接手を触れないことは不可能です。 

・特に脆弱性が高いと考えられる人目の少ない箇所（配膳準備室・厨房から宴会場までのル

ート）等は、見回りの実施、従業員同士による相互監視、監視カメラの設置等を行うと共

に、可能な限り手を触れられない構造への改修や、配膳方法に工夫をしましょう。 

・レストランや食堂等の客席に備え付けの飲料水や調味料、バイキング形式のサラダバーな

どでは、従業員以外の人物による意図的な有害物質の混入にも注意を払いましょう。 

 

（無人の時間帯の対策） 

厨房・食事提供施設が無人となる時間帯についての防犯対策を講じましょう。 

解 説 

・食品保管庫や厨房等が無人となる時間帯は、万が一、混入が行われた場合の対応が遅れま

す。 

・終業後は必ず施錠し、確認する習慣を身につけましょう。 
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・食品保管庫や厨房等が無人となる時間帯は必ず施錠し、人が侵入できないようにしましょ

う。 

・施錠以外にも、監視カメラ等、無人の時間帯の防犯対策を講じましょう。 

 

（鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期的に確認しましょう。 

解 説 
・鍵の使用権を設定し、誰でも自由に鍵を持ち出せないようにしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守されているかどうかを確認しましょう。 

 

（外部からの侵入防止策） 

食品保管庫や厨房への外部からの侵入防止対策を行いましょう。 

解 説 

・異物が混入された場合の被害が大きいと考えられる食品保管庫や厨房は、機械警備、補助

鍵の設置や、格子窓の設置、定期的な点検を行い、侵入防止対策を取りましょう。 

・通常施錠されているところが開錠されている等、定常状態と異なる状態を発見した時には、

速やかに責任者に報告しましょう。 

 

（確実な施錠） 

食品保管庫や厨房の出入り口や窓など外部から侵入可能な場所を特定し、確実に施錠する等の対策を取り

ましょう。 

解 説 
・全ての出入り口・窓に対して直ちに対策を講じることが困難な場合は、優先度を設定し、施

設の改築等のタイミングで順次改善策を講じるように計画しましょう。 

 

（洗剤等の保管場所） 

厨房の洗剤等、有害物質の保管場所を定め、当該場所への人の出入り管理を行いましょう。また、使用日

時や使用量の記録、施錠管理を行いましょう。 

解 説 

・日常的に使用している洗剤等についても、管理方法等を定め、在庫量を定期的に確認しま

しょう。 

・保管は、食材保管庫や調理・料理の保管エリアから離れた場所とし、栓のシーリング等によ

り、妥当な理由無く使用することが無いよう、十分に配慮しましょう。 

 

（洗剤等の紛失時の対応） 

厨房の洗剤等、有害物質を紛失した場合は、施設責任者や調理責任者に報告し、施設責任者や調理責任者は

その対応を決定しましょう。 

 

（殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場所を定め、施錠による管理を徹底しましょう。 

解 説 

・接客（食事提供）施設の従業員等が自ら殺虫・防鼠等を行う場合は、使用する殺虫剤の成

分について事前に確認しておくことが重要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場合は、鍵付きの保管庫等に保管し、使用場所、使用方法、使

用量等に関する記録を作成しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場合は、信頼できる業者を選定し、殺虫対象、殺虫を行う場所

を勘案して、委託業者とよく相談の上、殺虫剤（成分）を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、殺虫剤は委託業者が持参することになりますが、施設責

任者等が知らないうちに、委託業者から従業員等が殺虫剤を譲り受けたり、施設内に保管

したりするようなことがないよう、管理を徹底しましょう。 
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（給水施設の管理） 

井戸、貯水、配水施設への侵入防止措置を講じましょう。 

解 説 

・井戸、貯水、配水施設への出入り可能な従業員を決めましょう。 

・井戸、貯水、配水施設への立入防止のため、鍵等による物理的な安全対策、防御対策を講じ

ましょう。 

 

（井戸水の管理） 

井戸水に毒物を混入された場合の被害は、接客（食事提供）施設全体に及ぶため、厳重な管理が必要です。 

解 説 

・井戸水を利用している場合は確実に施錠し、塩素消毒等浄化関連設備へのアクセスを防止

しましょう。 

・可能であれば監視カメラ等で監視しましょう。 

 

（顧客情報の管理） 

喫食予定の VIP の行動や食事内容に関する情報へのアクセス可能者は、接客の責任者などに限定しましょ

う。 

 

■入出荷等の管理 

（ラベル・包装・数量の確認） 

食材や食器等の受け入れ時及び仕分け前に、ラベルや包装の異常の有無、納入製品・数量と、発注製品・数

量との整合性を確認しましょう。 

異常を発見した場合は、料理長や責任者に報告し、責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 

・食材だけでなく食器等の受け入れ時や使用前には、必ず数量やラベル・包装を確認しまし

ょう。 

・異常が発見された場合は、異物混入の可能性も念頭に、施設責任者や調理責任者に報告し、

施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう。 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合は特に慎重に確認し、通常とは異なるルートから商品等が紛

れ込んでいないかに注意を払いましょう。 

 

（積み下ろし作業の監視） 

食材や食器等の納入時の積み下ろし作業は監視しましょう。 

解 説 

・食材や食器等の納入作業は、食品防御上脆弱な箇所と考えられます。 

・実務上困難な点はありますが、従業員や警備スタッフの立会や、可能な範囲でのカメラ等

による監視を行いましょう。 

 

（調理や配膳作業の監視） 

調理や料理等の配膳時の作業を監視しましょう。   

解 説 

・調理や料理の配膳作業は、食品防御上脆弱な箇所と考えられます。 

・従業員同士の相互監視や、作業動線の工夫、可能な範囲でのカメラ等による監視を行いま

しょう。 

 

（保管中の食材や料理数の増減や汚染行為の徴候への対応） 

保管中の食材や料理の紛失や増加、意図的な食品汚染行為の兆候・形跡等が認められた場合は、施設責任

者や調理責任者に報告し、施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 
・保管中の食材や料理の数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・食材や食器、料理の保管数量が増加している場合は特に慎重に確認し、外部から食材等
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が紛れ込んでいないか、慎重に確認しましょう。 

 

（過不足への対応） 

お客様から、提供量の過不足（特に増加）についての連絡があった場合、施設責任者や調理責任者に報告

し、施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう 

解 説 

・過不足の原因について、妥当な説明がつくように確認しましょう。 

・特に提供量が増加している場合は慎重に確認し、外部から飲食料品が紛れ込んでいないか

に注意を払いましょう。 

 

（対応体制・連絡先等の確認） 

喫食者に異変が見られた場合の対応体制・連絡先等を、誰でもすぐに確認できるようにしておきましょう。 

解 説 

・接客（食品提供）施設内で意図的な食品汚染行為等の兆候や形跡が認められた場合は、被害

の拡大を防ぐため、至急施設内で情報を共有しましょう。 

・責任者が不在の場合でも、代理の従業員が至急連絡できるように、予め手順・方法を定めて

おきましょう。 
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２．可能な範囲での実施が望まれる対策 

 

将来的に実施することが望まれるものの、１．に挙げた項目に比して優先度は低いと判断された不急の対策。 

 

■組織マネジメント 

（異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設内や敷地内での器物の破損、不用物、異臭等に気が付いた時には、すぐに施設

責任者や調理責任者に報告しましょう。 

解 説 

・警備や巡回時に確認する項目をチェックリスト化し、警備の質を確保しましょう。 

・故意による器物の破損や悪意の落書きなどの予兆を見つけた場合は、早急に責任者に報告

しましょう。 

 

■人的要素（従業員等） 

（従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員等の所在を把握しましょう。 

解 説 
・従業員の施設内・敷地内への出入りや所在をリアルタイムでの把握や、記録保存のために、

カードキーやカードキーに対応した入退構システム等の導入を検討しましょう。 

 

■施設管理 

（扉の施錠等の設置） 

接客（食事提供）施設内での作業空間への侵入防止のため、扉への施錠等を検討しましょう。 

解 説 
・接客（食事提供施設）の敷地内へは、常にお客様が出入りしています。作業用スペースへの

お客様の立ち入りを防止するための対策（扉の施錠等）を検討しましょう。 

 

（監視カメラの設置） 

カメラ等により接客（食事提供）施設建屋内外の監視を検討しましょう。 

解 説 
・カメラ等による接客（食事提供）施設の建屋内外を監視することは、抑止効果が期待できる

と共に、有事の際の確認に有用です。 

 

（継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等により敷地内に保管中／使用中の食材や食器等の継続的な監視、施錠管理等を行

いましょう。 

解 説 
・人が常駐していないことが多く、アクセスが容易な場合が多い食材保管庫は、可能な範囲

で警備員の巡回やカメラ等の設置、施錠確認等を行いましょう。 
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３．大規模イベント時に必要な対応 

 

 大規模イベント時には、ケータリング等、外部の食品工場等で調理された商品が搬入されることがあるため、

配送用トラック等でも必要な対策。 

  

（お客様対策） 

不特定多数のお客様が出入りする接客（食事提供）施設では、お客様に交じって意図的に有害物質を混入

することも考えられますので対策を行いましょう。 

解 説 
・接客（食事提供）施設では、不特定多数の人の出入りがあるため、お客様に交じってカ意図

的に有害物質を混入することも考えられます。 

 

（客席等の対策） 

客席等には、お冷や調味料、食器などは置かないようにしましょう。 

また、セルフサービスのサラダバーやドリンクバー等での混入防止対策も必要です。 

解 説 

・客席テーブル上のお冷や調味料、食器等に異物が混入されると可能性も否定できません。

・お冷等の飲み物はスタッフが提供する、お客用の調味料等は、小分けされた物をその都度

渡すなど、異物を混入されにくい対応を検討しましょう。 

・お客様に交じっての異物混入を予防するためには、可能な限りセルフサービスは避けるこ

とが望ましいでしょう。 

・冷等への異物混入を防止するために、封をするなどの対策を行いましょう。 

 

（監視カメラの設置） 

お客が直接、食品に触れる様なカフェテリア形式の配膳場所、サラダバー等には、カメラ等による監視を検

討しましょう。 

解 説 
・不特定多数のお客様が出入りする飲食店等の配膳場所やサラダバー等をカメラ等により監

視することは、抑止効果が期待できると共に、有事の際の確認に有用です。 

 

（厨房の防犯・監視体制の強化） 

  厨房内には、作り置きの料理等が保管される場合があります。保管の際には、冷蔵庫等にカギをかける等

の異物混入対策が必要です。 

 

以上 



2-1 

厚生労働科学研究費補助金(食品の安全確保推進研究事業) 
「行政機関や食品企業における食品防御の具体的な対策に関する研究」 

総 合 研 究 報 告 書（平成 27-29 年度） 
 

米国における食品防御対策の体系的把握 
 

研究代表者 今村知明（奈良県立医科大学 公衆衛生学講座 教授） 
 

研究要旨  
平成 27-29 年度における米国等の食品テロ対策に関する 新情報を収集し、体系的に

位置づけた。FDA の主な食品テロ対策の中で、特筆すべき新規の規制措置等としては、

2011 年 1 月に成立した食品安全強化法（FSMA）について、「衛生的輸送や意図的な混

入に関する 終規則」の公表が行われたことが挙げられる。また、USDA の主な食品テ

ロ対策としては、第 11 回食品防御計画調査の実施が挙げられ、過年度施策の充実に位

置づけられる。FDA の食品テロ対策は主に FSMA の関係条文の施行による新規の規制

措置等の対応が中心となっており、USDA の食品テロ対策は過年度施策の継続的実施と

なっている。 

 
A．研究目的 
本研究では、平成 27-29 年度に講じられた米

国等における主な食品テロ対策の 新情報を体

系的に把握し、わが国における食品テロ対策の

検討を行っていく上での基礎的資料とすること

を目的とする。 
 
B．研究方法 

FDA（Food and Drug Administration）、USDA
（United States Department of Agriculture）のウエ

ブサイト等の公表情報や研究班会議において収

集された関連情報に基づき、平成 29 年度に講

じられた主な食品テロ対策の 新情報を抽出し、

その概要をとりまとめるとともに、米国等にお

ける食品テロ対策を体系的に整理した。 
 
◆倫理面への配慮 
本研究において、特定の研究対象者は存在せ

ず、倫理面への配慮は不要である。 
 
C．研究成果 
ここでは、平成 29 年度に講じられた米国等

における主な食品テロ対策の 新情報を体系的

に把握し、わが国における食品テロ対策を検討

する上での基礎的資料とすることを目的とする。 
具体的には、FDA および USDA のウエブサ

イト等の公表情報から平成 29 年度に講じられ

た主な食品テロ対策の 新情報を抽出し、その

概要をとりまとめた。そして、平成 18～29 年

度に講じられた対策と併せて体系的に整理を行

った。 
 
１．平成 29 年度に講じられた FDA の食品テ

ロ対策 
FDA において平成 29 年度に講じられた主な

食品テロ対策としては、平成 29 年（201７年）

8 月 26 日に「食品への意図的な混入に対する緩

和戦略」ガイダンス（小規模事業者向け）が公

表されたことがあげられる。 

 
■「食品への意図的な混入に対する緩和戦略」

ガイダンス（小規模事業者向け）（” Mitiga-

tion Strategies to Protect Food Against In-
tentional Adulteration: What You Need to 
Know About the FDA Regulation: Guidance 
for Industry Small Entity Compliance 
Guide”） 

2011 年 1 月 4 日に成立した食品安全強化法に

おいては、「食品安全」の視点が主対象となって

いるものの、一部には食品への意図的な異物混

入・汚染に対する「食品防御」の視点も含まれて

いる。 
食品防御に係る条を含め、新たな食品安全制度

の構築など施行に時間を要する条については、条
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文においてFDAによる規則やガイダンス文書等

の策定期限を明示し、当該規則・文書等の発出を

以て施行されることになっている。 
平成 29 年度は、平成 25（2016）年度に提案さ

れた規則の 終規則である「食品に対する意図的

な混入に対する緩和戦略」に基づき、小規模事業

者向けのガイダンスが 8 月に公表された。特に、

軽減戦略の要素について記載されており、以下に、

その内容を示した。 

 
１．１ 食品防御モニタリング（ 21 CFR 

121.140） 

  
 緩和戦略の適切性をモニタリングするため、

この手順を確立して文書化する。食品防御モニ

タリングは、意図したとおりに緩和戦略が機能

しているかどうかを評価するために実施する。 
適切な頻度で緩和戦略をモニタリングする

必要があるが、その頻度は、FDA では定めない。 
ただし、モニタリングを行った場合には、そ

れを記録しておく。 
なお、食品防御計画の見直しは、少なくとも

3 年ごとに実施することとなっている。 

 
１．２ 食品防御対策の是正 
 緩和戦略が適切でない場合には、書面により

食品防御対策の是正を行う。 
 緩和戦略の実施に伴って発生した問題

を特定し、修正する。 
 再発の可能性を減らすため、必要に応じ

て適切な措置を講じる。 

 
１．３ 食品防御対策の検証 
 食品防御計画に基づき、緩和戦略が意図した

通りに機能しているかを判断するため、下記を

行う。 
 必要に応じて食品防御モニタリングを

実施していることの確認 
 食品防御モニタリングと食品防御対策

の是正措置のレビューの際は、これらが

適切に行われ、適切な決定が行われたこ

とを記録する。 

                                                  
1 USDA FSIS ” Food Defense Plan Survey Results”, 

2016.9  
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-

 モニタリングや是正の手順（頻度を含む）

を確立したうえで検証を実施する。 

 
なお、「食品に対する意図的な混入に対する

緩和戦略」の 終規則の発効日及び遵守日と企

業の規模は次のとおりとなっており、上記のガ

イダンスの対象となる企業は、2020 年 7 月 27
日もしくは 2021 年 7 月 26 日から 終規則を

遵守する必要がある。 

 
 零細企業（食品の年間売り上げが 1 千万ド

ル未満である企業）：2021 年 7 月 26 日 
 小規模企業（従業員数が 500 人未満の企

業）：2020 年 7 月 27 日 
 小規模または零細企業でない企業で、免除

対象とならない企業：2019 年 7 月 26 日 
 なお、以下の場合は本規則遵守の免除を受け

る。 
 「非常に規模の小さい企業」は、それを証

明する書類を FDA に提出した場合。 
 液体貯蔵タンク内での食品の保持を除き、

食品の保管のみの場合。 
 食品の状態の変化を伴わない包装、再包装、

ラベリング、再ラベリングの場合。 
 Produce Safety Ruleに基づく農場の活動。 
 飼料の製造、加工、包装、保管。 
 一定の条件でのアルコール飲料。 
 非常に規模の小さい企業や、卵や一部の畜

産物を農場で製造・加工、包装、保管する

場合。 

 
２．平成 29 年度の USDA の食品テロ対策 

 
■食品防御計画調査1 

FSIS（Food Safety and Inspection Service）では、

企業の自発的な食品防御計画の策定状況をアン

ケート調査によって 2006 年から毎年調査して

いたが 1。この調査は 2016 年までの 11 年間で

終了しており、2017 年の調査は実施されていな

い。 
なお、USDA は、2015 年までに企業の 90%

が自発的な食品防御計画を策定することを目標

defense-defense-and-emergency-response/food-de-
fense-plan-survey/survey-results 
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としていた。2016 年度の調査では食肉処理・加

工業者、卵製品製造業者、輸入検査業者のうち

85%で、目標達成まであと 5%であった。 

 
参考として、2016 年までの調査結果を以下に

記載する。 
FSIS の検査対象となった事業所が食品防御

計画を策定しているか否か、策定している場合

には、計画が機能的か否か（外部セキュリティ、

内部セキュリティ、従業員セキュリティ、緊急

時対応への対策の有無、前年における計画の検

査有無、計画の見直しの有無等）が調査された。 
11 回目となる 2016 年の調査（4～5 月に実

施）では、2015 年の調査と同様に、食肉処理・

加工業者、卵製品製造業者、輸入検査業者を対

象とした。調査対象全体の 85％で機能的な食品

防御計画が策定されていた（2015 年も 85％）。 
2016 年の調査結果を表 1 に、2006～2015 年

の調査結果の概要を表 2 に示す。また、評価時

の分類について、企業規模の定義を表 3 に示す。 

 
D．考察 
平成 29 年度における米国の食品テロ対策と

しては、「食品への意図的な混入に対する緩和戦

略」ガイダンス（小規模事業者向け）が公表さ

れた。 
また、USDA で 2006 年から 2016 年まで継

続的に実施されていた食品防御計画調査は、昨

年で調査期間が終了し、2017 年の調査は行われ

なかった。 
平成 29 年度における FDA、USDA の食品テ

ロ対策を平成 18～28 年度のものと併せて体系

的に整理すると表 4 のとおりとなる。 

 
E．結論 
・ 平成 27-29 年度における米国（FDA、USDA）

の食品テロ対策の概要を整理するとともに、

これを体系的に整理した。 
・ FDA の食品テロ対策は、小規模事業者向け

のガイダンスが公表された。USDA で継続

的に実施されていた食品防御計画調査は

2016 年で調査期間が終了し、2017 年は調

査が実施されなかった。 

 

F．健康危険情報 
なし 

 
G．研究発表 
１．論文発表 

Harumi Bando, Hiroaki Sugiura, Yasushi 
Ohkusa, Manabu Akahane, Tomomi Sano, 
Noriko Jojima, Nobuhiko Okabe & Tomoaki 
Imamura．Association between first airborne 

cedar pollen level peak and pollinosis symp-
tom onset: a web-based survey．International 
Journal of Environmental Health Research．
2015;25(1):104-113． 

 
今村知明、神奈川芳行．食品防御（フードディ

フェンス）その現状と今求められている対策（第

17 回特別シンポジウム－フードディフェンス

の取り組みと食品テロ跡の対応について－）． 
食品衛生学雑誌．2015; 56(2): J39-J43． 

 
神奈川芳行．農薬混入事件から学ぶ食品防御と

その対策．食品衛生学雑誌 2015：56(5)；157-
161． 

 
神奈川芳行、今村知明．特集 食品の安全と安

心をめぐる話題 フードディフェンス． 公衆衛

生 2015：79(11) ；762-766．  

 
今村知明．異物混入を考える ─ 本当に増えて

いる？企業はどう対応すべき？．ＴＨＥ ＰＡ

ＧＥ 2015; WEB． 

 
今村知明、髙谷幸、赤羽学、神奈川芳行、鬼武

一夫、森川惠介、長谷川専、山口健太郎、池田

佳代子．食品防御の考え方と進め方～よくわか

るフードディフェンス～．今村知明 編著．太

平社．東京．2015; p．1-243． 

 
今村 知明． 【第２版】食品の安全とはなにか

-食品安全の基礎知識と食品防御-．今村知明 

編著．日本生活協働組合会連合会出版部 

2015; p1-237． 

 
Akie Maeyashiki, Manabu Akahane, Hiroaki 
Sugiura, Yasushi Ohkusa, Nobuhiko Okabe, 
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Tomoaki Imamura．Development and Appli-

cation of an Alert System to Detect Cases of 
Food Poisoning in Japan ． PLOS ONE ．

2016;11(5):e0156395． 

 
神奈川芳行．「食品防御 基本的か考え方と今後

の課題」．食品の包装 2016：41（2）；76－82．
包装食品技術協会． 

 
今村知明編．実践！フードディフェンス．2016
年 7 月 22 日．講談社．東京． 

 
赤羽学、今村知明．食品工場における食品防御

（フードディフェンス）の考え方と業界動向２ 

食品防御（フードディフェンス）の考え方と必

要性．日本防菌防黴学会誌．2016;44(10):543-
547． 

 
加藤礼識、神奈川 芳行、赤羽学、今村知明．国
際的イベントに向けた食品防御．食品衛生研究
2017：67(8)；15-24． 
 
神奈川芳行、伊藤節子、今村知明．第 1 章 食
物アレルギーとアレルギー表示、第４章 ガイ
ドラインに基づいて行う学校・保育所(園)の体
制作りと生活管理指導表の活用 1.学校におけ
る対応、参考資料 食物アレルギーに関する実
態調査とその対策．食物アレルギーと上手につ
き合う方法 社会的対応と日常の留意点．第一
出版．東京．2017 Aug;1-33、65-72、81-105． 
 
今村知明、神奈川芳行 他．【第 3 版】食品保健．

公衆衛生がみえる 2018-2019．医療情報科学研

究所 編集．メディックメディア．東京．2018 
Mar; p.308-325． 

 
加藤礼識、神奈川 芳行、赤羽学、今村知明．国
際的イベントに向けた食品防御．食品衛生研究
2017：67(8)；15-24． 
 
神奈川芳行、伊藤節子、今村知明．第 1 章 食
物アレルギーとアレルギー表示、第４章 ガイ
ドラインに基づいて行う学校・保育所(園)の体
制作りと生活管理指導表の活用 1.学校におけ
る対応、参考資料 食物アレルギーに関する実
態調査とその対策．食物アレルギーと上手につ
き合う方法 社会的対応と日常の留意点．今村
知明 編集．第一出版．東京．2017 Aug;1-33、

65-72、81-105． 
 
今村知明、神奈川芳行 他．【第 3 版】食品保健．
公衆衛生がみえる 2018-2019．医療情報科学研
究所 編集．メディックメディア．東京．2018 
Mar; p.308-325． 
 
２．学会発表 
今村知明．環太平洋パートナーシップ協定等に

関する特別委員会．衆議院．東京（衆議院第1
委員室）．2016年10月25日． 

 
神奈川芳行、赤羽学、長谷川専、山口健太郎、

鬼武一夫、高谷幸、山本茂貴、今村知明、永田

一穂．外食産業等における食品防御対策の検討

と今後の課題について．第75回日本公衆衛生

学会総会．大阪．2016年10月． 

 
前屋敷明江、杉浦弘明、赤羽学、今村知明．特

定の食品と環境要因による発疹への影響につい

ての検討．第75回日本公衆衛生学会総会．大

阪．2016年10月． 

 
今村知明．環太平洋パートナーシップ協定等

に関する特別委員会．参議院．東京（参議院）．

2016 年 12 月 6 日． 

 
神奈川芳行、赤羽学、加藤礼識、山口健太郎、

池田佳代子、穐山浩、高畑能久、永田一穂、今

村知明．外食産業等における食品防御対策ガイ

ドライン（案）の作成と今後の課題について．

第76回日本公衆衛生学会総会．鹿児島．2017
年10月． 

 
H．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 
なし 

 
２．実用新案登録 
なし 

 
３．その他 
なし 
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表 1 食品防御計画調査（2016 年 4～5 月）の結果 

企業規模 食肉関係企業 卵製品製造企業 輸入検査企業 合計 

大規模 98% 100% － 98% 

中小 91% 96% － 92% 

零細 78% 71% － 78% 

合計 85% 96% 93% 85% 
* 機能的な食品防御計画の策定割合 

 
表 2 食品防御計画調査（2006～2013 年）の結果概要 

 企業規模 
第１回*1 
(2006.8) 

第２回*1

(2007.11)
第３回*1

(2008.8)
第４回*2 

(2009.12)
第５回*2 
(2010.7) 

第６回*2 
(2011.7) 

第７回*2 
(2012.8) 

第８回*2 
（2013.8）

第 9 回 
（2014.8）

第 10 回 
（2015.6）

大規模 88% 91% 96% 97% 97% 96% 99% 98% 98% 98% 
中小 48% 53% 64% 72% 82% 84% 87% 91% 92% 92% 
零細 18% 21% 25% 49% 64% 65% 67% 77% 78% 78% 
合計 34% 39% 46% 62% 74% 75% 77% 84% 85% 85% 

*1: 食品防御計画の策定割合, *2: 機能的な食品防御計画の策定割合 
 

表 3 USDA における企業規模の分類 

企業規模 定義 

大規模 従業員 500 人以上 

中小 従業員 10～499 人 

零細 従業員 10 人未満、又は売上高 2.5 百万$/年未満 
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表 4 平成 29 年度における米国等の食品テロ対策の体系的整理 

分類 食品テロ対策 
規制措置等 ・（H20）FDA および CBP 職員向けコンプライアンス政策ガイド（案） 

・（H20）FDA および CBP 職員向けコンプライアンス政策ガイド 
・（H20）輸入食品事前通知義務の 終規則の公表 
・（H21）輸入食品事前通知義務の 終規則の施行 
・（H22）FDA 食品安全強化法の成立 
・（H23～29）FDA 食品安全強化法の関係条文の施行 

過年度施策フォ

ローアップ・充

実と知見の整理 

・（H18）CARVER+Shock ソフトウェアツール 
・（H21）農業 CARVER+Shock ソフトウェアツール 
・（H22）食品防御リスク軽減ツール 
・（H23）食品防御リスク軽減戦略データベース 
・（H18）SPPA 初年度状況報告書 
・（H19）SPPA２年度目状況報告書 
・（H18）第１回食品防御計画調査 
・（H19）第２回食品防御計画調査 
・（H20）第３回食品防御計画調査 
・（H21）第４回食品防御計画調査 
・（H22）第５回食品防御計画調査 
・（H23）第６回食品防御計画調査 
・（H24）第７回食品防御計画調査 
・（H25）第 8 回食品防御計画調査 
・（H26）第 9 回食品防御計画調査 
・（H27）第 10 回食品防御計画調査 
・（H28）第 11 回食品防御計画調査 
・（H19）食品防御サーベイランス事業(FDSA)報告書要約 
・（H20）プロテインサーベイランス事業（PSA）報告書要約 
・（H20）特別イベント食品防御事業（SFDA）報告書 
・（H18）競争的食品防御研究報告書 2005 要約 
・（H19）食品・農業セクター分野別計画 
・（H22）食品・農業セクター分野別計画 2010 改訂版 
・（H20）APEC テロ対策タスクフォース（CTTF）会合 

食品防御意識の

向上施策 
・（H18）研修資料および研修開催案内 
・（H18）ALERT 
・（H20）Employees FIRST 
・（H22）食品テロに関する消費者意識調査 
・（H23）FREE-B 

ガイドラインの

策定・改定 
・（H18）収穫前の農産物のセキュリティガイドライン・チェックリスト 2006 
・（H18）意図的に毒物混入された食品の廃棄と食品製造施設の汚染除去に関するガイ

ドライン 
・（H18）機能的食品防御計画の要素・（H20）と畜場および食肉処理場の食品防御計

画策定ガイド 
・（H19）倉庫および流通センターの食品防御計画策定ガイド 
・（H21）と畜、食鳥処理および食肉・卵加工業の食品防御ガイドライン 
・（H21）一般的食品防御計画の策定 
・（H21）一般的食品防御計画の策定 
・（H29）「食品への意図的な混入に対する緩和戦略」ガイダンス（小規模事業者向け）

情報提供充実 ・（H18）“Food Defense and Terrorism”の設置 
標準規格化 ・（H18）BSI「PAS 96:2008 食品・飲料品の防御」 

・（H22）BSI「PAS 96:2010 食品・飲料品の防御」 
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分類 食品テロ対策 
・（H20）BSI 「PAS 220:2008 食品製造業の食品安全のための前提条件プログラム」

・（H21）ISO「ISO/TS 22002-1:2009 食品安全のための前提条件プログラム－第 1 部:
食品製造」の公表 

・（H22）ISO「ISO/TS 22002-1:2009 食品安全のための前提条件プログラム－第 1 部:
食品製造」の国際標準承認 
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[付随調査] 
リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック競技大会における食品提供の実態調査結果 

 
１．リオデジャネイロオリンピック・パラリ

ンピック競技大会 規制当局の概要 
１．１ 基本情報 
 ANVISA はブラジルの行政機関。国民の健

康を守り促進する事が目的であり、ケータ

リング会社（パブ、レストラン、その他食

品企業）のオペレーションの規制を管轄し

ている。 
 食品、血液＆血液商品、 化粧品、薬品、公

共医療、医療機器、医薬品安全性監視、

REBLAS –ブラジルの検査機関ネットワ

ーク、衛生器具、タバコと毒物については、

全て ANVISA の規制の中で行われる。 
 そのため、ANVISA はリオオリンピックで

は食品安全だけではなく、薬品、薬物の輸

入（例：オリンピック組織委員会からの依

頼）についても関わっていた。 

 ANVISA の Rio オリンピックの活動は出

先機関であり SUBVISA の方が主に実施

を担当した。 

(http://www.rio.rj.gov.br/web/vigilanci-
asanitaria/a-subvisa) 

 リオオリンピックでは食品安全上の問題

は発生しなかった。 
 リオオリンピック会場の周辺の対策、管理

については次のとおりである。 
 SUBVISAが特別なタスクフォースを立

ち上げ、リオオリンピックの管轄外のバ

ーやレストランの指導を行った。 

 
２．リオデジャネイロオリンピックにおける

ケータリングについて 
２．１ Rio オリンピックのケータリング会社

と主な役割 

担当場所 ケータリング会社 
ローカル企業/グローバ

ル企業 
主な配給先 

Athlete’s Village Sapore Brazilian 
Athletes and 

Workforce 

Olympic Park Masan Brazilian 

Workforce 
Olympic Family 

Athletes 
International 
Federations 

Technical Officials

Maracanã Complex Food Team Brazilian 

Deodoro Park Comissaria Rio Brazilian 

Rio Centro, Golf, and
Pontal 

Infront Hospitality 
International with local 

presence 

Rowing Stadium Lagoon Gourmet Brazilian 

Marina da Glória Soho / Na Marina Brazilian 

Beach Volleyball and
Fort of Copacabana 

Gastroservice Brazilian 

Media Villages and 
Ceremonies 

Central de Festas / 
Claudia Vasconcellos

Buffet 
Brazilian 

Media / Olympic 
Family 

IBC/MPC 
Behind the Scenes 

(BTS) 
International 

Media and 
Workforce 

Maracanã Complex,
Beach Volleyball, 

and 
Fort of Copacabana 

Food Team Brazilian Spectators 

Olympic Park 
(Venues) 

Food Team Brazilian Spectators 
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Olympic Park 
(Common Domain) 

Dica do Chef Brazilian Spectators 

Deodoro Dica do Chef Brazilian Spectators 

Rio Centro, Golf, and
Pontal 

Infront Hospitality 
International with local 

presence 
Spectators 

 
２．２ リオオリンピックでのケータリング

事情 
 準備期間を含めた主な問題点 
 マクドナルドがスポンサーであったた

め、それ以外の企業は宣伝活動が一切で

きず、ブラジルにある他の大きなケータ

リング会社はオリンピックへの参入に

関心がなかった。そのため、中堅クラス

の企業しか参入しなかった。 
 オリンピックパーク内でのマクドナル

ド店舗数が少なかったため、デリバリー

の運用には大きなプレッシャーがかか

った 
 上記 2 つの要因によりオリンピック開

催当初 2、3 日は配達に混乱をきたした。 
 それ以外には大きな問題はなかった。 

 リオオリンピックでのコンセプトについ

て 
 “Taste of the Games”は、ロンドンオ

リンピックでの‘Food Vision’と同等で

あり、“Sabores do Brasil（「ブラジルの

味」）” は‘Best of Britain’と同等のコ

ンセプトであった 

 
 使用された施設について 
 基本的には、ケータリング会社は自分達

のキッチン、デポを使用した。 
 それに加えて、一時的なキッチン保管庫

（常温、冷凍）が組織委員会より提供さ

れた。 
 選手村のメインダイニングは仮設の食

品施設であり、運用が一番複雑であった。 
 管理基準について 
 ケータリング会社はリオオリンピック

食品チームによって管理、コントロール

され、リオオリンピック 2016 食品安全

ガイドラインに準ずることが義務付け

られていた。 

 リオオリンピックの食品チームは、ケー

タリング会社のトレーニングを行い、ガ

イダンスに準じているか確認を行った。 
 その他には SUBVISA が毎日の運用に

ついての教育をテストイベントから、パ

ラリンピックの閉会式まで行った。 

 
２．３ 食品安全ガイドライン 
 GMP とHACCPの運用を全ケータリング

会社に義務付けた。 
 原材料から、 終製品に関わるすべてのサ

プライヤー管理を行い、抜き打ちでリオオ

リンピック食品チームの監査がオリンピ

ックの要求事項に合わせて監査を実施し

た。 
 予防管理の考え方を重視し、GMP で足り

ない部分についてはリオオリンピック食

品チームで詳細な要求を行った。 
 フードディフェンスの項目は無いがCrisis 

Management の中で交差汚染が起こった

際の対処方法についてリスク分析の実施

が必要であると規定されている。その中で

Internal もしくは external 両面から分析

を行うと記載されている。 
 伝染病など、ウイルスに関する細かい規定

が含まれていた。 

 
３．デポシステムと VCP 

３．１ DEPOT SYSTEM 
開催地が変わったとしても、管轄エリアに搬

入されるすべての資材、人に対して同様のセ

キュリティシステムを導入している。 
 ケータリング企業における一番一般的な

運用手順は Vendor Certificate Program
（VCP）の導入である。 
 VCP は、1996年アトランタオリンピッ

ク以降すべての大会で運用されている

システムである。 
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 オリンピックの施設に搬入される前に

選任されたベンダーは、シール作業など

を行い、衛生的に管理された納品車で、

事前に承認された倉庫から配達する事

が可能となる。 
 リオオリンピックのセキュリティ班が

サプライヤーの承認作業や VCP の運用

についての責任を負っていた。 
 リオオリンピックにおいては、VCP に登録

されなかったサプライヤーやベンダーに

対しては、MSS（資材のスクリーニングサ

イト）が 2 つ設置された 
 MSS とは、オリンピックの会場に搬入

される前のすべての資材を 1 点集中的

にスクリーニング可能な大規模施設で

あり、その施設では更に納入者のスクリ

ーニングを行う VSA（納入者検査エリア）

が設けられている。 
 VCP もしくは MSS での検査方法: 
 すべての資材は、赤外線により検査され、

納入車はシールされている。 
 緊急的に資材の調達が必要であった場

合でも VCP もしくは MSS を取らない

と施設への納入ができない仕組みであ

った。 
３．２ VCP とは？ 

VCPとは供給者管理システムの一つであり、

サプライチェーン安全且つ効率的に運用する

ために開発されたツールである。VCP の要求

事項に適合したサプライヤーを承認し、安全

に食品を流通することを目的としている。 

 
オリンピックの VCP について 
オリンピックに供給するためにはサプライ

ヤーは倉庫、保管庫、作業場について以下の要

求を満たさなければならない： 
 他の製品と混合しないように保管、管理す

る。 
 オリンピックに使用する製品の出荷場所

については厳密なアクセス管理を実施す

る。 
 オリンピックの製品を出荷する作業場で

は、壁など物理的な区分管理を行う。 
 アクセス場所には必ず CCTV もしくは、承

認されたセキュリティシステムが必要で

ある。 
 関係者以外の入退出を禁止する。 
 オリンピックに納入する製品を扱う作業

エリアの作業者は、教育された検査員によ

る事前検査を受けてから入退出を行う。 
 出荷場所に入る車両はすべて MDS（出荷

予定表）に登録され、承認された運転手で

なければならない。 
 意図的混入に対する脆弱性評価を行っ

た。
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４．東京 2020 大会～推奨事項～ 
 日常の食品供給やイベント時の供給と比

較して、一日に提供する食品の量が多いた

め、食品を提供する企業の実態を把握し、

提供できる一日の料理の 大数や地域性

などを考慮する必要がある。出来る限り多

くのサプライヤーを採用し、一点集中させ

ないよう、分散させる事が望ましい。 
 継続性を重視する（プラン B の準備）。通

常業務で問題などが起こった際のプラン

などを事前に把握する。代替サプライヤー

を常に用意、準備しておく。 
 厳しい条件の中で活動を行っているサプ

ライヤーを選定する。 
 オリンピックにおいて必要な供給量を軽

く考えてはならない。これらを達成するた

めには、食品提供量の多さだけではなく、

キッチンのデザイン、キッチン器具、特別

なサプライチェーンの構築、準備、継続性、

及び、経験値が高く、教育を受けた人材が

必要である。 
 今後行われる関連イベントなどでは、オリ

ンピックで供給が予定されているサプラ

イヤーを中心に採用する。 
 大会の 8-12 ヶ月前までにはケータリング

会社の選定、契約を行い、準備を始める。

ただし、柔軟性を重視し、契約内容の変更

を行えるようにするのが重要である。開催

日が近づいた際に、必要な提供食材量が判

明することにより、メニューの変更など、

事前準備では想定できない出来事が起こ

る可能性を想定し、ケータリング会社との

契約を結ぶ。 
 マクドナルドのレストランがオリンピッ

ク会場の中に設置される場合は、その他の

ケータリング会社からの供給量を抑える

事ができるため、事前に考慮する必要があ

る。 
 ケータリング会社の調達先を選定する前

に、オリンピックパートナーと事前にコス

ト面、ルールや販売価格の合意を取ってお

く必要がある。 
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FDA FSMA

FDA Bioterrorism Act(2002)
(*1)

2007.10ver. (*2)

FSMA(2011)
Bioterrorism Act

Bioterrorism Act FSMA

*1: Food Engineering “The Bioterrorism Act: Essential Facts”, 2004.9.2 (http://www.foodengineeringmag.com/articles/print/the-
bioterrorism-act-essential-facts)

*2: Guidance for Industry: Food Producers, Processors, and Transporters: Food Security Preventive Measures Guidance, 2007.10
(http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/FoodDefense/ucm083075.htm)
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FDA *

Food Defense Guidance 
Documents & Regulatory 

Information

General

Proposed Rule on Focused Mitigation Strategies to 
Protect Food Against Intentional Adulteration 

December 20, 2013

Small Entity Compliance Guides Related to FDA 
Actions on Bioterrorism Act of 2002 Legislation and 

the Food Safety Modernization Act of 2011

Dear Colleague Letter: Public Health Security and 
Bioterrorism Preparedness and Response Act of 

2002 (PL107-188) July 17, 2002

Registration of Food Facilities

Establishment and Maintenance 
of Records

Administrative Detention

Fees

Food and Cosmetic Security 
Preventive Measures Guidance

Cosmetics Processors and Transporters: Cosmetics 
Security Preventive Measures Guidance

(October 2007)

Retail Food Stores and Food Service Establishments: 
Food Security Preventive Measures Guidance

(October 2007)

Importers and Filers: Food Security Preventive 
Measures Guidance (October 2007)

Food Producers, Processors, and Transporters: Food 
Security Preventive Measures Guidance

(October 2007)

ALERT

* http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/FoodDefense/default.htm

Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 18

FSMA

FSMA103 105 106

103

105

106

CGMP

* FDA“21 CFR Parts 16 and 121 Focused Mitigation Strategies To Protect Food Against Intentional Adulteration; Proposed Rule”,
Federal Register, Vol. 78, No. 247, 2013.12.24 (https://www.federalregister.gov/articles/2013/12/24/2013-30373/focused-
mitigation-strategies-to-protect-food-against-intentional-adulteration)
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厚生労働科学研究費補助金(食品の安全確保推進研究事業) 
「行政機関や食品企業における食品防御の具体的な対策に関する研究」 

総 合 研 究 報 告 書（平成 27-29 年度） 
 
 

食品への毒物等混入事件時における保健所や行政機関における 
円滑な事件処理に向けての検討 

 
研究代表者 今村知明（奈良県立医科大学 健康政策医学講座 教授） 
研究分担者 高谷 幸（公益社団法人 日本食品衛生協会 技術参与） 
研究協力者 中村重信（東京都福祉保健局食品監視課 課長） 
研究協力者 田﨑達明（関東学院大学 栄養学部 管理栄養学科 教授） 

 
 
研究要旨  

平成 26 年末に生じた冷凍食品農薬混入事件など、近年、意図的な混入事件が社会的な

課題となっており、食品防御対策においてフードチェーンと保健所や行政機関との連携の

重要性がさらに増している。本検討では、平成 26・28 年に発生した異物混入の事例を整

理するとともに、保健所や行政機関における対応状況をとりまとめた。 
行政機関における食品防御対策として、発生後の対応については、厚生労働省から示さ

れている食中毒調査マニュアル、食中毒処理要領により各自治体での体制整備が進められ

ている一方で、未然防止に係る対応については、事業者の自主的な取組に係る事項である

ため、その推進に向けて、具体的な業種や取り扱う食品の種類等に応じた対策モデルを提

示する必要がある。 

 
A．研究目的 
本研究では、過去の毒物混入事件時における

保健所や行政機関での対応を調査し、その経緯

を明らかにすることで問題点の整理と事件処理

のありかたについて検討を行うことを目的とす

る。 
 
B．研究方法 
平成 26・28 年に発生した食品に対する異物

混入事件における保健所や行政機関における対

応状況をとりまとめるとともに、当該事例を踏

まえた課題と自治体での対応の整理を行った。 
 
◆倫理面への配慮 
本研究において、特定の研究対象者は存在せ

ず、倫理面への配慮は不要である。 
 
C．研究成果 
平成 26 年に発生した食品工場での農薬混入

事件、および平成 28 年に発生した調理・加工

施設等における異物混入事件における自治体の

対応を体系的に把握し、課題と対応策を整理す

ることで、わが国における食品防御対策を検討

する上での基礎的資料とすることを目的とする。 
 
１．平成 26 年末に発生した食品工場における

農薬混入事件 
１．１ 概要 

平成 26 年 12 月 29 日、東京都内に本社を有

する食品製造会社の子会社の群馬工場で製造し

た冷凍食品の一部から農薬マラチオンが検出さ

れたため同工場の全製品を自主回収する旨発表

が行われた。東京都は同年 12 月 30 日から、営

業上の本社を所管する特別区（以下、「区」とい

う。）及び製造工場を所管する群馬県と連携し、

次の対応を行った。 

 
１．２ 東京都における対応 
(１)  平成 26 年 12 月 30 日の対応 
 本社を所管する区が自主回収着手報告書

（第一報）を受理。関連会社に寄せられて
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いた苦情情報 20 件とともに全国へ情報提

供。 
 全都保健所で受理した当該製品による健

康被害や異臭等について、食品監視課で集

約・把握するため、都区市の連絡体制を整

備。 

 
(２)  平成 26 年 12 月 31 日の対応 
 食品監視課のホームページ（食品衛生の窓）

で、本件の周知と注意喚起を実施。 
 製品の販売者が PB 製品の自主回収着手報

告書を所管の区に提出。全国へ情報提供。 

 
(３)  平成 27 年 1 月 2 日 
 大手スーパーが PB 製品の自主回収着手報

告書を所管の区に提出。全国に情報提供。 

 
(４)  平成 27 年 1 月 5 日 
 群馬県が東京都を含む有症事例の検査結

果について公表。いずれも農薬を検出せず。 
※1 月 5 日までの有症事例は 5 件。残品の

ある 3 件について検査を実施した。 

(５)  平成 27 年 1 月 6 日～1 月 31 日 
 都内保健所に多数の相談・検査依頼あり。 
 苦情・相談件数は表 1 の通り。苦情相談が

365 件あり、食品の検査を 67 件について

実施。 

 
１．３ 事例を踏まえた課題と自治体での対応 

 
平成 26 年末の食品工場における農薬混入事件

を踏まえ、課題と対応等を次の通り整理した。 

 
表 1 1 月 31 日までの苦情・相談・検査件数 

(1)相談件数 
(2)  (1)のうち、有症

事例の相談件数 
(3)有症苦情件数 (4)食品の検査件数 (5)検査結果 

365 237 86 67 
マラチオン全て

(－) 

※検査については、東京都健康安全研究センター以外の実施分を含む 
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課題 対応等 

(１)  各施設へ食品防御の体制

整備を指導しているか。 
 食品防御対策ガイドライン（平成 26 年度）に関する周知（任

意） 

(２)  健康被害につながる恐れ

のある苦情等の情報が把

握されているか。 

 平成 26 年 10 月 14 日、厚労省により「食品等事業者が実施

すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）」が改正

され以下の事項を追加 

【追加項目】 

 消費者等から、異味又は異臭の発生、異物の混入その他の苦

情であって、健康被害につながるおそれが否定できないもの

を受けた場合は、保健所等へ速やかに報告すること。 

 ⇒各都道府県等において、上記内容を管理運営基準へ追加（義

務的項目：条例改正等） 

 都においては、独自の食品衛生自主管理認証制度におけるチ

ェックリストの推奨項目として以下を追加 

① 安全かつ適切な食品の提供に取り組む旨の企業理念や会社

方針が明確で、従業員に認知されていること。 

② 食品防御の観点から、施設で衛生管理上の注意を要する区域

（例：貯水槽、原料、薬品及び製品等の保管庫、製造室等）

を明確にし、従業員に周知して適切な管理を行っているこ

と。 

③ 異常があった場合の連絡体制ができていること。 

④ ④食品防御対策の責任者を決め、従業員教育を行っているこ

と。また、内外とコミュニケーションを図っていること。 

(３)  調査体制の確立 
① 広域散発事例や大規模集

団発生への調査体制が確

立されているか。 

② 喫食調査、疫学的調査を効

率的に行える体制が整備

されているか。 
③ 関係機関（他自治体、警察

等）との連携、情報共有す

る体制が確立されている

か。 

 
 
 
 

食中毒調査マニュアル（平成 9年 3月 24日付け厚労省通知）

に基づく対応（各自治体でマニュアル化） 

 

(４)  効果的な調査の実施（施

設、食品等の特定） 
① 喫食者、製造・販売施設、

流通状況等に対する調査

事項は周知されているか。 

② 推定される原因物質（微生

物、化学物質等）への検査

体制は整備されているか。 
③ 汚染源、汚染経路等の推

定・特定を速やかに行える

か。 

 
 
 
 
 
  (３)に同じ 
  ※検査体制：食中毒に係る微生物、農産物に係る農薬等の検

査は可能。検査が困難な物質については、警察等との連携

により対応 
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(５)  被害拡大防止対策 
① 原因食品（推定含む）の回

収、販売中止等が速やかに

行えるか。 
② 消費者への適切な情報提

供が行えるか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (３)に同じ。 

(６)  再発防止対策 
① 原因施設等に対する具体

的な改善指導が実施され

ているか。 
② 事業者や消費者に対して、

広く再発防止に係る情報

提供が行われているか。 
③ 再発防止策に関して他の

自治体などの関係機関と

情報共有が行われれてい

るか。 

(７)  その他 
① 夜間・休日等の緊急連絡体

制が整備されているか。 
② 調査や措置に関する職員

への教育、訓練が行われて

いるか。 

  
２．平成 28 年度に発生した調理・加工施設等

における異物混入事件 
２．１ 概要 
平成 28 年 10 月 25 日に愛知県内で発生した

病院の入院病棟の患者朝食からの塩素臭、平成

28 年 12 月 21 に東京都内で発生した保育園に

おけるさゆからの塩素臭等について、報道情報

に基づき調査を行った。いずれも、塩素系の消

毒用薬剤が混入したものであることが確認さ

れたが、混入のプロセスや原因の特定には至っ

ていない。 
 

２．２ 東京都における対応 
(１)  平成 28 年度に発生した事件への対応 
都内の保育園で発生した白湯への塩素系消

毒薬剤の混入事例に対し、所管である特別区の

保健所は保育園への調査を行うとともに、施設

での食品防御に対する脆弱性を低減するため、

以下のとおり対策を講じることとした。 
 塩素系薬剤は、施錠できる保管場所１カ所

で管理する。 
 白湯を入れたポットの置き場所を保育室

から外部の者が立ち入らない調乳室に置

く。 
 麦茶など白湯以外の飲み物についても、ポ

ットを保育室に置くのをやめ、調理室内に

置き、コップに注いでからワゴンで保育室

へ運ぶ。 
 白湯や麦茶などの飲み物は、園児に提供す

る前に職員が試飲して異常の有無を確認

する。 
 
なお、本事例については、薬剤が故意に混入

された疑いがあったことから警察での調査も

行われていたが、原因等は判明していない。 
 

３．（参考）鳥取県庁における「フードディフ

ェンス強化支援事業」の取組1 
鳥取県では、食の安全等に関する経営リスク

の低減による事業継続性を確保することを目

的に、県内食料品製造業者等が県内の施設にお

いて、意図的な異物混入を防御する取組（フー

ドディフェンス）を支援する施策が実施された。

食品安全部局ではなく、鳥取県商工労働部商工

政策課が担当部局となっている点も特徴であ

                                                  
1 http://www.pref.tottori.lg.jp/227464.htm 
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る。 
なお当該事業は平成 25、26 年度の 2 か年に

おいて予算化され、約 30 件が採択された。助

成対象は以下の通り。 
 
表 2 鳥取県庁における「フードディフェンス

強化支援事業」の助成対象2 
対象 
事業 

食品の製造工程等において、意図的

な異物混入等を防御するための機

器設備やシステムの導入 
○セキュリティカメラや照明装置

の設置 
○IC タグによるセキュリティゲー

トの設置 
○異物探知装置の導入 
○開封防止のための封印や製造ロ

ットを印字する機械の導入 
○フードディフェンス構築のため

の外部専門家によるコンサルティ

ング 等 
対象者 県内の施設で食品加工生産を行う

中小企業者等 
補助 
上限 

3,000 千円 

補助率 2/3 以内 
対象 
経費 

設備購入、施設改修費、コンサルテ

ィング委託費など 
補助 
期間 

最長 12 ヶ月 

 
 
D．考察 
食品防御対策において、発生後の対応につい

ては、食中毒の発生時対応と大きな差はなく、

厚生労働省から示されている食中毒マニュア

ル・食中毒処理要領に基づき、既に各自治体で

の体制整備が進められている。なお、故意に混

入された可能性がある場合には警察事案とな

ることから、再発防止に向けた原因の究明に当

たっては、警察との連携が今後の課題である。 
一宝、未然防止に係る対応については、事業

者等の自主的な取組に係る事項であると考え

られるため、今後、事業者の自主的な取組を進

めるにあたっては、具体的な業種（製造、加工、

調理・提供等）や取り扱う食品の種類、さらに

国際大会など食品の提供するイベントの規模

等に応じた対策モデルを提示し、具体的な対応

                                                  
2 
http://db.pref.tottori.jp/yosan/27Yosan_Koukai.nsf/2
de3960524de1d2a492574820032bf0b/09e589668534
8d6349257dc600034ebf?OpenDocument 

方法をわかりやすく提示していくことが必要

であると考えられる。 
 
 

E．結論 
平成 26 年に発生した食品工場における農薬

混入事件、平成 28 年に発生した塩素系消毒薬

物の混入事例について、保健所や行政機関にお

ける対応状況をとりまとめ、当該事例を踏まえ

た課題と自治体での対応の整理を行った。 
 
 
F．健康危険情報 
なし 
 
 
G．研究発表 
１．論文発表 
Harumi Bando, Hiroaki Sugiura, Yasushi 
Ohkusa, Manabu Akahane, Tomomi Sano, 
Noriko Jojima, Nobuhiko Okabe & Tomoaki 
Imamura．Association between first airborne 
cedar pollen level peak and pollinosis 
symptom onset: a web-based survey ．
International Journal of Environmental 
Health Research．2015;25(1):104-113． 
 
今村知明、神奈川芳行．食品防御（フードディ
フェンス）その現状と今求められている対策
（第 17 回特別シンポジウム－フードディフェ
ンスの取り組みと食品テロ跡の対応について
－）． 食品衛生学雑誌．2015; 56(2): J39-J43． 
 
神奈川芳行、今村知明．特集 食品の安全と安
心をめぐる話題 フードディフェンス． 公衆
衛生 2015：79(11) ；762-766．  
 
今村知明．異物混入を考える ─ 本当に増えて
いる？企業はどう対応すべき？．ＴＨＥ ＰＡ
ＧＥ 2015; WEB． 
 
今村知明、髙谷幸、赤羽学、神奈川芳行、鬼武
一夫、森川惠介、長谷川専、山口健太郎、池田
佳代子．食品防御の考え方と進め方～よくわか
るフードディフェンス～．今村知明 編著．太
平社．東京．2015; 1-243． 
 
今村 知明． 【第２版】食品の安全とはなにか
-食品安全の基礎知識と食品防御-．今村知明 
編著．日本生活協働組合会連合会出版部 
2015; 1-237． 
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神奈川芳行．「食品防御 基本的か考え方と今
後の課題」．食品の包装 2016：41（2）；76-82．
包装食品技術協会． 
 
今村知明編．実践！フードディフェンス．2016
年 7 月 22 日．講談社．東京． 
 
赤羽学、今村知明．食品工場における食品防御
（フードディフェンス）の考え方と業界動向２ 
食品防御（フードディフェンス）の考え方と必
要 性 ． 日 本 防 菌 防 黴 学 会 誌 ．
2016;44(10):543-547． 
 
２．学会発表 
神奈川芳行、赤羽学、今村知明、長谷川専、

山口健太郎、鬼武一夫、高谷幸、山本茂貴．

食品製造施設や物流施設における食品防御

対策上の課題について．第 74 回日本公衆衛

生学会総会．長崎．2015 年 11 月．  
 
神奈川芳行、赤羽学、長谷川専、山口健太郎、

鬼武一夫、高谷幸、山本茂貴、今村知明、永田

一穂．外食産業等における食品防御対策の検討

と今後の課題について．第75回日本公衆衛生

学会総会．大阪．2016年10月． 
 
神奈川芳行、赤羽学、加藤礼識、山口健太郎、

池田佳代子、穐山浩、高畑能久、永田一穂、

今村知明．外食産業等における食品防御対策

ガイドライン（案）の作成と今後の課題につ

いて．第 76 回日本公衆衛生学会総会．鹿児

島．2017 年 10 月． 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 
なし 
 

２．実用新案登録 
なし 
 

３．その他 
なし 
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厚生労働科学研究費補助金(食品の安全確保推進研究事業) 

「行政機関や食品企業における食品防御の具体的な対策に関する研究」 

総 合 研 究 報 告 書（平成 27-29 年度） 

 

衛生研究所での「人体（血液・尿等）試料の検査手法」の標準化 

 

 研究分担者 岡部 信彦（川崎市健康安全研究所 所長） 

研究協力者 赤星 千絵（川崎市健康安全研究所） 

荒木 啓佑（川崎市健康安全研究所） 

岸  美紀（川崎市健康安全研究所） 

穐山  浩（国立医薬品食品衛生研究所） 

  

 

 

Ａ. 研究目的 

地方衛生研究所（以下、地衛研）は、各自治体

の衛生行政の科学的、技術的中核として、保健所

等の関係部局と緊密な連携のもとに、公衆衛生の

向上を図るため、試験検査、調査研究、研修指導

及び公衆衛生情報の解析・提供を行っている。食

品の喫食による健康被害の発生がある場合、保健

所等に相談が入り、事件性が確認されていない場

合は必要に応じて地衛研がその原因究明検査を

担う。このような健康危機管理事例時に検査する

検体は、健康被害原因として考えられる食品が主

だが、状況によっては、健康被害者の人体（血液、

尿等）試料の検査依頼も想定される。 

過年度研究（「食品防御の具体的な対策の確立

と実行検証に関する研究」（研究代表者：今村知

明））において全国の地衛研に行ったアンケート

調査によると、半数の機関で人体試料の理化学検

査を経験していたが、化学物質による健康危機管

理事例発生は年間の事例数が微生物によるもの

に比べて圧倒的に少なく、地衛研の理化学検査で

人体試料が検査対象として依頼されることはま

れであった。多くの機関において取扱方法を確立

しておらず、各機関でのバイオセーフティに関す

る知識や人体試料の取扱方法は様々で、対応に苦

慮していることが明らかとなった。従って、多く

の場合、人体試料の取扱いに不慣れな検査員が、

突然、検査依頼を受けてから情報収集して検査に

着手することとなり、結果判明までに長時間を要

研究要旨 

平成 25 年末に発生した冷凍食品農薬混入事件などから、食品防御対策においてフードチェーン

と保健所との連携の重要性がさらに増してきた。同様に、地域における科学的かつ技術的な中核機

関である地方衛生研究所（以下、地衛研）での検査体制の機能強化も求められている。地衛研では

健康危機管理体制の整備を推進しているが、地衛研の理化学検査部門に対する人体（血液、尿等）

試料からの化学物質等の検査依頼はまれなことから、過年度研究において全国の地衛研にアンケー

ト調査を実施した。その結果、ほとんどの機関で検査時における人体試料による曝露事故等の未然

防止を図った検体操作が確立されていないことが明らかとなった。そこで平成 27 年度は、人体試料の

理化学検査における先駆的な取組みを調査した。平成 28-29 年度は、地衛研モデルとして当所の理

化学検査における人体試料の取扱いについて検討し、安全管理要綱案等（別紙１、別紙２）を作成し

た。 
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し、検査員の安全性確保も十分ではないようであ

る。 

そこで本研究は、地衛研の理化学検査担当にお

ける人体試料の取扱いについて適正な方法を検

討し、食中毒等の健康危機管理事例への早期対応

及び安全な試験実施を可能とすることを目的と

した。 

 

Ｂ．研究方法 

過年度研究（「食品防御の具体的な対策の確

立と実行検証に関する研究」（研究代表者：今

村知明））において実施した全国の地衛研への

アンケート調査結果より、先駆的な取組みを実

施していたA地衛研の現地調査を行った。また、

人体試料の理化学的試験を多数実施している

大学研究機関、警察、民間企業へ調査票（別紙

１）を用いた実態調査を行った。以上の調査に

より得た知見を参考に、当所の対応を検討した。 

検討した内容に基づいて①理化学試験にお

ける人体試料等安全管理要綱（案）（別紙１）

及び②人体試料等管理区域運営要領（案）（別

紙２）を作成し、人体試料中の有機リン系農薬

の分析に沿って模擬訓練を実施した。模擬訓練

後、試験担当者や所内の他部門の意見をもとに、

案を修正した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究において、特定の研究対象者は存在せず、

倫理面への配慮は不要である。 

 

Ｃ. 研究結果 

１.実態調査 

(1)A 地衛研現地調査 

平成 27 年 8 月 7日、A地衛研の人体試料の

取扱いに関する所内規程や教育訓練等の体

制を調査した。 

ア A地衛研における病原体等安全管理規程

と人体試料 

 A 地衛研では、病原体等の感染性のある

試料について A 地衛研における感染症発

生予防規程に基づいて取扱っている。人体

試料については、環境省「感染性廃棄物処

理マニュアル」を参考に「血液、血清、血

漿及び体液」を感染症発生予防規程に基づ

いて取扱っていた。また、世界保健機関

（WHO）「感染性物質の輸送規則に関する

ガイダンス 2011-2012」の「ろ紙などの吸

収剤への血液を 1 滴垂らして採取した乾

燥ろ紙血液や便潜血検査の試料は、危険物

規則の適用対象とならない。」を参考に、

十分に乾燥した乾燥ろ紙血液は感染症発

生予防規程の対象外として扱っていた。 

理化学検査室における対応としては、感

染性のある「血液、血清、血漿及び体液」

を使用する頻度が少ないため、必要に応じ

て使用する検査室を、感染症発生予防規程

におけるバイオセーフティレベル（以下、

BSL）1 又は BSL2 病原体等を取り扱う実験

室としての管理区域に一時的に設定する

よう所内規程を設けて運用していた。一例

としては、通常管理区域ではない残留農薬

検査室を、一時的に BSL2 実験室に対応し

た体制に変更することで感染性検体の取

扱いを可能としていた。 

 しかし、理化学検査の依頼であっても、

感染の危険が高いと予想される検体の場

合は微生物担当検査室で取扱うなど、研究

所として使える手段の中からケースバイ

ケースで判断することも必要であり、日常

の業務を妨げないことを考慮しつつ、いざ

という時に備えた内規を定めておくこと

が大切と考えていた。 

イ バイオセーフティの教育訓練について 

バイオセーフティ委員会の主催で講習

会を年 1回、全職員（事務職員含む）対象

に実施していた。パート・アルバイトに対

しても同様に、雇用時期に応じて臨時で実
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施しているとのことであった。講習内容は

以下の 4点であった。 

【教育訓練講習内容】 

①バイオセーフティとバイオセキュリテ

ィなどの用語説明及び感染症法の改正

によるセキュリティ強化の重要性につ

いて 

②所内の規則やバイオセーフティレベル

の説明 

③病原体等の安全な取り扱い方法の基本 

④安全設備説明・使用上の注意 

 

(2)調査票による大学、警察、民間企業の実態

調査 

平成 27 年 12 月、人体試料の理化学的試験

を多数実施している大学研究室、警察研究

機関、国立研究機関、民間研究機関へ調査票

を用いた実態調査を行った。具体的には、学

会等で人体試料の理化学的試験に関する発

表があった機関より調査対象研究機関（研

究室）を抽出し、電子メールまたは郵送によ

り調査票を送付し、協力の得られた 6 機関

の実態調査を行った。 

ア 人体試料の取扱いに関する所内規程に

ついて 

感染性のある人体試料の取扱いに関す

る所内規程等を有していた機関は 3 機関

であった。大学病院における取扱規程また

は機関内の感染症発生予防規程を適用し

ている機関が 1機関ずつ、「ヒト血液等取

扱い実験安全管理規定」と人体試料の理化

学的試験を想定して作成されたと思われ

る規程を有していた機関が１機関あり、そ

の機関では人体試料から目的物質を抽出

し分析用バイアルに分注するまでを実施

する処理専用ルーム（BSL2 管理区域）が

設置されていた。 

 

イ バイオセーフティ教育について 

熟練者からの手技伝達を実施している

という回答が多かった。バイオリスク講習

会の受講や自機関で構築したバイオセー

フティに関する e-learning の受講を必須

としている機関もあった。 

ウ B 型肝炎ワクチン接種について 

 所属機関より接種を推奨や補助されて

いるのは 3機関であった。 

エ 保護具について 

手袋、マスク、白衣、防護メガネ、化学

実験用の局所排気装置は全機関で使用さ

れていたが、生物学的安全キャビネットの

使用は 3機関であった。 

オ 機器等の洗浄・滅菌について 

器具は、ディスポーザブル器具をできる

だけ使用し、「固相抽出装置の流路等、人

体由来試料そのものが流れる範囲は 1％

次亜塩素酸ナトリウムで随時洗浄してい

る。」「ホモジナイザーは使用後に分解し

て滅菌する。エバポレーターのガラス器具、

分光光度計のセルは洗剤で洗浄する。」「実

験を行った実験台や安全キャビネットは、

消毒用エタノールを噴霧した後、キムタオ

ルで拭いて洗浄する。」「機器装置は有機

溶媒（メタノール(またはアセトニトリ

ル):水=9:1 等）でラインを洗浄する。」な

どの運用例があった。 

カ 人体試料及び器具等の廃棄について 

人体試料及び人体試料に試薬を加えた

試料液等はすべて感染性廃棄物又は火葬

場での焼却であった。また、使用済みの器

具については、すべての機関で感染性廃棄

物とされていた。 

キ 試料の感染性の考え方について 

 人体試料は感染性試料として取扱うが、

人体試料に有機溶媒など試薬を加えたも

のや目的物質のみ抽出した液などは感染
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性がないとして取扱われている機関もあ

った。 

 

２．当所の対応の検討結果 

(1)人体試料及び人体試料含有液について、感

染性試料として取扱う範囲 

過年度研究（「食品防御の具体的な対策の

確立と実行検証に関する研究」（研究代表者：

今村知明））において全国の地衛研に行った

アンケート調査の結果より、各機関における

試験の実施状況が異なることや、過剰な対応

は試験実施の汎用性を妨げるなどの問題は

あるが、健康危機事例時の対応に関しては、

「標準予防策」を推奨するのがよいと考えた。 

標準予防策とは、米国の疾病予防管理セン

ター(Centers for Disease Control and 

Prevention)から「Guideline for Isolation 

Precautions in Hospitals:病院における隔

離予防策のためのガイドライン」で発表され、

すべての血液および体液、分泌物、排泄物、

膿などの湿性生体物質（汗は除外される）と

それらに汚染された器材はすべて感染性が

あるとして対応すべきという概念であり、感

染予防策の基本的な考え方となっている。 

 標準予防策の概念をもとに、全国の地衛研

で取扱経験のある人体試料について、感染性

試料として取扱う範囲を選定した（図１）。 

 また、人体試料に有機溶媒、酸等の抽出溶

媒を加えた抽出液、測定液及び機器分析後の

廃液（以下、人体試料含有液）の感染性につ

いて検討した。文献等を調査した結果、病原

体等の滅菌にはオートクレーブ又は次亜塩

素酸による処理が推奨されており、理化学検

査における抽出操作によく用いられている

メタノール、アセトニトリル、酢酸エチル、

酸等で感染性がなくなるかについて不明な

ことが多いため、人体試料含有液についても

感染性はあるとして取扱うことが望ましい

と考えた。 

(2)人体試料と所内の感染症発生予防規程との

関係 

 理化学検査において感染性試料として

取扱う人体試料に関して、当所の「病原体

等安全管理規程」に沿った対応が必要かど

うか検討した。厚生労働省ホームページ

「病原体等管理業務に関する Q&A」

（http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisa 

kujouhou-10900000-Kenkoukyoku/6_02. 

pdf）によると、人体試料は規制の対象とし

ないが、特定病原体等が検出された人体試

料の取扱いに関しては、十分留意した上で

特定病原体等に準じた取扱いが好ましい

とされていた。特定病原体等とは、感染症

法改正（平成 18 年 12 月）により、取扱い

には法に基づく規制が課せられているも

のとして指定されている病原体等のこと

で、ボツリヌス菌や A型インフルエンザウ

イルスなどが含まれる。そこで、搬入時の

付属情報や検査結果等により特定病原体

等の含有が明らかな人体試料については、

「病原体等安全管理規程」で定められてい

る特定病原体等に準じた取扱いとし、その

他の人体試料については理化学検査エリ

アにおける対応を検討することとした。 

(3)人体試料及び人体試料含有液の取扱い場所 

WHO 実験室バイオセーフティ指針（WHO 第 3

版）においては、人体試料について「臨床検

体及び診断用検体の取扱いは通常 BSL2 で行

う。」と示されているが、当所の理化学検査

エリアは、もともと人体試料や病原体等を取
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扱う想定がなく、「病原体等安全管理規程」

で定める病原体等を取扱うことができる BSL

が設定された検査室はない。 

そこで、理化学検査エリアにおいて、特定

病原体等を含まない人体試料及び人体試料

含有液を安全かつ効率的に取扱うことがで

きる条件を抽出し、感染症発生予防を考慮し

た「人体試料等管理区域」を時限的に設定す

ることを検討した（図２）。 

 人体試料等管理区域は、曝露リスクを低減

させるため、担当者以外の立入りを制限する

ことが望ましく、当該検査に必要最小限の範

囲であるほうが汚染除去の負担が少ない。当

所では、ケミカル・ハザード対応の高度安全

実験室として、検体処理室、分析機器室２及

び前室からなる特定化学物質検査室（図３）

があり、検体処理室にはナノマテリアル対策

キャビネット（以下、キャビネット）が備わ

っており、屋外排気つき生物学的安全キャビ

ネットと同等と考えられるため、特定化学物

質検査室を人体試料等管理区域として使用

することを考えた。 

取扱いの作業内容として、 

ア 人体試料を「開封使用」すること（開封

して分注する、溶媒等を加える、など） 

イ 密閉容器等に入れたものを分析機器等

で「密閉使用」すること（プラスチック製

遠心管に密閉したまま遠心分離機で遠心

分離する、バイアル瓶に密閉したまま液体

クロマトグラフで分析する、など） 

ウ 密閉容器に入れたものを「移動」し「容

器保管」すること（保存用の密閉容器に入

った試料を、他の部屋の冷凍庫に保存する、

など） 

があげられ、それぞれの取扱い場所について

検討した。「開封使用」は取扱いの中で最も

曝露のリスクが高いため、感染性試料の汚染

範囲を極力広げないよう、キャビネット内に

限定することとした。「密閉使用」は、容器

から内容物が漏れるリスクがあるため人体

試料等管理区域内とし、「移動」及び「容器

保管」に関しては漏れるリスクは低いため、

容器の表面に内容を明示し、人体試料等管理

区域外でも取扱えるようにした（表１）。 

(4)人体試料等管理区域の設定範囲 

 「開封使用」及び「密閉使用」を人体試料

等管理区域内に限定するため、前述した特定

化学物質検査室（図３）のみを人体試料等管

理区域に指定し、理化学検査を実施すること

が可能か検討した。抽出操作に使用する固相

抽出装置やホモジナイザー等は、「開封使用」

する検体処理室のキャビネット内に移動が



 

4-6 

 

可能であった。一方、大型の分析機器は分析

機器室１と分析機器室２に設置されており、

分析機器室１のみにある据付タイプの機器

（ガスクロマトグラフや質量分析装置など）

を使用する検査依頼があった場合、「密閉使

用」したいが特定化学物質検査室内に移動不

可能であることがわかった。そのため、検査

依頼の項目によって人体試料等管理区域の

設定範囲を、「特定化学物質検査室のみ」ま

たは「特定化学物質検査室＋分析機器室１の

指定機器とその周辺」と選択することが必要

となった。 

(5)人体試料等管理区域の設置及び解除にかか

る許可または確認手続きの検討 

 (3)人体試料及び人体試料含有液の取扱い

場所の検討及び(4)人体試料等管理区域の設

定範囲の検討の結果より、検査依頼された試

料の特定病原体等の有無や検査項目により、

人体試料等管理区域の設置範囲が変わるこ

とが分かった。そのため、人体試料等管理区

域を設置する際、その範囲の妥当性について

判断が必要となる。試料に付属した臨床情報

（特定病原体等の有無等）から試料の取扱場

所の判断をすることを考慮すると、あらかじ

め所属長の許可を得ておく必要がある。しか

し、緊急の検査依頼の場合には、検査の迅速

性を優先させることもあり得ることから、人

体試料等管理区域を設置する際、その範囲に

ついては、人体試料等取扱主任者（理化学検

査における責任者）による選定も可能とした。

いずれにしても、必要な記録を着実に残し、

所属長へ適時報告し、必要に応じて「病原体

等安全管理規程」における病原体等取扱主任

者等へ相談を行うこととした。 

(6)取扱担当者の選定及び教育・健康管理につ

いて 

 人体試料等を取り扱う担当者はバイオセ

ーフティに関する知識を習得する必要があ

る。内容としては、１.１）A地衛研現地調査

【教育訓練講習内容】が最低限必要であり、

加えて、健康危機管理事例時においては種々

の検討を実施し、事例報告等の調査研究業務

に発展することが多いと考えられるため、人

を対象とする医学系研究に関する倫理指針

についても教育する必要がある。また、担当

者の感染防御のため、日本環境感染学会「医

療関係者のためのワクチンガイドライン 

第 2版」( http://www.kankyokansen.org/ 

modules/publication/index.php?content 

_id=17)を参考に、患者の血液・体液に接する

可能性のある場合は、B 型肝炎ワクチン接種

を推奨すべきである。 

(1)～(6)で検討した対応をもとに、①理化学

試験における人体試料等安全管理要綱（案）（別

紙１）及び②人体試料等管理区域運営要領（案）

（別紙２）を作成した。 

 

３．模擬訓練の実施と検討結果 

(1)人体試料の想定 

模擬訓練では、JIS 規格の人工尿を調製し

て使用し、「特定病原体等を含まない人体試

料」と想定し、２で作成した案に基づいて訓

練を実施した。 

(2)分析法の各操作の取扱内容と人体試料等管

理区域の設定 

 模擬訓練に使用した分析法を図４に示す。 
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本分析法は、当所で検討している人体試料中

の有機リン系農薬の分析法の一部である。表

１に基づいて、分析法における各操作につい

て取扱内容を分類し、その結果を、図４の分

析法の左側に示した。開封使用及び密閉使用

する場所のうち、実験室１（図３中、検体処

理室）と分析機器室（図３中、分析機器室１）

については、人体試料等管理区域として時限

的に設定することとした。実験室２は、微生

物検査エリアにあり、BSL2 に指定されてい

る実験室であったため、人体試料等管理区域

の設定は不要であった。 

 さらに、人体試料等安全管理区域運営要領

（案）に基づいて、「人体試料等取扱計画書

及び人体試料等管理区域設置届」を作成した。

この届の様式（別紙２様式１）については、

実験操作の流れと取扱内容、取扱場所につい

て記載し、設置する人体試料等管理区域の範

囲が妥当かどうか判断できることを目的と

して、記載項目を設定した。 

(3)模擬訓練の実施と検討した対応 

 図４の分析法に従って操作を行い、実験室

１での開封使用の際は、キャビネットを使用

した。模擬訓練の実施後、以下の項目につい

て、対応を検討した。 

ア 白衣や靴の取り扱い 

 開封使用した実験室１から廊下に出る

際、白衣や靴への付着により人体試料等の

曝露を人体試料等管理区域外へ広げるこ

とがないよう、ディスポーザブルの白衣と

シューズカバーを使用することとした。 

イ 分析操作手順の掲示 

 試験実施にあたり、手順確認のために分

析操作途中で手順書に触れることは、人体

試料等の汚染が広がることを意味する。こ

れを避けるため、試験開始前にキャビネッ

トのフロントパネルへ手順書を貼り付け

る等の掲示をすることとした。 

ウ 試薬の計量の事前準備の重要性 

 図１の分析法の中の、「塩化ナトリウム

添加」は、固体試薬を重量計量して添加す

る操作である。この場合、電子天秤を使用

することになる。キャビネット内での操作

を簡便にするため、予め計量した塩化ナト

リウムを薬包紙に包む等で用意しておく

こととした。同じく、「pH 調製」について

も、キャビネット内での操作を簡便にする

ため、予め加える量を分析法に定めるか試

験紙等を用意し、キャビネット内で実施で

きるようにすることとした。 

エ 移動の際の容器について 

 開封使用していた容器を密閉した後、容

器周囲に内用液が付着している可能性が

あるため、容器周囲の汚染除去をする。密

閉した容器を持って、廊下等の人体試料等

管理区域外を移動する際は、内容物が人体

試料等であることを明記した箱に入れて

輸送する。人体試料等を密閉していない状

態で人体試料等管理区域外に持ち出して
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はならないこととした。 

オ 短時間離れるときや長時間離れるとき

等の研究中断時の扱い 

 人体試料等管理区域の設置届出期間を

長く設定している場合、その期間中のすべ

てに他の職員等の利用制限をすると、業務

に支障をきたすことがある。そのため、設

置届出期間中の人体試料等管理区域の一

時解除の手順を検討した。一時解除すると

きは、他の職員等がその区域内で、どこに

触れても安全に利用できるようにした状

態でなければならない。 

例えば、開封使用した実験室１から廊下

に出る場合等、人体試料等管理区域から短

時間離れるときには、キャビネット内の人

体試料等及び人体試料等が付着した廃棄

物の容器は密閉し、使用していた手袋等保

護具は取り外す。この場合は、人体試料等

管理区域の一時解除はしない。 

一方、人体試料等管理区域での 1日の使

用が終了し、次の日に使用しない場合等、

人体試料等管理区域から長時間離れると

きは、短時間離れるときと同様に区域内の

整理整頓に加え、人体試料等が付着してい

るおそれがある箇所について、汚染除去及

び清掃をした後、人体試料等管理区域を一

時解除することとした。汚染除去の方法に

ついては、当所の微生物検査担当に倣った。 

カ 記録について 

 人体試料に関する受領から検査終了時

の保管までの管理内容についての記録と

して、当所の食品検体の管理を記録してい

る検体使用管理簿をもとに「検体使用管理

簿（人体試料用）」を作成した。しかし、

これは依頼検査時に検体を使用する際の

記録様式であったため、研究目的に用いる

には不都合な点があった。また、依頼検査

の場合、検体使用管理簿は依頼内訳と一緒

に保管するため、検査終了後の検体使用管

理簿から、現在保管されている人体試料等

の所在を把握するのが困難であった。その

ため、人体試料を保管する保冷庫に掲示す

るための管理簿の様式を追加作成し、その

管理簿から保管中の人体試料等すべての

状況が把握できるようにした。 

 人体試料等管理区域について、設置を届

け出た期間内の使用状況を記録する「人体

試料等管理区域使用記録簿」を作成した。

また、点検方法を検討した。 

キ 届出の記載事項 

 届出の意義は、人体試料を使用する分析

の各操作において、実施場所や実施方法を

要領や規則に沿って計画し、その計画が適

切かどうか、研究所長や人体試料等取扱主

任者、病原体等取扱主任者等の確認を得る

ことである。その意義から届出に記載が必

要な事項を検討し、「理化学試験における

人体試料等取扱計画書及び当該試験に係

る人体試料等管理区域設置届」を作成した。 

ク 複数の検査目的の使用が重複したとき 

 人体試料等管理区域の設置届出期間が、

複数の届出で重複した場合、担当者同士で

譲り合って使用することになる。同じ場所

を同時に使用することは、人体試料等の曝

露のリスクを高めるため避ける必要があ

る。そのため各担当者が、使用後に人体試

料管理区域を一時解除し、別の担当者が改

めて設置するようにした。届出期間内の一

時解除や設置再開の記録は、「人体試料等

安全管理区域使用記録簿」で行うこととし
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た。 

上記の検討した対応を踏まえて、①理化学試

験における人体試料等安全管理要綱（案）及び

②人体試料等管理区域運営要領（案）を修正し

た（別紙１、別紙２）。また、全国の地衛研へ

発表用に1枚のポスター（別紙３）にまとめた。 

 

Ｄ. 考察   

地衛研の理化学検査部門において、人体試料の

検査受け入れに対する問題点は、過年度研究（「食

品防御の具体的な対策の確立と実行検証に関す

る研究」（研究代表者：今村知明））において実

施した全国の地衛研へのアンケート調査結果に

より大きく 2点が挙げられる。感染性試料として

の取扱いを要する可能性と、食品試料や環境試料

に対するものとは異なる成分組成や標準品（代謝

物を含む）の入手の必要性についてである。後者

は、検査目的物質のヒト体内挙動や検査方法の調

査及び検討を要する点で早期対応が困難となっ

ているが、本研究では前者について注目した。 

地衛研では、人体試料の微生物検査は通常実施

されており、微生物検査部門においては病原体を

含む感染性のある人体試料を取扱うための設備

及び教育体制が整っている。一方、理化学検査部

門においては病原体を取扱わないため、感染性の

疑いのある検体の検査依頼を想定していない。微

生物検査部門と理化学検査部門は、一般的に実験

エリアも検査担当教育も全く別で実施されてい

るため、人体試料を病原体等が含まれている試料

として考慮すると種々の操作に問題が生じた。そ

こで、本研究では人体試料の理化学部門における

取扱手法について検討した。 

全国の地衛研において、設備や組織体制等が異

なり、一律な対応を検討するのは困難なため、地

衛研モデルの一つとして、当所における要綱等の

作成を目指した。要綱等で規定した主な内容は、

以下の 4点である。 

・感染性試料として扱う試料の対象の設定 

・試料の取扱場所及び管理方法 

・取扱担当者の選定及び教育・健康管理について 

・記録すべき事項及び方法 

これらについて、他機関の先駆的な取組みを調

査し、その結果を参考に対応を検討し、要領及び

規程案を作成した。その後、模擬訓練を実施し、

要綱及び要領案を検証し、修正した。本対応は、

健康危機管理事例時の人体試料の取扱いに加え

て、未知物質の取扱いにも応用できると考えられ

る。この案が、全国の地衛研での対応の検討に貢

献できれば幸いである。 

 

Ｅ. 結論 

健康危機管理事例への早期対応及び安全な試

験実施のため、地衛研の理化学検査担当における

人体試料の取扱いについて参考となるべく、川崎

市健康安全研究所における要領等の案を作成し

た。 

 

Ｆ. 健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

１.論文発表 

なし 

 

２．学会発表 

赤星千絵、橋口成喜、岩瀬耕一、岡部信彦．衛

生研究所における人体（血液・尿等）試料の取

扱いについて～アンケート結果報告～．第 52 回

全国衛生化学技術協議会年会．静岡．2015 年 12

月． 

 

赤星 千絵、荒木 啓佑、岸 美紀、福田 依美

子、穐山 浩、岡部 信彦．地方衛生研究所理化

学部門における人体（血液・尿等）試料の取扱

いについて～川崎市の対応と考察～．第 54 回全
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国衛生化学技術協議会年会．奈良．2017 年 11

月．   

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

  なし 

３．その他 

  なし 



川崎市健康安全研究所 理化学試験における人体試料等安全管理要綱

（目的）

第１条 川崎市健康安全研究所 理化学試験における人体試料等安全管理要綱（以下「人

体試料等要綱」という。）は、川崎市健康安全研究所（以下「研究所」という。）の理化

学試験において取扱う人体試料等の安全管理について定め、研究所における人体試料等

に起因して発生する病原体等の曝露事故の未然防止を図ることを目的とする。川崎市健

康安全研究所病原体等安全管理規程（以下「病原体規程」という。）第１１条との関連を

考慮し、人体試料等の理化学エリアにおける取扱いについて、必要な事項を定めるもの

とする。

（定義）

第２条 人体試料等要綱において、次の各号に定める用語の定義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

（１）「人体試料」とは、ヒト由来の血液、尿、吐物、胃洗浄液、母乳等湿性生体試料（乾

燥しているものを含む）をいう。毛髪、爪、歯、皮膚等の乾性生体試料は含めない。

（２）「人体試料含有液」とは、人体試料に試薬を加えた試料液、ろ液、抽出液、測定機器

からの廃液をいう。

（３）「人体試料等」とは、人体試料及び人体試料含有液をいう。

（４）「病原体等」とは、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫、プリオン並びに微生物の産生す

る毒素で、人体に危害を及ぼす要因となるものをいう。

（５）「特定病原体等」とは、感染症法で規定する一種病原体等、二種病原体等、三種病原

体等及び四種病原体等をいう。

（６）「環境安全管理」とは、人体試料等を介した病原体等への曝露等を予防すること（バ

イオセーフティ）並びに人体試料及び使用試薬中の有害物質に起因する健康被害を予

防することをいう。

（７）「人体試料等管理区域」とは、人体試料等の安全管理に必要な区域として時限的に設

置された管理区域をいう。

（８）「試験担当者」とは、人体試料を用いた試験を実施する職員をいう。

（他要領等との関連）

第３条 この要綱に定めのない事項は、病原体規程、川崎市健康安全研究所化学物質等環

境安全管理要領及び他の要綱・要領等に従う。

（環境安全管理体制責任者）

第４条 研究所長（以下「所長」という。）は、理化学試験における人体試料等の環境安全

（案）
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管理に関する事務を統括する。

（理化学エリアにおける人体試料等の使用の制限）

第５条 人体試料を対象とした理化学試験において、試験担当者は、第７条に基づき人体

試料等管理区域を設置し、第８条で定められた規程に基づき、人体試料等を取り扱う。

ただし、特定病原体等を含むことが明らかな人体試料については（人体試料含有液は除

く）、病原体等安全管理区域内で使用する。

２ オートクレーブによる滅菌処理を施した人体試料等については、前項の制限から除く。

（人体試料等取扱主任者）

第６条 研究所の理化学担当課長は、理化学試験における人体試料等取扱主任者として、

人体試料等管理区域の環境安全管理に必要な措置・記録の確認、取扱職員等への教育・

訓練等、その職務を遂行する。試験担当者及び人体試料等管理区域に立ち入る者に対し、

この要綱に基づく指示を行う。

（人試管理区域の設置及び解除）

第７条 研究所において人体試料の理化学試験を実施する際、試験担当者は試験計画に基

づき必要な理化学エリアの区域を時限的に人体試料等管理区域として設置することがで

きる。

２ 試験担当者は、人体試料等管理区域を設置するときは、所長及び人体試料等取扱主任

者へ届け出なければならない。

３ 試験担当者は、前項の人体試料等管理区域において、届出内容に変更が生じるときは、

所長及び人体試料等取扱主任者へ届け出なければならない。

４ 人体試料等取扱主任者は、前項の届出内容から人体試料等管理区域の範囲等が適切か

どうか確認する。必要に応じて病原体等取扱主任者に相談する。

５ 試験担当者は、人体試料等管理区域の解除をするときは、所長及び人体試料等取扱主

任者へ届け出なければならない。

６ 人体試料等取扱主任者は、前項の届出を受けたとき、解除しようとする人体試料等管

理区域の汚染除去の状況を確認する。

（人体試料等管理区域運営要領）

第８条 人体試料等管理区域の安全性を確保するため、この要綱に基づく人体試料等管理

区域の設置や解除に必要な設備要件、設置開始から解除までの立入の制限、人体試料等

の取扱い（使用、運搬、保管、汚染除去及び廃棄）、記帳の義務、関連情報等については、

所長が別に定める。
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（人体試料に含まれる病原体等の判明）

第９条 試験担当者は、人体試料等に含まれる病原体等が判明した場合、当該人体試料等

の取扱いについて、病原体等取扱主任者の指示に従う。

（試験担当者の制限等）

第１０条 試験担当者は、次に掲げる条件を満たす者でなければならない。

（１）特定病原体等を含むことが明らかな人体試料の場合、または病原体等取扱主任者が

必要と認めた場合、試験担当者は、病原体規程第１６条の定める条件を満たす者でな

ければならない。

（２）（１）を除く人体試料等の場合、試験担当者は、第１１条に規定する教育訓練を１回

以上受けていること。

（教育訓練）

第１１条 所長は、職員にこの要綱の周知を図り、人体試料等取扱主任者及び試験担当者

に対して、病原体等による感染症の発生の予防・まん延防止に関すること、人体試料等

の病原性、実験中に起こり得るバイオハザードの範囲及び安全な取扱方法並びに実験室

の構造、使用方法及び事故発生等の緊急時処置等について、必要な事項の教育・訓練を

施さなければならない。

（健康管理）

第１２条 所長は、取扱職員に対し、人の血液等を取扱う業務に従事する職員が受けるべ

き健康診断やワクチン接種対策への配慮を行うこと。

（曝露と対応）

第１３条 次の各号に掲げる場合は、これを曝露として取扱うものとする。

（１）外傷、吸入、粘膜曝露等により、人体試料等が取扱職員等の体内に入った可能性が

ある場合

（２）実験室内の安全設備の機能に重大な異常が発見された場合

（３）人体試料等により、実験室内が広範囲に汚染された場合

（４）職員等の健康診断の結果、人体試料等の曝露を介した病原体等による感染症と疑わ

れる異常が認められた場合

２ 曝露を発見したものは、病原体規程に準じて速やかに必要に応じた処置を行うととも

に、所長及び人体試料等取扱主任者に報告しなければならない。

附 則

この要綱は、平成３０年 月 日から施行する。
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川崎市健康安全研究所 人体試料等管理区域運営要領

（目的）

第１条 この要領は、川崎市健康安全研究所 理化学試験における人体試料等安全管理要

綱（以下「人体試料等要綱」という。）第８条に基づき、人体試料等管理区域の安全管理

のため必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この要領で使用する用語の定義は、人体試料等要綱で使用する用語の例に加え、

次の各号に定める用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）人体試料等の「取扱い」とは、開封使用、密閉使用、容器移動、容器保管及び廃棄

をいう。

（２）「開封使用」とは、人体試料等が保存されている密閉容器を開封し、分注する、有機

溶媒等を加える、ホモジナイズする等で使用することをいう。また、人体試料等が付

着した器具及び容器について、汚染除去をする、又は袋や瓶等の容器に密閉する前の

状態を含む。

（３）「密閉使用」とは、人体試料等が保存されているプラスチック製遠心管やバイアル瓶

等の密閉容器を開封しないまま、遠心分離機や液体クロマトグラフ等の機器で使用す

ることをいう。

（４）「容器移動」とは、人体試料等が保存されている密閉容器を、開封しないまま機器間

や検査室間を移動させることをいう。

（５）「容器保管」とは、人体試料等が保存されている密閉容器を、開封しないまま保冷庫

や保管庫で保管することをいう。

（６）「廃棄」とは、人体試料等が保存されている密閉容器を、廃棄業者から配布された感

染性産業廃棄物用の容器に入れること、又は微生物担当内に設置されている廃棄用容

器に入れることをいう。

（人体試料等管理区域の設置）

第３条 人体試料等要綱第７条の規定に基づき、人体試料等管理区域を設置するときは、

次の各号に掲げる事項に従って行う。

（１）試験担当者は、設置目的の人体試料を用いた理化学検査において、実施する操作及

び使用する機器を確認し、理化学エリアにおける人体試料等の使用に必要な範囲を選

定し、「理化学試験における人体試料等取扱計画書及び当該試験に係る人体試料等管理

区域設置届」（別添第１号様式）を用いて所長に設置を届け出る。すでに別の計画書に

より人体試料等管理区域が設置されている場合も、その試験担当者と共用方法につい

て相談した上で、同様に届け出る。届出の後、記載内容に変更がある場合、同様式を

（案）
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用いて変更を届け出る。

（２）所長及び人体試料等取扱主任者は、前項による届出事項を確認する。必要に応じて

病原体等取扱主任者の意見を聞く。人体試料等取扱主任者は、届出事項を確認後、理

化学担当職員に人体試料等管理区域の設置される場所及び期間（予定）を周知し、人

体試料等管理区域が設置されている間は、掲示等により、試験担当者以外は不用意に

立ち入らないよう注意を促す。

（人体試料等管理区域における人体試料等の取扱い）

第４条 試験担当者は、人体試料等の取扱いをするときは、次の各号に掲げる事項に従っ

て行う。

（１）人体試料等を開封使用及び密閉使用するときは、人体試料等管理区域内で行わなけ

ればならない。

（２）容器移動及び容器保管については、人体試料等を取り扱っていることを周囲がわか

るよう明示したうえで、人体試料等管理区域外で取り扱ってもよい。

（３）特定病原体等を含むことが明らかな人体試料の取扱いについては（人体試料含有液

は除く）、病原体等安全管理区域で行う。

（４）人体試料等管理区域は、第３条に基づく届出により指定した場所及び期間の範囲内

で設置する。

（５）試験を実施する前に、人体試料等要綱第１０条２号に基づき人体試料等要綱第１１

条の教育訓練を受けていること。

（６）人体試料の受領及び使用記録は、「検体使用管理簿（人体試料用）」（別添第２号様式）

を用いて行う。この記録は、依頼検査の場合、依頼内訳と一緒に保管する。

（７）人体試料等管理区域の設置、使用及び解除の記録は、「人体試料等安全管理区域使用

記録簿」（別添第３号様式）を用いて行う。この記録は、解除届に添付し、一緒に保管

する。

（８）人体試料等を開封使用するときは、原則として検体処理室に設置されているナノマ

テリアル安全キャビネット（以下「キャビネット」という。）を使用して行う。使用す

る機器等により物理的または使用条件的にキャビネット内での取扱いが困難な場合、

人体試料等の飛散や曝露により一層の注意を払って取り扱う。

（９）開封使用していた人体試料等は、作業終了後速やかに汚染除去するか密閉し、作業

範囲の汚染除去をする。汚染除去の方法は、微生物検査担当のバイオセーフティマニ

ュアルに従う。

（１０）人体試料等を密閉使用するときは、人体試料等（廃液を含む）を確実に密閉する。

（１１）不測の要因で密閉使用していた人体試料等の容器が開封した場合、必要に応じて

ただちにその周辺を人体試料等管理区域として、汚染が拡大しないよう汚染除去する。

汚染除去の方法は、微生物検査担当のバイオセーフティマニュアルに従う。
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（１２）人体試料等を保管するときは、人体試料等の種類や混入している溶媒、保管担当

者名を容器に記載するか添付する。そして、検体処理室の冷蔵冷凍庫<Ref4(FR)>に保管

する。さらに、冷蔵冷凍庫に備えている人体試料等管理簿に保管状況を記録する。

（１３）人体試料等要綱第５条２号の示す滅菌処理は、オートクレーブによる１２１℃で

２１分間の高圧蒸気滅菌処理をいう。

（人体試料等管理区域の解除）

第５条 第３条に基づき設置した人体試料等管理区域を解除するとき、次の各号に掲げる

事項に従って行う。

（１）試験担当者は、設置した人体試料等管理区域の汚染除去を確実に実施し、「理化学試

験における人体試料等取扱報告書及び当該試験に係る人体試料等管理区域解除届」（別

添第４号様式）を用いて所長に解除を届け出る。その際、「人体試料等管理区域使用記

録簿」（別添第３号様式）を提出し、解除届と一緒に保管する。

（２）所長及び人体試料等取扱主任者は、前項による届出事項を確認する。人体試料等取

扱主任者は、届出事項の確認後、解除しようとする人体試料等管理区域の汚染除去の

状況を、提出された「人体試料等管理区域使用記録簿」（別添第３号様式）に沿って確

認する。理化学担当職員に人体試料等管理区域の解除を周知する。

（施設等の点検）

第６条 人体試料等取扱主任者は、人体試料等管理区域の設置及び解除時他、必要なとき

に人体試料等の取扱いや人体試料等管理区域の使用状況、記録等を点検し、人体試料等

要綱や本要領に基づいた安全管理ができているか確認する。

２ 人体試料等取扱主任者は、人体試料等管理区域における次の各号に掲げる関連設備を、

設置及び解除時他、必要なときに点検し、不都合があれば交換や修理等の必要な措置を

講ずることにより、その機能の維持を図る。

（１）キャビネット フィルター及び陰圧管理等

（２）汚染除去等設備 廃棄容器、消毒薬等

（３）保管物 表示、感染性廃棄物等

（記録の保管）

第７条 本要領にかかる記録は、人体試料等取扱主任者が１０年間保存する。

 附 則

この要領は、平成３０年 月 日から施行する。
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（第１号様式）

□ 新規 □ 変更・年度更新

　管理番号：　　

目的 担当者 方法

試料の採取

溶液を
加える

抽出・酸分解・
精製等

測定

試験担当者

　所属：　　　　　　　　　氏名：

　所属：　　　　　　　　　氏名：

備考
（試験対象に関する情報等）

□ 情報提供有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□ 情報提供無
試験対象の提供者に関する特
定病原体等の罹患歴について

理化学試験における人体試料等取扱計画書
及び当該試験に係る人体試料等管理区域設置届

試験項目名

試験対象の人体試料

届出年月日：　　　　　年　　　　月　　　　日

試験目的
□ 依頼検査
□ 調査研究（研究課題番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

人体試料等管理区域
設置期間

　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日（予定）

試験方法の概略
使用器具・機器 使用場所

人体試料等管理区域
設置場所

　□検体処理室・□分析機器室２（機器名：　　　　　）及びその周辺・□前室
　□分析機器室１（機器名：ＧＣ－ＦＰＤ　）及びその周辺・□その他（　　　　　　）
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検体使用記録

人体試料等管理記録

検査終了後、人体試料等の保管及び廃棄記録

※
保管物には、廃棄者が適切に廃棄できるよう、人体試料や溶媒、管理責任者について付記したメモとともに保管すること。

：

保管方法
そのまま
　・

別容器に小分けした
保管場所

検体処理室
（　　　　　　　　　）室

実験台・冷蔵庫・冷凍庫
担当者

移動日 担当者 保管場所

検体処理室
（　　　　　　　　　）室

実験台・冷蔵庫・冷凍庫

感染性廃棄物

検体処理室
（　　　）室

実験台

冷蔵庫

冷凍庫

検体処理室
（　　　）室

実験台

冷蔵庫

冷凍庫

保管物※

備考

検体処理室
（　　　）室

実験台

冷蔵庫

冷凍庫

人体試料等
個別記号

調製日 担当者 調製方法
保管
場所

保管
容器

有　・　無
検体処理室

（　　　　　　　　　）室
実験台・冷蔵庫・冷凍庫

有　・　無
検体処理室

（　　　　　　　　　）室
実験台・冷蔵庫・冷凍庫

有　・　無
検体処理室

（　　　　　　　　　）室
実験台・冷蔵庫・冷凍庫

使用日 担当者 残品の有無 備考保管場所

検体番号：        　　　　　　　　　　　　　 試料の種類：        　　　　　　　　　　　　　 
備考（病原体等情
報など）

（第２号様式）

検体使用管理簿（人体試料用）
受付番号：        　　　　　　　　　　　　　 

受領日：　　　年　　　月　　　日

検査依頼者：□川崎・□幸  ・□中原・□高津・□宮前・□多摩・□麻生

   　 　　  □専監・□市場・□学給・□教育・□港湾・□その他（　　　　　）

　管理番号：　　
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人体試料等管理区域設置記録

清
掃

掲
示

手
袋

白
衣

マ
ス
ク

保護
眼鏡

シューズ
カバー

A

B

C

D

人体試料等管理区域使用記録

掲
示

手
袋

白
衣

マ
ス
ク

保護
眼鏡

シューズ
カバー

清
掃

人体試料等管理区域解除記録

掲示
解除

A

B

C

D

試料等
保管

感染性
廃棄物

保護具
の使用

使用後点検使用前点検

（第３号様式）

人体試料等管理区域使用記録簿

　□検体処理室・□分析機器室２（機器名：　　　　　）及びその周辺・□前室
　□分析機器室１（機器名：　　　　　）及びその周辺・□その他（　　　　　　）

備考

　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

場所 担当者

人体試料等管理区域
設置届出場所

人体試料等管理区域
設置届出期間

管理区域
記号

設置日

設置時点検

解除日

解除時点検

担当者
人体試料等
取扱主任者

備考
清掃

感染性
廃棄物

次亜塩素酸Na
液

管理区域
記号

　管理番号：　

試験担当者人体試料等取扱主任者

使用日 使用管理区域記号 担当者
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人体試料等管理区域設置記録

清
掃

掲
示

手
袋

白
衣

マ
ス
ク

保
護

眼
鏡

シュー
ズ
カバー

A 1/9 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

B 1/9 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

人体試料等管理区域使用記録

掲
示

手
袋

白
衣

マ
ス
ク

保
護

眼
鏡

シューズ
カバー

清
掃

1/9 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

1/10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

1/11 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

人体試料等管理区域解除記録

掲示
解除

A 〇

B 〇

・解除時点検－清掃：使用したサンプル、試薬、器具、廃棄物等をすべて片付け、区域内の汚染除去処理をする。区域内の
汚染除去が完了したら”○”を記入。器具を0.5％次亜塩素酸Na液に漬けているものに関しては、一定時間経過したら速や
かに片付けることを限りに、検体処理室キャビネット内に置いてあったままでもよい。
・解除時点検－感染性廃棄物：感染性廃棄物について、微生物担当の廃棄物入れに入れさせてもらう。
・解除時点検－掲示解除：清掃、廃棄物の○の記入ののち、管理区域の掲示を外して、”○”を記入。
・解除時点検－担当者：点検を行った担当者が記名。
・解除時点検－人試管理区域責任者：人試管理区域責任者は解除時、点検について再チェックし、問題なければ確認印。

〇 ▲▲

管理区域
記号

解除日

解除時点検

担当者
人体試料等
取扱主任者

1/12 〇 〇 ▲▲ △△

▲▲

検体処理室

分析機器室１（機器名：ＧＣ－ＦＰＤ
）及びその周辺

▲▲

・管理区域記号は、各管理区域の場所を、使用記録に毎回記入するのを避けるため便宜上符号するものであって、どの場所
にどの符号を用いても良い。
・設置時点検－清掃：当該試験に必要ないものがすべて片付けられているか。整理整頓されているか。されていない場合、
片付けてから”○”を記入。
・設置時点検－掲示：管理区域を設置したのが他者にわかるよう、掲示してから”○”を記入。別の設置届にて管理区域が
既に設置している場合、同時に一緒に利用することはできないため、既存管理区域の担当者と相談し、既存管理区域を一時
解除後、当該試験用の管理区域の掲示をしてから”○”を記入。
・設置時点検－手袋：手袋を準備する。準備したら”○”を記入。
・設置時点検－白衣：白衣を準備する。準備したら”○”を記入。
・設置時点検－マスク：マスクを準備する。準備したら”○”を記入。
・設置時点検－保護眼鏡：保護眼鏡の手袋を準備する。準備したら”○”を記入。
・設置時点検－シューズカバー：シューズカバーを準備する。準備したら”○”を記入。
・設置時点検－担当者：点検を行った担当者が記名。

使用日 使用管理区域記号

▲▲

使用前点検 使用後点検

担当者 備考
次亜塩素酸Na液

試料等
保管

保護具
の使用

△△

清掃
感染性
廃棄物

備考

1/11 〇 〇

・使用管理区域記号：使用日に使用した管理区域のみ、上で指定した管理区域記号を用いて記入。
・使用前点検－掲示：当該試験のための管理区域掲示がされていれば”○”を記入。
・使用前点検－手袋：手袋を着用できるよう準備していれば”○”を記入。
・使用前点検－白衣：白衣を着用できるよう準備していれば”○”を記入。
・使用前点検－マスク：マスクを着用できるよう準備していれば”○”を記入。
・使用前点検－保護眼鏡：保護眼鏡を着用できるよう準備していれば”○”を記入。（機器の廃液等を処理するときは特
に）
・使用前点検－シューズカバー：シューズカバーを着用できるよう準備していれば”○”を記入。
・使用前点検－次亜塩素酸Na液：次亜塩素酸Na液を用時調製し、準備していれば”○”を記入。
・使用後点検－試料等保管：使用する人体試料等について、使用前にちゃんと保管されていたか、使用後に適切に保管した
か確認し、異常なければ”○”を記入。
・使用後点検－保護具の使用：手袋、白衣、マスク、保護眼鏡を適切に使用したか振り返り、使用していれば”○”を記
入。
・使用後点検－感染性廃棄物：感染性廃棄物について、感染性廃棄物として明示した容器に入れているか。特に、試料が付
着している廃棄物に関して、密閉しているか。確認し、できていれば”○”を記入。
・使用後点検－清掃：区域内を整理整頓したか。人体試料等に汚染された部分（疑い部分含む）は、適切に汚染除去した
か。一時的に他者の区域内使用を許可する場合、区域内の汚染除去を実施したか。確認し、できていれば”○”を記入。
・担当者ー管理区域を使用した試験担当者が点検し、記名。

〇 〇 〇

B 〇 〇 〇

A, B 〇 〇 〇 〇 ▲▲

人体試料等管理区域　点検方法（使用記録簿記載方法）

・使用記録簿は、一つの計画書にかかる設置届に基づいて、使用の記録を確認できるようにするため、管理番号ごとに作成する。
・人体試料等管理区域申請場所、同設置申請期間は、設置届のとおり記載する。
・各項目について、”〇”の記入に当たらない場合、”×”と記入し、備考欄に状況や理由等を記入する。
・人体試料等管理区域を一時解除する場合、解除記録に記載する。その後、人体試料等管理区域再開する際、設置記録に記載する。

管理区域
記号

設置日 場所 担当者 備考

設置時点検

感染性
廃棄物

〇A ▲▲
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（第４号様式）

　管理番号：　　

添付書類 ・人体試料等管理区域使用記録簿

人体試料等管理区域
設置場所

　□検体処理室・□分析機器室２（機器名：　　　　　）及びその周辺・□前室
　□分析機器室１（機器名：ＧＣ－ＦＰＤ　）及びその周辺・□その他（　　　　　　）

人体試料等管理区域
解除完了日

　　　年　　月　　日

試験対象の人体試料

試験対象の提供者に関する特
定病原体等の罹患歴について

□ 情報提供有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□ 情報提供無

備考
（試験対象に関する情報等）

計画書のとおり上の試験を実施した。

試験担当者
　所属：　　　　　　　　　氏名：

　所属：　　　　　　　　　氏名：

人体試料等管理区域
設置期間

　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

人体試料等・器具の廃棄
及び洗浄方法の報告

人体試料等管理区域
の解除にあたる
洗浄方法の報告

理化学試験における人体試料等取扱報告書
及び当該試験に係る人体試料等管理区域解除届

届出年月日：　　　　　年　　　　月　　　　日

試験項目名

試験目的
□ 依頼検査
□ 調査研究（研究課題番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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保管開始
年月日

保管
担当者

人体試料等の種類 個数 計画書管理番号
廃棄
年月日

廃棄
担当者

検体処理室　冷蔵冷凍庫<Ref4(FR)>保管
人体試料等管理簿

備考
・人体試料については、全て記入。人体試料等含有液については、検査終了後に廃棄しないもののみ記入。
・保管の際は、廃棄者が適切に廃棄できるよう、人体試料や溶媒、保管担当者について付記したメモとともに保
管すること。
・また、保管しないものについては、検査終了後に確実に廃棄すること。
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地方衛生研究所理化学部門における
人体（血液・尿等）試料の取扱いについて～川崎市の対応と考察～

○赤星 千絵１、荒木 啓佑１、岸 美紀１、福田 依美子１、穐山 浩２、岡部 信彦１

（１川崎市健康安全研究所、２国立医薬品食品衛生研究所）

目的

結論
平成２６年度に実施した全国地衛研のアンケート調査で、バイオセーフティに関する
知識や人体試料の取扱い方法は様々で、対応に苦慮しているとの意見があった。理化学
検査においては、病原体を含む恐れがある人体試料の取扱いが確立されていないことか
ら、曝露事故を未然防止する検査手法の指針が必要であると考えられた。今回検討した
対応策に基づいて人体試料中の有機リン系農薬分析の模擬訓練を実施し、取扱い方法を
含めた分析スキームを作成する予定である。

検討結果及び考察

謝辞

本研究は平成27・28・29年度厚生労働科学研究費補助
金（食品の安全確保推進研究事業）「行政機関や食品企業
における食品防御の具体的な対策に関する研究」（研究代
表者・奈良県立医科大学公衆衛生学講座 今村知明教授）
「衛生研究所での「人体（血液・尿等）試料の検査手法」
の標準化」（分担研究者・岡部信彦）により実施した。

理化学検査における人体試料の
取扱いに関する問題点

・感染性試料としての取扱いを要する可能性

→理化学部門では取扱いが想定されていない
・食品検体とは異なる成分組成や標準品（代謝物）の入手が困難

→検査目的物質の人体内挙動や検査方法の調査
及び検討を要する

１．感染性試料として取り扱う範囲の検討

・毒物等による健康危機事象発生時の早期対応

・人体試料からの曝露事故等の未然防止

当所の理化学検査における
「人体（血液・尿等）試料の取扱い方法」の確立

方法

先駆的な取組を実施してい
る機関（地衛研、民間研究機
関等）の対応を調査し、当所
の対応策を検討した。

２．当所の感染症発生予防規程（川崎市健康安全研究所病原体等安全管理規程）との整合性の検討

３．人体試料及び人体試料含有液の
理化学検査エリアにおける取扱い場所の検討

WHO実験室バイオセーフティ指針（WHO第3版）等に基づいて作成されている国立感染症研究所病原体等安全管理規程では、人体試料について、
「臨床検体及び診断用検体の取扱いは通常BSL2で行う。」と定められている。所内の感染症発生予防規程にも記載されている。

「標準予防策」 標準予防策とは、1996年に米国ＣＤＣから発表された
「Guideline for Isolation Precautions in Hospitals:病院における隔離予防策の
ためのガイドライン」で、すべての患者の血液及び体液、分泌物、排泄物、膿
などの湿性生体物質（汗は除外される）とそれらに汚染された器材はすべて
感染性があるとして対応すべき概念であり、医療現場での感染対策の一般的
な考え方となっている。

【参考】日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドラ
イン 第2版」より、患者の血液・体液に接する可能性のある場合
は、B型肝炎ワクチン接種をすべきとされている。

人体試料（全国地衛研で検査実施経験のあるもの）

血液、血清、血漿、尿、吐物、胃洗浄液、
呼気、胃内容物、母乳、臍帯及び体脂
肪等の組織

湿性生体試料
（乾燥したものを含む）

毛髪、爪、歯、皮膚

乾性生体試料

感染性があるものとして取り扱う

食品検体等と同等として取り扱う
（湿性生体試料の付着がない場合）

地衛研内の「感染症発生予防規程」の
「病原体等」に含む？含まない？

５．人体試料等管理区域の設定範囲の検討

６．人体試料等管理区域の設置及び解除に係る
許可又は確認に関する手続きの検討

過剰な対応は試験実施の汎用性を妨
げるが、健康危機事象への対応に関し
ては、「標準予防策」を推奨するのが
よい。

厚生労働省ホームページ「病原体等管理業務に関するQ&A」（http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-
Kenkoukyoku/6_02.pdf）によると、人体試料は規制の対象としないが、特定病原体等が検出された人体試料の取扱いに関しては、
十分留意した上で特定病原体等に準じた取扱いが好ましいとされている。

特定病原体等を含むことが明らかであれば、
感染症発生予防規程に基づき対応すべきと思われる。

「特定病原体等」感染症法改正（平成１８年１２月）により、取扱
いには法に基づく規制があるものとして指定されている病原体
等。ボツリヌス菌や新型インフルエンザウイルスなど。

人体試料 人体試料含有液

特定病原体等を
含むことが明らか
な場合

病原体情報不明
又は無しといわれ
ているもの

特定病原体等を
含むことが明ら
かな場合

病原体情報不明
又は無しといわれ
ているもの

ＢＳＬ２ or ＢＳＬ３ 人体試料等管理区域でもＯＫ

有機溶媒、酸等の
抽出溶媒を加えたら

普段抽出に使われている抽出溶媒
（メタノール、アセトニトリル、酢酸エチル、酸等）で、

感染性がなくなるかは不明

・担当者以外への曝露リスクを低減させるため、
理化学検査エリアでの人体試料等の取扱いは、
「人体試料等管理区域」に限定したほうがよい。

・人体試料及び人体試料含有液は、
全て感染性のあるものとして、

標準予防策を実施する。（滅菌操作をしたものは除く）

取扱場所

普段使用しないため、

時限的に設置

そこで理化学検査エリアにおいては、
保管場所や移動する通路は除いて、

リスクの高い開封や抽出等で使用する場所のみ、
「人体試料等管理区域」とするのがよいのでは。

以下の内容で検討中
①バイオセーフティ（とバイオセキュリティ）の重要性について
②所内の規則の説明
③標準予防策、感染性除去の方法などの基本操作や考え方
④安全キャビネットの安全な取扱い、汚染疑い時の処理の方法

４．取扱内容別の取扱場所の検討

当所は、移転時にケミカル・ハザード対応の高度安全実験室として、「特定化学物
質検査室」を設計した。試料からの抽出・精製をする室として想定している「検体処理
室」にはナノマテリアル対策キャビネットがあり、これを屋外排気付生物学的安全
キャビネット（BSL2には必要とされている）として準用できる。また、分析機器室２には、
LC-MS/MSとGC-MS/MSを設置している。

この範囲内で、人体試料等管理区域を限定できれば。。。

開封使用の取扱い場所は、可能な限り狭めたほうがよい。

人体試料含有液の抽出操作・分析機器想定

・使用する可能性のある大型機器が、分析機器室１（「特定化学物質
検査室」外）にある。
・酸分解をする中和スクラバー付ドラフトチャンバーは、試料処理室
（「特定化学物質検査室」外）にある。

事例ごとに、設置範囲が変わる！人体試料等管理区域は、曝露リスクを低減させるため、担当者以外の立入りを
制限するのが望ましく、また周囲への認知が必要。
当該検査に必要最小限の範囲であるほうが、汚染除去や運用面の負担が少な
い。

「開封使用」
開封して別容器に分注する、溶媒等を加える、固相抽出する、など。
「密閉使用」
プラスチック製遠心管に密閉したまま遠心分離機で遠心分離する、バイ
アル瓶に密閉したまま液体クロマトグラフで分析する、など。

「移動・密閉保管」
密閉容器に入った試料を、他の部屋に運ぶ、冷凍庫に保存する、など

「開封使用」は取扱いの中で最も曝露のリスクが高いため、感染性試料の汚染
範囲を極力広げないよう、ナノマテリアル対策キャビネット内に限定することとし
た。「密閉使用」は、容器から内容物が漏れるリスクがあり、また担当者がその場
から離れていると、他者が知らずに使用するリスクもあるため、人試管理区域内
とし、「移動」及び「容器保管」に関しては漏れるリスクは低いため、容器の表面に
内容を明示し、人試管理区域外で取り扱えるようにすることにした。

７．記録の保管 ８．担当者のワクチン対策

【例】食品GLPの記録：５年
病原体等管理業務：５年
理化学検査担当者の特殊検診結果：４０年

１０．廃棄物の確認

B型肝炎ワクチンについて、
理化学担当者にも、接種できるよう対応済

特別管理産業廃棄物として（有機溶媒を含む感染性産業廃棄物）
の廃棄方法について、総務部門と委託事業者に確認済。

９．担当者への
バイオセーフティ教育

滅菌操作
オートクレーブ 121℃21分 （当所の微生物検査担当の方法を準用）

人体試料等管理区域の解除の際の汚染除去手順
（１）ナノキャビ内で使用した器具等の汚染除去
ア 器具 0.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液に30分浸漬後、水で洗い流す。
イ 容器の周り ペーパータオル等を用いて、0.5%次亜塩素酸ナトリウム
溶液で表面を拭いたあと、水で拭く。容器の識別名等が消えたら書き
直すよう留意する。

（２）ナノキャビ内の汚染除去
キムタオル等を用いて、0.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液で表面を拭い
たあと、水で拭く。
（３）ナノキャビ周囲や汚染が疑われる部分の汚染除去

ナノキャビ周囲や履物、使用機器の廃液周辺等、汚染が疑われる部分
について、ペーパータオル等を用いて、0.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液
で表面を拭いたあと、水で拭く。
（４）人試管理区域内の清掃

廃棄物容器を病原体等管理区域にうつし、人試管理区域内を清掃す
る。

＜備考＞
・金属製のものは0.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液で腐食するおそれがあるため、代替器具
を検討する。
・使用する白衣はディスポーザブルのものを推奨する。

当所の微生物検査担当の手順を参考に作成した。
（ナノキャビ：ナノマテリアル対策キャビネット）

試料等を室間移動する際の
輸送容器

ナノマテリアル対策キャビネット

ディスポーザブル
チップ廃棄用容器

人体試料等管理区域の
エリア入口や機器への掲示

人体試料の付属情報や検査項目によって取扱場所が変わる

所長（や病原体取扱主任者）の確認or許可がその都度必要ではないか。

事前に全ての事例を想定できない
全てを「BSL2限定」または「制限なし」に固めてしまうのも現実的でない。

許可制だと時間と手間がかかる。
迅速な作業を妨げるのでは？

人体試料と患者情報から「病原体等」との関連の
判断は微生物部門で行うので、理化学検査におけ
る感染症発生予防のための処置が妥当かどうか、
所長や病原体等取扱主任者の許可が必要？

【記録の重要性】人体試料からの曝露事故等が発生した際の、原因特定や実
験担当者以外のリスク確認のため、必要な記録を残すべきと
思われる。

【所長への確認】確認（報告）は必要。事前の許可は必須ではないと思われる。

【病原体等取扱主任者への確認】様々な事例が考えられるため、必要に応じて
相談でよいと思われる。

人体試料

人体試料含有液

特定病原体を含むことが
明らかな場合

病原体情報不明
又は無しといわれているもの

保管、開封：病原体等管理業務に準じた対応

使用（人体試料含有液の調製まで）：通常、有機溶媒、酸の添加はﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ内で行っており、人体試料含有液
の調製はBSL3の屋外排気付きの生物学的安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（当所にはBSL3にしかない）の使用が想定される。その場
合、BSL3は入室者が限られているため、有機溶媒、酸の添加は微生物担当者が実施することも含めて検討してい
る。

保管 開封 使用＊

微生物担当者想定

人体試料

理化学担当者想定

特定病原体を含むことが
明らかな場合

病原体情報不明
又は無しといわれているもの

取扱者想定

＊人体試料含有液の調製まで

保管 開封 使用＊

１０年保管とした。
当所での取扱事例はまれであり、
前回が５年以上前ということもあり得るため

㈱ダルトンＨＰより
キャビネットCSBシリーズ図面

緒言

防護服着用例

人体試料等管理区域外の
密閉使用中の機器への掲示

「医療施設における消毒と滅菌のためのＣＤＣガイドライン2008」より
消毒用エタノールなど、アルコールは広範囲の微生物に効果があるものの、
炭疽菌や破傷風菌の芽胞には効かないため、滅菌にはならない。
また濃度が５０％以下だと消毒効果が期待できない。
メタノールはアルコールの中で最も殺菌効果が弱い。
消毒薬は血液等の有機物があると効果が低下する。

微生物検査エリア内 理化学検査エリア内

抽出操作内容 使用器具
検体処理室への移
動の可・不可

サンプルや廃液の密閉の可・不可
ディスポーザブルでない
人体試料含有液接触器具

ボルテックス ボルテックス 可 可
ホモジナイズ ホモジナイザー 可 不可 ホモジナイザーの刃

遠心機（卓上） 可 可
遠心機（床置） 可 可
固相抽出用の槽 可 槽のふた
真空ポンプ 可

濃縮操作 エバポレーター 可 不可 フラスコ等ガラス器具
液液分配 振とう機 可 可？ 分液ロート

酸分解 ホットプレート
酸を使用するため、
酸ドラフト内である
必要性により不可

不可（試料処理室の酸ドラフト内を
時限的管理区域にする）酸ドラフト
外への持ち運びは、大きい密閉容
器等を用意する

ビーカー等ガラス器具

分析機器 現在設置場所
検体処理室への移
動の可・不可

サンプルや廃液の密閉の可・不可

ＬＣ－ＴＯＦＭＳ 分析機器室２ 不可
廃液ボトル等のふたを工夫すれば
可

ＬＣ－ＭＳ／ＭＳ 分析機器室２ 不可
廃液ボトル等のふたを工夫すれば
可

ＬＣ（ポストカラム） 検体処理室 不可
廃液ボトル等のふたを工夫すれば
可

ＧＣ－ＭＳ／ＭＳ 分析機器室２ 不可
機器の廃液なし。サンプルは密閉
（針の穴は開くが、ガス漏れ極小）

ＩＣＰ－ＭＳ 分析機器室１ 不可

密閉廃液ボトル。サンプルは開放
系（運ぶ際、別の密閉箱で機器の
サンプラーのパーティション内まで
運び、その中で開封する。）

紫外可視分光光度計 分析機器室１ 可 不可？
赤外分光光度計 分析機器室１ 可 不可
薄層クロマト用展開槽 食品化学 可 不可

原子吸光光度計 分析機器室１ 不可

廃液ボトル等のふたを工夫すれば
可。サンプルは開放系。上部に換
気扇あり。使用時、近くの扉を締め
切り、場所をパーティション等使っ
て区切って、周辺の不必要な通行
がないようにする等の対策。

マイクロウェーブ分解装置 分析機器室１ 不可
開く可能性もあるが、高温で滅菌さ
れている可能性大

遠心分離

固相抽出 不可

取扱内容 取扱場所

開封使用 BSL2、BSL3

密閉使用 BSL2、BSL3

移動・密閉保管 BSL2、BSL3

開封使用
人体試料等管理区域

（ナノマテリアル対策

キャビネット内）

密閉使用 人試管理区域

移動・密閉保管 理化学エリア内

開封使用
人体試料等管理区域

（ナノマテリアル対策

キャビネット内）

密閉使用 人試管理区域

移動・密閉保管 理化学エリア内

特定病原体等を含むことが
明らかな場合

病原体情報不明又は無し
といわれているもの

人
体
試
料

人体試料含有液

人体試料等の取扱い内容別取扱場所

4-23
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厚生労働科学研究費補助金(食品の安全確保推進研究事業) 
「行政機関や食品企業における食品防御の具体的な対策に関する研究」 

総 合 研 究 報 告 書（平成 27-29 年度） 
 

食品防御ガイドラインの改善検討と故意による毒物や異物混入に対する 
予防的対策の検討 

 
研究分担者 赤羽 学（奈良県立医科大学 公衆衛生学講座 准教授） 

研究分担者 鬼武 一夫（日本生活協同組合連合会 品質保証本部 総合品質保証担当 

Senior Scientist） 

研究分担者 高谷 幸（公益社団法人 日本食品衛生協会 学術顧問） 

研究協力者 神奈川 芳行（奈良県立医科大 公衆衛生学講座 非常勤講師） 

 

 

研究要旨  

人為的・意図的な食品汚染行為に対応するため、米国をはじめとした諸外国では、多

くの食品防御対策・方針案等が検討されている。それらの中では、食品防御の観点から、

食品のサプライチェーンの各段階において施設管理や人員管理等に取り組む必要性が指

摘されている。このような背景を踏まえ、平成 24～26 年度の「食品防御の具体的な対

策の確立と実行検証に関する研究」（研究代表者：今村知明）の研究において、「食品防

御対策ガイドライン（食品製造工場向け）―意図的な食品汚染防御のための推奨項目―」

の改訂を行ったところである。 

上記改訂版のガイドラインのもと、本研究期間（平成 27～29 年度）の間に、2 箇所の

食品工場、3 箇所の物流施設、2 箇所の食事提供施設の実地調査を行い、製造工場版の

「食品防御対策ガイドライン」の改善に係る事項の検討、および同ガイドラインの運搬・

保管版、調理・提供版の試作案の検討を行った。なお、調理・提供施設に係る食品防御

ガイドライン試作案の検討については、研究代表者である今村知明が総括担当を務めて

いる日本中央競馬会畜産振興事業「オリンピック・パラリンピック東京大会における食

品テロ防止対策事業」（平成 28～30 年度）の途中成果の一部を参考に検討した。 

 

A．研究目的 
世界的に関心が高まっている人為的・意図的

な食品汚染行為に対応するため、特に米国は多

くの対策・方針案等を打ち出してきている。 
このような背景を踏まえ、我々は、フードチ

ェーン全体での安全性を高めるために、「食品防

御対策ガイドライン（食品製造工場向け）」を平

成 23 年度に作成し、平成 25 年度には改訂を行

った。しかし、生産している食品の種類、規模、

立地など、食品工場の実態は様々であるため、

どのような工場でも可能な限り共通的に利用可

能なガイドラインを準備する必要がある。そこ

で、複数タイプの食品関係施設での実地調査を

通じて、現行のガイドラインの改善検討を実施

した。 

 
B．研究方法 

過年度研究（「食品防御の具体的な対策の確

立と実行検証に関する研究」（代表研究者：今村

知明））においてわが国向けに提案した「食品防

御対策ガイドライン（食品製造工場向け）―意

図的な食品汚染防御のための推奨項目―」を、

日本生協連、SGS ジャパンとの連携により、各

種規模・分野の食品関連施設に適用することで、
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ガイドラインの改善に係る事項の検討、および

同ガイドラインの運搬・保管版、調理・提供版

の試案の検討を行った。 
具体的には、生協委託工場のうち、2 箇所の

食品工場、3 箇所の物流施設、2 箇所の食事提供

施設について現地調査を実施し、米国の

Carver+Shock 法をわが国向けに改良した脆弱

性評価手法を適用し、脆弱箇所を把握した。そ

のうえで、ガイドラインの改善に係る事項の検

討、および同ガイドラインの運搬・保管版、調

理・提供版の試案の検討を行った。 

 
◆倫理面への配慮 
本研究で得られた成果は全て厚生労働省に報

告をしているが、一部意図的な食品汚染実行の

企てに悪用される恐れのある情報・知識につい

ては、本報告書には記載せず、非公開としてい

る。 

 
 
C．研究成果 
１．製造工場に関する調査 
１．１ 食品工場 A への意図的な食品汚染を対

象とした脆弱性評価の実施 
１．１．１ 施設の概要 
訪問した施設の概要を以下に示す。 
敷地面積 土地面積 25,267 ㎡（東京ドーム*0.54）、

延床面積 12,723 ㎡。 
従業員数 ・196 名（総合職 14 名、地域社員 50 名、

契約社員 95 名、派遣社員 37 名） 
・外国人は 20 名程度で、派遣社員 

品目 フライ、グラタン、コロッケ、ピザ、ホ

ットケーキ、パイシートを製造 

 
１．１．２ 視察した工程 
訪問した事業所の主な構成要素は、製造工程

以外としては「外周」、「従業員更衣室」、「薬剤

庫」、製造工程としては「クラスト」、「醗酵室」、

「焼成」、「トッピング準備室」、「トッピング」、

「包装」である。 

 
１．１．３ 食品防御に対する主な対応状況 
(１)  建屋外について 
 車両は入場許可証が必要。 
 薬剤タンクは施錠。 
 製造棟の窓ガラスは封鎖されていた。 

 外部結節点は IC カードキーで管理。外・

中の 2 人が IC カードキーを持って立ち会

わないと開けられない仕組みとなってい

る。 
 タンク系の接続部は鍵だけではなくカメ

ラ監視も行っている。 
 従業員駐車場（敷地外）から敷地内への通

用門も IC カードキーが必要。 
 薬剤庫については管理簿で出納を確認し、

合わない場合は監視カメラで原因を追跡

する。 

 
(２)  建屋内・製造工程について 
 全体的に開放性が高いが、開放性を低める

のではなく、作業のカメラ監視と従業員の

アクセス管理を徹底する方向性が採られ

ていた。 
 非常扉は、普段使いが常態化しないよう、

本当に非常の時のみ使用するように徹底。

非常扉が開けられると、ブザーが鳴るよう

に設定されていた。 
 薬剤庫は庫内にも監視カメラが設置され

ていた。 

 
(３)  従業員について 
 監視カメラが数多く設置されていた。映像

は事務所のモニターに映写される。画像の

保管期間は 1 年以上とのことであった。 
 敷地及び事務所棟は IC カードキーによる

入退室管理を実施。 
 従業員は（製造棟内に立ち入る部外者も）

IC タグ付きの帽子を着用する。これにより、

製造に係るエリアについて、従業員等は不

要な場所には物理的に入ることができな

い。（アクセス可能エリアが個人ごとに設

定されており、設定されていないエリアに

ついては、扉が開かない。） 
 作業着はポケットのないワンピース（つな

ぎ）であり、私服の上に着るのではなく、

下着の上に直接着用する。このように、何

かを隠し持つには不便な仕立てとなって

いた。 
 従業員の作業着は、所内で洗濯するため、

従業員は郵便ポスト様のクリーニングボ

ックスに投げ入れて帰宅することで、持ち
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帰り防止策となっている。 

 
(４)  組織運営について 
 食品防御の担当役職を設置。製造棟入り口

での持ち物チェック・ボディチェック、工

場内外の巡回・指導、カメラによる確認、

本人立ち会いのもとでのロッカーチェッ

ク等を担当する。 
 フードディフェンス研修の実施。 
 毎朝 5 分程度の朝礼を徹底。管理職は必ず

参加する。 
 製造現場と管理職との距離が遠くならな

いよう、現場管理者の事務業務スペースを

製造エリアに設置。 
 地域社員の登用、契約社員の昇給制度の変

更など、従業員のモチベーションが上がる

人事制度への変更。 
 事務所内に設置された IC カード式キーボ

ックスによる鍵の集中管理。まず、キーボ

ックス自体を IC カードキーで開錠。IC カ

ードキーで認識された個人ごとに許可さ

れた鍵しか持ち出せない仕組みになって

いる。（アクセスが許可されていないエリ

アの鍵は取り出せない。） 
 農薬・殺虫剤は敷地内から一掃されていた。 

 
１．１．４ 相対的に脆弱なポイント 

CARVER＋Shock 評価の視点で、施設内の脆

弱性を確認した結果、以下のような点が（当該

施設内において、相対的に）脆弱であると考え

られた。 

 
(１)  建屋外について 
＜内容非公表＞ 

 
(２)  建屋内・製造工程について 
＜内容非公表＞ 

 
(３)  従業員について 
＜内容非公表＞ 

 
(４)  組織運営について 
＜内容非公表＞ 

 
１．２ 食品工場 B への意図的な食品汚染を対

象とした脆弱性評価の実施 
１．２．１ 施設の概要 
訪問した食品製造施設は 2 工場を有していた

が、内部視察はそのうちの 1 つについて行った。

視察工場の概要を以下に示す。 
製品 夕食宅配、学校給食 
従業員数 167 名(うち外国人約 6％) 
面積 敷地 5,244 ㎡(1,589 坪)、建物 2,455 ㎡

(744 坪) 

 
１．２．２ 視察した工程 
視察を行った食品製造施設における製造工程

は、おおよそ「原料受入」、「原料保管（冷凍／

冷蔵／常温）」、「製造（解凍／開封／加熱／冷却

／冷蔵保管）」、「盛付け」、「出荷（帯封／ラベル

貼付／金属探知機／コンテナ詰め／保管）」とい

う流れであった。 

 
１．２．３ 食品防御に対する主な対応状況 
(１)  従業員のストレスへの対応 
 以前、職場の雰囲気が悪化する“予兆”が

見られた際、従業員全員に対して面談を行

ったとのことであった。職場におけるスト

レスを溜め込ませないこのような対策は、

人為的・意図的な食品汚染行為を未然に防

ぐ意味で大きな効果があると考えられる。

今後、“予兆”があった時だけではなく、普

段からこのような機会を確保するように

すれば、人為的・意図的な食品汚染行為の

リスクは、さらに低減していくものと考え

られる。 
 ベトナム人従業員に対して、通訳が 1 ヶ月

に１回来社し、従業員とコミュニケーショ

ンをとっており、その機会にたくさんの思

いや意見を吸い上げているとのことであ

った。異国で働く外国人従業員は、日本人

従業員とはまた異なるストレスを感じて

いると考えられる。外国人従業員に対して、

一定の頻度で、母国語でのコミュニケーシ

ョン機会を提供することは、食品防御の観

点のみならず、働くことへのモチベーショ

ンや生産性の向上の面での効果も期待さ

れる。 

 
なお、以前、人為的・意図的な食品汚染事件
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を起こしてしまった某社では、事件前の“予兆”

に気づいた際、一部の従業員のみに対して秘密

面談を行ったとのことである。そのため、“予兆”

の存在や、管理職が“予兆”に気づいていると

いうことなどについて、工場全体で共有がなさ

れず、結果として実行犯の犯罪行為のエスカレ

ートを招いた。従来の職場の雰囲気や、“予兆”

の内容との兼ね合いにはなるが、管理職は、「常

に従業員のことを気にかけている」ということ

を、できるだけ分かりやすい行動・態度で示し

ていくことも重要であると考えられる。 

 
 「目安箱」の設置も評価できる。さらに、

「目安箱」の中でどのような声が挙がって

おり、それに対して、事業所としてどのよ

うに改善対応をしているかが「見える化」

されるようになれば、職場の雰囲気は現状

以上に良いものになっていくと考えられ

る。 
 一方で、「目安箱」は事務所の中にあり、誰

がどの意見を投じたかがわかってしまう

状態であったので、この点は改善を期待し

たい。 

 
(２)  ユニフォームについて 
 ポケットが無く、また裾がきつく閉まって

いるタイプのもので、仮に工場内に異物を

持ち込めたとしても、混入は困難であろう

と考えられた。 

 
１．２．４ 相対的に脆弱なポイント 

CARVER＋Shock 評価の視点で、施設内の脆

弱性を確認した結果、以下のような点が（当該

施設内において、相対的に）脆弱であると考え

られた。 

 
(１)  薬品庫 
１）現地において確認できた内容 
 施錠管理がされており、鍵の保管庫が事務

室内にあった。 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
２）食品防御に関する考察 
 ＜内容非公表＞ 

 ＜内容非公表＞ 

 
(２)  取水施設 
１）現地において確認できた内容 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
２）食品防御に関する考察 
 ＜内容非公表＞ 

 
(３)  ごみ置き場 
１）現地において確認できた内容 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
２）食品防御に関する考察 
 ＜内容非公表＞ 

 
(４)  冷蔵庫 
１）現地において確認できた内容 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
２）食品防御に関する考察 
 ＜内容非公表＞ 

 
(５)  熱処理室 
１）現地において確認できた内容 
 ＜内容非公表＞ 

 
２）食品防御に関する考察 
 ＜内容非公表＞ 

 
 
２．物流施設に関する調査 
２．１ 物流施設 A での意図的な食品汚染を想

定した脆弱性評価の実施 
２．１．１ 施設の概要 
訪問した施設の概要を以下に示す。 
従業員数 254 名（全国社員 12 名、地域社員 6 名、

事業所社員 46 名、パート社員 183 名、

設備管理グループ 7 名） 
敷地面積 51,780 ㎡（東京ドーム*1.1）。地上 2 階

建の冷凍流通センター 
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２．１．２ 視察した工程 
訪問した事業所の主な構成要素は、「移動棚

（ラックランナ）」、「原料入庫ライン」、「ケース

自動倉庫（シャトル＆サーバ）」、「テープカット

エリア」、「プライマリーソータ」、「オーダマチ

ック」、「オーダーマージソータ」、「空トレー調

整ライン」、「一次投入」、「二次集約」、「フィル

ムインサータ」、「定形外商品差込」、「寄せ」、「Z
パック積み付けロボット」等である。 

 
２．１．３ 食品防御に対する主な対応状況 
(１)  建屋外について 
 出入り口には全て監視カメラが設置され

ていた。 

 
(２)  建屋内について 
 異物投入の可能性が高いラインには、投入

防止のためのアクリル板が設置されてい

た。 

 
(３)  従業員について 
 専門工具の管理は、施設での管理（付番、

形状別保管等）もしているが、個人管理の

部分もまだ残っている。 

 
(４)  組織運営について 
 「物流セキュリティ規程」を策定し、全社

的に対策を標準化した上での横展開が図

られている。また規程にはソーシャルメデ

ィア監視対策も盛り込まれていた。 
 コミュニケーション対策として、週一回の

班長会議、年一回の職場懇談会を開催して

いる。この機会に、班ごとの要望を聞く。 
 産業医や労働衛生コンサルタントが定期

的に構内を巡回し、労働安全衛生上の改善

についてもアドバイスを得ている。 

 
２．１．４ 相対的に脆弱なポイント 

CARVER＋Shock 評価の視点で、施設内の脆

弱性を確認した結果、以下のような点が（当該

施設内において、相対的に）脆弱であると考え

られた。 

 
(１)  建屋外について 
＜内容非公表＞ 

 
(２)  建屋内について 
＜内容非公表＞ 

 
(３)  従業員について 
＜内容非公表＞ 

 
(４)  組織運営について 
＜内容非公表＞ 

 
２．２ 物流施設 B での意図的な食品汚染を想

定した脆弱性評価の実施 
２．２．１ 施設の概要 
訪問した施設の概要を以下に示す。 
従業員数 約 200 名 
敷地面積 17,736 ㎡（東京ドーム*0.4）。地上 2 階

建の冷蔵／常温流通センター、ドックシ

ェルター27 基 

 
２．２．２ 視察した工程 
訪問した施設で視察を行った工程は、「待機

場」、「荷捌室（1F）」、「仕分室（1F）」、「冷蔵室

（1F）」、「荷捌室（2F）」、「移動ラック倉庫（2F）」
である。 

 
２．２．３ 食品防御に対する主な対応状況 
(１)  部外者のアクセス 
 従業員／運送担当者（ドライバー）の倉庫

内へのアクセス動線の限定、およびカード

キー／ナンバーキーの利用等によって、施

設のセキュリティは厳重に管理されてお

り、意図的な食品汚染に対する脆弱性は概

して低いと考えられる。 
 上記のように、施設内へのアクセスについ

て、動線にボトルネックを作ることで１箇

所にアクセスを集中させ、施設内への不審

者の立ち入りリスクを低減させることに

より、施設内部でのフードディフェンス対

策が効率的になっていると考えられる。

［施設内部に不審者はいないという前提

でフードディフェンス対策を設計できる；

カメラの台数を 小限に抑えることがで

きるなど。］ 
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(２)  従業員について 
 従業員の認証番号は退職者が発生するた

びに変更されている。 
 毎週１回、持ち物チェックが行われる。 
 全ての作業エリアについて単独作業区は

ない。 

 
(３)  入出庫について 
 入出庫作業時にはフォークリフトオペレ

ーター（従業員）が必ずつき、オペレータ

ーは運転手の ID カードで入場許可者であ

ることを確認している。 
 バースは外側から開放不可となっている。 

 
(４)  車両について 
 冷蔵・冷凍の出荷車両は GPS、デジタルタ

コグラフ、荷室の温度モニターを設置し、

これらの情報は運転日報で確認（運送中に

荷室を開放した場合には速やかに温度が

上昇する）。［運送中の異物混入リスクを低

減させている。］ 

 
２．２．４ 相対的に脆弱なポイント 
(１)  待機場（待機中のトラック） 
１）現地において確認できた内容 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
２）食品防御に関する考察 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
(２)  荷捌室（1F） 
１）現地において確認できた内容 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 

２）食品防御に関する考察 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
(３)  その他 
以上の 2 点以外に、以下の点について、若干

の脆弱性が認められた。 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
２．３ 物流施設 C での意図的な食品汚染を想

定した脆弱性評価の実施 
２．３．１ 施設の概要 
訪問した施設の概要を以下に示す。 
利用人数(エン

ドユーザ数) 
10,462 人 

従業員数 60 名（正規職員 21 名、委託職員

30 名内勤パート 6 名、配達同乗 3
名） 

 
２．３．２ 視察した工程 
訪問した物流施設は通過物流施設であり、エ

ンドユーザに直接届ける直前の倉庫施設ではな

い。作業工程は、「入荷検品」、「原料庫格納」、

「初期集品・進捗補充」、「箱供給・洗浄」、「周

品」、「寄せ・出荷」、「製品格納」であった。 

 
２．３．３ 食品防御に対する主な対応状況 
(１)  異物混入対策 
 対面点検：作業開始前に、2 人 1 組となり、

制服・名札・軍手・靴底、時計・ブレスレ

ット・ピアス等の着用がないか、ポケット

内に物が入っていないかを確認していた。 
 備品管理：作業用の備品を、終了時に、作

業開始前と同じ場所に返し、管理表で管理

していた。 

 
(２)  防犯対策 
 多数の防犯カメラ：84 台のカメラを設置、

2 週間分の記録を保存しているとのことで

あった。 
 入退館管理：外部からの入場者は、事務所

で来訪目的と持ち込み物（溶剤、危険物等）

を確認しているとのことであった。 
 独自のユニフォームデザイン：ユニフォー
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ムを汎用のものから、独自デザインのもの

としたとのことであった。これは、従業員

へのなりすましを防止するだけではなく、

当該企業の仕事をしているという“誇り”

を持ってもらう目的もあるとのことであ

った。 

 
(３)  不適合品に関する情報共有 
 商品点検等で発見した不適合品は関係部

署に報告、対応が実施されているとのこと。

3 ヶ月で 106 件が発見されるペースである

が、不適合の内容（商品の潰れ、液漏れ、

包材不良、印字の擦れ等）について情報管

理がしっかりとなされているため、その後

の改善取組みに繋げ易いと考えられる。 

 
(４)  グループ会社共通のフードディフェンス

ガイドラインの策定・運用 
 食品安全・品質保証規定の下位文書として、

「フードディフェンスガイドライン」が策

定されている。対策強化ポイントは「外部

からの侵入防止」、「外部からの危険物持込

禁止」、「薬剤管理」、「異物混入防止対策」

の 4 点である。 
 さらに対象事業（店舗、宅配、生産、物流、

福祉）ごとにリスク評価指標が策定されて

いる。 
 宅配版フードディフェンス評価基準は、

「職員の管理」、「部外者の管理」、「施設の

管理」、「車両の管理」、「配達上の商品管理」、

「組織マネジメント」、「センター内の商品

管理」に区分され、前 19 項目のチェック

リスト（各項目 3 段階で評価）となってい

る。 

 
２．３．４ 相対的に脆弱なポイント 
グループ会社全体としてフードディフェンス

ガイドラインを運用しているということもあり、

脆弱と考えられる箇所は殆ど見当たらなかった

が、敢えて言えば以下のような点が（当該施設

内において、相対的に）脆弱であると考えられ

た。 

 

(１)  青果加工 
１）現地において確認できた内容 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
２）食品防御に関する考察 
 ＜内容非公表＞ 

 
(２)  集品ライン近辺 
１）現地において確認できた内容 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
２）食品防御に関する考察 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
 
３．食事提供施設に関する調査 
３．１ 食事提供施設 A への意図的な食品汚染

を対象とした脆弱性評価の実施 
３．１．１ 施設の概要 
訪問した施設の概要を以下に示す。 
客室数 約 200 室 
従業員数 グループ傘下 1 施設あたり約 60 名 
主な食事

提供施設

小宴会場 1、中宴会場 4、大宴会場 1、レ

ストラン 2（日本料理、フランス料理）

 
３．１．２ 視察した工程 
訪問した施設（宴会場用のセントラルキッチ

ン）で視察を行った工程は、「プレパレーション」、

「冷製仕込み室」、「ホットセクション（加熱調

理系）」、「チャンバ（冷蔵室）」、「原料庫」、「宴

会場のバックヤード」である。 

 
３．１．３ 食品防御に対する主な対応状況 
(１)  食材等の搬入について 
 納入業者はホテル 1F のプラットフォーム

から入り、購買部署で検品ののち、インタ

ーホンでホテル側の担当者を呼び出し、担

当者立会いの下で厨房まで運ぶ。担当者が

不在の場合は購買部署が立会いを行う。 
 食材保管庫で施錠できないところは、チェ

ーンで代替している。 
 厨房で使うものは、厨房が管理している。 
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(２)  調理場について 
 3F がメインキッチンとなっており、そこで

大量調理を行っている。10 年前に改装が行

われており、コールドメニューを作るスペ

ース、プレパレーションを行うスペース等

が区切られている。 
 人ごとに担当箇所を細かく分担すると、セ

クショナリズムが発生し、食事提供数が増

えた時などについて臨機応変な従業員の

配置が難しくなるとのこと。 
 肉など、冷蔵が必要なものは低温室に保管

している。夜間は施錠している。 
 衛生管理を確実にするため、一部の調理を

外注している。安心・安全を優先させると

いう観点から、調理済食品を導入している。 
 洗剤の種類は塩素系・アルコール系・中性

のものを使用している。用途に応じて使い

分けている。 

 
(３)  従業員について 
 厨房ではスタッフへの警戒はしていない。

縛りが多くなると、お互いに疑って見るよ

うになってしまうためとのこと。 
 洗い場は厨房の隣にあり、担当者は外部委

託のスタッフである。厨房担当とは制服が

異なる。 

 
(４)  イベント時の対応について 
 某国際スポーツイベントの会場となった

際は、ビュッフェ形式で食事を提供してお

り、選手側から食事内容に関する指示や指

導はなかった。 
 日韓 W 杯の際は、2 か国の代表チームの受

け入れを行った。チームで雇用しているコ

ックが帯同しており、食事内容に関する指

示があった。 
 食材はホテルで調達し、チームによる持ち

込みはなかった。 
 キッチンを外部に提供することはない。 

 
３．１．４ 相対的に脆弱なポイント 

CARVER＋Shock 評価の視点で、施設内の脆

弱性を確認した結果、以下のような点が（当該

施設内において、相対的に）脆弱であると考え

られた。 

 
(１)  調理場について 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
(２)  従業員について 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
３．２ 食事提供施設 B への意図的な食品汚染

を対象とした脆弱性評価の実施 
３．２．１ 施設の概要 
訪問した施設の概要を以下に示す。 
客室数 80 室 
従業員数 約 100 名（常勤従業員は約 80 名、1 日

当たり 5～60 名が出勤。うち食品関係は

20 名（アルバイトは 1 名）） 
主な食事

提供施設

リビングルーム 1、ダイニングルーム 2
（鮨、フランス料理）、完全予約制の別棟

レストラン 1。宴会場はなし。 
特徴 有名外資系のメガホテルチェーンの一

つのリゾートホテルだが、小規模（客室

数 80）であり、従業員と宿泊客の距離が

近く、こじんまりしたアットホーム感を

差別化ポイントとしている。 

 
３．２．２ 視察した工程 
訪問した施設で視察を行った工程は、「搬入」、

「食品庫」、「調理場」、「ダイニングルーム（鮨）」、

「ダイニングルーム（フランス料理）」、「別棟の

レストラン」、「リビングルームのバックヤード」

である。 

 
３．２．３ 食品防御に対する主な対応状況 
(１)  一般的な対策について 
 監視カメラは全部で 6 台のみ。フロント、

駐車場、レストランの入り口など、一般的

な設置場所であった。 
 場所柄、災害の安全対策には力を入れてい

る。火山のリスクマネジメントをやってお

り、宿泊客をどのように避難場所に誘導す

るか、備蓄をどの程度持っておくかなどの

検討は平時から行われている。 

 
(２)  従業員について 
 4～5 人組のシフトで動いている。うち 1 名



5-9 

が黒服（リーダー）である。朝礼、連絡ノ

ートでコミュニケーションを図っている。 
 社内コミュニケーションには心が砕かれ

ていた。新年会は委託業者も含めて 4 時間

に及ぶとのこと。 
 社長、総支配人が社員の側に降りてくるの

も当該施設の特徴である。従業員全員と面

談をし、新入社員に至ってはその親とも面

談が行われる。 

 
(３)  敷地内の危険物等について 
 塩素系洗剤の取扱にはマニュアルがあり、

適切量・適切保管が行われている。外部の

目によるチェックも行われている。 
 部屋の洗剤は分かりやすいようにボトル

の色分けが行われている。食品とは交差し

ないように保管されている。 

 
(４)  調理場／レストランについて 
 バンケットをもたないホテルであるため、

セントラルキッチンも有さない。大量調理

は行われない。 
 メインとなるレストランはオープンキッ

チンを中央に配し、それを囲む形でテーブ

ルが配置されている。利用客が料理人たち

の調理の様子や、炒める音、食材の匂いな

ど、五感とともに食事を楽しめるよう、趣

向が凝らされている。（「見せる調理」） 

 
(５)  攻撃対象としての魅力について 
 宿泊者数が少ないため、不特定多数を狙う

テロの攻撃対象としては魅力が低いと考

えられる。また宿泊客に紛れた犯行の実行

についても、身元が露見しやすいと考えら

れる。 

 
(６)  社内の食品衛生マネジメントについて 
 食の安全は宿泊客の命に関わる問題であ

るため、従業員が初心者のうちからしっか

り意図を伝えるようにしているとのこと

である。月に 2 回、安全衛生委員会を開催

され、また施設ごとにサービス水準の差を

作りたくないので、グループ会社内のスタ

ンダードを作り、それに対して覆面調査、

採点がなされている。 

 
(７)  情報管理について 
 VIP 対応について、麓の警察から事前に連

絡が入ることはあるとのことであったが、

当該施設は個室に籠るタイプのホテルで

はなく、食事時にはダイニングに出てこな

ければならず（近場にほどよいレストラン

もないため）、他の宿泊客と顔を合わせる

ことも多い。いわゆるお忍び型のホテルで

はない。（ルームサービスはある。）スタッ

フにも、どういう宿泊客が来るかは、ミー

ティングを通じて末端まで知ってもらう

とのことである。 
 従業員は全社グループの IT ポリシーにサ

インしている。 

 
３．２．４ 脆弱性評価の適用 

CARVER＋Shock 評価の視点で、施設内の脆

弱性を確認した結果、以下のような点が（当該

施設内において、相対的に）脆弱であると考え

られた。 
 

(１)  調理場／レストランについて 
 ＜内容非公表＞ 
 ＜内容非公表＞ 

 
 
D．考察 
2 箇所の食品工場、3 箇所の物流施設、2 箇所

の食事提供施設の実地調査を行い、の「食品

防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）」

の改善に係る事項の検討、および同ガイドラ

インをベースに運搬・保管施設向け、調理・

提供施設向けの試作案の検討を行った。その

結果、今後、運搬・保管施設向けでは、配送

（トラック）における留意点、調理・提供施

設向けでは、利用客への対応の検討が必要と

考えられた。 

具体的には、ガイドラインの改善に反映でき

る可能性のある内容として、19 のポイントが抽

出できた。（内容非公表） 

 
 
E．結論 
・ 2 箇所の食品工場、3 箇所の物流施設、2 箇



5-10 

所の食事提供施設の実地調査を行い、食品防

御対策の実施状況と脆弱性の確認を実施し

た。 
・ 以上をもとに、製造工場版の「食品防御対策

ガイドライン」の改訂、および同ガイドライ

ンの運搬・保管版、調理・提供版の試案を作

成した。（別紙１に内容の比較、別紙２にガ

イドライン案を示す。） 

 
 
F．健康危険情報 
なし 

 
 
G．研究発表 
１．論文発表 
Harumi Bando, Hiroaki Sugiura, Yasushi 
Ohkusa, Manabu Akahane, Tomomi Sano, 
Noriko Jojima, Nobuhiko Okabe & Tomoaki 
Imamura．Association between first airborne 
cedar pollen level peak and pollinosis 
symptom onset: a web-based survey ．
International Journal of Environmental 
Health Research．2015;25(1):104-113． 
 
今村知明、神奈川芳行．食品防御（フードディ
フェンス）その現状と今求められている対策（第
17 回特別シンポジウム－フードディフェンス
の取り組みと食品テロ跡の対応について－）． 
食品衛生学雑誌．2015; 56(2): J39-J43． 
 
神奈川芳行．農薬混入事件から学ぶ食品防御と
その対策．食品衛生学雑誌 2015：56(5)；157-
161． 
 
神奈川芳行、今村知明．特集 食品の安全と安
心をめぐる話題 フードディフェンス． 公衆衛
生 2015：79(11) ；762-766．  
 
今村知明．異物混入を考える ─ 本当に増えて
いる？企業はどう対応すべき？．ＴＨＥ ＰＡ
ＧＥ 2015; WEB． 
 
今村知明、髙谷幸、赤羽学、神奈川芳行、鬼武
一夫、森川惠介、長谷川専、山口健太郎、池田
佳代子．食品防御の考え方と進め方～よくわか
るフードディフェンス～．今村知明 編著．太
平社．東京．2015; 1-243． 
 
神奈川芳行．トピックス 食品防御の考え方‐

農薬混入事件の教訓と今後の課題‐．食品の包
装．2015; 46(2): 67-74． 
 
神奈川芳行． 新春特集 座談会 食の安全への
展望．食と健康．2015; 8-32． 
 
今村 知明． 【第２版】食品の安全とはなにか
-食品安全の基礎知識と食品防御-．今村知明 
編著．日本生活協働組合会連合会出版部 
2015; 1-237． 
 
Akie Maeyashiki, Manabu Akahane, Hiroaki 
Sugiura, Yasushi Ohkusa, Nobuhiko Okabe, 
Tomoaki Imamura ． Development and 
Application of an Alert System to Detect 
Cases of Food Poisoning in Japan．PLOS ONE．
2016;11(5):e0156395． 
 
神奈川芳行．「食品防御 基本的か考え方と今後
の課題」．食品の包装 2016：41（2）；76-82．包
装食品技術協会． 
 
今村知明編．実践！フードディフェンス．2016
年 7 月 22 日．講談社．東京． 
 
赤羽学、今村知明．食品工場における食品防御
（フードディフェンス）の考え方と業界動向２ 
食品防御（フードディフェンス）の考え方と必
要性．日本防菌防黴学会誌．2016;44(10):543-
547． 
 
加藤礼識、神奈川 芳行、赤羽学、今村知明．国

際的イベントに向けた食品防御．食品衛生研究

2017：67(8)；15-24． 

 
神奈川芳行、伊藤節子、今村知明．第 1 章 食
物アレルギーとアレルギー表示、第４章 ガイ
ドラインに基づいて行う学校・保育所(園)の体
制作りと生活管理指導表の活用 1.学校におけ
る対応、参考資料 食物アレルギーに関する実
態調査とその対策．食物アレルギーと上手につ
き合う方法 社会的対応と日常の留意点．第一
出版．東京．2017 Aug;1-33、65-72、81-105． 
 
今村知明、神奈川芳行 他．【第 3 版】食品保健．
公衆衛生がみえる 2018-2019．医療情報科学研
究所 編集．メディックメディア．東京．2018 
Mar; 308-325． 
 
２．学会発表 
神奈川芳行、赤羽学、今村知明、長谷川専、

山口健太郎、鬼武一夫、高谷幸、山本茂貴．
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食品製造施設や物流施設における食品防御対

策上の課題について．第 74 回日本公衆衛生

学会総会．長崎．2015 年 11 月． 

 
神奈川芳行、赤羽学、長谷川専、山口健太郎、

鬼武一夫、高谷幸、山本茂貴、今村知明、永田

一穂．外食産業等における食品防御対策の検討

と今後の課題について．第75回日本公衆衛生

学会総会．大阪．2016年10月． 

 
神奈川芳行、赤羽学、加藤礼識、山口健太郎、

池田佳代子、穐山浩、高畑能久、永田一穂、今

村知明．外食産業等における食品防御対策ガイ

ドライン（案）の作成と今後の課題について．

第76回日本公衆衛生学会総会．鹿児島．2017
年10月． 

 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 
なし 

 
２．実用新案登録 
なし 

 
３．その他 
なし
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『食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）』1の改訂および「運搬・保管」向け、「調理・提供」向けガイドライン案2 【比較表】 

 

１．優先的に実施すべき対策 

 

■組織マネジメント 

No. 

食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け)【平成

25年度版】 

解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

1 ○ 食品工場の責任者は、従

業員等が働きやすい職

場環境づくりに努め、従

業員等が自社製品の品

質と安全確保について

高い責任感を感じなが

ら働くことができるよ

うに留意する。 

・従業員等の監視を強化する

のではなく、従業員等自ら

が、自社製品の安全を担っ

ているという高い責任感を

感じながら働くことができ

る職場環境づくりを行う。 

○（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職

場環境づくりに努めまし

ょう。 

○（教育） 

従業員等が自社の製品・サ

ービスの品質と安全確保

について高い責任感を感

じながら働くことができ

るように、適切な教育を実

施しましょう。 

・働きやすい快適な職場環境

は、職場に対する不満等を

抱かせないためにも、重要

なものです。 

・食品工場の責任者は従業員が

職場への不平・不満から犯行

を行う可能性があることを認

識し、対応可能な食品防御対

策の検討や、従業員教育を行

いましょう。 

・従業員の多様な背景を十分

に理解して対応できるよ

うにしましょう。 

○（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職

場環境づくりに努めまし

ょう。 

○（教育） 

従業員等が取扱い製品の

品質と安全確保について

高い責任感を感じながら

働くことができるように、

適切な教育を実施しまし

ょう。 

・働きやすい快適な職場環境

は、職場に対する不満等を

抱かせないためにも、重要

なものです。 

・物流・保管施設の責任者は

従業員が職場への不平・不

満から犯行を行う可能性

があることを認識し、対応

可能な食品防御対策の検

討や、従業員教育を行いま

しょう。 

○（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職

場環境づくりに努めまし

ょう。 

○（教育） 

従業員等が自社の製品・サ

ービスの品質と安全確保

について高い責任感を感

じながら働くことができ

るように、適切な教育を実

施しましょう。 

・働きやすい快適な職場環境

は、職場に対する不満等を

抱かせないためにも、重要

なものです。 

・接客施設の責任者は従業員が

職場への不平・不満から犯行

を行う可能性があることを認

識し、対応可能な食品防御対

策の検討や、従業員教育を行

いましょう。 

・様々な地域からの参加者が想

定されます。多様性を十分に

理解して対応できるようにし

ましょう。 

2 ○ 食品工場の責任者は、自

社製品に意図的な食品

汚染が発生した場合、お

客様はまず工場の従業

員等に疑いの目を向け

るということを、従業員

等に意識付けておく。 

・従業員等に対して、意図的な

食品汚染に関する脅威や、予

防措置の重要性に関して定期

的に教育を行い、従業員自ら

が自社製品の安全を担ってい

るという責任感を認識させ

る。 

○（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう 

・食品防御の教育の目的は、従

業員等の監視を強化するこ

とではなく、食品防御に対す

る意識を持ってもらうこと

です。 

・定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう。 

・自社で製造した飲食料品に意

図的な食品汚染が発生した場

合、お客様はまず製造工場の

従業員等に疑いの目を向ける

可能性があるということを、

従業員等に認識してもらいま

しょう。・従業員等には、自施

設のサービスの品質と安全を

担っているという強い責任感

を認識してもらいましょう。

・臨時スタッフについても同様

の教育を行いましょう。 

○（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう 

・食品防御の教育の目的は、

従業員等の監視を強化す

ることではなく、食品防御

に対する意識を持っても

らうことです。 

・定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう。 

・取扱商品で意図的な食品汚染

が発生した場合、顧客はまず

当該施設内の従業員等に疑

いの目を向ける可能性があ

るということを、従業員等に

認識してもらいましょう。 

・従業員等には、自施設のサー

ビスの品質と安全を担って

いるという強い責任感を認

識してもらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様

の教育を行いましょう。 

○（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう 

・食品防御の教育の目的は、従

業員等の監視を強化するこ

とではなく、食品防御に対す

る意識を持ってもらうこと

です。 

・定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう。 

・施設内で提供した飲食料品に

意図的な食品汚染が発生し

た場合、お客様はまず接客施

設内の従業員等に疑いの目

を向ける可能性があるとい

うことを、従業員等に認識し

てもらいましょう。 

・従業員等には、自施設のサー

ビスの品質と安全を担って

いるという強い責任感を認

識してもらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様

                                                  
1 奈良県立医科大学, 食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 25年度改訂版）, http://www.naramed-u.ac.jp/~hpm/pdf/fd_guideline/h25_fd_guideline.pdf, 平成 29年 3月 28日確認 
2 参考資料：日本中央競馬会畜産振興事業「オリンピック・パラリンピック東京大会における食品テロ防止対策事業」（主任研究者 今村知明）報告書（平成 28年度） 

別紙１ 
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No. 

食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け)【平成

25年度版】 

解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

・従業員教育の際には、内部に

よる犯行を誘発させないよ

う、部署ごとに応じた内容に

限定する等の工夫や留意が必

要です。 

・従業員教育の際には、内部に

よる犯行を誘発させないよ

う、部署ごとに応じた内容に

限定する等の工夫や留意が

必要です。 

の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部に

よる犯行を誘発させないよ

う、部署ごとに応じた内容に

限定する等の工夫や留意が必

要です。 

3 ○ 自社製品に意図的な食

品汚染が疑われた場合

に備え、普段から従業員

の勤務状況、業務内容に

ついて正確に把握して

おく。 

・意図的な食品汚染が発生した

場合においても、各方面への

情報提供を円滑に行うことが

できるよう、平時から、従業員

の勤務状況、業務内容につい

て正確に記録する仕組みを構

築しておく。 

○（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内

容、役割分担等を正確に把握

しましょう。 

・平時から、従業員の勤務状況

や業務内容、役割分担につい

て正確に記録する仕組みを構

築しておくことは、自社製品

に意図的な食品汚染が疑われ

た場合の調査に有用です。 

○（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内

容、役割分担等を正確に把握

しましょう。 

・平時から、従業員の勤務状況

や業務内容、役割分担につい

て正確に記録する仕組みを

構築しておくことは、自社製

品に意図的な食品汚染が疑

われた場合の調査に有用で

す。 

○（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内

容、役割分担等を正確に把握

しましょう。 

・平時から、従業員の勤務状況

や業務内容、役割分担につい

て正確に記録する仕組みを構

築しておくことは、自社製品

に意図的な食品汚染が疑われ

た場合の調査に有用です。 

4 ○ 製品の異常を早い段階

で探知するため苦情や

健康危害情報等を集約・

解析する仕組みを構築

するとともに、万一、意

図的な食品汚染が発生

した際に迅速に対処で

きるよう、自社製品に意

図的な食品汚染が疑わ

れた場合の保健所等へ

の通報・相談や社内外へ

の報告、製品の回収、保

管、廃棄等の手続きを定

めておく。 

・苦情、健康危害情報等につい

ては、販売店経由で寄せられ

る情報についても把握に努

め、これらの情報等について

企業内での共有化を図る。 

・意図的な食品汚染が判明した

場合や疑われる場合の社内の

連絡フロー、保健所・警察等

関係機関への連絡先等をマニ

ュアル等に明記しておく。 

・異物混入が発生した際には、

原因物質に関わらず、責任者

に報告し、報告を受けた責任

者は故意による混入の可能性

を排除せずに対策を検討す

る。 

○（危機管理体制の構築） 

製品の異常を早い段階で探

知するため苦情や健康危害

情報等を集約・解析する仕組

みを構築しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発

生した際に迅速に対処でき

るよう、自社製品に意図的な

食品汚染が疑われた場合の

保健所等への通報・相談や社

内外への報告、製品の回収、

保管、廃棄等の手続きを定め

ておきましょう。 

・社内の連絡網、保健所・警察

等関係機関への連絡先等をマ

ニュアル等に明記しておくこ

とは、万が一、製品に意図的

な食品汚染が判明した場合や

疑われた場合の関係部署への

情報提供を円滑に行うために

有用です。 

・苦情、健康危害情報等につい

ては、販売店経由で寄せられ

る情報についても把握に努

め、これらの情報等について

も企業内で共有しましょう。

・異物混入が発生した際には、

原因物質に関わらず、責任者

に報告し、報告を受けた責任

者は故意による混入の可能性

を排除せずに対策を検討しま

しょう。 

○（危機管理体制の構築） 

製品の異常を早い段階で探

知するため苦情や健康危害

情報等を集約・解析する仕組

みを構築しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発

生した際に迅速に対処でき

るよう、自社製品に意図的な

食品汚染が疑われた場合の

保健所等への通報・相談や社

内外への報告、製品の回収、

保管、廃棄等の手続きを定め

ておきましょう。 

・社内の連絡網、保健所・警察

等関係機関への連絡先等をマ

ニュアル等に明記しておくこ

とは、万が一、取扱商品に意

図的な食品汚染が判明した場

合や疑われた場合の関係部署

への情報提供を円滑に行うた

めに有用です。 

・苦情、健康危害情報等につい

ては、販売店経由で寄せられ

る情報についても把握に努

め、これらの情報等について

も企業内で共有しましょう。 

・異物混入が発生した際には、

原因物質に関わらず、責任者

に報告し、報告を受けた責任

者は故意による混入の可能性

を排除せずに対策を検討しま

しょう。 

○（危機管理体制の構築） 

製品の異常を早い段階で探

知するため苦情や健康危害

情報等を集約・解析する仕組

みを構築しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発

生した際に迅速に対処でき

るよう、自社製品に意図的な

食品汚染が疑われた場合の

保健所等への通報・相談や社

内外への報告、製品の回収、

保管、廃棄等の手続きを定め

ておきましょう。 

・社内の連絡網、保健所・警察

等関係機関への連絡先等をマ

ニュアル等に明記しておくこ

とは、万が一、提供した飲食

料品に意図的な食品汚染が判

明した場合や疑われた場合の

関係部署への情報提供を円滑

に行うために有用です。 

・苦情、健康危害情報等につい

ては、販売店経由で寄せられ

る情報についても把握に努

め、これらの情報等について

も企業内で共有しましょう。

・異物混入が発生した際には、

原因物質に関わらず、責任者

に報告し、報告を受けた責任

者は故意による混入の可能性

を排除せずに対策を検討しま

しょう。 

・施設内での情報伝達の際には

警備班や、外部の関係機関等

（警察・消防・関係省庁・自

治体・保健所等）と連携して

行いましょう。 

・事前に決めたルールに通りに

対応できない場合の対応者と

責任者を決めておきましょ

う。 
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■人的要素（従業員等） 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

5 ○ 従業員等の採用面接

時には、可能な範囲で

身元を確認する。身分

証、免許証、各種証明

書等は、可能な限り原

本を確認し、面接時に

は、記載内容の虚偽の

有無を確認する。 

― ○ 従業員採用時の留意点 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時に

は、可能な範囲で身元を確

認しましょう。 

・記載内容の虚偽の有無を確

認するため、従業員等の採

用面接時には、可能な範囲

で身元を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免

許証、各種証明書等は、可

能な限り原本を確認しま

しょう。 

・臨時スタッフや派遣スタッ

フ等についても、同様とな

るように、派遣元等に依頼

しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対す

るイメージ等も確認しま

しょう。 

○ 従業員採用時の留意点 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時に

は、可能な範囲で身元を確

認しましょう。 

・記載内容の虚偽の有無を確

認するため、従業員等の採

用面接時には、可能な範囲

で身元を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免

許証、各種証明書等は、可

能な限り原本を確認しま

しょう。 

・臨時スタッフや派遣スタッ

フ等についても、同様とな

るように、派遣元等に依頼

しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対す

るイメージ等も確認しま

しょう。 

○ 従業員採用時の留意点 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時に

は、可能な範囲で身元を確

認しましょう。 

・記載内容の虚偽の有無を確

認するため、従業員等の採

用面接時には、可能な範囲

で身元を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免

許証、各種証明書等は、可

能な限り原本を確認しま

しょう。 

・応募の動機や、自社に対す

るイメージ等も確認しま

しょう。 

   ○ 従業員の配置 

フードディフェンスに関

する理解・経験の深い職員

を重要箇所に配置しまし

ょう。 

・経験と信頼感のある従業員

を重要な箇所に配置し、混

入事故の事前防止や、同僚

の不審な行動等の有無を

見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された

工程や場所に配置する従

業員は、事前に面談を行

い、不平・不満を抱えてい

ないかを確認しましょう。 

○ 従業員の配置 

フードディフェンスに関

する理解・経験の深い職員

を重要箇所に配置しまし

ょう。 

・経験と信頼感のある従業員

を重要な箇所に配置し、混

入事故の事前防止や、同僚

の不審な行動等の有無を

見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された

工程や場所に配置する従

業員は、事前に面談を行

い、不平・不満を抱えてい

ないかを確認しましょう。 

○ 従業員の配置 

フードディフェンスに関

する理解・経験の深い職員

を重要箇所に配置しまし

ょう。 

・経験と信頼感のある従業員

を重要な箇所に配置し、混

入事故の事前防止や、同僚

の不審な行動等の有無を

見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された

工程や場所に配置する従

業員は、事前に面談を行

い、不平・不満を抱えてい

ないかを確認しましょう。 

6 ○ 従業員等の異動・退職

時等には制服や名札、

IDバッジ、鍵（キーカ

ード）を返却させる。 

― ○ （制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID

バッジ、鍵（キーカード）

を適切に管理しましょう。 

・製造施設への立ち入りや、

従業員を見分けるために

重要な制服や名札、IDバッ

ジ、鍵（キーカード）等は

厳重に管理しましょう。 

・退職や異動の際には制服や

名札、IDバッジ、鍵（キー

カード）を確実に返却して

もらいましょう。 

○ （制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID

バッジ、鍵（キーカード）

を適切に管理しましょう。 

・製造施設への立ち入りや、

従業員を見分けるために

重要な制服や名札、IDバッ

ジ、鍵（キーカード）等は

厳重に管理しましょう。 

・退職や異動の際には制服や

名札、IDバッジ、鍵（キー

カード）を確実に返却して

もらいましょう。 

○ （制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID

バッジ、鍵（キーカード）

を適切に管理しましょう。 

・接客施設への立ち入りや、

従業員を見分けるために

重要な制服や名札、IDバッ

ジ、鍵（キーカード）等は

厳重に管理しましょう。 

・退職や異動の際には制服や

名札、IDバッジ、鍵（キー

カード）を確実に返却して

もらいましょう。 
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

7 ○ 製造現場内へは原則

として私物は持ち込

まないこととし、これ

が遵守されているこ

とを確認する。持ち込

む必要がある場合は、

個別に許可を得るよ

うにする。 

・製造現場内への持ち込み禁

止品の指定は際限がないた

め、持ち込まないことを原

則として、持ち込み可能品

はリスト化すると共に、持

ち込む場合は、個別に許可

を得る方が管理しやすいと

考えられる。 

・また、更衣室やロッカール

ームなども相互にチェック

する体制を構築しておく。 

○ （私物の持込みと確認） 

私物を製造現場内へは原

則として持ち込まないこ

ととし、これが遵守されて

いることを確認かを定期

的に確認しましょう。 

・私物は、異物混入の原因と

なる可能性があるため、原

則として製造現場内へは、

持ち込まないようにしま

しょう。 

・持ち込み可能品はリスト化

しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に

許可を得るなど、適切に管

理しましょう。 

・更衣室やロッカールームな

どでも相互にチェックで

きる体制を構築しておき

ましょう。 

○ （私物の持込みと確認） 

私物を仕分け現場へは原

則として持ち込まないこ

ととし、これが遵守されて

いるかを定期的に確認し

ましょう。 

 

・私物は、異物混入の原因と

なる可能性があるため、原

則として仕分け現場内へ

は持ち込まないようにし

ましょう。 

・持ち込み可能品はリスト化

しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に

許可を得るなど、適切に管

理しましょう。 

・更衣室やロッカールームな

どでも相互にチェックで

きる体制を構築しておき

ましょう。 

○ （私物の持込みと確認） 

私物を食品保管庫・厨房・

配膳の現場へは原則とし

て持ち込まないこととし、

これが遵守されているか

を定期的に確認しましょ

う。 

・私物は、異物混入の原因と

なる可能性があるため、原

則として食材保管庫や厨

房、配膳の現場内へは持ち

込まないようにしましょ

う。 

・持ち込み可能品はリスト化

しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に

許可を得るなど、適切に管

理しましょう。 

・更衣室やロッカールームな

どでも相互にチェックで

きる体制を構築しておき

ましょう。 

8 ○ 従業員等の従来とは

異なる言動、出退勤時

間の著しい変化等を

把握する。 

・従業員等が犯行に及んだ場合

の動機は、採用前から抱いて

いたものとは限らず、採用後

の職場への不平・不満等も犯

行動機となることも考えられ

る。 

・製造現場の責任者等は、作業

前の朝礼、定期的なミーティ

ング、個別面談等を通じて、従

業員の心身の状態について確

認するとともに、日常の言動

や出退勤時刻の変化が見られ

る場合には、その理由につい

ても確認する。 

○ （出勤時間・言動の変化等

の把握） 

従業員等の出退勤時間を把

握し、著しい変化や、従来と

は異なる言動の変化等を把

握しましょう。 

・従業員等が意図的な異物混入

等を行う動機は、勤務開始後

の職場への不平・不満等だけ

でなく、採用前の事柄が原因

となることも考えられます。

・製造現場の責任者等は、作業

前の朝礼、定期的なミーティ

ング、個別面談等を通じて、従

業員の心身の状態や、職場へ

の不満等について確認しまし

ょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変

化が見られる場合には、その

理由についても確認しましょ

う。 

○ （出勤時間・言動の変化等

の把握） 

従業員等の出退勤時間を把

握し、著しい変化や、従来と

は異なる言動の変化等を把

握しましょう。 

・従業員等が意図的な異物混入

等を行う動機は、勤務開始後

の職場への不平・不満等だけ

でなく、採用前の事柄が原因

となることも考えられます。 

・物流・保管施設の責任者等は、

作業前の朝礼、定期的なミー

ティング、個別面談等を通じ

て、従業員の心身の状態や、職

場への不満等について確認し

ましょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変

化が見られる場合には、その

理由についても確認しましょ

う。 

○ （出勤時間・言動の変化等

の把握） 

従業員等の出退勤時間を把

握し、著しい変化や、従来と

は異なる言動の変化等を把

握しましょう。 

・従業員等が意図的な異物混入

等を行う動機は、勤務開始後

の職場への不平・不満等だけ

でなく、採用前の事柄が原因

となることも考えられます。

・接客（食事提供）施設の責任者

等は、作業前の朝礼、定期的な

ミーティング、個別面談等を

通じて、従業員の心身の状態

や、職場への不満等について

確認しましょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変

化が見られる場合には、その

理由についても確認しましょ

う。 

9 ○ 就業中の全従業員等

の移動範囲を明確化

する（全従業員等が、

移動を認められた範

囲の中で働いている

ようにする）。 

・他部署への理由のない移動

を制限し、異物が混入され

た場合の混入箇所を同定し

やすくする。 

・制服や名札、帽子の色、ID

バッジ等によって、全従業

員の「移動可能範囲」や「持

ち場」等を明確に識別でき

るようにする。 

○ （移動可能範囲の明確

化） 

就業中の全従業員等の移

動範囲を明確化にし、全従

業員等が、移動を認められ

た範囲の中で働いている

ようにしましょう。 

・製品に異物が混入された場

合の混入箇所を同定しや

すくするために、他部署へ

の理由のない移動を制限

しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID

バッジ等によって、全従業

員の「移動可能範囲」や「持

ち場」等を明確に識別でき

るようにしましょう。 

○ （移動可能範囲の明確

化） 

就業中の全従業員等の移

動範囲を明確化にし、全従

業員等が、移動を認められ

た範囲の中で働いている

ようにしましょう。 

 

・取扱い商品に異物が混入さ

れた場合の混入箇所を同

定しやすくするために、他

部署への理由のない移動

を制限しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID

バッジ等によって、全従業

員の「移動可能範囲」や「持

ち場」等を明確に識別でき

るようにしましょう。 

○ （移動可能範囲の明確

化） 

就業中の全従業員等の移

動範囲を明確化にし、全従

業員等が、移動を認められ

た範囲の中で働いている

ようにしましょう。 

・提供した飲食料品に異物が

混入された場合の混入箇

所を同定しやすくするた

めに、他部署への理由のな

い移動を制限しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID

バッジ等によって、全従業

員の「移動可能範囲」や「持

ち場」等を明確に識別でき

るようにしましょう。 
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

10 ○ 新規採用者は、朝礼等

の機会に紹介し、従業

員に認知させ、従業員

同士の識別度を高め

る。 

・新規採用者を識別しやすく

するとともに、従業員が見

慣れない人の存在に疑問を

持つ習慣を意識づける。 

○ （新規採用者の紹介） 

新規採用者は、朝礼等の機

会に紹介し、見慣れない人

への対応力を高めましょ

う。 

・新規採用者は朝礼等の機会

に紹介し、皆さんに識別し

てもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業

員が疑問を持ち、一声かけ

る習慣を身につけてもら

いましょう。 

○ （新規採用者の紹介） 

新規採用者は、朝礼等の機

会に紹介し、見慣れない人

への対応力を高めましょ

う。 

・新規採用者は朝礼等の機会

に紹介し、皆さんに識別し

てもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業

員が疑問を持ち、一声かけ

る習慣を身につけてもら

いましょう。 

○ （従業員の自己紹介） 

新たな店舗等がスタート

する際には、ミーティング

等で自己紹介し、スタッフ

同士の認識力を高め、見慣

れない人への対応力を高

める。 

・新たな店舗等での業務がス

タートする際には、自己紹

介等を行い、スタッフ同士

の認識力を高めましょう。 

・応援スタッフや新規採用者

は、その日の打合せ等の機

会に紹介し、皆さんに識別

してもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業

員が疑問を持ち、一声かけ

る習慣を身につけてもら

いましょう。 

 

■人的要素（部外者） 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

11 ○ 事前に訪問の連絡があ

った訪問者については、

身元・訪問理由・訪問先

（部署・担当者等）を確

認し、可能な限り従業員

が訪問場所まで同行す

る。 

・訪問者の身元を、社員証等で

確認する。訪問理由を確認し

た上で、従業員が訪問場所ま

で同行する。 

○ （訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部

署・担当者等）を確認し、可

能な限り従業員が訪問場所

まで同行する。 

・訪問者の身元を、社員証等で

確認しましょう。 

・訪問理由を確認した上で、従

業員が訪問場所まで同行しま

しょう。 

○ （訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部

署・担当者等）を確認し、可

能な限り従業員が訪問場所

まで同行する。 

・訪問者の身元を、社員証等で

確認しましょう。 

・訪問理由を確認した上で、従

業員が訪問場所まで同行す

る。 

○ （訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部

署・担当者等）を確認し、従

業員が訪問場所まで同行す

る。 

・訪問者の身元を、社員証等で

確認しましょう。 

・訪問理由を確認した上で、従

業員が訪問場所まで同行す

る。 

12 ○ 事前に訪問の連絡がな

かった訪問者、かつ初め

ての訪問者は、原則とし

て工場の製造現場への

入構を認めない。 

・「飛び込み」の訪問者について

は原則として製造現場への入

構を認めない。 

・なお、訪問希望先の従業員に

対して面識の有無や面会の可

否等について確認が取れた場

合は、事前に訪問の連絡があ

った訪問者と同様の対応を行

う。 

②事前予約がない場合や初めて

の訪問者 

原則として事務所等で対応

し、工場の製造現場への入構

を認めない。 

・「飛び込み」の訪問者は、原則

として製造現場には入構させ

ず、事務所等で対応しましょ

う。 

・訪問希望先の従業員から、面

識の有無や面会の可否等につ

いて確認が取れた場合は、事

前予約がある場合と同様に対

応しましょう。 

②事前予約がない場合や初めて

の訪問者 

原則として事務所等で対応

し、仕分け現場を認めない。

・「飛び込み」の訪問者は、原則

として仕分け現場には入構さ

せず、事務所等で対応しまし

ょう。 

・訪問希望先の従業員から、面

識の有無や面会の可否等につ

いて確認が取れた場合は、事

前予約がある場合と同様に対

応しましょう。 

②事前予約がない場合や初めて

の訪問者 

立ち入りを認めない。 

・「飛び込み」の訪問者は、原則

として立ち入りは認めないよ

うにしましょう。 

・訪問希望先の従業員から、面

識の有無や面会の可否等につ

いて確認が取れた場合は、事

前予約がある場合と同様に、

従業員が訪問場所まで同恋し

ましょう。 

13 ○ 訪問者（業者）用の駐車

場を設定する。この際、

製造棟とできるだけ離

れていることが望まし

い。 

・全ての訪問者について車両の

アクセスエリア、荷物の持ち

込み等を一律に制限すること

は現実的ではない。 

・特定の訪問者（例：施設メン

テナンス、防虫防鼠業者等）に

ついては、それらの車両であ

ることが明確になるように、

駐車エリアを設定しておく。 

○ （駐車エリアの設定や駐

車許可証の発行） 

訪問者（業者）用の駐車場を

設定したり、駐車許可証を発

行する等、無許可での駐車を

予防しましょう 

・全ての訪問者について車両の

アクセスエリア、荷物の持ち

込み等を一律に制限すること

は現実的ではありません。 

・駐車エリアは、原材料や商品

の保管庫やゴミ搬出場所等、

直接食品に手を触れることが

できるような場所とはできる

だけ離れていることが望まし

いでしょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特

定の訪問者（例：施設メンテ

○ （駐車エリアの設定や駐

車許可証の発行） 

訪問者（業者）用の駐車場を

設定したり、駐車許可証を発

行する等、無許可での駐車を

予防しましょう 

・全ての訪問者について車両の

アクセスエリア、荷物の持ち

込み等を一律に制限すること

は現実的ではありません。 

・駐車エリアは、品保管庫やゴ

ミの搬出場所等、直接食品に

手を触れることができるよう

な場所とはできるだけ離れて

いることが望ましいでしょ

う。 

・繰り返し定期的に訪問する特

定の訪問者（例：施設メンテ

○ （駐車エリアの設定や駐

車許可証の発行） 

納入業者用や廃棄物収集車

の駐車場を設定したり、駐車

許可証を発行する等、無許可

での進入や駐車を予防しま

しょう 

・全ての訪問者について車両の

アクセスエリア、荷物の持ち

込み等を一律に制限すること

は現実的ではありません。 

・駐車エリアは、食材保管庫や

ゴミ搬出場所等、直接食品に

手を触れることができるよう

な場所とはできるだけ離れて

いることが望ましいでしょ

う。 

・繰り返し定期的に訪問する特

定の訪問者（例：施設メンテ
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

ナンス、防虫防鼠業者等）に

ついては、それらの車両であ

ることが明確になるように、

駐車エリアを設定しておきま

しょう。 

ナンス、防虫防鼠業者等）に

ついては、それらの車両であ

ることが明確になるように、

駐車エリアを設定しておきま

しょう。 

ナンス、防虫防鼠業者等）に

ついては、それらの車両であ

ることが明確になるように、

駐車エリアを設定しておきま

しょう。 

・報道関係者の駐車エリアも設

定しておきましょう。 

14 ○ 食品工場の施設・設備の

メンテナンスや防虫・防

鼠作業等のため、工場内

を単独で行動する可能

性のある訪問者（業者）

には、持ち物を十分確認

し、不要なものを持ち込

ませないようにする。 

・食品工場の施設・設備のメン

テナンスや防虫・防鼠等に関

する作業員は、長時間にわた

り多人数で作業することもあ

るため、従業員が全ての作業

員の作業に同行することは困

難である。 

・作業開始前に、持ち物の確認

を実施し、不要な持ち込み品

の管理を徹底する。 

○ （業者の持ち物確認） 

食品工場内を単独で行動す

る可能性のある訪問者（業

者）の持ち物は十分確認し、

不要なものを持ち込ませな

いようにしましょう。 

・施設・設備のメンテナンスや

防虫・防鼠等のために、長時

間にわたり施設内で作業する

こともある業者については、

全ての作業に同行することは

困難です。 

・作業開始前には、持ち物の確

認を実施し、不要な持ち込み

品を持ち込ませないようにし

ましょう。 

○ （業者の持ち物確認） 

物流・保管施設内を単独で行

動する可能性のある訪問者

（業者）の持ち物は十分確認

し、不要なものを持ち込ませ

ないようにしましょう。 

・施設・設備のメンテナンスや

防虫・防鼠等のために、長時

間にわたり施設内で作業する

こともある業者については、

全ての作業に同行することは

困難です。 

・作業開始前には、持ち物の確

認を実施し、不要な持ち込み

品を持ち込ませないようにし

ましょう。 

○ （業者の持ち物確認） 

厨房等施設・設備内を単独で

行動する可能性のある訪問

者（業者：報道関係・警備関

係を含む）の持ち物は十分確

認し、不要なものを持ち込ま

せないようにしましょう。 

・施設・設備のメンテナンスや

防虫・防鼠等、取材・警備等

のために、長時間にわたり施

設内で作業することもある業

者については、全ての作業に

同行することは困難です。 

・作業開始前には、持ち物の確

認を実施し、不要な持ち込み

品を持ち込ませないようにし

ましょう。 

・可能であれば、持込み可能品

リストを作成し、それ以外の

ものを持ち込む場合には、申

告してもらいましょう、 

15 ○ 郵便、宅配便の受け入れ

先（守衛所、事務所等）

を定めておく。また配達

員の敷地内の移動は、事

前に設定した立ち入り

可能なエリア内のみと

する。 

・信書と信書以外の郵便物、ま

た宅配物等の届け物や受取人

の違いにより、配達員は比較

的自由に食品工場の敷地内を

移動できる状況にあるため、

郵便、宅配物等の受け入れ先

は数箇所の定められた場所に

限定する。 

・また、郵便局員や宅配業者が、

食品工場の建屋内に無闇に立

ち入ることや、建屋外に置か

れている資材・原材料や製品

に近づくことができないよう

留意する。 

○ （郵便・宅配物の受取場

所） 

郵便、宅配物等の受け入れ先

（守衛所、事務所等）を定め

ておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、食品

工場の建屋内に無闇に立ち入

ることや、施設内に置かれて

いる食材等に近づくことは、

異物混入の危険性を高めま

す。 

・郵便、宅配物等の受け入れ先

は、守衛所、事務所等の数箇

所の定められた場所に限定し

ておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、食品

工場内に無闇に立ち入ること

や、建屋外に置かれている資

材・原材料や製品に近づけな

いように、立ち入り可能なエ

リアを事前に設定しておきま

しょう。 

○ （郵便・宅配物の受取場

所） 

郵便、宅配物等の受け入れ先

（守衛所、事務所等）を定め

ておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、物流・

保管施設の建屋内に無闇に立

ち入ることや、施設内に置か

れている食材等に近づくこと

は、異物混入の危険性を高め

ます。 

・郵便、宅配物等の受け入れ先

は、守衛所、事務所等の数箇

所の定められた場所に限定し

ておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、物流・

保管施設内に無闇に立ち入る

ことや、資材・・原材料や製

品等に近づけないように、立

ち入り可能なエリアを事前に

設定しておきましょう。 

― ― 
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■施設管理 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

16 ○ 不要な物、利用者・所有

者が不明な物の放置の

有無を定常的に確認す

る。 

・食品工場で使用する原材料や

工具等について、定数・定位

置管理を行い、過不足や紛失

に気づきやすい環境を整え

る。 

・また、食品に直接手を触れる

ことができる製造工程や従事

者が少ない場所等、意図的に

有害物質を混入し易い箇所に

ついては特に重点的に確認す

る。 

○ （調理器具等の定数管理） 

使用する原材料や調理器具、

洗剤等について、定数・定位

置管理を行いましょう。 

・食品工場で使用する原材料や

工具等について、定数・定位

置管理を行い、過不足や紛失

に気づきやすい環境を整えま

しょう。 

・不要な物、利用者・所有者が

不明な物の放置の有無を定常

的に確認しましょう。 

・また、食品に直接手を触れる

ことができる製造工程や従事

者が少ない場所等、意図的に

有害物質を混入し易い箇所に

ついては特に重点的に確認し

ましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場

所には、施錠等の対応を行い

ましょう。 

 

○ （仕分け用具等の定数管

理） 

使用する仕分け作業用の器

具や工具等について、定数・

定位置管理を行いましょう。

・物流施設で使用する機器や工

具等について、定数・定位置

管理を行い、過不足や紛失に

気づきやすい環境を整えまし

ょう。 

・不要な物、利用者・所有者が

不明な物の放置の有無を定常

的に確認しましょう。 

・取扱い商品に直接手を触れる

ことができる分別工程や従事

者が少ない場所等、意図的に

有害物質を混入し易い箇所に

ついては特に重点的に確認し

ましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場

所には、施錠等の対応を行い

ましょう。 

 

○ （調理器具等の定数管理）

使用する原材料や調理器具、

洗剤等について、定数・定位

置管理を行いましょう。 

・厨房で使用する原材料や調理

器具、洗剤等について、定数・

定位置管理を行うことで、過

不足や紛失に気づきやすい環

境を整えましょう。 

・不要な物、利用者・所有者が

不明な物の放置の有無を定常

的に確認しましょう。 

・食品に直接手を触れることが

できる調理・盛り付け・配膳

や従事者が少ない場所等、意

図的に有害物質を混入し易い

箇所については特に重点的に

確認しましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場

所には、施錠等の対応を行い

ましょう。 

・医薬品が保管されている医務

室等については、医師・患者

党関係者以外の立入の禁止、

無人となる時間帯の施錠、薬

剤の数量管理を徹底する。 

17 ○ 食品に直接手を触れる

ことができる仕込みや

や袋詰めの工程や、従事

者が少ない場所等、意図

的に有害物質を混入し

やすい箇所を把握し、可

能な限り手を触れない

様にカバーなどの防御

対策を検討する。 

・仕込みや包装前の製品等に直

接手を触れることが可能な状

況が見受けられる。 

・特に脆弱性が高いと判断され

た箇所は、見回りの実施、従

業員同士による相互監視、監

視カメラの設置等を行うと共

に、可能な限り手を触れられ

ない構造に改修する。 

○ （脆弱性の高い場所の把

握と対策） 

食品に直接手を触れること

ができる仕込みや袋詰めの

工程や、従事者が少ない場

所等、意図的に有害物質を

混入しやすい箇所を把握

し、可能な限り手を触れな

い様にカバーなどの防御対

策を検討しましょう。 

・仕込みや包装前の製品等に直

接手を触れることが可能な状

況が見受けられる。 

・特に脆弱性が高いと判断され

た箇所は、見回りの実施、従

業員同士による相互監視、監

視カメラの設置等を行うと共

に、可能な限り手を触れられ

ない構造に改修する。 

○ （脆弱性の高い場所の把

握） 

食品に直接手を触れること

ができる仕分けや袋詰めの

工程や、従事者が少ない場

所等、意図的に有害物質を

混入しやすい箇所を把握

し、可能な限り手を触れな

い様にカバーなどの防御対

策を検討しましょう。 

・仕分けや梱包前の製品等に直

接手を触れることが可能な状

況が見受けられる。 

・特に脆弱性が高い箇所は、見

回りの実施、従業員同士によ

る相互監視、監視カメラの設

置等を行うと共に、可能な限

り手を触れられない構造に改

修する。 

○ （脆弱性の高い場所の把

握と対策） 

食品に直接手を触れること

ができる調理や配膳の工程

や、従事者が少ない場所

等、意図的に有害物質を混

入しやすい箇所を把握しま

しょう。 

・調理や配膳では、飲食料等に

直接手を触れないことは不可

能です。 

・特に脆弱性が高いと考えられ

る人目の少ない箇所（配膳準

備室・厨房から宴会場までの

ルート）等は、見回りの実

施、従業員同士による相互監

視、監視カメラの設置等を行

うと共に、可能な限り手を触

れられない構造への改修や、

配膳方法に工夫をしましょ

う。 

・レストランや食堂等の客席に

備え付けの飲料水や調味料、

バイキング形式のサラダバー

などでは、従業員以外の人物

による意図的な有害物質の混

入にも注意を払いましょう。
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食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

18 ○ 工場が無人となる時間

帯についての防犯対策

を講じる。 

― ○ （無人の時間帯の対策） 

工場が無人となる時間帯に

ついての防犯対策を講じる。 

・工場が無人となる時間帯は、

万が一、混入が行われた場合

の対応が遅れます。 

・終業後はからず施錠し、確認

する習慣を身につけましょ

う。 

・製造棟が無人となる時間帯は

必ず施錠し、人が侵入できな

いようにしましょう。・施錠以

外にも、無人の時間帯の防犯

対策を講じましょう。 

○ （無人の時間帯の対策） 

物流・保管施設が無人となる

時間帯についての防犯対策

を講じる。 

・物流・保管施設が無人となる

時間帯は、万が一、混入が行

われた場合の対応が遅れま

す。 

・終業後はからず施錠し、確認

する習慣を身につけましょ

う。 

・物流・保管施設が無人となる

時間帯は必ず施錠し、人が侵

入できないようにしましょ

う。 

・施錠以外にも、無人の時間帯

の防犯対策を講じましょう。 

○ （無人の時間帯の対策） 

厨房食事提供施設が無人と

なる時間帯についての防犯

対策を講じる。 

・食品保管庫や厨房等が無人と

なる時間帯は、万が一、混入

が行われた場合の対応が遅れ

ます。 

・終業後はからず施錠し、確認

する習慣を身につけましょ

う。 

・食品保管庫や厨房が無人とな

る時間帯は必ず施錠し、人が

侵入できないようにしましょ

う。 

・施錠以外にも、監視カメラ等、

無人の時間帯の防犯対策を講

じましょう。 

19 ○ 鍵の管理方法を策定し、

定期的に確認する。 

・最低限、誰でも自由に鍵を持

ち出せるような状態にならな

いよう管理方法を定め、徹底

する。 

○ （鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期

的に確認しましょう。 

・鍵の使用権を設定し、でも自

由に鍵を持ち出せないように

しましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守さ

れているかどうかを確認しま

しょう。 

○ （鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期

的に確認しましょう。 

・鍵の使用権を設定し、誰でも

自由に鍵を持ち出せないよう

にしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守さ

れているかどうかを確認しま

しょう。 

○ （鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期

的に確認しましょう。 

・鍵の使用権を設定し、誰でも

自由に鍵を持ち出せないよう

にしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守さ

れているかどうかを確認しま

しょう。 

20 ○ 製造棟、保管庫は、外部

からの侵入防止のため、

機械警備、定期的な鍵の

取り換え、補助鍵の設

置、格子窓の設置等の対

策を行う。 

・食品工場内の全ての鍵を定期

的に交換することは現実的で

はない。 

・異物が混入された場合の被害

が大きいと考えられる製造棟

や保管庫については、補助鍵

の設置や定期的な点検を行う

などの侵入防止対策を取るこ

とが重要である。 

○ （外部からの侵入防止策） 

製造棟、保管庫への外部から

の侵入防止対策を行いまし

ょう。 

・異物が混入された場合の被害

が大きいと考えられる製造

棟、保管庫は、機械警備、補

助鍵の設置や、格子窓の設置、

定期的な点検を行い、侵入防

止対策を取りましょう。 

○ （外部からの侵入防止策）

物流・保管施設への外部から

の侵入防止対策を行いまし

ょう。 

・異物が混入された場合の被害

が大きいと考えられる物流・

保管施設は、機械警備、補助

鍵の設置や、格子窓の設置、

定期的な点検を行い、侵入防

止対策を取りましょう。 

○ （外部からの侵入防止策）

食品保管庫や厨房への外部

からの侵入防止対策を行い

ましょう。 

・異物が混入された場合の被害

が大きいと考えられる食品保

管庫や厨房は、機械警備、補

助鍵の設置や、格子窓の設置、

定期的な点検を行い、侵入防

止対策を取りましょう。 

・通常施錠されているところが

開錠されている等、定常状態

と異なる状態を発見した時に

は、速やかに責任者に報告し

ましょう。 

21 ○ 製造棟の出入り口や窓

など外部から侵入可能

な場所を特定し、確実に

施錠する等の対策を取

る。 

・製造棟が無人となる時間帯は

必ず施錠し、人が侵入できな

いようにする。全ての出入り

口・窓に対して直ちに対策を

講じることが困難な場合は、

優先度を設定し、施設の改築

等のタイミングで順次改善策

を講じるように計画する。 

○ （確実な施錠） 

製造棟の出入り口や窓など

外部から侵入可能な場所を

特定し、確実に施錠する等の

対策を取りましょう。 

・全ての出入り口・窓に対して

直ちに対策を講じることが困

難な場合は、優先度を設定し、

施設の改築等のタイミングで

順次改善策を講じるように計

画しましょう。 

○ （確実な施錠） 

物流・保管施設の出入り口や

窓など外部から侵入可能な

場所を特定し、確実に施錠す

る等の対策を取りましょう。

・全ての出入り口・窓に対して

直ちに対策を講じることが困

難な場合は、優先度を設定し、

施設の改築等のタイミングで

順次改善策を講じるように計

画しましょう。 

○ （確実な施錠） 

食品保管庫や厨房の出入り

口や窓など外部から侵入可

能な場所を特定し、確実に施

錠する等の対策を取りまし

ょう。 

・全ての出入り口・窓に対して

直ちに対策を講じることが困

難な場合は、優先度を設定し、

施設の改築等のタイミングで

順次改善策を講じるように計

画しましょう。 
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22 ○ 食品工場内の試験材料

（検査用試薬・陽性試料

等）や有害物質について

は保管場所を定めた上

で、当該場所への人の出

入り管理を行うと共に、

使用日時及び使用量の

記録、施錠管理を行う。 

・試験材料（検査用試薬・陽性

試料等）の保管場所は検査・

試験室内等に制限する。無断

で持ち出されることの無いよ

う定期的に保管数量の確認を

行う。可能であれば警備員の

巡回やカメラ等の設置を行

う。 

○ （試験材料等の管理） 

食品工場内の試験材料（検査

用試薬・陽性試料等）や有害

物質の保管場所を定め、当該

場所への人の出入り管理を

行いましょう。また、使用日

時や使用量の記録、施錠管理

を行いましょう。 

・試験材料（検査用試薬・陽性

試料等）の保管場所は検査・

試験室内等に制限しましょ

う。 

・無断で持ち出されることの無

いよう定期的に保管数量の確

認をしましょう。 

・可能であれば警備員の巡回や

カメラ等の設置を行いましょ

う。 

― ― ○ （洗剤等の保管場所） 

厨房の洗剤等、有害物質を紛

失した場合は、施設責任者や

調理責任者に報告し、施設責

任者や調理責任者はその対

応を決定しましょう。 

・日常的に使用している洗剤等

についても、管理方法等を定

め、在庫量を定期的に確認し

ましょう。 

・保管は、食材保管庫や調理・

料理の保管エリアから離れた

場所とし、栓のシーリング等

により、妥当な理由無く使用

することが無いよう、十分に

配慮しましょう。 

23 ○ 食品工場内の試験材料

（検査用試薬・陽性試料

等）や有害物質を紛失し

た場合は、工場長や責任

者に報告し、工場長や責

任者はその対応を決定

する。 

・法令等に基づき管理方法等が

定められているものについて

は、それに従い管理を行う。 

・それ以外のものについては、

管理方法等を定め、在庫量の

定期的な確認、食品の取扱い

エリアや食品の保管エリアか

ら離れた場所での保管、栓の

シーリング等により、妥当な

理由無く有害物質を使用する

ことの無いよう、十分に配慮

した管理を行う。また試験材

料や有害物質の紛失が発覚し

た場合の通報体制や確認方法

を構築する。 

○ （紛失時の対応） 

食品工場内の試験材料（検査

用試薬・陽性試料等）や有害

物質を紛失した場合は、工場

長や責任者に報告し、工場長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・法令等に基づき管理方法等が

定められているものについて

は、それに従い管理しましょ

う。 

・それ以外のものについても管

理方法等を定め、在庫量の定

期的な確認、食品の取扱いエ

リアや食品の保管エリアから

離れた場所での保管、栓のシ

ーリング等により、妥当な理

由無く有害物質を使用するこ

との無いよう、十分に配慮し

た管理を行う。 

・試験材料や有害物質の紛失が

発覚した場合の通報体制や確

認方法を構築しておきましょ

う。 

― ― ○ （洗剤等の紛失時の対応）

厨房の洗剤等、有害物質を紛

失した場合は、施設責任者や

調理責任者に報告し、施設責

任者や調理責任者はその対

応を決定しましょう。 

― 

24 ○ 殺虫剤の保管場所を定

め、施錠による管理を徹

底する。 

・食品工場の従業員等が自ら殺

虫・防鼠等を行う場合は、使

用する殺虫剤の成分について

事前に確認しておくことが重

要である。 

・殺虫剤を保管する場合は鍵付

きの保管庫等に保管し、使用

場所、使用方法、使用量等に

関する記録を作成する。 

・防虫・防鼠作業の委託する場

合は、信頼できる業者を選定

し、殺虫対象、殺虫を行う場

所を勘案して、委託業者とよ

く相談の上、殺虫剤（成分）

を選定する。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、

殺虫剤は委託業者が持参する

ことになるが、工場長等が知

○ （殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場

所を定め、施錠による管理を

徹底しましょう。 

・食品工場の従業員等が自ら殺

虫・防鼠等を行う場合は、使

用する殺虫剤の成分について

事前に確認しておくことが重

要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場

合は、鍵付きの保管庫等に保

管し、使用場所、使用方法、

使用量等に関する記録を作成

しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場

合は、信頼できる業者を選定

し、殺虫対象、殺虫を行う場

所を勘案して、委託業者とよ

く相談の上、殺虫剤（成分）

を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、

殺虫剤は委託業者が持参する

○ （殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場

所を定め、施錠による管理を

徹底しましょう。 

・物流施設の従業員等が自ら殺

虫・防鼠等を行う場合は、使

用する殺虫剤の成分について

事前に確認しておくことが重

要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場

合は、鍵付きの保管庫等に保

管し、使用場所、使用方法、

使用量等に関する記録を作成

しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場

合は、信頼できる業者を選定

し、殺虫対象、殺虫を行う場

所を勘案して、委託業者とよ

く相談の上、殺虫剤（成分）

を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、

殺虫剤は委託業者が持参する

○ （殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場

所を定め、施錠による管理を

徹底しましょう。 

・接客（食事提供）施設の従業

員等が自ら殺虫・防鼠等を行

う場合は、使用する殺虫剤の

成分について事前に確認して

おくことが重要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場

合は、鍵付きの保管庫等に保

管し、使用場所、使用方法、

使用量等に関する記録を作成

しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場

合は、信頼できる業者を選定

し、殺虫対象、殺虫を行う場

所を勘案して、委託業者とよ

く相談の上、殺虫剤（成分）

を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、

殺虫剤は委託業者が持参する
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らないうちに、委託業者から

従業員等が殺虫剤を譲り受け

たり、工場内に保管したりす

るようなことがないよう、管

理を徹底する。 

ことになりますが、施設責任

者等が知らないうちに、委託

業者から従業員等が殺虫剤を

譲り受けたり、施設内に保管

したりするようなことがない

よう、管理を徹底しましょう。

ことになりますが、施設責任

者等が知らないうちに、委託

業者から従業員等が殺虫剤を

譲り受けたり、施設内に保管

したりするようなことがない

よう、管理を徹底しましょう。 

ことになりますが、施設責任

者等が知らないうちに、委託

業者から従業員等が殺虫剤を

譲り受けたり、施設内に保管

したりするようなことがない

よう、管理を徹底しましょう。

25 ○ 井戸、貯水、配水施設へ

の侵入防止措置を講じ

る。 

・井戸、貯水、配水施設への出

入り可能な従業員を決め、鍵

等による物理的な安全対策、

防御対策を講じる。 

○ （給水施設の管理） 

井戸、貯水、配水施設への侵

入防止措置を講じましょう。 

・井戸、貯水、配水施設への出

入り可能な従業員を決めまし

ょう。 

・井戸、貯水、配水施設への立

入防止のため、鍵等による物

理的な安全対策、防御対策を

講じましょう。 

― ― ○ （給水施設の管理） 

井戸、貯水、配水施設への侵

入防止措置を講じましょう。

・井戸、貯水、配水施設への出

入り可能な従業員を決めまし

ょう。 

・井戸、貯水、配水施設への立

入防止のため、鍵等による物

理的な安全対策、防御対策を

講じましょう。 

26 ○ 井戸水を利用している

場合、確実な施錠を行

い、塩素消毒等浄化関連

設備へのアクセスを防

止すると共に、可能であ

れば監視カメラ等で監

視する。 

・井戸水に毒物を混入された場

合の被害は、工場全体に及ぶ

ため、厳重な管理が必要であ

る。 

○ （井戸水の管理） 

井戸水に毒物を混入された

場合の被害は、工場全体に及

ぶため、厳重な管理が必要で

す。 

・井戸水を利用している場合

は、確実に施錠し、塩素消毒

等浄化関連設備へのアクセス

を防止しましょう。 

・可能であれば監視カメラ等で

監視しましょう。 

― ― ○ （井戸水の管理） 

井戸水に毒物を混入された

場合の被害は、接客（食事提

供）施設全体に及ぶため、厳

重な管理が必要です。 

・井戸水を利用している場合は

確実に施錠し、塩素消毒等浄

化関連設備へのアクセスを防

止しましょう。 

・可能であれば監視カメラ等で

監視しましょう。 

27 ○ コンピューター処理制

御システムや重要なデ

ータシステムについて、

従業員の異動・退職時等

に併せてアクセス権を

更新する。アクセス許可

者は極力制限し、データ

処理に関する履歴を保

存する。 

・コンピューター処理制御シ

ステムや重要なデータシ

ステムにアクセス可能な

従業員をリスト化し、かつ

システムの設置箇所に鍵

を設ける、ログインパスワ

ードを設ける等の物理的

なセキュリティ措置を講

じる。 

○ （コンピューターの管

理） 

コンピューター処理制御

システムや重要なデータ

システムへのアクセス許

可者は極力制限し、不正な

アクセスを防止しましょ

う。 

・コンピューター処理制御シ

ステムや重要なデータシ

ステムにアクセス可能な

従業員をリスト化し、従業

員の異動・退職時等に併せ

てアクセス権を更新しま

しょう。 

・アクセス許可者は極力制限

し、データ処理に関する履

歴を保存しましょう。 

・システムの設置箇所に鍵を

設ける、ログインパスワー

ドを設ける等の物理的な

セキュリティ措置を講じ

ましょう。 

○ （コンピューターの管

理） 

コンピューター処理制御

システムや重要なデータ

システムへのアクセス許

可者は極力制限し、不正な

アクセスを防止しましょ

う。 

・コンピューター処理制御シ

ステムや重要なデータシ

ステムにアクセス可能な

従業員をリスト化し、従業

員の異動・退職時等に併せ

てアクセス権を更新しま

しょう。 

・アクセス許可者は極力制限

し、データ処理に関する履

歴を保存しましょう。 

・システムの設置箇所に鍵を

設ける、ログインパスワー

ドを設ける等の物理的な

セキュリティ措置を講じ

ましょう。 

◯ 顧客情報の管理 

喫食予定の VIP の行動や

食事内容に関する情報へ

のアクセス可能者は、接客

の責任者などに限定しま

しょう。 

― 
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

28 ○ 資材や原材料等の受け

入れ時及び使用前に、ラ

ベルや包装を確認する。

異常を発見した場合は、

工場長や責任者に報告

し、工場長や責任者はそ

の対応を決定する。 

― ○ （ラベル・包装・数量の確

認） 

資材や原材料等の受け入れ

時及び使用前に、ラベルや包

装の異常の有無、納入製品・

数量と、発注製品・数量との

整合性を確認しましょう。 

異常を発見した場合は、工場

長や責任者に報告し、工場長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・資材や原材料等の受け入れ時

や使用前には、必ずラベルや

包装を確認しましょう。 

・異常が発見された場合は、異

物混入の可能性も念頭に、責

任者に報告し、施設責任者は

その対応を決定しましょう。

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合

は特に慎重に確認し、通常と

は異なるルートから商品等が

紛れ込んでいないかに注意を

払いましょう。 

・運搬時のコンテナ等の封印な

ど、混入しづらく、混入が分

かりやすい対策も検討しまし

ょう。 

○ （ラベル・包装・数量の確

認） 

取扱い商品等の受け入れ時

及び仕分け時に、ラベルや包

装の異常の有無、納入製品・

数量と、発注製品・数量との

整合性を確認しましょう。 

異常を発見した場合は、工場

長や責任者に報告し、工場長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・入荷時には、事前に発送元か

ら通知のあったシリアルナン

バーと製品・数量に間違いが

ないかを確認する。 

・出荷時には、シリアルナンバ

ーの付いた封印を行い、製品・

数量とともに荷受け側に予め

通知をする。事前通知には、

車両のナンバーやドライバー

の名前なども通知することが

望ましい。シリアルナンバー

の管理方法を策定する。 

・取扱い商品の受け入れ時や使

用前には、必ずラベルや包装、

数量を確認しましょう。 

・異常が発見された場合は、異

物混入の可能性も念頭に、施

設責任者に報告し、施設責任

者はその対応を決定しましょ

う。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合

は特に慎重に確認し、通常と

は異なるルートから商品等が

紛れ込んでいないかに注意を

払いましょう。 

・運搬時のコンテナ等の封印な

ど、混入しづらく、混入が分

かりやすい対策も検討しまし

ょう。 

・不正配布を防ぐため、シリア

ルナンバーの管理方法につい

て策定しましょう 

○ （ラベル・包装・数量の確

認） 

食材や食器等の受け入れ時

及び使用前に、ラベルや包装

の異常の有無、納入製品・数

量と、発注製品・数量との整

合性を確認しましょう。 

異常を発見した場合は、料理

長や責任者に報告し、料理長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・食材だけでなく食器等の受け

入れ時や使用前には、必ず数

量やラベル・包装を確認しま

しょう。 

・異常が発見された場合は、異

物混入の可能性も念頭に、施

設責任者や調理責任者に報告

し、施設責任者や調理責任者

はその対応を決定しましょ

う。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合

は特に慎重に確認し、通常と

は異なるルートから商品等が

紛れ込んでいないかに注意を

払いましょう。 

29 ○ 資材や原材料等の納入

時の積み下ろし作業や

製品の出荷時の積み込

み作業を監視する。 

・積み下ろし、積み込み作業は

食品防御上脆弱な箇所であ

る。実務上困難な点はあるが、

相互監視や、可能な範囲での

カメラ等による監視を行う。 

○ （積み下ろしや配膳作業

の監視） 

資材や原材料等の納入時の

積み下ろし作業や製品の出

荷時の積み込み作業を監視

しましょう。 

・資材や原材料等積み下ろし、

積み込み作業は、人目が少な

かったり、外部の運送業者等

が行うことがあるため、食品

防御上脆弱な箇所と考えられ

ます。 

・実務上困難な点もあります

が、相互監視や可能な範囲で

のカメラ等による監視を行う

等、何からの対策が望まれて

います。 

○ （積み下ろしや配膳作業

の監視） 

取扱い商品の納入時の積み

下ろし作業や出荷時の積み

込み作業にも気を配りまし

ょう。 

・積み下ろし、積み込み作業は、

人目が少なかったり、外部の

運送業者等が行うことがある

ため、食品防御上脆弱な箇所

です。 

・実務上困難な点もあります

が、相互監視や可能な範囲で

のカメラ等による監視を行う

等、何からの対策が望まれて

います。 

○ （積み下ろしや配膳作業

の監視） 

食材や食器等の納入時の積

み下ろし作業は監視しまし

ょう。 

・食材や食器等の納入作業は、

食品防御上脆弱な箇所と考え

られます。 

・実務上困難な点はあります

が、従業員や警備スタッフの

立会や、可能な範囲でのカメ

ラ等による監視を行いましょ

う。 

     ・ハイセキュリティ製品と一般

製品が混ざる事の無いように

動線を確保し、物理的に分離

して保管する。また監視カメ

ラを設置するなどの対策が望

ましい 

・ハイセキュリティ製品と一緒

に一般の製品を取り扱う場合

がある場合、枠で囲う、ライ

ンを分けるなどの対策が必

要。 

○ （調理や配膳作業の監

視） 

調理や料理等の配膳時の作

業を監視しましょう。 

・調理や料理の配膳作業は、食

品防御上脆弱な箇所と考えら

れます。 

・従業員同士の相互監視や、作

業動線の工夫、可能な範囲で

のカメラ等による監視を行い

ましょう。 
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

30 ○ 納入製品・数量と、発注

製品・数量との整合性を

確認する。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認する。納入数量

が増加している場合は特に慎

重に確認を行い、通常とは異

なるルートとから製品が紛れ

込んでいないかに注意を払

う。 

（28に統合） （28に統合） （28に統合） （28に統合） （28に統合） （28に統合） 

31 ○ 保管中の在庫の紛失や

増加、意図的な食品汚染

行為の兆候・形跡等が認

められた場合は、工場長

や責任者に報告し、工場

長や責任者はその対応

を決定する。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認する。在庫量が

増加している場合は特に慎重

に確認し、外部から製品が紛

れ込んでいないかに注意を払

う。 

○ （在庫数の増減や汚染行

為の徴候への対応） 

保管中の在庫の紛失や増加、

意図的な食品汚染行為の兆

候・形跡等が認められた場合

は、施設責任者や調理責任者

に報告し、施設責任者や調理

責任者はその対応を決定し

ましょう。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・在庫量が増加している場合は

特に慎重に確認し、外部から

食材等が紛れ込んでいないか

に注意を払いましょう。 

○ （在庫数の増減や汚染行

為の徴候への対応） 

保管中の商品の紛失や増加、

意図的な食品汚染行為の兆

候・形跡等が認められた場合

は、施設責任者や調理責任者

に報告し、施設責任者や調理

責任者はその対応を決定し

ましょう。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・食材等の在庫量が増加してい

る場合は特に慎重に確認し、

外部から食材等が紛れ込んで

いないかに注意を払いましょ

う。 

○ （保管中の食材や料理数

の増減や汚染行為の徴候

への対応） 

保管中の食材や料理の紛失

や増加、意図的な食品汚染行

為の兆候・形跡等が認められ

た場合は、施設責任者や調理

責任者に報告し、施設責任者

や調理責任者はその対応を

決定しましょう。 

・保管中の食材や料理の数量が

一致しない場合は、その原因

を確認しましょう。 

・食材や食器、料理の保管数量

が増加している場合は特に慎

重に確認し、外部から食材等

が紛れ込んでいないか、慎重

に確認しましょう。 

32 ○ 製品の納入先から、納入

量の過不足（紛失や増

加）についての連絡があ

った場合、工場長や責任

者に報告し、工場長や責

任者はその対応を決定

する。 

・過不足の原因について、妥当

な説明がつくように確認す

る。特に納入量が増加してい

る場合は慎重に確認し、外部

から製品が紛れ込んでいない

かに注意を払う。 

○ （過不足への対応） 

製品の納入先から、納入量の

過不足（紛失や増加）につい

ての連絡があった場合、工場

長や責任者に報告し、工場長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・過不足の原因について、妥当

な説明がつくように確認しま

しょう。 

・特に納入量が増加している場

合は慎重に確認し、外部から

製品が紛れ込んでいないかに

注意を払う。 

○ （過不足への対応） 

取扱い商品の納入先から、納

入量の過不足（紛失や増加）

についての連絡があった場

合、施設責任者に報告し、施

設責任者はその対応を決定

しましょう。 

・過不足の原因について、妥当

な説明がつくように確認しま

しょう。 

・特に納入量が増加している場

合は慎重に確認し、外部から

商品が紛れ込んでいないかに

注意を払いましょう。 

○ （過不足への対応） 

お客様から、提供量の過不足

（特に増加）についての連絡

があった場合、施設責任者や

調理責任者に報告し、施設責

任者や調理責任者はその対

応を決定しましょう。 

・過不足の原因について、妥当

な説明がつくように確認しま

しょう。 

・特に提供量が増加している場

合は慎重に確認し、外部から

飲食料品が紛れ込んでいない

かに注意を払いましょう。 

33 ○ 製品納入先の荷受担当

者の連絡先を、誰でもす

ぐに確認できるように

しておく。 

・食品工場内で意図的な食品汚

染行為等の兆候や形跡が認め

られた場合は、被害の拡大を

防ぐため、至急納入先と情報

を共有する必要がある。納入

担当者が不在の場合でも、代

理の従業員が至急連絡できる

ように、予め手順・方法を定

めておくこと。 

○ （対応体制・連絡先等の確

認） 

製品納入先の荷受担当者の

連絡先を、誰でもすぐに確認

できるようにしておきまし

ょう。 

・食品工場内で意図的な食品汚

染行為等の兆候や形跡が認め

られた場合は、被害の拡大を

防ぐため、至急納入先と情報

を共有しましょう。 

・納入担当者が不在の場合で

も、代理の従業員が至急連絡

できるように、予め手順・方

法を定めておきましょう。 

○ （対応体制・連絡先等の確

認） 

製品納入先の荷受担当者の

連絡先を、誰でもすぐに確認

できるようにしておきまし

ょう。 

・物流・保管施設内で意図的な

食品汚染行為等の兆候や形跡

が認められた場合は、被害の

拡大を防ぐため、至急発注元

や納入先と情報を共有しまし

ょう。 

・発注・納入担当者が不在の場

合でも、代理の従業員が至急

連絡できるように、予め手順・

方法を定めておきましょう。 

○ （対応体制・連絡先等の確

認） 

喫食者に異変が見られた場

合の対応体制・連絡先等を、

誰でもすぐに確認できるよ

うにしておきましょう。 

・接客（食品提供）施設内で意

図的な食品汚染行為等の兆候

や形跡が認められた場合は、

被害の拡大を防ぐため、至急

施設内で情報を共有しましょ

う。 

・責任者が不在の場合でも、代

理の従業員が至急連絡できる

ように、予め手順・方法を定

めておきましょう。 
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２．可能な範囲での実施が望まれる対策 

 

将来的に実施することが望まれるものの、１．に挙げた項目に比して優先度は低いと判断された不急の対策。 

 

■組織マネジメント 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

34 ○ 従業員等や警備員は、敷

地内での器物の破損、不

用物、異臭等に気が付い

た時には、すぐに工場長

や責任者に報告する。 

・警備や巡回時に確認する項目

をチェックリスト化し、警備

の質を確保しておくことが望

ましい。 

・故意による器物の破損や悪意

の落書きなどの予兆を見逃さ

ないことが重要である。 

○ （異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設

内や敷地内での器物の破

損、不用物、異臭等に気が

付いた時には、すぐに施設

責任者や調理責任者に報告

しましょう。 

・警備や巡回時に確認する項目

をチェックリスト化し、警備

の質を確保しましょう。 

・故意による器物の破損や悪意

の落書きなどの予兆を見つけ

た場合は、早急に責任者に報

告しましょう。 

○ （異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設

内や敷地内での器物の破

損、不用物、異臭等に気が

付いた時には、すぐに施設

責任者や調理責任者に報告

しましょう。 

・警備や巡回時に確認する項目

をチェックリスト化し、警備

の質を確保しましょう。 

・故意による器物の破損や悪意

の落書きなどの予兆を見つけ

た場合は、早急に責任者に報

告しましょう。 

○ （異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設

内や敷地内での器物の破

損、不用物、異臭等に気が

付いた時には、すぐに施設

責任者や調理責任者に報告

しましょう。 

・警備や巡回時に確認する項目

をチェックリスト化し、警備

の質を確保しましょう。 

・故意による器物の破損や悪意

の落書きなどの予兆を見つけ

た場合は、早急に責任者に報

告しましょう。 

 

■人的要素（従業員等） 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

35 ○ 敷地内の従業員等の所

在を把握する。 

・従業員の敷地内への出入りや

所在をリアルタイムでの把握

や、記録保存のために、カード

キーやカードキーに対応した

入退構システム等を導入す

る。 

○ （従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員等

の所在を把握しましょう。 

・従業員の施設内・敷地内への

出入りや所在をリアルタイム

での把握や、記録保存のため

に、カードキーやカードキー

に対応した入退構システム等

の導入を検討しましょう。 

○ （従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員等

の所在を把握しましょう。

・従業員の施設内・敷地内への

出入りや所在をリアルタイム

での把握や、記録保存のため

に、カードキーやカードキー

に対応した入退構システム等

の導入を検討しましょう。 

○ （従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員等の

所在を把握しましょう。 

・従業員の施設内・敷地内への

出入りや所在をリアルタイム

での把握や、記録保存のため

に、カードキーやカードキー

に対応した入退構システム等

の導入を検討しましょう。 

 

■施設管理 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

36 ○ 敷地内への侵入防止のた

め、フェンス等を設ける。 

・食品工場の敷地内への出入り

しやすい環境が多いため、敷

地内への立ち入りを防止する

ことが望ましい。 

○ （フェンス等の設置） 

敷地内への侵入防止のため、

フェンス等を設けましまし

ょう。 

・食品工場の敷敷地内への出入

りしやすい環境が多いため、

敷地内への立ち入りを防止す

るための対策（フェンス等の

設置）を検討しましょう。 

○ （フェンス等の設置） 

敷地内への侵入防止のため、

フェンス等を設けましょう。

・物流・保管施設の敷地内への

出入りしやすい環境が多いた

め、敷地内への立ち入りを防

止するための対策（フェンス

等の設置）を検討しましょう。 

○ （扉の施錠等の設置） 

接客（食事提供）施設内での

作業空間への侵入防止のた

め、扉への施錠等を検討しま

しょう。 

・接客（食事提供施設）の敷地

内へは、常にお客様が出入り

しています。作業用スペース

へのお客様の立ち入りを防止

するための対策（扉の施錠等）

を検討しましょう。 

37 ○ カメラ等により工場建屋

外の監視を行う。 

・カメラ等による工場建屋への

出入りを監視することによる

抑止効果が期待でき、また、有

事の際の確認に有用である。 

○ （監視カメラの設置） 

カメラ等により工場建屋外

の監視を検討しましょう。 

・カメラ等による工場建屋への

出入りを監視することは、抑

止効果が期待できると共に、

有事の際の確認に有用です。

○ （監視カメラの設置） 

カメラ等により物流・保管

施設建屋外の監視を検討

しましょう。 

・カメラ等による物流・保管施

設建屋への出入りを監視する

ことは、抑止効果が期待でき

ると共に、有事の際の確認に

有用です。 

○ （監視カメラの設置） 

カメラ等により接客（食事提

施設）建屋内外の監視を検討

しましょう。 

・カメラ等による接客（食事提）

施設の建屋内外を監視するこ

とは、抑止効果が期待できる

と共に、有事の際の確認に有

用です。 

38 ○ 警備員の巡回やカメラ等

により敷地内に保管中／

使用中の資材や原材料の

継続的な監視、施錠管理等

を行う。 

・資材・原料保管庫は人が常駐

していないことが多く、かつ

アクセスが容易な場合が多

い。可能な範囲で警備員の巡

回やカメラ等の設置、施錠確

認等を行う。 

○ （継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等に

より敷地内に保管中／使用

中の資材や原材料の継続的

な監視、施錠管理等を行いま

しょう。 

・人が常駐していないことが多

く、アクセスが容易な場合が

多い資材・原料保管庫は、可

能な範囲で警備員の巡回やカ

メラ等の設置、施錠確認等を

行いましょう。 

○ （継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等に

より敷地内に保管中の商品

の継続的な監視、施錠管理等

を行いましょう。 

・人が常駐していないことが多

く、アクセスが容易な場合が

多い取扱い商品の保管庫は、

可能な範囲で警備員の巡回や

カメラ等の設置、施錠確認等

を行いましょう。 

○ （継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等に

より敷地内に保管中／使用

中の資材や原材料の継続的

な監視、施錠管理等を行いま

しょう。 

・人が常駐していないことが多

く、アクセスが容易な場合が

多い食材保管庫は、可能な範

囲で警備員の巡回やカメラ等

の設置、施錠確認等を行いま

しょう。 
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３．オリンピック・パラリンピック特有の対策 

 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

39 ― ― ― ― ○（お客様対策） 

不特定多数のお客様が出入りする接客（食事提

供）施設では、お客様に交じって意図的に有害

物質を混入することも考えられますので対策

を行いましょう。 

・接客（食事提供）施設では、不特定多数の人の

出入りがあるため、お客様に交じってカ意図的

に有害物質を混入することも考えられます。 

40 ― ― ― ― ○（客席等の対策） 

客席等には、お冷や調味料、食器などは置かな

いようにしましょう。 

また、セルフサービスのサラダバーやドリンク

バー等での混入防止対策も必要です。 

・客席テーブル上のお冷や調味料、食器等に異物

が混入されると可能性も否定できません。 

・お冷等の飲み物はスタッフが提供する、お客用

の調味料等は、小分けされた物をその都度渡す

など、異物を混入されにくい対応を検討しまし

ょう。 

・お客様に交じっての異物混入を予防するため

には、可能な限りセルフサービスは避けること

が望ましいでしょう。 

・冷等への異物混入を防止するために、封をする

などの対策を行いましょう。 

41 ― ― ― ― ○（監視カメラの設置） 

お客が直接、食品に触れる様なカフェテリア形

式の配膳場所、サラダバー等には、カメラ等に

よる監視を検討しましょう。 

・不特定多数のお客様が出入りする飲食店等の

配膳場所やサラダバー等をカメラ等により監

視することは、抑止効果が期待できると共に、

有事の際の確認に有用です。 

42 ― ― ― ― ○（厨房の防犯・監視体制の強化） 

厨房内には、作り置きの料理等が保管される場

合があります。保管の際には、冷蔵庫等にカギ

をかける等の異物混入対策が必要です。 

― 

43 ― ― ・車輛の荷台には、私物等は持ち込ませない。また

定期的に持ち込んでいないかを確認しましょう。

（配送（トラック）） 

・荷台への私物の持ち込みは、異物混入のリスク

を高めるだけでなく、従業員への疑いも掛かり

ます。 

― ― 

44 ― ― ・車輛には、運転手及び助手以外の配送作業に関係

しない人間は同乗させない。（配送（トラック））

・たとえ同じ会社の同僚・上司であっても配送車

輛への同乗は異物混入のリスクを高めます。 

― ― 

45 ― ― ・荷台ドアに施錠が出来る車輛での配送を行い、荷

積み、荷卸し以外は荷台ドアに施錠をしましょ

う。車輛を離れる際は、荷台ドアの施錠を確認し

ましょう。（配送（トラック）） 

― ― ― 

46 ― ― ・配送作業が無い場合でたとえ施設内に駐車した

車輛でも必ず、運転席や荷台ドアの施錠を行いま

しょう。（配送（トラック）） 

・夜間や駐車中の車輛に行われる意図的な行為

に対いてのリスクを低減しましょう。 

― ― 

47 ― ― ・不測の事態が起こった場合などに備え、GPSが搭

載された車輛が望ましい。（配送（トラック）） 

― ― ― 

48   ・配送ルートのリスク評価を行いましょう。 ・渋滞や工事での車両規制などを考慮すること

で停車中のリスクを低減しましょう。 
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『食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）』の改訂と、『食品防御対策ガイドライン（運搬・保管施

設向け）』、『食品防御対策ガイドライン（調理・提供施設向け）』の試作版（案）について 

 

安全な食品を提供するために、食品工場では、HACCP システムや ISO を導入し、高度な衛生状態を保っていま

す。その一方で、衛生状態を保つだけでは、悪意を持って意図的に食品中に有害物質等を混入することを防ぐこ

とは困難とされています。 

2001 年 9 月 11 日の世界同時多発テロ事件以降、世界各国でテロ対策は、国家防衛上の優先的課題となってい

ます。特に米国では、食品医薬品局（Food and Drug Administration；FDA）が、農場、水産養殖施設、漁船、食

品製造業、運輸業、加工施設、包装工程、倉庫を含む全ての部門（小売業や飲食店を除く）を対象とした、『食品

セキュリティ予防措置ガイドライン“食品製造業、加工業および輸送業編”』［Guidance for Industry: Food 

Producers, Processors, and Transporters: Food Security Preventive Measures Guidance, 2007.10］3を作

成し、食品への有害物質混入等、悪意ある行為や犯罪、テロ行為の対象となるリスクを最小化するため、食品関

係事業者が実施可能な予防措置を例示しています。 

世界保健機関（World Health Organization；WHO）、2003 年に「Terrorists Threats to Food- Guidelines for 

Establishing and Strengthening Prevention and Response Systems（食品テロの脅威へ予防と対応のためのガ

イダンス）」を作成し、国際標準化機構（International Organization for Standardization: ISO）も「ISO 

22000；食品安全マネジメントシステム－フードチェーンに関わる組織に対する要求事項（Food safety 

management systems - Requirements for any organization in the food chain）」（2005 年 9 月）や「ISO/TS 

22002-1:2009 食品安全のための前提条件プログラム－第 1部:食品製造業（Prerequisite programmes on food 

safety -- Part 1: Food manufacturing）」（2009 年 12 月）を策定するなど、国際的にも食品テロに対する取り

組みが行われています。 

日本では、食品に意図的に有害物質を混入した事件としては、1984 年のグリコ・森永事件、1998 年の和歌山カ

レー事件、2008 年の冷凍ギョーザ事件、2013 年の冷凍食品への農薬混入事件等が発生しており、食品の製造過

程において、意図的な有害物質の混入を避けるための「食品防御対策」の必要性が高くなっています。 

2007 年以降、当研究班の前身である、「食品によるバイオテロの危険性に関する研究」や、「食品防御の具体

的な対策の確立と実行可能性の検証に関する研究」において諸外国の取組の情報収集や日本における意図的な

食品汚染の防止策の検討が行われ、 

平成 23 年度末には、日本の食品事業者が食品防御に対する理解を深め、実際の対策を検討できるように、過

去の研究成果を基に、優先度の高い「１．優先的に実施すべき対策」と、将来的に実施が望まれる「２．可能な

範囲での実施が望まれる対策」の２つの推奨レベルに分けた食品製造者向けのガイドライン「食品防御対策ガイ

ドライン（食品製造工場向け）」（案）やその解説、食品防御の観点を取り入れた場合の総合衛生管理製造過程承

認制度実施要領（日本版ＨＡＣＣＰ）［別表第１ 承認基準］における留意事項（案）を作成しました。 

さらに、平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金「食品防御の具体的な対策の確立と実行可能性の検証に関す

る研究班」では、平成 23 年度に作成した「食品防御対策ガイドライン（案）（食品製造工場向け）」を中小規模の

食品工場等での使用を前提により分かりやすく修正し、解説と一体化しました。 

この度、平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金「食品防御の具体的な対策の確立と実行可能性の検証に関す

る研究班」では、『食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 25 年度改訂版）を一部改定すると共

に、運搬や保管、接客施設等、食品の流通・提供の流れに沿って、運搬・保管施設向けや、調理・提供施設向け

のガイドラインの試作版（案）を作成しました。 

本ガイドライン等を参考に、食品に関係する多くの事業者が、関係する食品関連施設の規模や人的資源等の諸

条件を考慮しながら、「実施可能な対策の確認」や「対策の必要性に関する気付き」を得て、定期的・継続的に食

品防御対策が実施され、確認されることが望まれます。 

 

（別添１）食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 29 年度改訂版）（案） 

（別添２）食品防御対策ガイドライン（運搬・保管施設向け）（平成 29 年度試作版）（第 1案） 

（別添３）食品防御対策ガイドライン（調理・提供施設向け）（平成 29 年度試作版）（第 1案）

                                                  
3 http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/fooddefense/ucm083075.htm 

別紙２ 
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（参考） 

食品防御対策ガイドラインの検討経過 

平成 17 年度（特別研究事業） 食品によるバイオテロの危険性に関する研究 

平成 18～20 年度 食品によるバイオテロの危険性に関する研究 

 食品工場における脆弱性評価の実行可能性の検証 
 脆弱性評価手法（CARVER+Shock） 
 食品テロ対策の検討 
 チェックリストの作成（食品工場向け／物流施設向け） 
①食品工場における人為的な食品汚染防止に関するチェックリスト（案）の作成（平成 18 年度） 
②食品に係る物流施設における人為的な食品汚染防止に関するチェックリスト（案）作成（平成 20 年度） 

 

平成 21～23 年度 食品防御の具体的な対策の確立

と実行可能性の検証に関する研究 

平成 24～26 年度 食品防御の具体的な対策の確立

と実行検証に関する研究 

 平成 18～20 年度 食品によるバイオテロの危険

性に関する研究 

平成 21～23 年度 食品防御の具体的な対策の確

立と実行可能性の検証に関する研究 

 食品工場におけるチェックリストの実行可能性

の検証（平成 21～24 年度） 

 チェックリストの充実・精緻化（平成 21～24 年

度） 

 中小規模の食品工場等における脆弱性評価の実

施とチェックリストの適用可能性の検討（平成

25 年度） 

  食品防御対策の検討（平成 18～25 年度） 

 費用対効果の測定等（平成 21～23 年度） 

 

平成 21～23 年度 食品防御の具体的な対策の確立と実行可能性の検証に関する研究 

ガイドライン等の作成・公表 

①食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（案）（平成 23 年度） 

②食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（案）［解説］ （平成 23 年度） 

③食品防御の観点を取り入れた場合の総合衛生管理製造承認制度実施要領（日本版 HACCP）[別表第 1 

承認基準]における留意事項の検討（平成 23 年度） 

平成 24～26 年度 食品防御の具体的な対策の確立と実行検証に関する研究 

上記ガイドラインの改訂；中小規模の食品工場等での使用を前提に分かりやすく修正し、解説と一体化した。

①食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 25 年度改訂版） 

 

平成 27～29 年度 食品防御の具体的な対策の確立と実行検証に関する研究 

食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 25 年度改訂版）を再度改訂すると共に、運搬・保

管施設向け、調理・提供施設向けのガイドラインの試作版（案）を作成した。 

（別添１）食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 29 年度改訂版）（案） 

（別添２）食品防御対策ガイドライン（運搬・保管施設向け）（平成 29 年度試作版）（第 1 案） 

（別添３）食品防御対策ガイドライン（調理・提供施設向け）（平成 29 年度試作版）（第 1 案） 

 

  



5-28 

（別添１） 

 
１．優先的に実施すべき対策 

 

■組織マネジメント 

（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職場環境づくりに努めましょう。 

 

（教育） 

従業員等が自社の製品・サービスの品質と安全確保について高い責任感を感じながら働くことができるよう

に、適切な教育を実施しましょう。 

解  説 

・働きやすい快適な職場環境は、職場に対する不満等を抱かせないためにも、重要なもの

です。 

・食品工場の責任者は従業員が職場への不平・不満から犯行を行う可能性があることを認

識し、対応可能な食品防御対策の検討や、従業員教育を行いましょう。 

・従業員の多様な背景を十分に理解して対応できるようにしましょう。 

 

（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を含め、その重要

性を認識してもらいましょう 

解  説 

・食品防御の教育の目的は、従業員等の監視を強化することではなく、食品防御に対する意

識を持ってもらうことです。 

・定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を

含め、その重要性を認識してもらいましょう。 

・自社で製造した飲食料品に意図的な食品汚染が発生した場合、お客様はまず製造工場の従

業員等に疑いの目を向ける可能性があるということを、従業員等に認識してもらいましょ

う。 

・従業員等には、自施設のサービスの品質と安全を担っているという強い責任感を認識して

もらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部による犯行を誘発させないよう、部署ごとに応じた内容に限定

する等の工夫や留意が必要です。 

 

（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内容、役割分担等を正確に把握しましょう。 

解  説 
・平時から、従業員の勤務状況や業務内容、役割分担について正確に記録する仕組みを構築

しておくことは、自社製品に意図的な食品汚染が疑われた場合の調査に有用です。 

 

（危機管理体制の構築） 

製品の異常を早い段階で探知するため苦情や健康危害情報等を集約・解析する仕組みを構築しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発生した際に迅速に対処できるよう、自社製品に意図的な食品汚染が疑われた

場合の保健所等への通報・相談や社内外への報告、製品の回収、保管、廃棄等の手続きを定めておきまし

食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け） 

  —意図的な食品汚染防御のための推奨項目— 

（平成 29 年度改訂版）（案） 
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ょう。 

解  説 

・社内の連絡網、保健所・警察等関係機関への連絡先等をマニュアル等に明記しておくこと

は、万が一、製品に意図的な食品汚染が判明した場合や疑われた場合の関係部署への情報

提供を円滑に行うために有用です。 

・苦情、健康危害情報等については、販売店経由で寄せられる情報についても把握に努め、

これらの情報等についても企業内で共有しましょう。 

・異物混入が発生した際には、原因物質に関わらず、責任者に報告し、報告を受けた責任

者は故意による混入の可能性を排除せずに対策を検討しましょう。 

 

■人的要素（従業員等4） 

（従業員採用時の留意点） 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元を確認しましょう。 

解  説 

・記載内容の虚偽の有無を確認するため、従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元

を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免許証、各種証明書等は、可能な限り原本を確認しましょう。 

・大会期間中のみの臨時スタッフや派遣スタッフ等についても、同様となるように、派遣

元等に依頼しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対するイメージ等も確認しましょう。 

 

（従業員の配置） 

フードディフェンスに関する理解・経験の深い職員を重要箇所に配置しましょう。 

解  説 

・経験と信頼感のある従業員を重要な箇所に配置し、混入事故の事前防止や、同僚の不審

な行動等の有無を見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された工程や場所に配置する従業員は、事前に面談を行い、不平・

不満を抱えていないかを確認しましょう。 

 

（制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を適切に管理しましょう。 

解  説 

・製造施設への立ち入りや、従業員を見分けるために重要な制服や名札、ID バッジ、鍵

（キーカード）等は厳重に管理しましょう。 

・退職や異動の際には制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を確実に返却してもらい

ましょう。 

 

（私物の持込みと確認） 

私物を製造現場内へは原則として持ち込まないこととし、これが遵守されていることを確認かを定期的に

確認しましょう。 

解  説 

・私物は、異物混入の原因となる可能性があるため、原則として製造現場内へは、持ち込

まないようにしましょう。 

・持ち込み可能品はリスト化しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に許可を得るなど、適切に管理しましょう。 

・更衣室やロッカールームなどでも相互にチェックできる体制を構築しておきましょう。 

 

 

                                                  
4 派遣社員、連続した期間工場内で業務を行う委託業者などについても、同様の扱いが望まれる。可能であれば、“食品防御に対

する留意”に関する内容を、契約条件に盛り込む。 
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（出勤時間・言動の変化等の把握） 

従業員等の出退勤時間を把握し、著しい変化や、従来とは異なる言動の変化等を把握しましょう。 

解  説 

・従業員等が意図的な異物混入等を行う動機は、勤務開始後の職場への不平・不満等だけで

なく、採用前の事柄が原因となることも考えられます。 

・製造現場の責任者等は、作業前の朝礼、定期的なミーティング、個別面談等を通じて、従

業員の心身の状態や、職場への不満等について確認しましょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変化が見られる場合には、その理由についても確認しましょ

う。 

 

（移動可能範囲の明確化） 

就業中の全従業員等の移動範囲を明確化にし、全従業員等が、移動を認められた範囲の中で働いているよ

うにしましょう。 

解  説 

・製品に異物が混入された場合の混入箇所を同定しやすくするために、他部署への理由の

ない移動を制限しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID バッジ等によって、全従業員の「移動可能範囲」や「持ち場」

等を明確に識別できるようにしましょう。 

 

（新規採用者の紹介） 

新規採用者は、朝礼等の機会に紹介し、見慣れない人への対応力を高めましょう。 

解  説 

・新規採用者は朝礼等の機会に紹介し、皆さんに識別してもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業員が疑問を持ち、一声かける習慣を身につけてもらいましょ

う。 

 

■人的要素（部外者） 

（訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部署・担当者等）を確認し、可能な限り従業員が訪問場所まで同行する。 

解  説 
・訪問者の身元を、社員証等で確認しましょう。 

・訪問理由を確認した上で、従業員が訪問場所まで同行しましょう 

 

②事前予約がない場合や初めての訪問者 

原則として事務所等で対応し、工場の製造現場への入構を認めない。 

解  説 

・「飛び込み」の訪問者は、原則として製造現場には入構させず、事務所等で

対応しましょう。 

・訪問希望先の従業員から、面識の有無や面会の可否等について確認が取れ

た場合は、事前予約がある場合と同様に対応しましょう。 

 

（駐車エリアの設定や駐車許可証の発行） 

訪問者（業者）用の駐車場を設定したり、駐車許可証を発行する等、無許可での駐車を予防しましょう 

解  説 

・全ての訪問者について車両のアクセスエリア、荷物の持ち込み等を一律に制限することは

現実的ではありません。 

・駐車エリアは、原材料や商品の保管庫やゴミ搬出場所等、直接食品に手を触れることがで

きるような場所とはできるだけ離れていることが望ましいでしょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特定の訪問者（例：施設メンテナンス、防虫防鼠業者等）につ

いては、それらの車両であることが明確になるように、駐車エリアを設定しておきましょ

う。 
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（業者の持ち物確認） 

食品工場内を単独で行動する可能性のある訪問者（業者）の持ち物は十分確認し、不要なものを持ち込ま

せないようにしましょう。 

解  説 

・施設・設備のメンテナンスや防虫・防鼠等のために、長時間にわたり施設内で作業するこ

ともある業者については、全ての作業に同行することは困難です。 

・作業開始前には、持ち物の確認を実施し、不要な持ち込み品を持ち込ませないようにしま

しょう。 

 

（郵便・宅配物の受取場所） 

郵便、宅配物等の受け入れ先（守衛所、事務所等）を定めておきましょう。 

解  説 

・郵便局員や宅配業者が、食品工場の建屋内に無闇に立ち入ることや、施設内に置かれてい

る食材等に近づくことは、異物混入の危険性を高めます。 

・郵便、宅配物等の受け入れ先は、守衛所、事務所等の数箇所の定められた場所に限定して

おきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、食品工場内に無闇に立ち入ることや、建屋外に置かれている資材・

原材料や製品に近づけないように、立ち入り可能なエリアを事前に設定しておきましょ

う。 

 

■施設管理 

（調理器具等の定数管理） 

使用する原材料や調理器具、洗剤等について、定数・定位置管理を行いましょう。 

解  説 

・食品工場で使用する原材料や工具等について、定数・定位置管理を行い、過不足や紛失に

気づきやすい環境を整えましょう。 

・不要な物、利用者・所有者が不明な物の放置の有無を定常的に確認しましょう。 

・また、食品に直接手を触れることができる製造工程や従事者が少ない場所等、意図的に有

害物質を混入し易い箇所については特に重点的に確認しましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場所には、施錠等の対応を行いましょう。 

 

（脆弱性の高い場所の把握と対策） 

食品に直接手を触れることができる仕込みや袋詰めの工程や、従事者が少ない場所等、意図的に有害物質

を混入しやすい箇所を把握し、可能な限り手を触れない様にカバーなどの防御対策を検討しましょう。 

解  説 

・仕込みや包装前の製品等に直接手を触れることが可能な状況が見受けられる。 

・特に脆弱性が高いと判断された箇所は、見回りの実施、従業員同士による相互監視、監

視カメラの設置等を行うと共に、可能な限り手を触れられない構造に改修する。 

 

（無人の時間帯の対策） 

工場が無人となる時間帯についての防犯対策を講じる。 

解  説 

・工場が無人となる時間帯は、万が一、混入が行われた場合の対応が遅れます。 

・終業後はからず施錠し、確認する習慣を身につけましょう。 

・製造棟が無人となる時間帯は必ず施錠し、人が侵入できないようにしましょう。・施錠以

外にも、無人の時間帯の防犯対策を講じましょう。 

 

（鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期的に確認しましょう。 
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解  説 
・鍵の使用権を設定し、でも自由に鍵を持ち出せないようにしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守されているかどうかを確認しましょう。 

 

（外部からの侵入防止策） 

造棟、保管庫への外部からの侵入防止対策を行いましょう。 

解  説 
・異物が混入された場合の被害が大きいと考えられる製造棟、保管庫は、機械警備、補助鍵

の設置や、格子窓の設置、定期的な点検を行い、侵入防止対策を取りましょう。 

 

（確実な施錠） 

製造棟の出入り口や窓など外部から侵入可能な場所を特定し、確実に施錠する等の対策を取りましょう。 

解  説 
・全ての出入り口・窓に対して直ちに対策を講じることが困難な場合は、優先度を設定し、

施設の改築等のタイミングで順次改善策を講じるように計画しましょう。 

 

（試験材料等の管理） 

食品工場内の試験材料（検査用試薬・陽性試料等）や有害物質の保管場所を定め、当該場所への人の出入

り管理を行いましょう。また、使用日時や使用量の記録、施錠管理を行いましょう。 

解  説 

・試験材料（検査用試薬・陽性試料等）の保管場所は検査・試験室内等に制限しましょう。

・無断で持ち出されることの無いよう定期的に保管数量の確認をしましょう。 

・可能であれば警備員の巡回やカメラ等の設置を行いましょう。 

 

（紛失時の対応） 

食品工場内の試験材料（検査用試薬・陽性試料等）や有害物質を紛失した場合は、工場長や責任者に報告

し、工場長や責任者はその対応を決定しましょう。 

解  説 

・法令等に基づき管理方法等が定められているものについては、それに従い管理しましょ

う。 

・それ以外のものについても管理方法等を定め、在庫量の定期的な確認、食品の取扱いエリ

アや食品の保管エリアから離れた場所での保管、栓のシーリング等により、妥当な理由無

く有害物質を使用することの無いよう、十分に配慮した管理を行う。 

・試験材料や有害物質の紛失が発覚した場合の通報体制や確認方法を構築しておきましょ

う。 

 

（殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場所を定め、施錠による管理を徹底しましょう。 

解  説 

・食品工場の従業員等が自ら殺虫・防鼠等を行う場合は、使用する殺虫剤の成分について

事前に確認しておくことが重要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場合は、鍵付きの保管庫等に保管し、使用場所、使用方法、

使用量等に関する記録を作成しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場合は、信頼できる業者を選定し、殺虫対象、殺虫を行う場

所を勘案して、委託業者とよく相談の上、殺虫剤（成分）を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、殺虫剤は委託業者が持参することになりますが、施設責

任者等が知らないうちに、委託業者から従業員等が殺虫剤を譲り受けたり、施設内に保

管したりするようなことがないよう、管理を徹底しましょう。 

 

（給水施設の管理） 

井戸、貯水、配水施設への侵入防止措置を講じましょう。 
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解  説 

・井戸、貯水、配水施設への出入り可能な従業員を決めましょう。 

・井戸、貯水、配水施設への立入防止のため、鍵等による物理的な安全対策、防御対策を講

じましょう。 

 

（井戸水の管理） 

井戸水に毒物を混入された場合の被害は、工場全体に及ぶため、厳重な管理が必要です。 

解  説 

・井戸水を利用している場合は、確実に施錠し、塩素消毒等浄化関連設備へのアクセスを防

止しましょう。 

・可能であれば監視カメラ等で監視しましょう。 

 

（コンピューターの管理） 

コンピューター処理制御システムや重要なデータシステムへのアクセス許可者は極力制限し、不正なアク

セスを防止しましょう。 

解  説 

・コンピューター処理制御システムや重要なデータシステムにアクセス可能な従業員を

リスト化し、従業員の異動・退職時等に併せてアクセス権を更新しましょう。 

・アクセス許可者は極力制限し、データ処理に関する履歴を保存しましょう。 

・システムの設置箇所に鍵を設ける、ログインパスワードを設ける等の物理的なセキュリ

ティ措置を講じましょう。 

 

■入出荷等の管理 

（ラベル・包装・数量の確認） 

資材や原材料等の受け入れ時及び使用前に、ラベルや包装の異常の有無、納入製品・数量と、発注製品・数量

との整合性を確認しましょう。 

異常を発見した場合は、工場長や責任者に報告し、工場長や責任者はその対応を決定しましょう。 

解  説 

・資材や原材料等の受け入れ時や使用前には、必ずラベルや包装を確認しましょう。 

・異常が発見された場合は、異物混入の可能性も念頭に、責任者に報告し、施設責任者はそ

の対応を決定しましょう。 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合は特に慎重に確認し、通常とは異なるルートから商品等が紛

れ込んでいないかに注意を払いましょう。 

・運搬時のコンテナ等の封印など、混入しづらく、混入が分かりやすい対策も検討しましょ

う。 

 

（積み下ろしや配膳作業の監視） 

資材や原材料等の納入時の積み下ろし作業や製品の出荷時の積み込み作業を監視しましょう。 

解  説 

・資材や原材料等積み下ろし、積み込み作業は、人目が少なかったり、外部の運送業者等が

行うことがあるため、食品防御上脆弱な箇所と考えられます。 

・実務上困難な点もありますが、相互監視や可能な範囲でのカメラ等による監視を行う等、

何からの対策が望まれています。 

 

納入製品・数量と、発注製品・数量との整合性を確認する。 

解  説 
数量が一致しない場合は、その原因を確認する。納入数量が増加している場合は特に慎重

に確認を行い、通常とは異なるルートとから製品が紛れ込んでいないかに注意を払う。 

 

（在庫数の増減や汚染行為の徴候への対応） 

保管中の在庫の紛失や増加、意図的な食品汚染行為の兆候・形跡等が認められた場合は、施設責任者や調
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理責任者に報告し、施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう。 

解  説 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・在庫量が増加している場合は特に慎重に確認し、外部から食材等が紛れ込んでいないかに

注意を払いましょう。 

 

（過不足への対応） 

製品の納入先から、納入量の過不足（紛失や増加）についての連絡があった場合、工場長や責任者に報告

し、工場長や責任者はその対応を決定しましょう。 

解  説 

・過不足の原因について、妥当な説明がつくように確認しましょう。 

・特に納入量が増加している場合は慎重に確認し、外部から製品が紛れ込んでいないかに注

意を払う。 

 

（対応体制・連絡先等の確認） 

製品納入先の荷受担当者の連絡先を、誰でもすぐに確認できるようにしておきましょう。 

解  説 

・食品工場内で意図的な食品汚染行為等の兆候や形跡が認められた場合は、被害の拡大を防

ぐため、至急納入先と情報を共有しましょう。 

・納入担当者が不在の場合でも、代理の従業員が至急連絡できるように、予め手順・方法を

定めておきましょう。 
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２．可能な範囲での実施が望まれる対策 

 

将来的に実施することが望まれるものの、１．に挙げた項目に比して優先度は低いと判断された不急の対策。 

 

■組織マネジメント 

（異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設内や敷地内での器物の破損、不用物、異臭等に気が付いた時には、すぐに施設

責任者や調理責任者に報告しましょう。 

解  説 

・警備や巡回時に確認する項目をチェックリスト化し、警備の質を確保しましょう。 

・故意による器物の破損や悪意の落書きなどの予兆を見つけた場合は、早急に責任者に報

告しましょう。 

 

■人的要素（従業員等） 

（従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員等の所在を把握しましょう。 

解  説 
・従業員の施設内・敷地内への出入りや所在をリアルタイムでの把握や、記録保存のために、

カードキーやカードキーに対応した入退構システム等の導入を検討しましょう。 

 

■施設管理 

（フェンス等の設置） 

敷地内への侵入防止のため、フェンス等を設けましましょう。 

解  説 
・食品工場の敷敷地内への出入りしやすい環境が多いため、敷地内への立ち入りを防止する

ための対策（フェンス等の設置）を検討しましょう。 

 

（監視カメラの設置） 

カメラ等により工場建屋外の監視を検討しましょう。 

解  説 
・カメラ等による工場建屋への出入りを監視することは、抑止効果が期待できると共に、有

事の際の確認に有用です。 

 

（継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等により敷地内に保管中／使用中の資材や原材料の継続的な監視、施錠管理等を行

いましょう。 

解  説 
・人が常駐していないことが多く、アクセスが容易な場合が多い資材・原料保管庫は、可能

な範囲で警備員の巡回やカメラ等の設置、施錠確認等を行いましょう。 

 

 

以上 
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（別添２） 

 
１．優先的に実施すべき対策 

 

■組織マネジメント 

（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職場環境づくりに努めましょう。 

 

（教育） 

従業員等が取扱製品の品質と安全確保について高い責任感を感じながら働くことができるように、適切な

教育を実施しましょう。 

解 説 

・働きやすい快適な職場環境は、職場に対する不満等を抱かせないためにも、重要なもの

です。 

・物流・保管施設の責任者は従業員が職場への不平・不満から犯行を行う可能性があること

を認識し、対応可能な食品防御対策の検討や、従業員教育を行いましょう。 

 

（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を含め、その重要

性を認識してもらいましょう。 

解 説 

・食品防御の教育の目的は、従業員等の監視を強化することではなく、食品防御に対する意

識を持ってもらうことです。 

・定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を

含め、その重要性を認識してもらいましょう。 

・取扱商品で意図的な食品汚染が発生した場合、顧客はまず当該施設内の従業員等に疑いの

目を向ける可能性があるということを、従業員等に認識してもらいましょう。 

・従業員等には、自施設のサービスの品質と安全を担っているという強い責任感を認識して

もらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部による犯行を誘発させないよう、部署ごとに応じた内容に限定

する等の工夫や留意が必要です。 

 

（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内容、役割分担等を正確に把握しましょう。 

解 説 
・平時から、従業員の勤務状況や業務内容、役割分担について正確に記録する仕組みを構築

しておくことは、自社の取扱商品に意図的な食品汚染が疑われた場合の調査に有用です。

 

（危機管理体制の構築） 

製品の異常を早い段階で探知するため苦情や健康危害情報等を集約・解析する仕組みを構築しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発生した際に迅速に対処できるよう、自社の取扱商品に意図的な食品汚染が疑

われた場合の保健所等への通報・相談や社内外への報告、製品の回収、保管、廃棄等の手続きを定めてお

きましょう。 

解 説 ・社内の連絡網、保健所・警察等関係機関への連絡先等をマニュアル等に明記しておくこと

食品防御対策ガイドライン（運搬・保管向け） 

  —意図的な食品汚染防御のための推奨項目— 

（平成 29 年度試作版）（第 1 案） 
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は、万が一、取扱商品に意図的な食品汚染が判明した場合や疑われた場合の関係部署への

情報提供を円滑に行うために有用です。 

・苦情、健康危害情報等については、販売店経由で寄せられる情報についても把握に努め、

これらの情報等についても企業内で共有しましょう。 

・異物混入が発生した際には、原因物質に関わらず、責任者に報告し、報告を受けた責任者

は故意による混入の可能性を排除せずに対策を検討しましょう。 

 

■人的要素（従業員等5） 

＜従業員採用時の留意点＞ 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元を確認しましょう。 

解 説 

・記載内容の虚偽の有無を確認するため、従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元

を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免許証、各種証明書等は、可能な限り原本を確認しましょう。 

・大会期間中のみの臨時スタッフや派遣スタッフ等についても、同様となるように、派遣

元等に依頼しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対するイメージ等も確認しましょう。 

 

（従業員の配置） 

フードディフェンスに関する理解・経験の深い職員を重要箇所に配置しましょう。 

解 説 

・経験と信頼感のある従業員を重要な箇所に配置し、混入事故の事前防止や、同僚の不審

な行動等の有無を見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された工程や場所に配置する従業員は、事前に面談を行い、不平・不

満を抱えていないかを確認しましょう。 

 

（制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を適切に管理しましょう。 

解 説 

・保管施設や仕分け現場への立ち入りや、従業員を見分けるために重要な制服や名札、ID

バッジ、鍵（キーカード）等は厳重に管理しましょう。 

・退職や異動の際には制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を確実に返却してもらい

ましょう。 

   

（私物の持込みと確認） 

私物を仕分け現場へは原則として持ち込まないこととし、これが遵守されていることを確認かを定期的に

確認しましょう。 

解 説 

・私物は、異物混入の原因となる可能性があるため、原則として仕分け現場内へは、持ち込

まないようにしましょう。 

・持ち込み可能品はリスト化しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に許可を得るなど、適切に管理しましょう。 

・更衣室やロッカールームなどでも相互にチェックできる体制を構築しておきましょう。 

 

（出勤時間・言動の変化等の把握） 

従業員等の出退勤時間を把握し、著しい変化や、従来とは異なる言動の変化等を把握しましょう。 

                                                  
5 派遣社員、連続した期間工場内で業務を行う委託業者などについても、同様の扱いが望まれる。可能であれば、“食品防御に対

する留意”に関する内容を、契約条件に盛り込む。 
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解 説 

・従業員等が意図的な異物混入等を行う動機は、勤務開始後の職場への不平・不満等だけで

なく、採用前の事柄が原因となることも考えられます。 

・物流・保管施設の責任者等は、作業前の朝礼、定期的なミーティング、個別面談等を通じ

て、従業員の心身の状態や、職場への不満等について確認しましょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変化が見られる場合には、その理由についても確認しましょ

う。 

 

（移動可能範囲の明確化） 

就業中の全従業員等の移動範囲を明確化にし、全従業員等が、移動を認められた範囲の中で働いているよ

うにしましょう。 

解 説 

・取扱商品に異物が混入された場合の混入箇所を同定しやすくするために、他部署への理

由のない移動を制限しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID バッジ等によって、全従業員の「移動可能範囲」や「持ち場」

等を明確に識別できるようにしましょう。 

 

（新規採用者の紹介） 

新規採用者は、朝礼等の機会に紹介し、見慣れない人への対応力を高めましょう。 

解 説 
・新規採用者は朝礼等の機会に紹介し、皆さんに識別してもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業員が疑問を持ち、一声かける習慣を身につけてもらいましょう。

 

■人的要素（部外者） 

（訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部署・担当者等）を確認し、可能な限り従業員が訪問場所まで同行する。 

解 説 
・訪問者の身元を、社員証等で確認しましょう。 

・訪問理由を確認した上で、従業員が訪問場所まで同行しましょう 

 

②事前予約がない場合や初めての訪問者 

原則として事務所等で対応し、工場の製造現場への入構を認めない。 

解 説 

・「飛び込み」の訪問者は、原則として仕分け現場には入構させず、事務所等で対応しましょ

う。 

・訪問希望先の従業員から、面識の有無や面会の可否等について確認が取れた場合は、事前

予約がある場合と同様に対応しましょう。 

 

（駐車エリアの設定や駐車許可証の発行） 

訪問者（業者）用の駐車場を設定したり、駐車許可証を発行する等、無許可での駐車を予防しましょう 

解 説 

・全ての訪問者について車両のアクセスエリア、荷物の持ち込み等を一律に制限することは

現実的ではありません。 

・駐車エリアは、取扱商品保管庫やゴミ搬出場所等、直接商品に手を触れることができるよ

うな場所とはできるだけ離れていることが望ましいでしょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特定の訪問者（例：施設メンテナンス、防虫防鼠業者等）につい

ては、それらの車両であることが明確になるように、駐車エリアを設定しておきましょう。

 

（業者の持ち物確認） 

物流・保管施設内を単独で行動する可能性のある訪問者（業者）の持ち物は十分確認し、不要なものを持

ち込ませないようにしましょう。 
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解 説 

・施設・設備のメンテナンスや防虫・防鼠等のために、長時間にわたり施設内で作業すること

もある業者については、全ての作業に同行することは困難です。 

・作業開始前には、持ち物の確認を実施し、不要な持ち込み品を持ち込ませないようにしま

しょう。 

 

（郵便・宅配物の受取場所） 

郵便、宅配物等の受け入れ先（守衛所、事務所等）を定めておきましょう。 

解 説 

・郵便局員や宅配業者が、物流・保管施設の建屋内に無闇に立ち入ることや、施設内に置かれ

ている商品等に近づくことは、異物混入の危険性を高めます。 

・郵便、宅配物等の受け入れ先は、守衛所、事務所等の数箇所の定められた場所に限定してお

きましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、物流・保管施設内に無闇に立ち入ることや、建屋外に置かれている

取扱商品等に近づけないように、立ち入り可能なエリアを事前に設定しておきましょう。

 

■施設管理 

 

（仕分け用具等の定数管理） 

使用する仕分け作業用の器具や工具等について、定数・定位置管理を行いましょう。 

解 説 

・物流施設で使用する機器や工具等について、定数・定位置管理を行い、過不足や紛失に気づ

きやすい環境を整えましょう。 

・不要な物、利用者・所有者が不明な物の放置の有無を定常的に確認しましょう。 

・取扱商品に直接手を触れることができる製造工程や従事者が少ない場所等、意図的に有害

物質を混入し易い箇所については特に重点的に確認しましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場所には、施錠等の対応を行いましょう。 

 

（脆弱性の高い場所の把握と対策） 

取扱商品に直接手を触れることができる仕込みや袋詰めの工程や、従事者が少ない場所等、意図的に有害

物質を混入しやすい箇所を把握し、可能な限り手を触れない様にカバーなどの防御対策を検討しましょう。 

解 説 

・仕込みや包装前の取扱商品等に直接手を触れることが可能な状況が見受けられます。 

・特に脆弱性が高いと判断された箇所は、見回りの実施、従業員同士による相互監視、監視

カメラの設置等を行うと共に、可能な限り手を触れられない構造に改修しましょう。 

 

（無人の時間帯の対策） 

物流・保管施設が無人となる時間帯についての防犯対策を講じる。 

解 説 

・物流・保管施設が無人となる時間帯は、万が一、混入が行われた場合の対応が遅れます。

・終業後は必ず施錠し、確認する習慣を身につけましょう。 

・物流・保管施設が無人となる時間帯は必ず施錠し、人が侵入できないようにしましょう。

・施錠以外にも、無人の時間帯の防犯対策を講じましょう。 

 

（鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期的に確認しましょう。 

解 説 
・鍵の使用権を設定し、誰でも自由に鍵を持ち出せないようにしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守されているかどうかを確認しましょう。 

 

（外部からの侵入防止策） 

物流・保管施設への外部からの侵入防止対策を行いましょう。 
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解 説 
・異物が混入された場合の被害が大きいと考えられる物流・保管施設は、機械警備、補助鍵の

設置や、格子窓の設置、定期的な点検を行い、侵入防止対策を取りましょう。 

 

（確実な施錠） 

物流・保管施設の出入り口や窓など外部から侵入可能な場所を特定し、確実に施錠する等の対策を取りま

しょう。 

解 説 
・全ての出入り口・窓に対して直ちに対策を講じることが困難な場合は、優先度を設定し、施

設の改築等のタイミングで順次改善策を講じるように計画しましょう。 

 

（殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場所を定め、施錠による管理を徹底しましょう。 

解 説 

・物流・保管施設の従業員等が自ら殺虫・防鼠等を行う場合は、使用する殺虫剤の成分につい

て事前に確認しておくことが重要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場合は、鍵付きの保管庫等に保管し、使用場所、使用方法、使用

量等に関する記録を作成しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場合は、信頼できる業者を選定し、殺虫対象、殺虫を行う場所を

勘案して、委託業者とよく相談の上、殺虫剤（成分）を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、殺虫剤は委託業者が持参することになりますが、施設責任者

等が知らないうちに、委託業者から従業員等が殺虫剤を譲り受けたり、施設内に保管した

りするようなことがないよう、管理を徹底しましょう。 

 

（コンピューターの管理） 

コンピューター処理制御システムや重要なデータシステムへのアクセス許可者は極力制限し、不正なアク

セスを防止しましょう。 

解 説 

・コンピューター処理制御システムや重要なデータシステムにアクセス可能な従業員をリ

スト化し、従業員の異動・退職時等に併せてアクセス権を更新しましょう。 

・アクセス許可者は極力制限し、データ処理に関する履歴を保存しましょう。 

・システムの設置箇所に鍵を設ける、ログインパスワードを設ける等の物理的なセキュリテ

ィ措置を講じましょう。 

 

■入出荷等の管理 

（ラベル・包装・数量の確認） 

取扱商品等の受け入れ時及び仕分け前に、ラベルや包装の異常の有無、納入製品・数量と、発注製品・数量

との整合性を確認しましょう。異常を発見した場合は、施設責任者に報告し、責任者はその対応を決定しま

しょう。 

入荷時には、事前に発送元から通知のあったシリアルナンバーと製品・数量に間違いがないかを確認しまし

ょう。 

出荷時には、シリアルナンバーの付いた封印を行い、製品・数量とともに荷受け側に予め通知をする。事前

通知には、車両のナンバーやドライバーの名前なども通知することが望ましい。 

解 説 

・取扱商品等の受け入れ時や仕分け前には、必ずラベルや包装を確認しましょう。 

・異常が発見された場合は、異物混入の可能性も念頭に、施設責任者に報告し、施設責任者は

その対応を決定しましょう。 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合は特に慎重に確認し、通常とは異なるルートから商品等が紛

れ込んでいないかに注意を払いましょう。 

・運搬時のコンテナ等の封印など、混入しづらく、混入が分かりやすい対策も検討しましょ



5-41 

う。 

 

（積み下ろしや積み込み作業の監視） 

取扱商品等の納入時の積み下ろし作業や出荷時の積み込み作業を監視しましょう。 

解 説 

・積み下ろし、積み込み作業は、人目が少なかったり、外部の運送業者等が行うことがあるた

め、食品防御上脆弱な箇所と考えられます。 

・実務上困難な点もありますが、相互監視や可能な範囲でのカメラ等による監視を行う等、

何からの対策が望まれています。 

 

  ハイセキュリティ製品と一般製品が混ざる事の無いように動線を確保し、物理的に分離して保管する。ま

た監視カメラを設置するなどの対策が望ましい。 

   

解 説 

・物流・保管施設では、大規模イベント用の商品と一緒に一般の商品を取り扱う場合がある

ため、枠で囲う、ラインを分けるなどの対策が必要。物流・保管施設では、大規模イベント

用の商品と一緒に一般の商品を取り扱う場合があるため、枠で囲う、ラインを分けるなど

の対策が必要。 

 

（在庫数の増減や汚染行為の徴候への対応） 

保管中の商品の紛失や増加、意図的な食品汚染行為の兆候・形跡等が認められた場合は、施設責任者や調

理責任者に報告し、施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・食材等の在庫量が増加している場合は特に慎重に確認し、外部から食材等が紛れ込んでい

ないかに注意を払いましょう。 

 

（過不足への対応） 

取扱商品の納入先から、納入量の過不足（紛失や増加）についての連絡があった場合、施設責任者に報告

し、施設責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 

・過不足の原因について、妥当な説明がつくように確認しましょう。 

・特に納入量が増加している場合は慎重に確認し、外部から商品が紛れ込んでいないかに注

意を払う。 

 

（対応体制・連絡先等の確認） 

取扱商品納入先の荷受担当者の連絡先を、誰でもすぐに確認できるようにしておきましょう。 

解 説 

・物流・保管施設内で意図的な食品汚染行為等の兆候や形跡が認められた場合は、被害の拡

大を防ぐため、至急発注元や納入先と情報を共有しましょう。 

・発注・納入担当者が不在の場合でも、代理の従業員が至急連絡できるように、予め手順・方

法を定めておきましょう。 
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２．可能な範囲での実施が望まれる対策 

 

将来的に実施することが望まれるものの、１．に挙げた項目に比して優先度は低いと判断された不急の対策。 

 

■組織マネジメント 

（異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設内や敷地内での器物の破損、不用物、異臭等に気が付いた時には、すぐに施設

責任者に報告しましょう。 

解 説 

・警備や巡回時に確認する項目をチェックリスト化し、警備の質を確保しましょう。 

・故意による器物の破損や悪意の落書きなどの予兆を見つけた場合は、早急に責任者に報

告しましょう。 

 

■人的要素（従業員等） 

（従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員等の所在を把握しましょう。 

解 説 
・従業員の施設内・敷地内への出入りや所在をリアルタイムでの把握や、記録保存のために、

カードキーやカードキーに対応した入退構システム等の導入を検討しましょう。 

 

■施設管理 

（フェンス等の設置） 

敷地内への侵入防止のため、フェンス等を設けましましょう。 

解 説 
・物流・保管施設の敷敷地内への出入りしやすい環境が多いため、敷地内への立ち入りを防

止するための対策（フェンス等の設置）を検討しましょう。 

 

（監視カメラの設置） 

カメラ等により物流・保管施設建屋外の監視を検討しましょう。 

解 説 
・カメラ等による物流・保管施設建屋への出入りを監視することは、抑止効果が期待できる

と共に、有事の際の確認に有用です。 

 

（継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等により敷地内に保管中の商品の継続的な監視、施錠管理等を行いましょう。 

解 説 
・人が常駐していないことが多く、アクセスが容易な場合が多い取扱商品の保管庫は、可能

な範囲で警備員の巡回やカメラ等の設置、施錠確認等を行いましょう。 
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３．大規模イベント時に必要な対応 

 

（配送（トラック）） 

 （荷台等への私物の持込み） 

車輛の荷台には、私物等は持ち込ませない。また定期的に持ち込んでいないかを確認しましょう。 

解 説 
・荷台への私物の持ち込みは、異物混入のリスクを高めるだけでなく、従業員への疑いも掛

かります。 

 

 （無関係者の同乗禁止） 

車輛には、運転手及び助手以外の配送作業に関係しない人間は同乗させない。（配送（トラック） 

解 説 ・たとえ同じ会社の同僚・上司であっても配送車輛への同乗は異物混入のリスクを高めます。

 

  （荷台ドアの施錠） 

荷台ドアに施錠が出来る車輛での配送を行い、荷積み、荷卸し以外は荷台ドアに施錠をしましょう。車輛

を離れる際は、荷台ドアの施錠を確認しましょう。 

配送作業が無い場合でたとえ施設内に駐車した車輛でも必ず、運転席や荷台ドアの施錠を行いましょう。 

解 説 ・夜間や駐車中の車輛に行われる意図的な行為に対いてのリスクを低減しましょう。 

 

  （GPS 等による位置確認） 

不測の事態が起こった場合などに備え、GPS が搭載された車輛が望ましい。 

 

以上 
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（別添３）  

 
１．優先的に実施すべき対策 

 

■組織マネジメント 

（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職場環境づくりに努めましょう。 

 

（教育） 

従業員等が取扱製品の品質と安全確保について高い責任感を感じながら働くことができるように、適切な

教育を実施しましょう。 

解 説 

・働きやすい快適な職場環境は、職場に対する不満等を抱かせないためにも、重要なもの

です。 

・接客施設の責任者は従業員が職場への不平・不満から犯行を行う可能性があることを認識

し、対応可能な食品防御対策の検討や、従業員教育を行いましょう。 

・様々な地域からの来訪者が想定されます。多様性を十分に理解して対応できるようにしま

しょう。 

 

（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を含め、その重要

性を認識してもらいましょう。 

解 説 

・食品防御の教育の目的は、従業員等の監視を強化することではなく、食品防御に対する意

識を持ってもらうことです。 

・定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を

含め、その重要性を認識してもらいましょう。 

・施設内で提供した飲食料品に意図的な食品汚染が発生した場合、お客様はまず当該施設内

の従業員等に疑いの目を向ける可能性があるということを、従業員等に認識してもらいま

しょう。 

・従業員等には、自施設のサービスの品質と安全を担っているという強い責任感を認識して

もらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部による犯行を誘発させないよう、部署ごとに応じた内容に限定

する等の工夫や留意が必要です。 

 

（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内容、役割分担等を正確に把握しましょう。 

解 説 

・平時から、従業員の勤務状況や業務内容、役割分担について正確に記録する仕組みを構築

しておくことは、自施設で提供した飲食料品に意図的な食品汚染が疑われた場合の調査に

有用です。 

 

（危機管理体制の構築） 

提供した飲食料品の異常を早い段階で探知するため、苦情や健康危害情報等を集約・解析する仕組みを構築

食品防御対策ガイドライン（調理・提供施設向け） 

—意図的な食品汚染防御のための推奨項目— 

（平成 29 年度試作版）（第 1 案） 
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しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発生した際に迅速に対処できるよう、自施設で提供した飲食料品に意図的な食

品汚染が疑われた場合の保健所等への通報・相談や社内外への報告、飲食料品の回収、保管、廃棄等の手

続きを定めておきましょう。 

解 説 

・社内の連絡網、保健所・警察等関係機関への連絡先等をマニュアル等に明記しておくこと

は、万が一、取扱商品に意図的な食品汚染が判明した場合や疑われた場合の関係部署への

情報提供を円滑に行うために有用です。 

・苦情、健康危害情報等については、販売店経由で寄せられる情報についても把握に努め、こ

れらの情報等についても企業内で共有しましょう。 

・異物混入が発生した際には、原因物質に関わらず、責任者に報告し、報告を受けた責任者は

故意による混入の可能性を排除せずに対策を検討しましょう。 

・施設内での情報伝達の際には警備班や、外部の関係機関等（警察・消防・関係省庁・自治

体・保健所等）と連携して行いましょう。 

・事前に決めたルールに通りに対応できない場合の対応者と責任者を決めておきましょう。

 

■人的要素（従業員等6） 

＜従業員採用時の留意点＞ 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元を確認しましょう。 

解 説 

・記載内容の虚偽の有無を確認するため、従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元

を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免許証、各種証明書等は、可能な限り原本を確認しましょう。 

・イベント期間中のみの臨時スタッフや派遣スタッフ等についても、同様となるように、

派遣元等に依頼しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対するイメージ等も確認しましょう。 

 

（従業員の配置） 

フードディフェンスに関する理解・経験の深い職員を重要箇所に配置しましょう。 

解 説 

・経験と信頼感のある従業員を重要な箇所に配置し、混入事故の事前防止や、同僚の不審

な行動等の有無を見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された工程や場所に配置する従業員は、事前に面談を行い、不平・

不満を抱えていないかを確認しましょう。 

 

（制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を適切に管理しましょう。 

解 説 

・接客への立ち入りや、従業員を見分けるために重要な制服や名札、ID バッジ、鍵（キー

カード）等は厳重に管理しましょう。 

・退職や異動の際には制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を確実に返却してもらい

ましょう。 

   

（私物の持込みと確認） 

私物を食材保管庫・厨房・配膳の現場へは原則として持ち込まないこととし、これが遵守されていること

を確認かを定期的に確認しましょう。 

解 説 ・私物は、異物混入の原因となる可能性があるため、原則として食材保管庫・厨房・配膳の

                                                  
6 派遣社員、連続した期間工場内で業務を行う委託業者などについても、同様の扱いが望まれる。可能であれば、“食品防御に対

する留意”に関する内容を、契約条件に盛り込む。 
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現場内へは、持ち込まないようにしましょう。 

・持ち込み可能品はリスト化しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に許可を得るなど、適切に管理しましょう。 

・更衣室やロッカールームなどでも相互にチェックできる体制を構築しておきましょう。 

 

（出勤時間・言動の変化等の把握） 

従業員等の出退勤時間を把握し、著しい変化や、従来とは異なる言動の変化等を把握しましょう。 

解 説 

・従業員等が意図的な異物混入等を行う動機は、勤務開始後の職場への不平・不満等だけで

なく、採用前の事柄が原因となることも考えられます。 

・調理・提供施設の責任者等は、作業前の朝礼、定期的なミーティング、個別面談等を通じ

て、従業員の心身の状態や、職場への不満等について確認しましょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変化が見られる場合には、その理由についても確認しましょ

う。 

 

（移動可能範囲の明確化） 

就業中の全従業員等の移動範囲を明確化にし、全従業員等が、移動を認められた範囲の中で働いているよ

うにしましょう。 

解 説 

・提供した飲食料品に異物が混入された場合の混入箇所を同定しやすくするために、他部

署への理由のない移動を制限しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID バッジ等によって、全従業員の「移動可能範囲」や「持ち場」

等を明確に識別できるようにしましょう。 

 

（従業員の自己紹介） 

新たな店舗等がスタートする際には、ミーティング等で自己紹介し、スタッフ同士の認識力を高め、見慣

れない人への対応力を高めましょう。 

解 説 

・新たな店舗等での業務がスタートする際には、自己紹介等を行い、スタッフ同士の認識

力を高めましょう。 

・応援スタッフや新規採用者は、その日の打合せ等の機会に紹介し、皆さんに識別しても

らいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業員が疑問を持ち、一声かける習慣を身につけてもらいましょう。

 

■人的要素（部外者） 

（訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部署・担当者等）を確認し、可能な限り従業員が訪問場所まで同行する。 

解 説 
・訪問者の身元を、社員証等で確認しましょう。 

・訪問理由を確認した上で、従業員が訪問場所まで同行しましょう 

 

②事前予約がない場合や初めての訪問者 

立ち入りを認めない。 

解 説 

・「飛び込み」の訪問者は、原則として立ち入りは認めないようにしましょう。 

・訪問希望先の従業員から、面識の有無や面会の可否等について確認が取れた場合は、事前

予約がある場合と同様に、従業員が訪問場所まで同行しましょう。 

 

（駐車エリアの設定や駐車許可証の発行） 

納入業者用や廃棄物収集車の駐車場を設定したり、駐車許可証を発行する等、無許可での駐車を予防しま
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しょう。 

解 説 

・全ての訪問者について車両のアクセスエリア、荷物の持ち込み等を一律に制限することは

現実的ではありません。 

・駐車エリアは、食材保管庫やゴミ搬出場所等、直接食品に手を触れることができるような

場所とはできるだけ離れていることが望ましいでしょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特定の訪問者（例：施設メンテナンス、防虫防鼠業者等）につい

ては、それらの車両であることが明確になるように、駐車エリアを設定しておきましょう。

・報道関係者の駐車エリアも設定しておきましょう。 

 

（業者の持ち物確認） 

厨房等施設・設備内を単独で行動する可能性のある訪問者（業者：報道関係・警備関係を含む）の持ち物

は十分確認し、不要なものを持ち込ませないようにしましょう。 

解 説 

・施設・設備のメンテナンスや防虫・防鼠等のために、長時間にわたり施設内で作業すること

もある業者については、全ての作業に同行することは困難です。 

・作業開始前には、持ち物の確認を実施し、不要な持ち込み品を持ち込ませないようにしま

しょう。 

・可能であれば、持込み可能品リストを作成し、それ以外のものを持ち込む場合には、申告し

てもらいましょう、 

 

■施設管理 

（調理器具等の定数管理） 

使用調理器具・洗剤等について、定数・定位置管理を行いましょう。 

解 説 

・厨房で使用する原材料や調理器具、洗剤等について、定数・定位置管理を行うことで、過不

足や紛失に気づきやすい環境を整えましょう。 

・不要な物、利用者・所有者が不明な物の放置の有無を定常的に確認しましょう。 

・食品に直接手を触れることができる調理・盛り付け・配膳や従事者が少ない場所等、意図的

に有害物質を混入し易い箇所については特に重点的に確認しましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場所には、施錠等の対応を行いましょう。 

・医薬品が保管されている医務室等については、医師・患者党関係者以外の立入の禁止、無人

となる時間帯の施錠、薬剤の数量管理を徹底する。 

 

（脆弱性の高い場所の把握と対策） 

飲食料品に直接手を触れることができる調理や配膳の工程や、従事者が少ない場所等、意図的に有害物質

を混入しやすい箇所を把握しましょう。 

解 説 

・調理や配膳では、飲食料等に直接手を触れないことは不可能です。 

・特に脆弱性が高いと考えられる人目の少ない箇所（配膳準備室・厨房から宴会場までのル

ート）等は、見回りの実施、従業員同士による相互監視、監視カメラの設置等を行うと共

に、可能な限り手を触れられない構造への改修や、配膳方法に工夫をしましょう。 

・レストランや食堂等の客席に備え付けの飲料水や調味料、バイキング形式のサラダバーな

どでは、従業員以外の人物による意図的な有害物質の混入にも注意を払いましょう。 

 

（無人の時間帯の対策） 

厨房・食事提供施設が無人となる時間帯についての防犯対策を講じましょう。 

解 説 

・食品保管庫や厨房等が無人となる時間帯は、万が一、混入が行われた場合の対応が遅れま

す。 

・終業後は必ず施錠し、確認する習慣を身につけましょう。 
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・食品保管庫や厨房等が無人となる時間帯は必ず施錠し、人が侵入できないようにしましょ

う。 

・施錠以外にも、監視カメラ等、無人の時間帯の防犯対策を講じましょう。 

 

（鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期的に確認しましょう。 

解 説 
・鍵の使用権を設定し、誰でも自由に鍵を持ち出せないようにしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守されているかどうかを確認しましょう。 

 

（外部からの侵入防止策） 

食品保管庫や厨房への外部からの侵入防止対策を行いましょう。 

解 説 

・異物が混入された場合の被害が大きいと考えられる食品保管庫や厨房は、機械警備、補助

鍵の設置や、格子窓の設置、定期的な点検を行い、侵入防止対策を取りましょう。 

・通常施錠されているところが開錠されている等、定常状態と異なる状態を発見した時には、

速やかに責任者に報告しましょう。 

 

（確実な施錠） 

食品保管庫や厨房の出入り口や窓など外部から侵入可能な場所を特定し、確実に施錠する等の対策を取り

ましょう。 

解 説 
・全ての出入り口・窓に対して直ちに対策を講じることが困難な場合は、優先度を設定し、施

設の改築等のタイミングで順次改善策を講じるように計画しましょう。 

 

（洗剤等の保管場所） 

厨房の洗剤等、有害物質の保管場所を定め、当該場所への人の出入り管理を行いましょう。また、使用日

時や使用量の記録、施錠管理を行いましょう。 

解 説 

・日常的に使用している洗剤等についても、管理方法等を定め、在庫量を定期的に確認しま

しょう。 

・保管は、食材保管庫や調理・料理の保管エリアから離れた場所とし、栓のシーリング等によ

り、妥当な理由無く使用することが無いよう、十分に配慮しましょう。 

 

（洗剤等の紛失時の対応） 

厨房の洗剤等、有害物質を紛失した場合は、施設責任者や調理責任者に報告し、施設責任者や調理責任者は

その対応を決定しましょう。 

 

（殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場所を定め、施錠による管理を徹底しましょう。 

解 説 

・接客（食事提供）施設の従業員等が自ら殺虫・防鼠等を行う場合は、使用する殺虫剤の成

分について事前に確認しておくことが重要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場合は、鍵付きの保管庫等に保管し、使用場所、使用方法、使

用量等に関する記録を作成しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場合は、信頼できる業者を選定し、殺虫対象、殺虫を行う場所

を勘案して、委託業者とよく相談の上、殺虫剤（成分）を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、殺虫剤は委託業者が持参することになりますが、施設責

任者等が知らないうちに、委託業者から従業員等が殺虫剤を譲り受けたり、施設内に保管

したりするようなことがないよう、管理を徹底しましょう。 
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（給水施設の管理） 

井戸、貯水、配水施設への侵入防止措置を講じましょう。 

解 説 

・井戸、貯水、配水施設への出入り可能な従業員を決めましょう。 

・井戸、貯水、配水施設への立入防止のため、鍵等による物理的な安全対策、防御対策を講じ

ましょう。 

 

（井戸水の管理） 

井戸水に毒物を混入された場合の被害は、接客（食事提供）施設全体に及ぶため、厳重な管理が必要です。 

解 説 

・井戸水を利用している場合は確実に施錠し、塩素消毒等浄化関連設備へのアクセスを防止

しましょう。 

・可能であれば監視カメラ等で監視しましょう。 

 

（顧客情報の管理） 

喫食予定の VIP の行動や食事内容に関する情報へのアクセス可能者は、接客の責任者などに限定しましょ

う。 

 

■入出荷等の管理 

（ラベル・包装・数量の確認） 

食材や食器等の受け入れ時及び仕分け前に、ラベルや包装の異常の有無、納入製品・数量と、発注製品・数

量との整合性を確認しましょう。 

異常を発見した場合は、料理長や責任者に報告し、責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 

・食材だけでなく食器等の受け入れ時や使用前には、必ず数量やラベル・包装を確認しまし

ょう。 

・異常が発見された場合は、異物混入の可能性も念頭に、施設責任者や調理責任者に報告し、

施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう。 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合は特に慎重に確認し、通常とは異なるルートから商品等が紛

れ込んでいないかに注意を払いましょう。 

 

（積み下ろし作業の監視） 

食材や食器等の納入時の積み下ろし作業は監視しましょう。 

解 説 

・食材や食器等の納入作業は、食品防御上脆弱な箇所と考えられます。 

・実務上困難な点はありますが、従業員や警備スタッフの立会や、可能な範囲でのカメラ等

による監視を行いましょう。 

 

（調理や配膳作業の監視） 

調理や料理等の配膳時の作業を監視しましょう。   

解 説 

・調理や料理の配膳作業は、食品防御上脆弱な箇所と考えられます。 

・従業員同士の相互監視や、作業動線の工夫、可能な範囲でのカメラ等による監視を行いま

しょう。 

 

（保管中の食材や料理数の増減や汚染行為の徴候への対応） 

保管中の食材や料理の紛失や増加、意図的な食品汚染行為の兆候・形跡等が認められた場合は、施設責任

者や調理責任者に報告し、施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 
・保管中の食材や料理の数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・食材や食器、料理の保管数量が増加している場合は特に慎重に確認し、外部から食材等



5-50 

が紛れ込んでいないか、慎重に確認しましょう。 

 

（過不足への対応） 

お客様から、提供量の過不足（特に増加）についての連絡があった場合、施設責任者や調理責任者に報告

し、施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう 

解 説 

・過不足の原因について、妥当な説明がつくように確認しましょう。 

・特に提供量が増加している場合は慎重に確認し、外部から飲食料品が紛れ込んでいないか

に注意を払いましょう。 

 

（対応体制・連絡先等の確認） 

喫食者に異変が見られた場合の対応体制・連絡先等を、誰でもすぐに確認できるようにしておきましょう。 

解 説 

・接客（食品提供）施設内で意図的な食品汚染行為等の兆候や形跡が認められた場合は、被害

の拡大を防ぐため、至急施設内で情報を共有しましょう。 

・責任者が不在の場合でも、代理の従業員が至急連絡できるように、予め手順・方法を定めて

おきましょう。 
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２．可能な範囲での実施が望まれる対策 

 

将来的に実施することが望まれるものの、１．に挙げた項目に比して優先度は低いと判断された不急の対策。 

 

■組織マネジメント 

（異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設内や敷地内での器物の破損、不用物、異臭等に気が付いた時には、すぐに施設

責任者や調理責任者に報告しましょう。 

解 説 

・警備や巡回時に確認する項目をチェックリスト化し、警備の質を確保しましょう。 

・故意による器物の破損や悪意の落書きなどの予兆を見つけた場合は、早急に責任者に報告

しましょう。 

 

■人的要素（従業員等） 

（従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員等の所在を把握しましょう。 

解 説 
・従業員の施設内・敷地内への出入りや所在をリアルタイムでの把握や、記録保存のために、

カードキーやカードキーに対応した入退構システム等の導入を検討しましょう。 

 

■施設管理 

（扉の施錠等の設置） 

接客（食事提供）施設内での作業空間への侵入防止のため、扉への施錠等を検討しましょう。 

解 説 
・接客（食事提供施設）の敷地内へは、常にお客様が出入りしています。作業用スペースへの

お客様の立ち入りを防止するための対策（扉の施錠等）を検討しましょう。 

 

（監視カメラの設置） 

カメラ等により接客（食事提供）施設建屋内外の監視を検討しましょう。 

解 説 
・カメラ等による接客（食事提供）施設の建屋内外を監視することは、抑止効果が期待できる

と共に、有事の際の確認に有用です。 

 

（継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等により敷地内に保管中／使用中の食材や食器等の継続的な監視、施錠管理等を行

いましょう。 

解 説 
・人が常駐していないことが多く、アクセスが容易な場合が多い食材保管庫は、可能な範囲

で警備員の巡回やカメラ等の設置、施錠確認等を行いましょう。 
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３．大規模イベント時に必要な対応 

 

 大規模イベント時には、ケータリング等、外部の食品工場等で調理された商品が搬入されることがあるため、

配送用トラック等でも必要な対策。 

  

（お客様対策） 

不特定多数のお客様が出入りする接客（食事提供）施設では、お客様に交じって意図的に有害物質を混入

することも考えられますので対策を行いましょう。 

解 説 
・接客（食事提供）施設では、不特定多数の人の出入りがあるため、お客様に交じってカ意図

的に有害物質を混入することも考えられます。 

 

（客席等の対策） 

客席等には、お冷や調味料、食器などは置かないようにしましょう。 

また、セルフサービスのサラダバーやドリンクバー等での混入防止対策も必要です。 

解 説 

・客席テーブル上のお冷や調味料、食器等に異物が混入されると可能性も否定できません。

・お冷等の飲み物はスタッフが提供する、お客用の調味料等は、小分けされた物をその都度

渡すなど、異物を混入されにくい対応を検討しましょう。 

・お客様に交じっての異物混入を予防するためには、可能な限りセルフサービスは避けるこ

とが望ましいでしょう。 

・冷等への異物混入を防止するために、封をするなどの対策を行いましょう。 

 

（監視カメラの設置） 

お客が直接、食品に触れる様なカフェテリア形式の配膳場所、サラダバー等には、カメラ等による監視を検

討しましょう。 

解 説 
・不特定多数のお客様が出入りする飲食店等の配膳場所やサラダバー等をカメラ等により監

視することは、抑止効果が期待できると共に、有事の際の確認に有用です。 

 

（厨房の防犯・監視体制の強化） 

  厨房内には、作り置きの料理等が保管される場合があります。保管の際には、冷蔵庫等にカギをかける等

の異物混入対策が必要です。 

 

以上 
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厚生労働科学研究費補助金(食品の安全確保推進研究事業) 

「行政機関や食品企業における食品防御の具体的な対策に関する研究」 

総 合 研 究 報 告 書（平成 27-29 年度） 

 

わが国の食品製造業における食品防御対策の現状調査 

 

研究分担者  髙畑 能久（大阪成蹊大学 マネジメント学部 教授） 

研究分担者  穐山  浩（国立医薬品食品衛生研究所 食品部 部長） 

研究分担者  赤羽  学（奈良県立医科大学 公衆衛生学講座・准教授） 

研究協力者  神奈川芳行（奈良県立医科大学 公衆衛生学講座・非常勤講師） 

 

 

Ａ. 研究目的 

わが国の食品製造業における食品防御対策

の実態を把握し、『食品防御対策ガイドライン

（食品製造工場向け）平成 25 年度改訂版』（以

下、食品防御対策ガイドライン）の改善検討を

行う上での基礎的資料とすることを目的とし

て本分担研究を実施した。 

 

Ｂ．研究方法 

 本研究は、下記に示した 3つの方法（アンケ

ート調査、聴き取り調査、現地視察）によって

実施された。 

１．アンケート調査 

 一般財団法人食品産業センターの協力を得

て同センター会員企業のうち、食品製造業企業

117社および、地方食品産業協議会（26協議会）

の会員企業 96 社の計 213 社を対象とした。 

 食品防御対策ガイドラインに記載された6項

目（組織マネジメント、人的要素（従業員等）、

人的要素（部外者）、施設管理、入出荷等の管

理、配送車輌他）に対応した調査票を作成し、

郵送法により調査した。調査期間は、平成 29

年 11 月下旬から平成 30 年 2 月下旬である。 

 

２．聴き取り調査 

 アンケート調査において「電話によるインタ

ビューに協力できる」と回答した企業 10 社を

対象として実施した。 

 

３．現地視察 

 食品製造工場への現地視察は、アンケート調

研究要旨 

平成 29 年度は、わが国の食品製造業における食品防御対策の現状調査を実施した。食品産業セ

ンターの協力を得て同センター会員企業および地方食品産業協議会の会員企業を対象としてアンケ

ート調査等を行い、食品防御対策ガイドラインに沿って 6 項目（組織マネジメント、人的要素（従業員

等）、人的要素（部外者）、施設管理、入出荷等の管理、配送車輌他）への対応状況に関するアンケ

ート調査を実施したところ、大手企業と比較して中小企業では取組みが遅れていることが示された。更

に、食品工場および調味料工場の現地視察では、食品製造現場では食品防御対策に取組む姿勢

はあるものの、その現状にはばらつきがあることが明らかとなった。今後は中小企業を中心に食品防

御対策の取組みが進んでいない食品企業に対して、より一層の普及・啓発が求められる。 
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査時に「貴社工場の見学、現地での意見交換に

協力できる」と回答した食品企業 6社の加工食

品、調味料、油脂、野菜加工を行う工場のうち、

食品防御対策レベルが国内でトップクラスで

あると考えられる食品工場および、一般的なレ

ベルであると考えられる調味料工場の2つの食

品製造工場を対象として実施した。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究において、特定の研究対象者は存在せ

ず、直接的な個人情報の取り扱いはない。 

 

Ｃ. 研究結果 

１．アンケート調査結果 

 対象企業 213 社のうち、102 社より回答を得た

（回収率 48％）。以下に各項目の結果を示した。 

１．１ 回答企業の概要 

 回答企業の資本金を図 1、従業員数を図 2 に示

した。食品製造業では中小企業と定義される「従

業員 300人以下または資本金 3億円以下のいずれ

かに該当する企業」にあたる中小企業は 60 社

（59％）で、大手企業は 42 社（41％）であった。

回答企業の売上高では1億円以下の企業は含まれ

ず、5 億円以下から 1,000 億円超までと幅広く、

業種別分類では、中分類および小分類ともに概ね

偏りなく含まれていた（図 3、表 1）。 

 直近 10 年間で意図的な異物等の混入や汚染に

よる被害を受けた企業は 4社あり、いずれも大手

企業であった（図 4）。フードディフェンスの取

組みは大手企業では 3年から 5年以上前より行わ

れていたが、中小企業では遅れており 12 社が取

組んでいなかった（図 5）。フードディフェンス

全体の達成度は全体平均 6.3点（大手企業 7.4点、

中小企業 4.8 点）であった（図 6）。 

１．２ 組織マネジメント 

 従業員等が働きやすい職場環境づくり、自社の

製品・サービスの品質と安全確保に高い責任感を

感じながら働くことができる適切な教育や従業

員の勤務状況については、殆どの企業が対応でき

ていた（図 7、図 8、図 9）。しかし、異常発生時

の報告ができていない中小企業が2社認められた

（図 10）。組織マネジメントの達成度は全体平均

6.8 点（大手企業 8.0 点、中小企業 6.0 点）であ

った（図 11）。 

１．３ 人的要素（従業員等） 

 採用時の身元の確認等や私物の持込みについ

ては、殆どの企業が対応できていた（図 12、図

13）。しかし、フードディフェンスに関する理解・

経験の深い職員を重要な箇所に配置や移動可能

範囲の明確化を全く行っていない中小企業が

各々7 社および 3 社認められた（図 14、図 15）。

人的要素（従業員等）の達成度は全体平均 6.5 点

（大手企業 7.4 点、中小企業 6.0 点）であった（図

16）。 

１．４ 人的要素（部外者） 

 訪問者の身元確認や従業員が訪問先まで同行

することは、殆どの企業が対応できていた（図 17、

図 18）。しかし、駐車エリアの設定・駐車許可証

の発行および業者の持ち物確認については行っ

ていない中小企業が各々9 社および 4 社認められ

た（図 19、図 20）。人的要素（部外者）の達成

度は全体平均 7.3 点（大手企業 8.0 点、中小企業

6.8 点）であった（図 21）。 

１．５ 施設管理 

 調理器具と洗剤等の定数管理については、殆ど

の企業が対応できていた（図 22）。しかし、脆弱

性の高い場所の把握・対策および業者の殺虫剤の

管理については行っていない中小企業が各々4 社

および 3社認められた（図 23、図 24）。さらに、

監視カメラの設置を行っていない中小企業が 19

社認められた（図 25）。施設管理の達成度は全体

平均 6.6 点（大手企業 7.8 点、中小企業 5.8 点）

であった（図 26）。 

１．６ 入出荷等の管理 

 給水施設の管理、積み下ろし作業の監視、食品

汚染行為の徴候・形跡、納品数量の過不足への対

応については、殆どの企業が対応できていたもの

の、対応できていない中小企業が各々1 社から 3

社ほど認められた（図 27、図 28、図 29、図 30）。

入出荷等の管理の達成度は全体平均 7.3 点（大手
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企業 8.0 点、中小企業 6.9 点）であった（図 31）。 

１．７ 配送車輌他 

 配送車輌の荷台への私物の持込み禁止、配送作

業に関係しない人を同乗させてはいけない、荷台

のドアの施錠については、対応できていない企業

が多く、各々大手企業は 2社から 4社、中小企業

は5社から12社認められた（図32、図33、図34）。

なお、不測の事態が起こった場合などに備え、配

送車輌にGPSを搭載している企業は大手企業で10

社、中小企業で 6社であった（図 35）。車輌管理

他の達成度は全体平均 5.8 点（大手企業 5.9 点、

中小企業 4.8 点）であった（図 36）。 

 

２．聴き取り調査結果 

 平成 29 年 1 月下旬から 2 月上旬にかけて実施

した電話による聴き取り調査の結果、担当者より

回答が得られた食品企業は 7 社であった。残り 3

社のうち1社は複数回電話をしても担当者と連絡

が取れず、2 社は「現地視察時に回答する」との

ことであった。質問項目は主にアンケート調査で

未記入であった自由記述欄について意見を聞き

取るものであり、それらの結果は全てアンケート

調査結果に反映させた。 

 

３．現地視察結果 

 平成 30 年 2 月 27 日から 28 日にかけて、群馬

県と千葉県にある2社の食品製造工場を対象とし、

現地視察を実施した。 

３．１ 食品工場 

 当該工場は従業員数約 200 名であり、主に加工

食品を製造していた。ソフト面の対策として①従

業員とのコミュニケーション改善、②各種研修に

よる意識の向上、③品質管理課にフードディフェ

ンス班の設置などを実施していた。また、ハード

面の対策として①安全安心カメラの設置、②IC カ

ードによる入退場管理システム、③IC タグによる

入退場管理システム、④IC カード式キーボックス

による鍵管理、⑤非常口以外の外部へ通じる扉の

閉鎖などである。高いレベルの対策を講じていた

が、今後とも食品防御対策への危機感が薄れない

工夫が必要である。 

３．２ 調味料工場 

 当該工場は従業員約 500 名であり、主に調味料

を製造していた。工場外のみ視察であったが、外

観のフードディフェンスに関する取り組みを観

察できた。フードディフェンス委員会を毎月開催

し、FSSC22000 認証取得を目指していた。具体的

には、①工場敷地への入り口に守衛を配置し、従

業員の IC カードを確認、②外部者には記録用紙

に所属・氏名・訪問先・健康状態などを記載させ

る、③監視カメラを工場敷地への入り口と場内に

数台設置、④場内には限られた権限者した入室で

きないしくみ、⑤製品の封印によるタンパーエビ

デンスなどの対策を講じていた。今後の課題とし

ては、従業員が工場内へ入室する際にも IC カー

ドでチェックできるシステムの構築を検討して

いた。 

 

Ｄ. 考察   

 アンケート調査および聴き取り調査の結果か

ら食品防御対策は大手企業が先行しており、中小

企業での取組みが遅れていた。 

 現地視察結果から国内の食品製造現場では、食

品防御対策に取組む姿勢はあるものの、工場の建

設時期や、当該食品企業が抱える課題等の違いに

より、その現状にはばらつきがあることが明らか

となった。 

 

Ｅ. 結論 

 今後は中小企業を中心に食品防御対策の取組

みが進んでいない食品企業に対して、より一層の

普及・啓発が求められる。 

 

Ｆ. 健康危険情報 

なし 

Ｇ．研究発表 

なし 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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【アンケート調査結果 回答企業の概要】 

 

 

図 1. 回答企業の概要（資本金） 

 

 

図 2. 回答企業の概要（従業員数） 

 

 

図 3. 回答企業の概要（売上高） 
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表 1. 回答企業の概要（業種） 

 

 

 

 

図 4. 回答企業の概要（意図的な異物の混入汚染による被害の有無） 

業種（中分類） 合計 大手 中小 業種（小分類） 大手 中小
肉製品 5 1
乳製品 6 2
その他の畜産食料品 3 2
水産加工品 2 8
海藻加工品 1 1
冷凍水産物 2 0
その他の水産食料品 1 0
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品（野菜漬物を除く） 2 1
野菜漬物（缶詰、瓶詰、つぼ詰を除く） 0 6
味噌 0 4
醤油・食用アミノ酸 4 3
ソース 3 4
マヨネーズ・ドレッシング 4 1
カレー・シチュー 4 0
スープ 3 1
めんつゆ 5 4
その他の調味料 10 10
小麦粉 1 1
その他の精穀・製粉 1 1

糖類製造業 2 1 1 糖類 1 1
パン 5 2
生菓子（和・洋） 4 4
ビスケット類・干菓子 3 2
米菓 0 4
その他の菓子 9 5

清涼飲料製造業 16 11 5 清涼飲料（茶飲料・コーヒー飲料を含む） 10 5
動植物油脂製造業 6 4 2 動植物油脂 4 2

茶（飲料は除く） 0 2
コーヒー（飲料は除く） 0 0

めん類製造業 11 7 4 めん類 7 4
弁当・総菜製造業 13 5 8 弁当・総菜 5 8
冷凍調理食品製造業 11 10 1 冷凍調理食品 9 1

豆腐・油揚 3 3
レトルト食品 12 5
その他に分類されない食品製造業 9 8

合計 192 104 88 138 106

2

13

4

8

7

17

2

14

茶・コーヒー製造業

その他の食料品製造業

11

2

2

15

2

15

0

19

畜産食品製造業

水産食品製造業

野菜缶詰・果実缶詰・農産

調味料製造業

精穀・製粉業

パン・菓子製造業 29

2

32

15

10

9

32

4
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図 5. 回答企業の概要（フードディフェンスの取組み期間） 

 

 

 

 
図 6. 回答企業の概要（フードディフェンス全体：達成度【10 点＝理想的な状態】） 
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【アンケート調査結果 組織マネジメント】 

 

 

図 7.  組織マネジメント（働きやすい職場環境づくり） 

 

 

図 8.  組織マネジメント（自社の製品・サービスに高い責任感を感じて働くことができる教育） 

 

 

図 9.  組織マネジメント（勤務状況の把握） 
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図 10.  組織マネジメント（異常発生時の報告） 

 

 

 

 

図 11.  組織マネジメント（達成度【10 点＝理想的な状態】） 
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【アンケート調査結果 人的要素（従業員等）】 

 

 

図 12. 人的要素（従業員等）（身元の確認等） 

 

 

図 13. 人的要素（従業員等）（私物の持込み） 

 

 

図 14. 人的要素（従業員等）（フードディフェンスに関する理解・経験の深い従業員の配置） 
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図 15. 人的要素（従業員等）（移動可能範囲の明確化） 

 

 

 

 
図 16. 人的要素（従業員等）（達成度【10 点＝理想的な状態】） 
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【アンケート調査結果 人的要素（部外者）】 

 

 

図 17. 人的要素（部外者）（訪問者の身元確認等） 

 

 

図 18. 人的要素（部外者）（従業員の同行） 

 

 

図 19. 人的要素（部外者）（駐車場エリアの設定等） 
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図 20. 人的要素（部外者）（業者の持ち物確認） 

 

 

 

 

図 21. 人的要素（部外者）（達成度【10 点＝理想的な状態】） 
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【アンケート調査結果 施設管理】 

 

 

図 22.  施設管理（調理器具の定数管理） 

 

 

図 23.  施設管理（脆弱性の高い場所の把握と対策） 

 

 

図 24.  施設管理（殺虫剤の管理） 
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図 25.  施設管理（監視カメラの設置） 

 

 

 

 

 

図 26.  施設管理（達成度【10 点＝理想的な状態】） 
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【アンケート調査結果 入出荷等の管理】 

 

 

図 27. 入出荷等の管理（給水施設の管理） 

 

 
 

図 28. 入出荷等の管理（積み下ろし作業の監視） 

 

 

図 29. 入出荷等の管理（食品汚染行為の徴候・形跡への対応） 
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図 30. 入出荷等の管理（納品数量の過不足への対応） 

 

 

 

 

図 31. 入出荷等の管理（達成度【10 点＝理想的な状態】） 
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【アンケート調査結果 車輌管理他】 

 

 

図 32.  車輌管理他（私物の持込み禁止） 

 

 

図 33.  車輌管理他（同乗制限） 

 

 

図 34.  車輌管理他（荷台のドアに施錠） 
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図 35.  車輌管理他（GPS の搭載） 

 

 

 

 

図 36.  車輌管理他（達成度【10 点＝理想的な状態】） 
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厚生労働科学研究費補助金(食品の安全確保推進研究事業) 
「行政機関や食品企業における食品防御の具体的な対策に関する研究」 

総 合 研 究 報 告 書（平成 27-29 年度） 
 

食品の市販後調査（PMM）手法の検証 
 

研究分担者 赤羽 学 （奈良県立医科大学 健康政策医学講座 准教授） 

研究代表者 今村 知明（奈良県立医科大学 健康政策医学講座 教授） 

研究協力者 前屋敷明江（奈良県立医科大学附属病院 看護部 看護主査） 

 
研究要旨 

 
A．研究目的 
本研究は、インターネットを通じて食品等の

商品の受発注を行う生協組合員をモニターとし

て、インターネットアンケートによって得られ

た健康調査データと、モニターの商品購入デー

タを組み合わせることで、健康被害の発生の早

期発見のための食品 PMM 手法を開発、検証す

ることを目的とする。 
開発手法の検証については、分析対象期間の

中で健康被害の疑いが強い食品候補について、

発症者の年齢や発症時期などの詳細を確認する

ことで、特定の食品の購入者群に発生した健康

被害であるか否かを評価する。 
今年度は特に、将来の有症状者数を予測する

ため、過去の有症状者数の時系列データを分析

し、ARIMA モデルの適用に取り組んだ。 
 

B．研究方法 
１．健康調査 
１．１ 概要 
インターネットを活用し、国民から直接的に

リアルタイムで健康情報を収集する健康調査は、

「通信連絡機器を活用した健康危機情報をより

迅速に収集する体制の構築及びその情報の分析

評価に関する研究」（研究代表者：今村知明）（以

下、「PC サーベイ」）において確立された手法

である。 
本研究では、2014 年度に実施された「食品防

御の具体的な対策の確立と実行検証に関する研

究」（研究代表者：今村知明）の中で行われた「食

本研究では、販売した食品の喫食による健康被害の発生の早期発見のための手法として、食品の

市販後調査（PMM: Post Marketing Monitoring）による食中毒などの急性疾患発生を早期発見す

る手法と、原因食品と個別商品名や販売日をスクリーニングする手法を開発し、検証した。 
食品の PMM は、調査対象者の健康情報と食品購入リストがあれば、ある種類の食品の購入者に、

健康被害が起きているかどうかをモニタリングすることが可能となる。そこで、本研究では、食品

の PMM に活用可能な健康調査のデータとして、インターネットアンケートにより収集した健康調

査データ、および同期間における健康調査モニターの生協での商品購入データを組み合わせて食品

PMM の分析を実施した。分析手法については、医薬品副作用 PMM におけるシグナル検出方法を

もとに昨年度検討した食品 PMM の手法に、米国 CDC で実施されている早期異常探知システム

（EARS）の手法などを組合せて 2012 年度までに構築した枠組みを適用し、2015 年度新たに有症

状者数の予測を実施した。 
2010 年から 2012 年に収集された健康調査のデータをもとに、有症状者数の時系列データを作成

した。作成した時系列データに対して、定常性、季節変動、自己相関の検証を行い、時系列データ

の性質を検証した。検証の結果、有症状者数の時系列データはホワイトノイズの性質を持つことが

分かった。 
この有症状者数の時系列データをもとにARIMA（Auto Regressive Integrated Moving Average）

モデルを適用し、将来の有症状者数予測を実施した。 
PMM データの分析にあたっては㈱三菱総合研究所が支援した。 
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品テロの早期察知へのPMMの活用可能性に関

する実証実験」において収集したデータを利用

した。これは、日本生活協同組合連合会（以下、

日本生協連）、生活協同組合コープこうべ（以下、

コープこうべ）の協力を得て、インターネット

を通じて商品の受発注を行う生協組合員をモニ

ターとして活用し、上記研究において独自に構

築したインターネットアンケートシステムによ

って実施・収集した健康調査のデータである。 
 

１．２ 生協組合員モニターを活用した健康調

査の調査方法 
本研究において、食品 PMM 手法の開発、検

証に用いたデータは、2014 年度の「食品テロの

早期察知へのPMMの活用可能性に関する実証

実験」で得られた健康調査データを利用したも

のである。ここでは健康調査の調査方法等を以

下に示す。 
 

１．２．１ 調査対象 
健康調査の調査対象はコープこうべであり、

その対象は以下のとおりである。 
・インターネットを通じて商品の受発注を行う

コープこうべの組合員（コープこうべネット

の e ふれんず会員） 
・上記の要件を充たす、兵庫県、および 京都府

京丹後市、大阪府（豊中市、池田市、箕面市、 
豊能郡、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、

島本町、大阪市東淀川区、淀川区、西淀川区）

在住者。 
 
１．２．２ 調査項目 
健康調査の調査項目は以下のとおりである。 

・下痢・嘔吐などの症状で病院を受診したか否

か、薬を服用したか否か。 
・インフルエンザと診断されたか否か。 
・熱中症と診断されたか否か。 
・各症状（17 項目）の有無：微熱 38.5 度未満、

高熱 38.5 度以上、鼻水、咳、下痢、嘔吐、胃

痛または腹の痛み、けいれん、目のかゆみ、

発疹、熱中症症状、頭痛、のどの痛み、くし

ゃみ、皮膚のかゆみ、めまい、不眠。 
 
１．２．３ 調査実施プロセス 
健康調査の実施プロセスは、モニター募集と

モニター登録、症状の回答（調査本体）、最終ア

ンケートの４段階で実施した。 
(１)  モニター募集 
商品受発注システムに設置するバナーや、コ

ープこうべが組合員に送信しているメールニュ

ースにて周知し、協力を依頼した。モニターと

して健康調査にご協力いただける組合員はバナ

ーやメールニュースに記載したリンク先からモ

ニター登録システムにアクセスし、モニター登

録を行う形態とした。 
(２)  モニター登録 
日本生協連が管理するインターネットアン

ケートシステムのモニター登録システムにおい

て、連絡用メールアドレス（ID を兼ねる）、サ

ブメールアドレス（携帯メール可）、パスワード、

組合員番号、居住地（市区町村まで）、モニター

を含む世帯構成員の情報（年齢、性別）、リマイ

ンドメールの間隔（毎日、隔日、２日おき）等

の情報をご登録いただいた。アンケートは遡っ

て 7 日間分の回答が可能である。なお、これら

の情報項目については、これらの登録情報から

モニター個人を特定できることのないよう配慮

した（個人情報に該当しない）。 
また、登録時には、健康調査にのみ協力する

か（グループ A）、健康調査への協力とともに、

健康調査実施期間中の加入生協におけるインタ

ーネットを通じた商品購入データの提供にも協

力するか（グループ B）の同意確認を行った。 
(３)  症状の回答 
日本生協連が管理するインターネットアン

ケートシステムにおいて、登録モニターに世帯

構成員の調査対象症状等の有無をご回答いただ

いた。 
(４)  最終アンケート 
日本生協連が管理するインターネットアン

ケートシステムにおいて、登録モニターに健康

調査終了後のアンケート調査にご回答いただい

た。 
 

２．食品の市販後調査 
本研究における食品の PMM は、2014 年度

の「食品テロの早期察知への PMM の活用可能

性に関する実証実験」で得られたモニターの健

康調査データを活用し、モニターの商品購入デ

ータと組み合わせて実施するものである。これ
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が本研究の核を成すパートである。 
 

２．１ 背景と過年度の取組み 
食品の市販後調査（PMM）は、Codex にお

いてトレーサビリティと並び記載されており、

販売後の健康被害を少しでも喰い止めるべく迅

速に対応する方法である。しかし、その実効性

の難しさと費用の大きさから、なかなか受け入

れられるに至っていない現状があった。 
しかし、PC およびインターネットの普及を

受けて開発されたインターネット調査の手法に

より、調査対象者の健康情報を従来よりも容易

に得ることが可能になってきた。調査対象者の

健康情報と食品購入リストがあれば、ある種類

の食品の購入者に、健康被害が起きているかど

うかをモニタリングすることが可能となる。 
そこで本研究では、健康調査データと商品購

入データを用いて、これを統計分析することで、

食品による健康被害の早期発見を目指す枠組み

を構築し、調査データにおける健康被害の発生

有無の評価を実施する。 
2010 年度は構築した枠組みにより、食品

PMM の実現可能性を確認した。2011 年度は手

法を高度化するため、米国 CDC で実施されて

いる早期異常探知システム（EARS）1などを組

み合わせ、食中毒など健康被害の急性疾患発生

が疑われる食品候補を早期に発見する手法、お

よび原因食品と個別食品名や販売日をスクリー

ニングする手法を構築した。食品候補を段階的

に絞り込むことでシグナル検出の精度向上を図

り、その実効性を評価できるようになった。

2012 年度は 2011 年度の健康調査結果を用い、

手法のリアルタイム性向上をめざし、従来 1 月

ごとであった分析サイクルを 2週間ごとに縮め、

またこれを円滑に実現するための手法及び体制

構築について検討した。2013 年度は、これまで

に対象期間とした 1～4 月ではなく、細菌性の

食中毒が増加しやすい夏季を対象期間とした分

析に焦点を当て検討した。2014 年度は再現性に

焦点を当て、再度夏季期間を対象とした分析を

行った。そして、2015 年度は統計分析に基づく

有症状者数の予測を目標に分析を行った。 
 

                                                   
1 http://www.bt.cdc.gov/surveillance/ears/ 

２．２ 食品 PMM 手法 
本研究では、医薬品 PMM のシグナル検出手

法にもとづき 2010～2014 年度に開発してきた

食品 PMM 手法を用いる。同手法により、健康

被害の疑いを早期に発見し、原因として疑われ

る食品候補を段階的にスクリーニングすること

ができる。 
分析用データの作り方に関する詳細は 2010

年度の分担報告書に詳しいためここでは割愛す

る。また、具体的な食品分析手法に関する詳細

は 2011 年度の分担報告書に詳しいためここで

は割愛する。 
 

C．研究成果 
１．食品の市販後調査の活用可能性の検討 

2010年～2012年の 1月 21 日から 4月 30 日

の有症状者数データをもとに、有症状者数の予

測を行った。 
予測に用いる統計手法は、時系列データの分

析手法である ARIMA（Auto Regressive In-
tegrated Moving Average）モデルとした。 

 
１．１ Step1：分析データの作成 
有症状者数の時系列データは、コープこうべ

の健康調査結果から作成した。分析対象とする

症状は下痢と嘔吐の 2 つである。 
有症状者数の時系列データは、2010 年から

2012 年の 1 月 21 日から 4 月 30 日までの期間

を対象に作成した。作成したデータの詳細を表 
1、下痢と嘔吐の有症状者数の時系列データを

図 １にそれぞれ示す。 
 
表 1 有症状者数の時系列データ詳細 

項目 詳細 

データ期間 2010 年～2012 年 
1月 21日～4月 30 日 

対象とする症状 下痢と嘔吐 

1 周期あたり日数 100 日間 
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図 １ 有症状者数の時系列データ 

（上：下痢、下：嘔吐） 
 
１．２ Step2：時系列データの検証 
時系列データの分析を行う場合、対象とする

時系列データがどのような性質を有するか検証

する必要がある。本研究では、有症状者数の時

系列データが持つ性質について、定常性、季節

変動、自己相関の 3 点を検証した。 
最初にデータの定常性を検証した。定常性と

は、時系列データが時間に寄らず一定の平均と

分散を持つ性質である。例えば、急激に有症状

者数が多くなり続ける場合や、全く有症状者が

出なくなり続ける場合など、データの対象期間

中にデータの出現確率が大きく変化するような

時系列データは非定常過程という。 
図 １から下痢・嘔吐の有症状者数データは、

時間に寄らず、平均値と分散が一定だと判断で

きるため、定常過程にあると言える。 
次に季節変動について検証した。季節変動と

は、時系列データが周期的に有する変動傾向の

ことである。ある時点の時系列データは、長期

的 な 変 動 傾 向 を 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 、 季 節 変 動 を

𝑆𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 、不規則変動を𝑒 とすると、次の

式で表すことができる。 
 

𝑦 = 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 × 𝑆𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑒  

 
下痢の有症状者数の時系列データを長期的

な変動傾向、季節変動、不規則変動のそれぞれ

に分解した結果を図 ２に示す。 

 

図 ２ 下痢の有症状者数データを分解した図 
（1 段目：原データ、2 段目：季節変動、 

3 段目：長期的な傾向、4 段目：不規則変動） 
 
長期的な変動傾向は 2011 年にやや有症状者

数が多い傾向が見られるものの、季節変動は傾

向が特に無いことが検証された。 
最後に自己相関を検証した。自己相関とは、

異なる時点kのデータと現在時点tのデータ間に

関係（相関）があるかを示す指標である。自己

相関は、以下の式で表される。 
 

𝜌 = 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑦 , 𝑦 ) =
𝐶𝑜𝑣(𝑦 , 𝑦 )

𝑉𝑎𝑟(𝑦 ) ∙ 𝑉𝑎𝑟(𝑦 )
 

 
自己相関は2組の時点のデータの共分散（Cov）

を分散の積（Var）で割って規格化した指標であ

る。2 組の時点のデータが、高い相関を持つほ

ど𝜌 = 1に近づく。 
下痢の有症状者数の時系列データに対して、

横軸にt − kを 300 時点、縦軸に自己相関𝜌 を

取ったグラフを図 ３に示す。 

 
図 ３ 下痢の有症状者数の自己相関 

 
図 ３から分かるとおり、t − k = 0となる時点
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はtとkが同じ時点であるため𝜌 = 1となった

が、t − k ≥ 1では、自己相関𝜌 がほぼ 0 に近い

値となった。これは、ある時点のデータが他の

時点のデータにほぼ影響を及ぼさないことを示

している。 
有症状者数の時系列データは、100 時点周期

である。100 時点離れた時点のデータと現在の

時点のデータの間に相関が低いということは、

1 年前の時点のデータが現時点のデータに影響

を及ぼさないことを示している。すなわち過去

のデータが将来のデータに関係が無いと言える。 
このような定常過程であり、t − k ≥ 1の自己

相関がほぼ 0の時系列データをホワイトノイズ

という。上記の時系列データの性質は、下痢と

嘔吐の時系列データ両方に見られた。 
これらの検証から、下痢と嘔吐の時系列デー

タは、ホワイトノイズの性質を持つことが分か

った。 
１．３ Step3：有症状者数の予測 

ARIMAモデルは、George BoxとGwilym M. 
Jenkins によって 1976 年に示された時系列デ

ータに適用されるモデルである。時系列データ

に対して、将来の値を予測するために用いられ

る。 
時系列データから将来の値を予測するため

には、過去の時系列データから、モデルとなる

数式を作成する必要がある。今回は、モデル式

を作成するために ARIMA モデルを用いた。 
ARIMA モデルの特徴は、自己回帰モデル

（AR）と移動平均モデル（MA）を組み合わせ

ていることである。このため、過去の値を説明

変数としてモデル式のパラメータを推定するこ

とができる。 
ARIMA モデルを用いて推定したモデル式を

用いて100時点先までの有症状者数を予測した

結果を図 ４に示す。 

 
図 ４ 下痢の有症状者数の予測結果 

 

図 ４から分かるとおり、予測した有症状者

数は期待値に収束している。事象の発生が本質

的にランダムあるいは予測できない事象に対し

て、長期的な予測を行った場合、確率変数の収

束に落ち着くことが知られている。例えば、サ

イコロの 1 面あたりの出現確率は 1/6 で期待値

は 3.5 である。試行回数が増えれば実際にサイ

コロを振った場合の 1面あたりの出現率および

期待値もこれに収束することが知られている。

このことから、有症状者数の変動は、検証に用

いた時系列データからは、ランダムに発生する

事象に近いことが分かった。 
また、ホワイトノイズデータに対して、

ARIMA モデルを用いた予測を行うと予測値は

期待値になる。有症状者数のデータは、ホワイ

トノイズデータであるため、予測値が期待値に

なった。 
これらの検証から、将来の有症状者数は予測

することができるものの、予測された有症状者

数は期待値に収束することが分かった。 
 

D．考察 
１．食品の市販後調査の活用可能性の検討 

2010～2014 年度に開発してきた食品 PMM
手法によって、有症状者数の時系列データを取

得する方法は確立されている。 
本年度は、有症状者数の時系列データを時系

列解析した。有症状者数の時系列データは、作

成することが難しい貴重なデータである。本時

系列データの利活用は、有症状者数の予測を行

う上で重要と考えられる。 
本年度の研究から、有症状者数の時系列デー

タのみを用いて将来的な有症状者数の予測を精

度良く行うことは難しいことが分かった。 
有症状者数の予測を行うためには、例えば気

温や湿度といった他の時系列データから、有症

状者数の予測モデルを作成することが出来ると

考えられる。今後は、他の時系列データとの関

係性を検証することが必要であると考えられる。 
 

E．結論 
本研究では、食品 PMM 手法で得られた時系

列データを基に、将来的な有症状者数の予測を

検討した。検討の結果、有症状者数の時系列デ

ータは、ホワイトノイズの性質を持つことが明
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らかとなった。そのため ARIMA モデルを用い

て、有症状者数の時系列データをモデル化する

ことはできるが、将来の有症状者数の予測値は

期待値に収束することが明らかとなった。 
食品の市販調査へ活用するためには、

ARIMA モデルのように自己回帰を用いたモデ

ル式ではない方法を採用すべきことが明らかと

なった。例えば、気温等の他の時系列データと

の関係性から予測モデルを作成することが期待

される。 
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Harumi Bando, Hiroaki
Sugiura, Yasushi Ohkusa,
Manabu Akahane, Tomomi
Sano, Noriko Jojima,
Nobuhiko Okabe & Tomoaki
Imamura

25(1) 104-113 2015

今村知明、神奈川芳行 56(2) J39-J43 2015

神奈川芳行 56(5) 157-161 2015

神奈川芳行、今村知明 79(11) 762-766 2015

今村知明 WEB WEB 2015

神奈川芳行 46(2) 67‐74 2015
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2016
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羽学、今村知明
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新春特集　座談会　食の安全への展望 食と健康

食品衛生学雑誌

トピックス　食品防御の考え方‐農薬混
入事件の教訓と今後の課題‐

食品の包装

異物混入を考える ─ 本当に増えてい
る？企業はどう対応すべき？

ＴＨＥ　ＰＡＧ
Ｅ

食品衛生研究国際的イベントに向けた食品防御

食品防御　基本的な考え方と今後の課題 食品の包装

食品工場における食品防御（フードディ
フェンス）の考え方と業界動向２　食品
防御（フードディフェンス）の考え方と
必要性

日本防菌防黴学
会誌

Development and Application of an
Alert System to Detect Cases of Food
Poisoning in Japan

PLOS ONE

論文タイトル名 発表誌名

Association between first airborne
cedar pollen level peak and
pollinosis symptom onset: a web-
based survey

International
Journal of
Environmental
Health Research

特集　食品の安全と安心をめぐる話題
フードディフェンス

公衆衛生

農薬混入事件から学ぶ食品防御とその対
策（第１０８回学術講演会公開セミナー
「フードディフェンス－食品テロを未然
に防ぐために－」）

食品衛生学雑誌

食品防御（フードディフェンス）その現
状と今求められている対策（第１７回特
別シンポジウム－フードディフェンスの
取り組みと食品テロ跡の対応について
－）
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